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平成３０年第４回志布志市議会定例会 

 

１．会期日程 

月 日 曜日 種 別 内  容 

１２月 ３日 月 本会議 
開会 会期の決定 

平成29年度決算委員長報告・質疑・討論・採決 議案

４日 火 休 会  

５日 水 本会議 一般質問 

６日 木 本会議 一般質問 

７日 金 本会議 一般質問 

８日 土 休 会  

９日 日 休 会  

１０日 月 委員会 常任委員会 

１１日 火 休 会  

１２日 水 休 会  

１３日 木 休 会  

１４日 金 休 会  

１５日 土 休 会  

１６日 日 休 会  

１７日 月 休 会  

１８日 火 休 会  

１９日 水 本会議 委員長報告・質疑・討論・採決 閉会 
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２．付議事件 

番号 事   件   名 

認定第１号 平成29年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第２号 平成29年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第３号 平成29年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号 平成29年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号 平成29年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号 平成29年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号 平成29年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第８号 平成29年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第９号 平成29年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成30年度志布志市一般会計補正予算（第５号）） 

承認第８号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成30年度志布志市一般会計補正予算（第６号）） 

議案第63号 平成29年度志布志市水道事業剰余金の処分について 

議案第64号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

議案第65号 志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第66号 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

議案第67号 志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志布志市有明

体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第68号 志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

議案第69号 有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

議案第70号 伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について 

議案第71号 通山青少年館の指定管理者の指定について 

議案第72号 原田青少年館の指定管理者の指定について 

議案第73号 山重青少年館の指定管理者の指定について 

議案第74号 蓬原青少年館の指定管理者の指定について 

議案第75号 有明青少年館の指定管理者の指定について 

議案第76号 野神青少年館の指定管理者の指定について 

議案第77号 財産の取得について 

議案第78号 財産の処分について 

議案第79号 字の区域変更について 
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議案第80号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

議案第81号 平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第82号 平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

議案第83号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号） 

議案第84号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第85号 志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第86号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号） 

議案第87号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号） 

同意第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

陳情第３号 「育ちにくさを持つ子ども」及び「障がい児」とその「家族」が安心して暮らせ

る地域生活を求める陳情書 

曽於地区介護保険組合議会議員の選挙 

議員派遣の決定 

閉会中の継続調査申し出について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・産業建設常任委員長・議会運営委員長） 

久井仁貴君の議員辞職の件 
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３．一般質問 

質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

１野村広志 １ 農業施策について ⑴ 米国を除く環太平洋連携協定参加国による新協

定「ＴＰＰ11」の発効が間近に迫っている中、本市

の基幹産業である農業にどのような影響が懸念さ

れるのか。また、影響を抑える支援策について問う。 

市 長 

 

⑵ 「ＴＰＰ11」の発効に備えて、儲かる農業の仕組

みづくりに向けた本市の農業施策をどのように導

いていく考えなのかを問う。 

市 長 

⑶ 国会において、出入国管理法改正案を巡り新たな

在留資格を創設する議論が進められている中、本市

の農業分野での外国人技能実習生の受け入れ状況

と課題について問う。 

市 長 

⑷ 外国人技能実習生を受け入れている農業経営体

の方々は、外国人が地域で円滑に暮らせるよう日常

の生活に細かく気を配っている。実習生を受け入れ

ている農業経営体への支援の現状について問う。 

市 長 

⑸ 農業用廃プラスチックの処理費の高騰により、農

家の負担が増している。本市の現状について問う。 

市 長 

⑹ 国においては、農業用廃プラスチックの処理施設

新設に対する支援策を強化する動きがあるが、本市

としても取り組む考えはないか問う。 

市 長 

２小野広嗣 

 

 

 

 

 

 

１ 市民と行政の協働

によるまちづくりの

推進について 

⑴ 少子・高齢化や価値観の多様化等による社会環境

の変化により、地域の課題は増加し、画一的な行政

サービスから、市民のニーズにあった課題解決の方

法が強く求められているが、その全てを行政が解決

することは困難な状況となってきている。今後は、

市民と行政の協働によるまちづくりを推進する新

しい仕組みづくりを構築する必要があるのではな

いか。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

２小野広嗣 

 

１ 市民と行政の協働

によるまちづくりの

推進について 

⑵ 総務常任委員会の所管事務調査で訪れた岩手県

一関市では、地域づくりの在り方について「行政主

導型」から地域と行政が連携して進める「地域協働

型」への転換を図るため、地域協働体の体制強化と

活動支援を柱とした各種制度の構築から実施に至

るまでの基本的な事項を定めた「一関市地域協働推

進計画」を定めていた。地域協働体が地域で議論し、

地域全体の将来像を描きながら、地域の特性を生か

した事業や、地域の課題解決につながる事業を進め

ており、参考になった。本市においても、市民と行

政との「協働推進計画」を策定すべきではないか。 

市 長 

２ 市民サービスの向

上について 

⑴ 市役所は、志布志市における最大のサービス業で

あり、市民はお客である。いかに市民のために働き、

喜んでもらえるかが重要である。接遇研修等も行わ

れているが、職員の市民への対応について、市長は

就任以降、どのように認識し、評価しているのか。 

市 長 

３ 公用車へのドライ

ブレコーダーの設置

と無事故対策につい

て 

⑴ 公用車へのドライブレコーダーの設置は、公用車

を運転する職員の安全運転の意識を向上させると

ともに、事故が発生した際、責任の明確化と処理の

迅速化を図るという効果もあり、既に多くの自治体

で導入されている。本市も公用車の購入の際には、

ドライブレコーダーを設置しているが、ドライブレ

コーダーは移動可能な防犯カメラとしても非常に

有効であり、事故防止と犯罪防止のためにも、前倒

しして設置台数を増やすべきではないか。 

市 長 

４ 幼児教育の無償化

について 

⑴ 国は幼児教育の無償化について、生涯にわたる人

格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育

の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、消費

税率引き上げ時の2019年10月１日からの実施を目

指している。実施までの期間が短く、新たな財政負

担も必要になるなど課題も多いと思うが、どのよう

に認識し、対応しようとしているのか。 

市 長 

教育長 

３尖 信一 １ 教育行政について ⑴ 本年度の本市の全国学力・学習状況調査の結果に

ついて、どのように捉えているか問う。また、その

結果に対する具体的な対策について問う。 

市 長 

教育長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

３尖 信一 １ 教育行政について ⑵ 本市の小・中学校に在籍する教職員の勤務実態

は、現在国が進めている働き方改革の主旨に沿って

いるか。また、教職員が効率的に校務を行えるよう

な対策をとっているか問う。 

市 長 

教育長 

２ 防災対策について ⑴ 11月に実施した防災訓練における問題点の把握

と、その改善点について問う。 

市 長 

⑵ 本市の消防団員の、防災に対する日々の活動及び

研修会等への参加状況について問う。 

市 長 

３ 個人情報保護法の

運用について 

⑴ 昨年の個人情報保護法の改正後に、様々な補助団

体の地域活動に支障を来たしている。この改正を受

け、どのように団体の活動を支援しているか問う。 

市 長 

教育長 

４ 中心市街地の活性

化について 

⑴ 中心市街地の空洞化に対し、どのようなまちの将

来像を描いているのか、今後のまちづくりについて

問う。 

市 長 

４青山浩二 

 

１ 税外収入について ⑴ 市の財源確保のため、公共施設の命名権売却（ネ

ーミングライツ）を導入する考えはないか問う。 

市 長 

教育長 

２ 体育施設の整備に

ついて 

⑴ 有明野球場周辺に屋内練習場を整備する考えは

ないか問う。 

市 長 

教育長 

⑵ 有明野球場のスコアボードを電光掲示板にする

考えはないか問う。 

市 長 

教育長 

⑶ 有明野球場の内外野を囲むコンクリートフェン

スを、選手の事故や負傷を防ぐ観点から、ラバーフ

ェンスに改良する考えはないか問う。 

市 長 

教育長 

３ 伊﨑田地区定住促

進住宅用地について 

⑴ 本年６月に分譲を開始し、７区画が全て売却され

た伊﨑田地区定住促進住宅用地のうち、２区画が建

築前の地質調査において、軟らかい層の不均一な分

布により、建築物の安全性が確保できないとの判断

がされている。分譲地購入者は地盤改良工事に係る

費用負担を余儀なくされることになる。購入者の負

担軽減をはじめ、分譲地の安全確保について、市と

してどのように関わっていくのか問う。 

市 長 

５八代 誠 １ 有害鳥獣被害対策

について 

⑴ ここ数年における本市の有害鳥獣被害への対応

策と実績について問う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

５八代 誠 １ 有害鳥獣被害対策

について 

⑵ 有害鳥獣被害対策については様々な課題がある

ことを踏まえ、今後どのように対応していく考えか

問う。 

市 長 

６南 利尋 １ 福祉行政について ⑴ 福祉タクシーなど、福祉サービス利用者から接遇

に対する意見や要望を聞く。どのように改善してい

く考えか問う。 

市 長 

２ 公共施設の活用つ

いて 

⑴ 利用手続きを簡素化するなど、既存の公共施設を

活用し、健康増進や交流を図る考えはないか問う。 

市 長 

３ 農畜産業の振興に

ついて 

⑴ 志布志市産の農畜産物の販路確保の在り方につ

いて問う。 

市 長 

４ 観光振興について ⑴ 近隣自治体では、観光振興計画が着実に進められ

ているように見受けられる。本市の現状について問

う。 

市 長 

⑵ 旧志布志町で取得した夏井、陣岳地区の市有地の

利活用について問う。 

市 長 

５ 中心市街地の活性

化について 

⑴ 中心市街地には、多くの空き店舗が見受けられ

る。行政としても空き店舗解消に向け様々な情報発

信をしていくべきではないか。 

市 長 

６ 公用車の広告につ

いて 

⑴ 公用車を市内企業の広告（ラッピング）に利用す

れば、志布志市のアピールとともに、安全に心掛け

た運転等コンプライアンスにもつながると考える

が、取り組む考えはないか問う。 

市 長 

７市ヶ谷 孝 

 

１ 防災行政について 

 

⑴ 本市では、毎年11月１日に地震・津波防災訓練を

実施しているが、市長としてはじめて臨んだ今年度

の防災訓練をどのように捉え、分析されたのか問

う。 

市 長 

⑵ 想定外の規模の災害が多発する近年、本市におけ

る被災時の状況想定も思考を止めることなく、常に

考え改善していかなければならない。「備えていた

ことしか役には立たなかった。備えていただけでは

十分ではなかった」という言葉を耳にするが、緊急

時に市民の生命を守るためには、平時の準備が大切

である。そこで下記の項目について市長の考えを問

う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

７市ヶ谷 孝 １ 防災行政について ① 避難タワーの設置箇所を含めた避難場所の在

り方について 

② 非常食の備蓄状況について 

③ 異なる住環境にある各家庭の避難経路の確保

につながる周知の在り方について 

市 長 

８鶴迫京子 １ 子育て支援につい

て 

⑴ 産前産後ママサポート事業について 

文教厚生常任委員会の所管事務調査で訪れた長

崎県島原市では、出産前後の育児や家事に係る負担

を軽減し子育て家庭を支援するため、出産前２か月

から子どもが１歳を経過する日までの期間にある

妊産婦に対し、育児及び家事等の援助を行う「産前

産後ママサポーター」を派遣する事業を実施してい

る。本市においても先進事例に倣い、事業を導入す

る考えはないか。 

市 長 

⑵ すこやか赤ちゃん支援事業について 

少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負

担を軽減し安心して子どもを生み育てることので

きる環境を目指し、紙おむつや粉ミルク等赤ちゃん

の育児用品購入費用の一部を助成する事業も実施

している。本市においても導入する考えはないか。 

市 長 

２ 学校給食費の無償

化について 

⑴ 同じく佐賀県みやき町では、学校給食費の無償化

について調査した。市長の公約で学校給食費の無償

化を明言されているが、現在の進捗状況と今後の取

り組みについて問う。 

市 長 

教育長 

３ 高齢者福祉につい

て 

⑴ 有明会場で開催した議会主催の「市民と語る会」

において、ひとり金婚式の在り方について、意見・

要望があった。このことについて市長の考えを問

う。 

市 長 

４ 交通行政について ⑴ 本市の福祉タクシーや通学バスなども含めた総

合公共交通システムの構築に向けた取り組みの進

捗状況と今後の方向性を問う。 

市 長 

教育長 

９小園義行 １ 嘱託職員等の働き

方について 

⑴ 会計年度任用職員制度に向けての対応について

問う。 

市 長 
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質 問 者 件   名 要           旨 
質問の 

相手方 

９小園義行 

 

１ 嘱託職員等の働き

方について 

⑵ 新制度下での嘱託職員等の働き方はどのように

変わるのか問う。 

市 長 

⑶ 新制度で自治体の役割はどうなるのか問う。 市 長 

⑷ 障がい者雇用についてどのように考えているの

か問う。 

市 長 

２ 正規職員の働き方

について 

 

⑴ 正規職員の病休等での欠員に対する対応は、現状

を把握したうえで早急に十分な対応が必要と考え

るが、どのように対応されているのか問う。 

市 長 

⑵ 現在、本市の障がい者雇用については身体障がい

者が主となっているが、知的障がい者や精神障がい

者の雇用について、どのように考えているのか問

う。 

市 長 

３ 福祉行政について ⑴ 国において保育所保育指針が改定され４月から

施行された。10項目からなる「幼児期の終わりまで

に育ってほしい姿」が新設された。このことをどの

ように受けとめているか。また、それぞれの法人へ

の対応について問う。 

市 長 

教育長 

４ 水道事業について ⑴ 国会において水道事業の民営化が議論されてい

る。この法案に対する管理者の考えを問う。 

市 長 

⑵ 修繕等に対応できる有資格者を市職員として採

用し、安定的に運営できる体制を確保する考えはな

いか問う。 

市 長 

５ 漁業振興について ⑴ 漁業法改定案が国会で審議されている。どのよう

に受けとめているか問う。 

市 長 

６ 農林業振興につい

て 

⑴ 有害鳥獣被害の状況と今後の対応策をどのよう

に考えているか問う。 

市 長 

７ 教育振興について ⑴ 学校へのエアコン設置に向けての今後の取り組

みを問う。 

市 長 

教育長 
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平成３０年第４回志布志市議会定例会会議録（第１号） 

期 日：平成30年12月３日（月曜日）午前10時00分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 報告 

日程第４ 認定第１号 平成29年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第５ 認定第２号 平成29年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第６ 認定第３号 平成29年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第７ 認定第４号 平成29年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第８ 認定第５号 平成29年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第９ 認定第６号 平成29年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第10 認定第７号 平成29年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第11 認定第８号 平成29年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第12 認定第９号 平成29年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

日程第13 議案第63号 平成29年度志布志市水道事業剰余金の処分について 

日程第14 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成30年度志布志市一般会計補正予算（第５号）） 

日程第15 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて 

（平成30年度志布志市一般会計補正予算（第６号）） 

日程第16 議案第64号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

日程第17 議案第65号 志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第18 議案第66号 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第19 議案第67号 志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志

布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第20 議案第68号 志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 
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日程第24 議案第72号 原田青少年館の指定管理者の指定について 

日程第25 議案第73号 山重青少年館の指定管理者の指定について 
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日程第28 議案第76号 野神青少年館の指定管理者の指定について 

日程第29 議案第77号 財産の取得について 

日程第30 議案第78号 財産の処分について 

日程第31 議案第79号 字の区域変更について 

日程第32 議案第80号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

日程第33 議案第81号 平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第34 議案第82号 平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第35 議案第83号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号） 

日程第36 同意第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 
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午前10時00分 開会 開議 

○議長（西江園 明君） ただいまから、平成30年第４回志布志市議会定例会を開会いたします。 

これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西江園 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、持留忠義君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 会期の決定 

○議長（西江園 明君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から12月19日までの17日間にしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から12月19日までの17

日間に決定しました。 

──────○────── 

日程第３ 報告 

○議長（西江園 明君） 日程第３、報告を申し上げます。 

先の定例会から議会運営に関する申し合わせの期間までに受理した陳情は、お手元に配布の陳

情文書表のとおりであります。 

陳情第３号は、文教厚生常任委員会へ付託いたします。 

次に、監査委員から監査報告書が提出されましたので配布いたしました。 

参考にしていただきたいと思います。 

──────○────── 

日程第４ 認定第１号 平成29年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について 

○議長（西江園 明君） 日程第４、認定第１号、平成29年度志布志市一般会計歳入歳出決算認

定についてを議題とします。 

本案は、平成29年度志布志市一般会計決算審査特別委員会に付託してありましたので、委員会

における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

○平成29年度志布志市一般会計決算審査特別委員長（青山浩二君） ただいま議題となりました

認定第１号、平成29年度志布志市一般会計歳入歳出決算認定について、審査経過の概要と結果に

ついて報告申し上げます。 

当委員会は、10月２日から５日までの４日間にわたり、執行部から、関係課長ほか担当職員の

出席を求め、審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、主な質疑と答弁について御報告いたします。 
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はじめに、情報管理課分について報告いたします。 

情報管理課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、電算システム管理整備事業について、システム更新時における住民

票等のコンビニ交付サービス開始について、現在の進捗状況はどのようになっているかとただし

たところ、当初、基幹システムは平成31年１月に更新を予定していたが、元号改正等により２年

間延長し、平成33年１月の更新に向け準備を進めている。コンビニ交付サービスについても、分

科会等で協議・検討しているとの答弁でありました。 

コンビニ交付サービスについて、コンビニが無い地域でも郵便局はある。他自治体では郵便局

での交付サービスも行っている。本市は郵便局での交付サービスをどの程度検討されているのか

とただしたところ、郵便局において、交付サービスを実施している自治体は、全国でも数箇所見

られる。それぞれ交付サービス方法が異なるため、本市における最適な方法について検討してい

るところであるとの答弁でありました。 

第３次情報化計画の推進について、タブレット端末の導入等、うたわれている。計画の実行へ

向け、遅滞なく進めて欲しいとただしたところ、第３次情報化計画を今年３月策定し、今後５年

間の情報化の展望に向けての協議を進めている。タブレット端末やＷｉ－Ｆｉ、コンビニ交付等

については、部会を設置し協議している。タブレット端末については今回、試験的に導入し、近

いうちに窓口への設置を計画しているとの答弁でありました。 

次に、市民環境課分について報告いたします。 

市民環境課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、使用済み紙おむつの再資源化について、本格稼動の時期はいつか。

また、本格稼動に係る予算、設置場所についてただしたところ、平成32年度の本格稼動を公表し

ている。予算については、建物、機械を含め２億3,000万円程度を見込んでおり、清掃センター内

への設置を考えているとの答弁でありました。 

使用済み紙おむつの再資源化の広域化についても検討されたが、まとまらなかった経緯がある。

広域化に向けた協議等は今後も継続されるのかとただしたところ、広域化については、スケール

メリットを生かす観点から29年度において関係市町と協議、検討したが、賛同を得られなかった。

使用済み紙おむつの再資源化については、志布志市、大崎町を中心に考えていくが、処理量には

若干の余裕はあるため、地元の理解を得ながら、志布志市、大崎町以外の紙おむつ処理について

も必要に応じ検討できればと考えているとの答弁でありました。 

地球温暖化対策実施計画を策定しているが、各課で取り組める削減方法の計画を立て、進行管

理を市民環境課が集約して全体の進行管理が見えるようにしていく必要があるのではないかとた

だしたところ、現計画においては、目標値は全体で定めており課ごとには定めていないが、課ご

との目標値設定により実効性も高まると思われるため、内部で検討していきたいとの答弁であり

ました。 

環境保全促進事業補助金については、問題点の記載がないが、環境学習会開催に係る補助金支



 （20）

給や加入率が68％にとどまっている衛生自治会の組織の在り方、機能そのものを見直す必要があ

るのではないかとただしたところ、確実なごみ出しの推進を目的に始まったのが衛生自治会であ

る。合併して10年以上が経過し、少しずつそういうひずみが出てきていることは感じている。加

入率向上等含め、衛生自治会の理事会で十分検討してより良い方向に持っていきたいとの答弁で

ありました。 

次に、港湾商工課分について報告いたします。 

港湾商工課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ふるさと納税メディアミックス業務委託及びふるさと納税ＰＲ広告

業務について、ふるさと納税のＰＲ等については、単年度で終わっているのか。また、東京の浜

松町駅への看板設置等宣伝をしないと寄附額が上がらないのかとただしたところ、現在、ふるさ

と納税の寄附額については、昨年比88％であるが、寄附額を増やすためには、ＰＲ等が非常に大

事だと考えている。そのため、今年度も継続して、広告等専門家に事業を委託している。業者と

は効果的なＰＲ方法について、連携を図っている。その中で、今年度は浜松町におけるＰＲ看板

の設置については、行っていないとの答弁でありました。 

グルメ普及推進事業について、本年１月にグランプリを獲得した全国ご当地どんぶり選手権へ、

来年１月も参加し、２年連続のグランプリ獲得による殿堂入りを目指しているが、どんぶり選手

権２連覇へ向けて、どのような取り組みをしているのかとただしたところ、どんぶり選手権での

グランプリ獲得は、広く全国に志布志市をＰＲできるものである。現在、グランプリ獲得へ向け、

ＰＲ散らしを作成しており、ふるさと納税寄附者やポートセミナー等、あらゆる機会・場所で配

布していく。 

また、職員や市民の方々にも紹介者カードにより、関東地区の知人・友人を紹介していただき

案内するなど、どんぶり選手権会場へお越しいただく取り組みを行っているとの答弁でありまし

た。 

さんふらわあ志布志航路利用促進事業について、さんふらわあが新船２隻を就航させたことで、

市内での買物客や志布志駅バスターミナルの利用者増加による経済効果について、市は把握して

いるのかとただしたところ、現時点での経済効果については把握できていない。さんふらわあの

就航で、入込客は増加したが、滞在型観光には結び付いていないのが現状である。今後、体験型

のツアーを開発し、経済効果のある観光客誘致に取り組みたいとの答弁でありました。 

さんふらわあのテレビＣＭは、どこが予算を出しているのか。また、さんふらわあが志布志市

から出港していることについて認知度が低いのではないか。新船が就航した今こそ、本市のＰＲ

と合わせ、効果的なＰＲをすべきではないかとただしたところ、テレビＣＭの予算については、

さんふらわあ志布志航路利用促進協議会、鹿児島県志布志・大阪航路利用促進協議会、フェリー

さんふらわあとで支出している。また、市は県の協議会に対し、700万円程度の負担金を支出して

いる。効果的な情報発信の在り方については、関係機関と連携しＰＲしていくとの答弁でありま

した。 
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次に、農政畜産課分について報告いたします。 

農政畜産課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、農業次世代人材投資事業（経営開始型）について、成果に「畑かん

センターや指導農業士、ＪＡ等によるサポートチーム活動を行う」とあるが、具体的にはどのよ

うな活動になるのかとただしたところ、畑かんセンターの指導員、指導農業士、ＪＡ職員、市役

所担当職員で「サポートチーム」を編成し、平成29年度に新規認定された方に対し、年２回程度、

現地に出向き、話を聞いたりアドバイスを行うものであるとの答弁でありました。 

農業公社研修ハウス整備事業について、２年間でハウスを整備したが、事業費の総額は幾らか。

また、従来の研修ハウスでも引き続き受け入れは可能なのか、現在の受け入れ状況はどうかとた

だしたところ、事業費の総額は２億8,746万900円である。従来の志布志農場には10棟のハウスが

あり、10名の受け入れが可能である。今回新たに12棟整備したので、更に12名の受け入れが可能

となった。１年生、２年生合わせて最大22名の受け入れが可能である。募集のため、東京・関西

の就農フェアに参加しているが、先ほどの農業次世代人材投資事業などは全国どこの市町村でも

交付金を受けられ、また、近郊農業がはやり、Ｉターンの応募は減りつつあり、現在は、合計で

４組７名、７棟のハウスが利用されているとの答弁でありました。 

茶品評会出品支援事業について、問題点に「平成31年度に市内で県茶業振興大会、平成32年度

に県内で全国お茶まつりが開かれ、それに向けた意識啓発が必要である」と記載されているが、

本市では何か意識啓発のための取り組みを予定しているのかとただしたところ、生産者の取り組

みが大切であるが、月１回程度「銘茶研究会」を開き、打ち合わせや研修を行っている。県茶業

振興大会に向けては、さんふらわあ内で何かイベントができないかなど、現在検討中であるとの

答弁でありました。 

第12回全国和牛能力共進会出品事業について、平成34年に鹿児島県で全国共進会が開かれるが、

問題点に「事業継続の必要性がある」と記載されている。全国和牛能力共進会に向けて今後も５

万円の補助を続けていくのか。また、市単独でこのような事業を展開する考えはないかとただし

たところ、この事業は県単独事業であり、２か年継続している。全国和牛能力共進会までは継続

して実施されるものと考える。市では、高品質生産対策事業により、肉用牛の子牛展示品評会で

市内の最優秀牛を購入された場合に10万円の支援を行っており、この事業と組み合わせて進めて

いきたいとの答弁でありました。 

次に、議会事務局分について報告いたします。 

議会事務局長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ＢＴＶケーブルテレビと契約をし、議会中継や再放送など映像配信

を行っているが、これまでトラブルが散見される。確実な放映の確保について申し入れ等すべき

ではないかとただしたところ、トラブル発生時には報告書等の提出を求め、再発防止をお願いし

ているが、今後においても情報管理課と連携しながら、確実な放送業務の遂行について、申し入

れをしていきたいとの答弁でありました。 
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次に、監査委員事務局分について報告いたします。 

監査委員事務局長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、議会事務局長が監査委員事務局長を兼務するという在り方は、違法

ではないが無理があると考えている。このことについて、どのように考えるかとただしたところ、

合併時、旧志布志町と旧松山町は総務課長が、旧有明町は、議会事務局長が監査委員事務局長を

兼務していた。市になる際、旧有明町方式を採ったものと考える。県内の状況を見ると、総務課

長が兼務しているのが垂水市、議会事務局長が兼務しているのが、日置市と志布志市である。予

算の面等考えた際、監査される立場の議会事務局長と監査する立場の監査委員事務局長が同一と

いうことには疑義を感じることからも、執行機関からの独立性を高めるため、兼務ではない方が

望ましいと考えるとの答弁でありました。 

次に、農業委員会分について報告いたします。 

農業委員会事務局長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、農地移動適正化あっせん事業について、申し出を受けてあっせんが

成立する割合はどの程度か。また、耕作者の高齢化に伴い、農地の出し手は多いと聞くが、不成

立となった場合は、引き続きあっせんを模索するのか、それとも個人契約として探していただく

ことになるのかとただしたところ、平成29年度はあっせん成立が42件、不成立が11件あった。不

成立の理由は「価格が合わない」「土地の条件が悪い」などである。不成立の場合は、農業委員会

に利用権設定をして耕作してもらうように指導している。価格を下げてでも売りたいというよう

なケースは、引き続きあっせんしていくことも可能であるとの答弁でありました。 

あっせんや賃借の情報が、農家に正確に伝わっていないことでの不成立もあるのではないか。

情報が農家に正確に伝われば、不成立の件数も減ると思う。賃借物件を求めている方、規模拡大

を目指されている方に対し、的確な情報発信に努めるべきではないかとただしたところ、あっせ

んについては農業委員に対し成立事案の売買価格の情報も伝えながら仲介してもらっている。賃

借の情報は農業委員会だよりにも掲載しているが、更に周知の方法や情報発信の在り方を工夫し

ていくとの答弁でありました。 

毎年、農地利用状況調査をしているが、平成28年度から見た耕作放棄地の推移はどうかとただ

したところ、農地利用状況調査については、全筆調査をする中で、年々精度が上がってきている。

国は遊休農地を１％以下にするよう指導しているが、そのために守るべき農地を明確にするとい

う方針で、農地利用状況調査により遊休農地の正確な面積の把握に努めている。遊休農地は少し

ずつではあるが減ってきているとの答弁でありました。 

次に、生涯学習課分について報告いたします。 

生涯学習課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、校区公民館連絡協議会支援事業については、「地域における組織構成

の見直しや補助金の在り方を調査・研究する必要がある」ことを問題点と認識されているが、公

民館運営については、高齢化等による担い手不足で、厳しい状況になっており、ふるさとづくり
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委員会についても同じ状況ではないかと思われる。それぞれの運営については、それぞれ補助金

が交付されているが、問題点で指摘されているとおり整理する時期に来ていると思う。10年、20

年先の地域活動を維持するための組織や補助金の在り方についてどのような検討がされているの

かとただしたところ、現状において、将来を見据えた公民館等の組織の在り方については不透明

であるが、現在それぞれの校区公民館の収入の状況や収入に占める補助金の割合、支出に占める

経常経費、実施事業等を精査し、支援の必要性や適正な支援の在り方について、財務課を含め協

議しているところであるとの答弁でありました。 

指定管理施設である城山総合公園キュービクル動力トランス取り替え修繕については、耐用年

数を大幅に超えた時期での修繕であるが、他の指定管理施設においても同様の事案が散見されて

おり、市と指定管理者間での情報共有がされていないことが原因ではないかと感じる。施設によ

っては、市民生活への影響も想定されるため、指定管理者との十分な情報共有に努めるべきでは

ないか。また、指定管理施設の老朽化が進む中で、指定管理料、維持費等を考慮すると、今後の

施設の在り方について統廃合を含め、早急に検討すべきではないかとただしたところ、指定管理

施設については、指定管理者において各種設備等の点検業務を外部委託されているため、点検に

係る報告書での指摘事項等については、指定管理者との情報の共有化に努めている。また、指定

管理者の要望等については、予算編成前に指定管理者を集め、緊急性があり利用者への影響が想

定される修繕等が必要な事案については聞き取り調査を行い、予算に反映させている。今後の施

設の在り方については、所管する施設のほとんどが老朽化し、雨漏り等への対応等が発生してい

る状況であるため、施設の整備計画を立て、長寿命化、統廃合の方向性の検討が必要であると認

識している。平成30年度において方向性を見出せるよう検討しているとの答弁でありました。 

長い間、市の行事等にも協力いただいている地域女性連絡協議会に対し、約101万円の運営費補

助金が支出されているが、構成メンバーの人数はどれぐらいか。また、校区ごとに状況は異なる

と思うが、世代交代による若いリーダーの育成は進んでいるのかとただしたところ、地域ごとの

人数となるが、松山地域約50人、有明地域約60人、志布志地域約700人の合計810人で把握してい

る。世代交代については、校区単位でばらつきがあるが、若い方の参画も増えており、将来的に

はリーダーになっていただけるように、活動を支援していきたいとの答弁でありました。 

国指定名勝志布志麓庭園の保存・活用を図る福山氏庭園の整備が実施され、本格的な保存修理

に着手されているが、天水氏庭園について、市が購入するという話があったが、その後の進捗に

ついてただしたところ、天水氏庭園については、公有化に向け国へ申請中であり、平成31年度に

は、公有化される見込みであるとの答弁でありました。 

次に、教育総務課・学校教育課分について報告いたします。 

教育総務課長、学校教育課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、高等学校支援事業については、志布志高校の一学年４クラス維持を

主たる目的に始まった事業であると認識しているが、市内高等学校の均衡を図るために尚志館高

校も対象としている。大隅半島地域の人口減少等を踏まえると、志布志高校の生徒確保の状況に
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よっては、将来、廃校になる恐れを危惧する。島根県海士町では、島外からの生徒を獲得するた

め教員資格保有者や英語力の優れた人を集め、無料の塾を開設している。そのような発想での議

論はしていないかとただしたところ、高等学校支援事業については、志布志高校からの要望等も

踏まえて平成28年度から取り組んでおり、平成31年度の志布志高校市外生徒への通学補助に係る

債務負担行為についても議決いただいたところである。その審議の中でも高校支援の視点に立つ

のか地域振興の視点に立つのかを含めた議論も必要ではないかとの意見もいただいたため、教育

委員会だけではなく市長部局を含めた政策調整会議を開催したところである。先日、志布志高校

は平成31年度３クラスでの定員募集が発表された。一学年４クラスを維持することができなかっ

たことを踏まえ、今後、効果的な支援の在り方について、引き続き検討していかなければならな

いと考えているとの答弁でありました。 

志布志中学校の通学バス支援については、国の補助も平成30年度で終了するが、乗車する生徒

も減少していく。今後どのように対応するのかとただしたところ、通学バスについては、現在４

コースで運行しているが、国の補助は統合後５年目を迎える平成30年度で終了する見込みである。

企画政策課で地域公共交通網の形成計画を本年度策定予定であるが、計画の中でどのように位置

付けられるのか、また、計画が即実行できるかどうかも不明であるため、国の補助終了後も、当

面は一般財源で対応していかなければならないと考えている。ただ、利用する生徒数が減ってき

ているため、コースの見直し等効率的な運行ができないか今後検討したいとの答弁でありました。 

平成29年度の不登校児童生徒数についてただしたところ、不登校児童生徒数は、小学校４名、

中学校18名の合計22名となっている。30人から40人程度で推移していた平成28年度までと比較す

ると、平成29年度は減少しているとの答弁でありました。 

平成28年度からモデル的にタブレット端末を導入し、本年度で完結するが、この２年間の活用

状況はどうかとただしたところ、平成28年度からモデル校を中心に三つのパターンで導入してき

た。全児童分導入した学校では、遠隔授業を行うなど積極的な取り組みが見られた。１学級分導

入した学校では、活用に差が見られたため、指導しながら活用を図った。教師用として２～３台

導入した学校では、台数が少ないため、使いたいときに使えないということが判明した。平成30

年８月に教師全員分と最大学級の人数分のタブレットをパソコン室に導入し、どの授業でも使え

る環境が整ったところであるとの答弁でありました。 

次に、税務課分について報告いたします。 

税務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、本市の税徴収率向上については、頑張って取り組んでいると思う。

県内市町村における税徴収率速報値はどのようになっているかとただしたところ、県内43市町村

のうち本市は７位であり、昨年の８位よりも１つ順位を上げている。市レベルでの順位は霧島市

に次ぐ２位で、同じく昨年よりも１つ順位は上がっているとの答弁でありました。 

税徴収率の向上には、税務課職員をはじめ、徴収嘱託職員、滞納整理官等の連携の下、非常に

頑張っておられる。税務課の取り組みを全庁で共有するためにも、課長補佐級以上の協力をもら
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っての個別徴収等行い、実態について共通認識を持つ考えはないかとただしたところ、以前、管

理職による個別徴収を行った。管理職の認識が高まり、税の徴収ができた部分もあったものの、

普段、徴収に訪問する徴収嘱託職員が築いてきた信頼関係にも配慮し、現在、その取り組みにつ

いては休止している状態である。全庁職員に徴収の困難さ、大変さを理解していただくため、今

後、市の債権対策委員会等において協議・検討していきたいとの答弁でありました。 

雑種地（宅地比準）評価業務委託について、今回、市内雑種地の評価見直しを行い、現地確認

をした2,530筆のうち、2,202筆が見直しの対象となっている。決算額598万8,600円の委託料によ

り、どの程度、税額が上がったのかとただしたところ、今回見直しを行った雑種地については、

使用形状や現況に応じ、評価を変更したものである。税額については、平成28年度と平成29年度

を比較し、500万円程度上昇しているとの答弁でありました。 

再生可能エネルギー施設について、現地確認及び新規評価を行っているが、再生可能エネルギ

ー施設である太陽光発電施設は宅地としての取り扱いとなるのかとただしたところ、基本的には

宅地に比準する雑種地として課税する場合が多いが、個々の現況に応じて課税することとなると

の答弁でありました。 

次に、会計課分について報告いたします。 

会計課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、銀行、農協、コンビニ等へ市が支払う振替手数料について、それぞ

れ幾らかとただしたところ、口座振替手数料については、全ての金融機関一律10円である。窓口

の支払手数料としてＪＡそお鹿児島、ＪＡあおぞらについては１件10円。その他の金融機関は30

円である。コンビニ収納手数料は、平成26年運用開始から年々伸びており、１件につき手数料57

円である。行政の負担がその分年々増えているという現状であるとの答弁でありました。 

納付書払いの人について、年度途中での口座振替扱いはできないのかとただしたところ、６月

に志布志市と金融機関10行で合同会議を行った。その中で市としては口座振替を全面的に推進し

たいと要望した。そのことを受け、先日税務課を中心に全金融機関の窓口で、訪れた市民の方に

口座振替をお願いする旨の文書を配布した。利便性からいくと時間にとらわれず納税等できるた

め、できれば口座振替を利用していただきたい。コンビニ収納に切り替えた方も再度、口座振替

に変えていただきたいということも含め、いつでも対応できると考えているとの答弁でありまし

た。 

会計課において一括購入しているコピー用紙の増減について、どのような推移となっているの

かとただしたところ、平成29年度実績で、本庁、２支所合わせ、約610万枚使われている。平成28

年度が約670万枚であったので、経費節減等呼び掛けた結果が出たと思われる。今後、ペーパーレ

ス化の事業取り組みとあわせて、コピー用紙の状況がどうなるか、会議等に加わりながら検討を

進めていきたいとの答弁でありました。 

ペーパーレス化については基本的には財務課か総務課が中心に協議を進めるべきと考える。ペ

ーパーレス化を進めるのであれば、デジタルデータ化しているのだから、微減を目指すのではな
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く、大幅な減額を目指すことが大事である。一方、コピー機本体にしてもリース機種やカラー印

刷機も入れている。こういうコピー機自体も高額になるのではないかとただしたところ、コピー

機についても、会計課所管分だけで平成29年度実績で630万円の利用料を支払っているが、ペーパ

ーレス化することで、コピー用紙の使用量減となるとともに、コピー機自体の使用の減にもつな

がる。総体的な減につながるものと考えている。平成29年度に導入した公共料金の口座振替一括

システムにより、年間5,000件近く、伝票処理が減った。これにより、最低１万枚のコピー用紙の

減にもつながっている。このように、全庁的に経費削減に向けた統一した意識を持って取り組む

ことが大事だと考えるとの答弁でありました。 

次に、福祉課分について報告いたします。 

福祉課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、志布志中学校の通学バスや特認校の通学バス運行、福祉タクシーの

運行も含め、それぞれの課で市民の移動手段確保のための施策が展開されているが、それらを全

体的に整理しながら公共交通施策に反映させる必要がある。福祉タクシーについても、公共交通

施策の中で検討するとしているが、高齢者の利便性を高め、交通手段を確保するという目的は維

持されるのかとただしたところ、福祉課としても、充実できればと考えている。高齢者に係る施

策としてだけでなく、他の分野も含めた公共交通施策を展開するとなれば、莫大な財源が必要と

なるため、全庁的な財源調整に努めながら、実施していければと考えているとの答弁でありまし

た。 

生活保護扶助費給付事業の葬祭扶助費の実績額が104万円となっているが、その内容についてた

だしたところ、対象は５件であった。葬祭扶助費については、１件当たり18万300円の限度額が設

定されており、対象となる経費は、病院からの移送費、24時間安置のための保管料、火葬費であ

る。お坊さんによる読経はなく、火葬後は市営墓地の無縁墓に収骨されるとの答弁でありました。 

葬祭扶助費の対象者は、家族がいる受給者も同じ扱いか。また、受給者においても高齢化が進

み、自宅で亡くなることも危惧されるため、関係者との連携による見守り活動が重要になるので

はないかとただしたところ、原則として、家族、親戚のいる受給者は葬祭扶助費の対象とはなら

ず、身寄りのない受給者が対象となる。見守り活動については、生活保護受給者の年齢、入院や

施設入所の状況等により、訪問回数が設定されており、その中で健康状態は確認している。協定

を結んでいる郵便局やコープ等の協力のほか、民生委員の見守り活動と連携しながらやっていき

たいとの答弁でありました。 

生活保護扶助費給付事業に関し、後発医薬品ジェネリックの使用率が80％を超えているが、近

年の推移はどうなっているか。また、医療扶助費の増加を問題点と認識しているが、ジェネリッ

クの使用による医療費抑制の効果をどのように捉えているのかとただしたところ、ジェネリック

の使用率については、平成27年度72.1％、平成28年度81.5％、平成29年度82.5％となっている。

保険適用の新薬や手術により医療扶助が上がる傾向が28年度に見られたが、病気になる原因を無

くしていくことが医療費抑制につながると思われる。受給者に限らず、インフルエンザ等の流行
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によっても医療費は上がるため、抑制効果は不明であるが、ジェネリック使用をお願いしながら、

医療費の抑制に努めていくとの答弁でありました。 

次に、企画政策課分について報告いたします。 

企画政策課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、地域おこし協力隊事業について、当初の目的と本市の受け入れ方に

ついて、どのような効果が得られているのか。また、今後の進め方として、どのような募集方法

や配置を考えているのかとただしたところ、それぞれの専門性や得意分野を生かし、地域の活性

化や情報発信等を業務とし、各課に配置しており、本市に定住をしていただくことを最終目標と

している。１期生３人については定住していただいており、成果が上がっている。本市の受け入

れ人数は、県内でも多い方だが、事業を精査し、専門性を大事にしながら、自由な活動もできる

よう支援していく考えである。募集については、各課からの要望を精査し、現在の５人前後の隊

員体制でと考えているとの答弁でありました。 

目的を持って志布志市へ来られた協力隊が、本来の隊員としての活動ができずに途中で帰って

しまうケースも過去見受けられた。当初の目的での活動ができるよう支援し、定住に結び付けて

欲しい。隊員が活動する地域からの意見等は聞いていないのかとただしたところ、地域からは、

より積極的に地域行事などに参加して欲しいとの声があり、郷土芸能や祭り等地域活動に参加し

ている隊員もいる。市のイベントにも協力隊全員で参加しているとの答弁でありました。 

本市に応募してきた隊員の目的は、どのような希望・活動を求め、来ているのかとただしたと

ころ、農業に興味があるとのことで、シキミ・サカキの分野での活動や、商店街を活性化させる

ため、商店街プランナーとしても活動していただいているとの答弁でありました。 

自治会運営助成事業について、384自治会への助成を行っているが、今後の地域コミュニティの

在り方については、早急な結論が必要である。今後、自治会への助成の在り方、支援方法等、具

体的な提案等あるのかとただしたところ、自治会の維持・活動が困難な状況になりつつあること

は、最大の課題であり、積極的な取り組みが必要であると考えている。現在、通山校区をモデル

地区として、地域支援員とともに自治会長にヒアリングを実施し、地域の課題整理を行っている。

10月中に、モデル地区内の未加入者を含めた市民の方々にアンケートを実施する予定である。今

後は、松山地域や志布志地域にも地域支援員を配置し、地域を支援・応援できる体制づくりを図

っていきたいとの答弁でありました。 

定住促進住宅用地整備事業について、伊﨑田地区に定住促進住宅用地７区画を約7,000万円で整

備しているが、１区画の坪数と売却時の坪単価は幾らなのかとただしたところ、１区画は130坪か

ら139坪であり、坪単価１万8,000円で分譲したところ、既に、７区画全てが完売となったところ

であるとの答弁でありました。 

次に、保健課分について報告いたします。 

保健課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、予防接種健康被害給付事業について、予防接種による新たな健康被
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害を出さないよう細心の注意を払い実施しているとあるが、健康被害につながるような事案は発

生していないのかとただしたところ、健康被害につながるような事案は発生していないが、１日

に２回接種した事案が合併前にあった。合併後においては、医療機関での確認不足により同じ予

防接種を２回受けた事案や接種量の錯誤による事案が発生した。一定期間の健康観察を実施し、

異常の有無を確認したが、健康被害には至っていない。現在、予防接種が個別接種になっている

ため、接種に際しては保護者、医療機関による確実な確認の徹底をお願いしている。市としては、

医療機関から提供される接種情報に基づき、２回目接種の問診票発行時において、注意喚起して

いるとの答弁でありました。 

人間ドック助成による受診実績と市民の人間ドック助成事業に対する認知度についてただした

ところ、平成25年度125人、平成26年度123人、平成27年度124人、平成28年度153人、平成29年度

137人の受診実績となっている。広報等で事業の周知に努めているが、興味のある人しか見ていな

いのが現状だと思う。ＪＡの保険加入者については、ＪＡが申請手続きの書類等を準備してくれ

るため、ほぼ申請につながっている。それ以外の国保加入者の受診につながるよう機会あるごと

に広報に努めるとともに、効果的な周知方法を検討していきたいとの答弁でありました。 

インフルエンザ対策事業の成果において、ワクチン供給量の制限により18歳以下、65歳以上、

共に接種者数が減少したとあるが、り患者数は増加したのかとただしたところ、そのことで国、

県から医療費が高くなったという報告は受けていないとの答弁でありました。 

次に、耕地林務水産課分について報告いたします。 

耕地林務水産課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、イワガキ等養殖ブランド化事業について、事業展開により採算が取

れるところまで来ているのかとただしたところ、この事業は３年目を迎え、出荷ができる体制が

整いつつある。出荷個数が多くなく、採算が取れるところまでは来ていないが、本年度はふるさ

と納税の返礼品として出荷している。現在は養殖技術の向上に向けた研修等に取り組んでいる。

平成31年度は６次産業化を目指し、漁協による「カキ小屋」の運営について準備を進めていると

の答弁でありました。 

イワガキ等養殖ブランド化事業は、一般市民にあまり周知されていないのではないか。地元で

の消費についての展望はどうか。また、６次産業化の事業主体はどこかとただしたところ、現在

は出荷個数が少ないが、平成31年度からは「カキ小屋」で地域でも食べられる機会を設ける。ま

た、地元居酒屋等で使っていただくことも考えている。６次産業化の事業主体は、漁業組合であ

るとの答弁でありました。 

森林病害虫等防除事業については、平成28年度から予算が増額されているが、どのエリアでど

の程度防除したのかとただしたところ、平成29年度は新若浜地区の裏の松林が大規模な被害に遭

い、伐倒駆除を行った。約500㎥、本数にして約1,000本であったとの答弁でありました。 

森林病害虫については、現在も、しおかぜ公園付近に被害が見られる。公園の西側に有機栽培

でハーブを植えている団体がいるが、影響は出ないかとただしたところ、しおかぜ公園の裏も本
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年度だいぶ枯れている。県と現場調査を済ませており、今後予算をお願いしていく。ハーブ園は

県の管理場所であり、確認したが、防除区域には入っていない。周辺はヘリによる散布を予定し

ており、県とも協議しながら具体的な実施方法を詰めていくとの答弁でありました。 

有害鳥獣捕獲事業について、５万円の鳥獣被害対策実践事業補助金が支出されているが、その

内容はどういったものかとただしたところ、狩猟免許取得時の講習会の経費１万円の半額5,000

円を補助したものである。平成29年度は10人が講習を受けられているとの答弁でありました。 

阿久根市のジビエの取り組みについて、施設に研修に行かれたようだが、その後の議論はどう

だったかとただしたところ、清潔な施設で、一定の量が処理されていた。ジビエに取り組む場合

には、捕獲量の問題があり、本市では11月１日から３月15日の狩猟期にイノシシが約100頭しか捕

れていない。市内では埋設が９割で残り１割が食用であるが、処理技術も含め、先進事例を調査

していきたい。１つの市で阿久根市のような施設を持つのには無理があり、大隅半島で広域的に

取り組むと可能性はあると考えるとの答弁でありました。 

次に、財務課分について報告いたします。 

財務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、ここ数年、縮減予算という形で補助金の１割カットでの予算計上な

ど、財政規模は縮小されている。今後の財政状況の見通しをどのように考えるかとただしたとこ

ろ、中期財政計画についても見直しを行ったが、普通交付税については平成28年度から５か年に

わたり、段階的縮減期間に入っており、平成33年度には一本算定となることで、交付税は減少す

る。ふるさと納税については、今後、国の動向により変動し得るものであると考える。補助金な

どの見直しを行ったが、総体で考えると、今後の財政状況は非常に厳しいものとなると予測する。

全庁的にそれぞれの事業等について、見直し等検討を加えていく必要があると考えているとの答

弁でありました。 

歳入、歳出に関する基本的な考え方については理解するが、実施する施策についての精査はど

のような形で行うのかとただしたところ、補助金に関しては、行革本部会議において指針を示す

こととなっており、平成31年度予算を作成した後に、各補助金のヒアリングを実施することとな

っている。施策については、今後、企画政策課等と協議をして、取り組んでいくことになるとの

答弁でありました。 

車両更新事業公用車更新事業について、ＣＯ２排出削減による環境負荷の軽減を図る観点から、

本市として、公用車の車両更新の在り方をどのように考えるかとただしたところ、本市では、環

境負荷軽減のためＣＯ２排出削減に取り組んでいることもあり、全てとはいかないまでも、極力

環境負荷の少ない低公害車への置き換えを考えている。更新スピードのアップは財政的にも難し

いが、計画的に更新していく予定であるとの答弁でありました。 

公用車のドライブレコーダーに関しては、新車への設置はあるが、防犯等の観点からも、既存

車両への設置も必要ではないか。設置することにより、警察との連携など、市民の財産を守ると

いう考え方も必要ではないかとただしたところ、現在、ドライブレコーダーの搭載は６月現在で
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23台であり、全体の約20％程度となっている。全車両に搭載した際の金額については、１台あた

り４～５万円、百数十台に導入することになるので、おおむね500万円から600万円程度と試算し

ている。伊佐市では全車両に導入しており、職員の安全運転に対する意識啓発のためにも、今後、

できるだけ早く全車両に設置できるよう、平成31年度予算から計上していきたいと考えていると

の答弁でありました。 

次に、建設課分について報告いたします。 

建設課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、危険廃屋解体撤去事業について、空家等対策協議会も立ち上がって

いる。しかし、簡単に解決する問題でもないと思うが、現状はどうかとただしたところ、平成29

年度に空家等対策協議会の立ち上げと、空家等対策計画を策定した。協議会も１回開催し、委員

に対し趣旨説明を行った。昨年度はシルバー人材センターで空家調査も実施しているが、その中

から建築士が４件程度ピックアップして採点し、庁内会議にかけたところである。それを基に、

10月23日に開催予定の空家等対策協議会では、特定空家としての認定を行っていただく。最近、

尾野見地区で実際に倒壊した廃屋もあったため、実例を紹介しながら開催していきたいとの答弁

でありました。 

危険廃屋の所有者や親族に手紙を出しても反応が無い場合が多い。どこかで結論を出さないと

いけない場面が来る。協議会の中ではどのように結論を出していくのかとただしたところ、昨年

協議会が立ち上がったが、それまでも相談は来ており、担当課等で対応してきている。最近も志

布志支所付近の廃屋を、この事業で対応した。今後は協議会で情報を共有しながら進めていく。

鹿屋市では行政代執行も行っているが、今後はそのようなケースも出てくると思うとの答弁であ

りました。 

公営住宅解体整備事業について、平成29年度はみどり団地と松波住宅の解体整地を実施してい

るが、今後の予定はあるのかとただしたところ、昨年度策定した長寿命化計画の中で、解体する

住宅を選定している。平成30年度は若浜住宅７棟13戸、平成31年度は志布志地区で３棟12戸、有

明地区で肆部合住宅１棟３戸、第１押切住宅１棟６戸、第２押切住宅１棟２戸、野神診療所隣住

宅１棟２戸、山下住宅２棟４戸の解体を計画しているとの答弁でありました。 

市道維持補修事業・集落道整備事業について、道路伐採は業者が実施すると、自治会で実施す

る時よりもきれいである。新たな伐採機械もあるようだが、市としてどこまでの伐採をするのか

基準を持っているのかとただしたところ、集落伐採については、自治会長宛に「愛護清掃伐採実

施要領」を送付しており、その中で、高さは約1.5ｍ位まで刈ってくださいなどと設定している。

実施後の報告が上がってきたときに担当者が現地を確認し、委託料を支出しているとの答弁であ

りました。 

集落伐採では、伐採後の草木等の片付けが難しい。新しい良い機械を持っている個人や団体に

お願いしていくのも一つの手段ではないかとただしたところ、その新しい機械については実際に

企業から借りて使用してみた。とても効率が良いと感じた。今後、備品計画等で対応していきた
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いとの答弁でありました。 

最後に、総務課、選挙管理委員会分について報告いたします。 

総務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、消防団については定年制度があるが、団員確保は依然として困難な

状況で、団員数は減りつつある。災害発生時の人手不足等が懸念されることから、定年制度の見

直しや団員確保へ向けた啓発等行うべきではないかとただしたところ、全国的にも消防団員の数

は減少傾向にある。入団を促しやすい地方公務員や郵便局員への勧誘を推進するよう、消防庁の

通達もある。しかし、市役所職員は、大規模災害時には自治体全体への対応を迫られ、消防団活

動は困難な状況になることから、現在、市内企業等への勧誘も検討している。望ましい形として

は、地元で働き、地元に住んでいる方であり、その方々を勧誘できないか検討中であるとの答弁

でありました。 

消防団においても、年１回程度の団員勧誘活動や普及啓発活動を行い、団員確保に努めるべき

ではないかとただしたところ、消防団には機能別消防団制度もある。市の消防幹部会の中でも協

議しながら、消防団員の確保に努めていきたいとの答弁でありました。 

行政経営推進支援業務について、業務量調査を実施・検証したことにより、どのような問題・

課題が出てきたのかとただしたところ、１年間の調査データを集計し、検証した結果、課によっ

て時期により業務量に差が生じていることが判明した。現在、集中している業務は何か、また、

別の時期にずらすことはできないかなど、検討を行っている。当然、時期に関係なく、１年を通

じた業務量の多い・少ないにより、人的配置を検討しているところであるとの答弁でありました。 

全庁的に、また、課内においての業務量の平準化を図るためにも、しっかりと検証していき、

検証結果を基に、嘱託・臨時職員の配置も行うべきではないかとただしたところ、業務量調査で

は、現在、係単位の事務レベルまで検証できたところである。まずは課内において、業務量の分

散ができないか検討していただいており、その後、各課のヒアリングを行い、業務量の平準化へ

向け進めていくとの答弁でありました。 

市長が目指している、グループ化へ向けての取り組みは進んでいるのかとただしたところ、本

年４月から、これまで、担当業務に主・副を定めていたものを無くし、係内で業務連携が図れる

体制をとっている。市長が目指すグループ化については、組織の在り方についての検討や例規の

整備等も必要となってくることから、市長を含め、十分協議・検討を重ねながら進めていきたい

との答弁でありました。 

以上で総務課・選挙管理委員会分を終了し、全ての課・局の質疑を終結し、討論・採決に入り

ました。 

討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、認定第１号、平成29年度志布志市一般会計歳

入歳出決算認定については、全会一致をもって認定すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

採決は、起立によって行います。 

認定第１号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（西江園 明君） 起立多数です。したがって、認定第１号については、委員長の報告の

とおり認定することに決定しました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） ここで暫時休憩いたします。 

11時20分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午前11時08分 休憩 

午前11時16分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────○────── 

日程第５ 認定第２号 平成29年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第６ 認定第３号 平成29年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第７ 認定第４号 平成29年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第８ 認定第５号 平成29年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第９ 認定第６号 平成29年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第10 認定第７号 平成29年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第11 認定第８号 平成29年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第12 認定第９号 平成29年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について 

○議長（西江園 明君） 日程第５、認定第２号から日程第12、認定第９号まで、以上８件を会

議規則第37条の規定により、一括議題とします。 

いずれも平成29年度志布志市特別会計決算審査特別委員会に付託してありましたので、委員会
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における審査の経過と結果について、一括して報告を求めます。 

○平成29年度志布志市特別会計決算審査特別委員長（鶴迫京子君） ただいま一括議題となりま

した、認定第２号から認定第９号まで、平成29年度志布志市特別会計決算審査特別委員会におけ

る審査経過の概要と結果について報告申し上げます。 

本委員会は、10月15日、16日の２日間にわたり、執行部から、関係課長ほか担当職員の出席を

求め、審査を行いました。 

はじめに、認定第２号、平成29年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

審査経過の概要と結果について報告いたします。 

保健課長、税務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、各種事業に係る国庫負担金が減少している主な要因についてただし

たところ、調剤費については若干伸びているが、入院及び入院外の医療費が減少した。国保税の

総額として、3.2％の増額を見込んでいたが、被保険者数が458人減少したことも、医療費が見込

みより少なくなった要因と考えているとの答弁でありました。 

3.2％の伸びを想定された平成29年度の国保税算定に対し、医療給付費、高額医療費が下がった

ことで、国の負担金も減額となっている一方、国保税については、平成28年度に比較し、１世帯

当たり8,158円増額の14万7,933円、１人当たり6,338円増額の８万9,829円となり、税金だけが上

がる結果となっている。国保運営の主体が県へ移行した後も、最終的な税率の決定権は市にある

ため、現状を踏まえた国保運営協議会での議論をお願いしたい。単年度収支では、７年ぶりの黒

字となった一方で、収入未済額は２億円以上となった決算をどのように捉えているのかとただし

たところ、平成28年度までは右肩上がりで医療費が伸び、国民健康保険特別会計の収支は毎年赤

字となり、基金も1,000円未満の状態が続いていた。平成29年度については、税収が上がり、これ

まで右肩上がりであった医療費が減少に転じたため、黒字決算となった。国保の運営主体が県へ

移行した中で、税収の在り方については、基金を造成した上で考えていくべきものではないかと

考える。単年度での黒字決算を理由とした被保険者への還元については、制度維持への影響等が

想定されるため、今後慎重に検討していきたいとの答弁でありました。 

現年課税の滞納状況について、150万円未満の所得層が７割以上を占め、そのうち、所得なしが

約３割を占めている現状をどのように捉えているのかとただしたところ、７割を占めている150

万円未満の所得層の対象者については、軽減措置もあるが、それでも厳しい状況にあると認識し

ている。また、150万円未満の所得層で、制度上の保障を受けられない境界層の方々についても、

非常に厳しい状況にあると思われる。滞納者に対しては、嘱託徴収員や職員が訪問し、生活状況

や身辺を調査して、制度適用の可否を確認し、執行停止などの措置を検討している。150万円未満

の所得層の滞納者に対しては、密な接触に努め、一方的な徴収ではなく、総体的な視点で接して

いきたいと考えているとの答弁でありました。 

地方税法第15条の７第５項、滞納処分の執行停止に係る即時消滅に基づく30件の不納欠損処理

については、滞納者が死亡し、相続人がいないケース等が想定されるため、把握しやすいと思う
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が、地方税法第18条第１項及び第15条の７第４項に基づく66件の不納欠損処理については、具体

的な調査等に基づいた処理となっているのかとただしたところ、不納欠損処理に際しては、法に

準じた督促状発送のほか、催告書を発送するなど、手順を踏んだ手続きとなっている。催告書発

送後においても納付が無い場合については、嘱託徴収員による電話催告や戸別訪問を実施し、本

人との面談につなげている。面談では、納付計画や分納誓約をお願いし、確認できた生活状況等

により、執行停止などの手続きをとることとしている。執行停止による不納欠損処理の法的根拠

となる地方税法第18条第１項及び第15条の７第４項の適用については、執行停止の時期により決

定している。滞納処分の執行停止が３年継続する前に消滅時効である５年が到来する場合につい

ては、地方税法第18条第１項、時効消滅に基づく不納欠損処理となる。一方、滞納処分の執行停

止３年の継続期間が消滅時効である５年より先に到来する場合については、地方税法第15条の７

第４項、執行停止３年継続に基づく不納欠損処理となる。全ての滞納者について、調査、面談を

行った上での執行停止、不納欠損処理を基本としているとの答弁でありました。 

法定外の繰り入れ等を含んだ中ではあるが、国民健康保険特別会計については、７年ぶりに黒

字に転換している。現在、基金は底をついている状況であるが、本市の医療費総額から見た基金

の必要額はどの程度が想定されるのかとただしたところ、現在の基金残高は、1,000円を割り込ん

でいる状況である。平成29年度については繰越金が増加しているが、今後の基金の在り方につい

ては、平成30年度の医療費の状況等を勘案しながら考えていく必要があると考えている。基金条

例で規定する保険給付費３か月分程度の９億円までは可能と思われるが、現時点でそこまでの余

剰金はないため、今後の医療費等の伸び等を勘案しながら、年度末において検討していきたいと

考えているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行い、次のような要旨の討論がありました。 

反対討論として、平成29年度国民健康保険特別会計については、収入未済額が２億2,326万329

円、不納欠損額639万6,487円となっている。平成29年度の保険給付費や高額療養費は前年度に比

較し減額となっているにもかかわらず、１世帯、１人当たりの税額は増額となっている。更に、

法に基づき実施される差し押さえについて、地域に貢献している消防団員の出動手当までが差し

押さえされている状況が本市の国民健康保険加入者の現状である。繰り返される制度改正により

総医療費の45％を占めていた国の医療費に対する負担が現在では25％程度になったことが大きな

原因であると認識しており、国に対し負担割合の引き上げ、復元を求めていくべきだと考える。

また、運営主体が県へ移行したが、法定外繰り入れを認めるよう要請し、国保加入者の生活を守

るべきであると考える。そのような立場から、制度や本来国が守るべきものが十分ではないとい

う考えから認定にはあたらないとのことでありました。 

他に討論は無く、起立採決の結果、認定第２号、平成29年度志布志市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定については、起立多数により、認定すべきものと決定しました。 

次に、認定第３号、平成29年度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、

審査経過の概要と結果について報告いたします。 
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保健課長、税務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、普通徴収保険料で滞納繰越分があるが、具体的な内容についてただ

したところ、滞納繰越分については、30万4,535円となっているが、平成28年度の土地売却に伴い、

所得が大幅に増加した課税対象者があり、現在も納付に向けた相談に努めている。それ以外は、

分納誓約により毎月支払ってもらっているとの答弁でありました。 

現年課税分については、普通徴収にもかかわらず、高い徴収率となっている。担当課の徴収努

力の現われだと思うが、どのように取り組んでいるのかとただしたところ、嘱託徴収員が定期的

に訪問し、分納誓約を確実に履行されること、また、毎月市役所窓口で納付していただいている

ことが高い徴収率の要因であると考えているとの答弁でありました。 

平成29年度の滞納者は32名となっているが、他の税目での滞納状況等についても個別に把握し

ているのかとただしたところ、32名については、他の税目についても滞納が見られるが、提出し

てもらっている生活状況の報告書を参考にしながら分納を案内し、収納に結び付けるよう努めて

いるとの答弁でありました。 

長寿健診は、ＪＡ厚生連と曽於医師会にお願いして行っているが、受診者数966人は、その合計

の人数かとただしたところ、ＪＡ厚生連と曽於医師会、合計の人数であるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論も無く、採決の結果、認定第３号、平成29年

度志布志市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって、認定すべ

きものと決定いたしました。 

次に、認定第４号、平成29年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、審査経

過の概要と結果について報告いたします。 

保健課長、税務課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、介護保険料の滞納については、平成29年度だけで609万円となり、年々

増加しているが、どのように分析しているかとただしたところ、滞納者に対しては、督促状や催

告書の送付、訪問徴収、電話催告等に努めているが、滞納額、滞納者数、共に増加傾向にあり、

全ての対象者に対し、資力調査を踏まえた納税相談を行い、分納誓約による納付をお願いしてい

る。介護保険制度利用者の資力低下により保険料を納めることが困難になっている傾向があると

認識しているが、詳細な分析はできていない。引き続き、資力調査の検証や滞納者からの聞き取

り等に努めながら解決策を検討していかなければならないと考えているとの答弁でありました。 

介護予防サービス給付費が平成29年度は、21％、1,461万7,555円減少している。これは、要支

援１、２が介護予防給付から除かれたことが要因かとただしたところ、要支援者への訪問介護サ

ービスと通所介護サービスが、地域支援事業へ移行したため減額となったものであるとの答弁で

ありました。 

平成29年度決算を見て、要支援者の介護予防サービスから地域支援事業への移行をどのように

捉えているかとただしたところ、平成29年度については、国が定める事業費の上限の範囲内で収

まった。平成30年度以降は、国が制度見直し等を行っていることもあり、年々厳しくなっていく
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ものと考えているとの答弁でありました。 

介護報酬の引き下げ等もあり、介護事業所の運営が立ち行かなくなることも懸念される。国の

方針どおり進めることは無理があるという声を上げることも必要と思う。決算を議会に提案する

前に保健課だけでなく企画政策課、財務課等を含めて議論はしなかったのかとただしたところ、

生活支援コーディネーターと協議体が発足している。生活を支えるには、特に買い物や移動等の

支援が課題と言われている。訪問介護では、買い物等のサービスを多くの人が利用していたので、

企画政策課、市民環境課等も入って協議を重ねている。今２年目に入り、公共交通体系を構築す

るということで、福祉タクシー関連では福祉課とも協議を進めている。介護保険制度だけで高齢

者の生活を支えるのは困難であり、市全体で情報を共有しながら役割分担していかないといけな

いということで、関係課を交えながら協議をしている。先日は協議の中で保健課が知らない情報

を別な課が持っていたということもあったので、更に協議を深めていきたいと考えているとの答

弁でありました。 

介護給付費用適正化事業は、介護事業所の事例検討会とかケアプランのチェックだとか各種研

修会を市が実際に行っているのか。それともどこかに委託しているのかとただしたところ、東京

都に事務所が所在するメイアイヘルプユーという事業者に委託して行っている。事業所等を第三

者の立場で評価するＮＰＯ法人であり、内容に応じて、東京・京都から専門の先生に来ていただ

き指導助言等を受けているとの答弁でありました。 

事業内容を見ると、この予算で足りているのかと思う。適正化という名称からすると介護事業

所が行っている事業が不適切であるからチェックするという印象を受ける。国の指針に基づいて

ケアマネージャーが作成したケアプランの訪問介護の回数を抑制するようなことがあってはなら

ないと考えるがとただしたところ、事業開始に当たっては四つの事業所から見積りを徴した。中

には700～800万円するところもあったが、本市が求める実施項目全てに対応できるのは、この１

者のみであった。他の事業者と比較して非常に安い価格でできるのは、指導員が専従ではなく、

他の職にも従事しながら、この事業にも携わっており、本事業のみを生業にはしていないからと

いうことであった。具体的な調査内容は、サービスの多寡を確認するのではなく、真に必要なサ

ービスが提供されているかどうかを分析することにある。また、第三者評価の立場からケアプラ

ンが利用者本人に理解されているのか、サービスの根拠が明示されているのかといったことにつ

いての指導助言を行っているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行い、次のような要旨の討論がありました。 

反対討論として、平成29年度介護保険特別会計については、収入未済額が502名で1,978万6,877

円となっている。更に、不納欠損額29万7,620円は３件の45期分であり、１期ごとの小額な保険料

が不納欠損となっている状況が、介護保険加入者の現状である。また、国が新たに要支援１、２

の対象者を保険給付対象から外し、自治体の支援事業へ移行している。このことは、介護予防サ

ービス給付費が平成28年度に比較し1,461万7,550円減額になっていることからも理解できる。今

後更なる制度改正による負担の増加が求められる中、十分なサービスが受けられない、入所待機
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者の相談を受けている。国がサービスの提供範囲を縮小した介護保険制度を考えている中、本市

の第７期計画においては、サービスが十分に受けられない状況にもかかわらず保険料基準額が引

き上げられる。現行制度の下では、介護保険加入者が安心して介護を受けられる状況にないとの

立場から認定にあたらないとのことでありました。 

他に討論は無く、起立採決の結果、認定第４号、平成29年度志布志市介護保険特別会計歳入歳

出決算認定については、起立多数により、認定すべきものと決定いたしました。 

次に、認定第５号、平成29年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定について、審査

経過の概要と結果について報告いたします。 

市民環境課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、一般会計からの繰入金が毎年１億7,000万円程度となっているが、将

来的な繰入金の在り方について財務課とはどのような協議がされているのかとただしたところ、

平成29年度においては、１億7,300万9,000円の繰り入れとなっているが、資本費平準化債元利償

還金の50％と建設当時の下水道債の元利償還金の44％については、交付税措置されているため、

計算上、繰入金の約54.7％にあたる9,455万6,325円が交付税措置されている。純然たる一般財源

による繰入金については、残りの約45.3％にあたる7,845万2,675円となるが、財務課による予算

査定時においても、大きな負担であるとの認識は共有しており、使用料徴収の効率化や適正な維

持管理の在り方について要請されているところであるとの答弁でありました。 

これまでの下水道への接続戸数の推移を見ても急激な増加は想定しにくい状況に加え、人口減

少社会となることで使用料収入の減少が想定され、一般財源の持ち出しの増加が懸念されるが、

財源確保をどのように捉えているのかとただしたところ、予算編成の際の財務課協議においても、

そのような懸念に対しての検討も要請されている。使用料収入については、毎年伸びており、平

成29年度においても前年度に比較し、86万円程度伸びているが、平成33年度がピークになると想

定している。その時点で、施設や機器等については、整備後25年が経過するため、経営改善に向

け策定した経営戦略に基づいた老朽化等への対応に努めながら、安定した経営につながる特別会

計の運営に取り組んでいきたいと考えているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、認定第５号、平成29年

度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって、認定すべきも

のと決定いたしました。 

次に、認定第６号、平成29年度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、

審査経過の概要と結果について報告いたします。 

建設課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、今後の地方債の償還については、利子を先に償還していくなどの方

針が決まっているのか。同額で償還を行っていけば、利子はあと６年程度で終わるのではないか

とただしたところ、政府資金と公庫資金の２か所への償還は、平成41年度まで続く。平成40年度

まで徐々に元金の償還が増え、利子分の償還は徐々に減っていくとの答弁でありました。 
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公共下水道事業は休止中であり、再開するのは難しいと考える。市民環境課と連携を取りなが

ら、公共下水道計画区域内の単独浄化槽を減らしていく施策をとっていくべきではないかとただ

したところ、県の生活排水処理構想の見直しに当たり、平成29年度までに公共下水道についての

市の方針を示さなければならず、平成29年度末に総務課、財務課、港湾商工課、各支所産業建設

課と政策調整会議を開いた。その中では、平成17年３月31日で公共下水道事業の認可期限が切れ

ており、既に計画区域内で合併浄化槽が徐々に設置されていること、志布志町志布志三丁目を中

心に規模を縮小して取り組む場合でも事業費が10億円を超え市民の負担が増えてしまうこと、計

画区域内では高齢化が進み空き家が増え、人口減少などから採算が取れないこと、既に合併浄化

槽を設置された所は公共下水道につなぎ直さなければならないことなど、厳しい意見が多く、市

長にもその結果を報告している。県にも事業の推進は難しいと伝えたが、事業をやめる場合にも

事業再評価、都市施設の廃止などの正式な手続きを行わなければならない。今後も、この区域内

の生活排水対策については市民環境課と連携して取り組んでいくとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、認定第６号、平成29年

度志布志市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって認定すべき

ものと決定いたしました。 

次に、認定第７号、平成29年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定について、審査経

過の概要と結果について報告いたします。 

港湾商工課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、平成29年度、指定管理者交代に伴う年度末の営業時間縮小の影響等

あり、レストラン等の利用者が昨年度を下回ったとあるが、指定管理者は変わっておらず、影響

はないのではないかとただしたところ、平成29年12月に指定管理者が変わることが決定し、平成

30年４月から、新たな指定管理者が運営することとなったため、その引き継ぎ業務等の関係から、

年度末にかけ、営業時間を縮小しなければならなくなり、レストラン等の利用者が昨年度を下回

ったとの答弁でありました。 

宮交ショップアンドレストラン株式会社が指定管理者となった３年間を振り返り、当該指定管

理者が出した成果をどのように捉えているかとただしたところ、当初、宮交グループの企業とい

うことで、特産品販売部門には期待するところが大きく、実際に運営され、レストランやお土産

販売については、利益に結び付いていた。しかし、宴会部門や宿泊部門等での利益が上がらず、

当該指定管理者が事業計画書に提示した納付金2,000万円に加え、利益の20％を追加納付するとこ

ろまでは至らなかったと捉えているとの答弁でありました。 

収支状況において、人件費や光熱費の他に、管理費等として約5,000万円の支出があるが、その

内訳はどのようなものかとただしたところ、宮交ショップアンドレストラン株式会社が提出した

事業報告書によると、管理費等の主なものについては、営業消耗品費・販売手数料・広告宣伝費

等、販売管理費が約4,200万円、修繕費が755万円であるとの答弁でありました。 

以上で、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、認定第７号、平成29
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年度志布志市国民宿舎特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって、認定すべきも

のと決定いたしました。 

次に、認定第８号、平成29年度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について、

審査経過の概要と結果について報告いたします。 

港湾商工課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、委託料について、委託の相手方はどこか。また、委託内容はどのよ

うなものかとただしたところ、委託料の詳細については、まず、開発行為許可申請業務として、

都市計画法に基づき、臨海工業団地３工区の開発行為の許可申請を市から県知事に対し行うため

の業務で、株式会社ありあけ測量設計に委託している。また、登記業務として、同じく３工区内

の都市下水路付け替えに伴う分筆登記業務で、鹿児島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託

している。更に、測量調査業務として臨海工業団地５工区の測量を行うもので、株式会社ありあ

け測量設計に委託しているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、認定第８号、平成29年

度志布志市工業団地整備事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって、認定す

べきものと決定いたしました。 

最後に、認定第９号、平成29年度志布志市水道事業会計歳入歳出決算認定について、審査経過

の概要と結果について報告いたします。 

水道課長の説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、平成29年度の漏水量は約78万㎥であるが、その主な原因は何か。ま

た、「志布志市水道ビジョン2018」を策定しているが、その中では今後の漏水対策をどのように計

画したのかとただしたところ、漏水の主な原因は、平成28年度と比較すると宅地内の管破損等の

工事件数が増えている。漏水調査は職員や業者委託により行っているが、人間で言えば毛細血管

の部分で漏れているので、細部まで調査すれば調査費用が増えてしまう。対策として、昨年度か

ら給水区域をブロック分けし、ブロックごとに漏水量を測れるようにした。費用対効果を見なが

ら、漏水量の多いブロックを重点的に対処していく方針であるとの答弁でありました。 

「営業未収金」の回収方法についてただしたところ、未収金の主なものは無断退去であり、そ

の対策のため、近隣の市町へ１か月のうち２日、４人２班で市外徴収を行っている。市内の未収

金の回収については、未収が３か月続くと訪問し、それでも納付が無い場合は４か月目に給水停

止を行っている。現在は市内在住の方で長期間にわたる未納は無いところであるとの答弁であり

ました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、認定第９号、平成29年

度志布志市水道事業特別会計歳入歳出決算認定については、全会一致をもって認定すべきものと

決定いたしました。 

以上で、認定第２号から認定第９号までの報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ここで昼食のため、暫時休憩いたします。 

午後は、１時５分から開始します。 

──────○────── 

午前11時56分 休憩 

午後１時02分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

これから認定第２号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第２号について採決します。 

採決は、起立によって行います。 

認定第２号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 

［賛成者起立］ 

○議長（西江園 明君） 起立多数。したがって、認定第２号は、委員長の報告のとおり認定す

ることに決定しました。 

これから認定第３号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第３号について採決します。 

認定第３号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第３号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

これから認定第４号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第４号について採決します。 

採決は、起立によって行います。 

認定第４号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。 
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［賛成者起立］ 

○議長（西江園 明君） 起立多数です。したがって、認定第４号は、委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

これから認定第５号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第５号について採決します。 

認定第５号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定すること御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第５号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

これから認定第６号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第６号について採決します。 

認定第６号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第６号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

これから認定第７号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第７号について採決します。 

認定第７号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第７号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

これから認定第８号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第８号について採決します。 

認定第８号に対する委員長の報告は認定であります。 
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本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第８号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

これから認定第９号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから認定第９号について採決します。 

認定第９号に対する委員長の報告は認定であります。 

本案は、委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、認定第９号は、委員長の報告のと

おり認定することに決定しました。 

──────○────── 

日程第13 議案第63号 平成29年度志布志市水道事業剰余金の処分について 

○議長（西江園 明君） 日程第13、議案第63号、平成29年度志布志市水道事業剰余金の処分に

ついてを議題とします。 

本案は、平成29年度志布志市特別会計決算審査特別委員会に付託してありましたので、委員会

における審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

○平成29年度志布志市特別会計決算審査特別委員長（鶴迫京子君） ただいま議題となりました、

議案第63号、平成29年度志布志市水道事業剰余金の処分について、平成29年度志布志市特別会計

決算審査特別委員会における、審査経過の概要と結果について報告いたします。 

本委員会は、10月16日、執行部から、水道課長ほか担当職員の出席を求め、審査を行いました。 

執行部より、当年度未処分利益剰余金１億41万4,468円のうち、当年度純利益9,931万4,715円を

差し引いた、109万9,753円を資本金に組み入れようとするもので、その内訳は、減債積立金の取

り崩しで、35万821円、及び建設改良積立金の取り崩しで、74万8,932円であるとの補足説明を受

け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、水道事業の剰余金を資本金として組み入れた後の、各積立金の額は

幾らかとただしたところ、決算書10ページ剰余金計算書の「当年度末残高」の額であり、減債積

立金は１億1,585万9,676円、建設改良積立金は６億4,149万2,159円であるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論はなく、採決の結果、議案第63号、平成29年

度志布志市水道事業剰余金の処分については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしま

した。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

議案第63号に対する所管委員長の報告は可決であります。 

本案は、所管委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第63号は、委員長の報告のと

おり可決されました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） お諮りします。 

日程第14、承認第７号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思いました。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第７号については、委員会へ

の付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第14 承認第７号 専決処分の承認を求めることについて（平成30年度志布志市一般会計

補正予算（第５号）） 

○議長（西江園 明君） 日程第14、承認第７号、専決処分の承認を求めることについてを議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

承認第７号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

本案は、台風24号による災害の発生に伴い、緊急に平成30年度志布志市一般会計予算を補正す

る必要が生じ、平成30年10月１日に平成30年度志布志市一般会計補正予算（第５号）を専決処分

したので、地方自治法第179条第３項の規定により承認を求めるものであります。 

詳細につきましては、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○財務課長（仮重良一君） それでは、承認第７号、平成30年度一般会計補正予算（第５号）に

ついて補足して説明を申し上げます。 

今回の補正予算は、既定の予算に6,131万円を追加し、予算の総額を247億5,963万4,000円と定
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めたものでございます。 

それでは、歳入歳出予算の主なものを説明申し上げます。 

まず歳入予算でございますが、予算書の５ページ、18款、繰入金、１項、基金繰入金、１目財

政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源として6,131万円を増額しております。 

次に、歳出ついて主なものを説明申し上げます。 

予算書は、６ページ、説明資料は１ページをお開きください。 

２款、総務費、１項、総務管理費、５目、交通安全対策費は、台風24号の影響により倒れた道

路反射鏡を早急に復旧する必要があるために、必要な費用150万円を増額しております。 

予算書７ページ、説明資料は９ページでございます。 

８款、土木費、２項、道路橋りょう費、２目、道路維持費は、台風24号による高尾地区流末排

水維持作業に係る費用150万円を増額しております。 

予算書は８ページ、説明資料は３ページでございます。 

９款、消防費、１項、消防費、３目、消防施設費は、中央分団の消防ポンプ車が台風24号の警

戒活動中の水没事故で故障し、走行不能となったため、緊急修繕を行う費用437万4,000円を増額

しております。 

予算書９ページ、10款、教育費、５項、社会教育費、６目、文化財保護費は台風24号の影響に

より志布志城跡の大空堀内に発生した倒木の撤去等の費用として33万1,000円を増額しておりま

す。 

予算書は10ページ、説明資料は４ページ及び５ページをお開きください。 

11款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費、１目、現年農林水産施設災害復旧費は、

台風24号の影響により被災した林道施設のうち緊急に復旧しなければ、今後の林業に支障が生じ

る箇所の復旧に係る経費を879万7,000円増額しております。 

説明資料は６ページから７ページまでですが、台風24号により被災した農地及び農業用施設の

うち緊急に復旧しなければ今後の営農に支障が生じる箇所の復旧に係る経費を2,410万6,000円増

額しております。 

予算書11ページ、説明資料は10ページから12ページになります。 

２項、公共土木施設災害復旧費、１目、現年公共土木施設災害復旧費は、台風24号で発生した

公共土木施設の災害復旧において、現行予算で不足が生じたため、今後発生が予想される台風及

び豪雨災害対応分と合わせて2,050万円を増額しております。 

なお、財源につきましては、今回全て財政調整基金繰入金を充てておりますが、必要な財源に

つきましては、今議会に提案してございます平成30年度志布志一般会計補正予算（第７号）に計

上してございますので、御理解をいただきたいと思います。 

以上が、承認第７号の概要でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） １点だけお願いします。 
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この中央分団消防ポンプ車、簡単に水没事故ということですけれども、もっと具体的に説明し

ていただきたい。水没事故、このままでいうと一人で入っちゃったわけじゃないわけで、そこの

中身とですよ、こういった場合の保険とか、そういったのは掛けてなかったのか、そこらの点に

ついて少しお願いします。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

水没事故の経緯でございますけれども、台風24号が接近をしまして、河川の増水があり、自主

避難については、当然、避難準備情報を出し呼び掛けていたんですけれども、河川の状況が、そ

の氾濫危険水位に迫るような勢いで水位が上がっていたということで、個別に中央分団の方に、

近辺の方に避難の呼び掛け、それから注意をしていただくような広報活動をお願いしたところで

ございました。 

場所でいいますと、県道日南志布志線の大性院という所でございます。ちょうど県道の南之郷

志布志線の献上橋というのが上に渡っておりますけれども、その下の所で、ここは河川の増水に

伴いまして、冠水する場所ではあったんですけれども、最初に広報活動をする中で、１回目は通

行ができたと、ただ、道路が冠水をしているという状況は確認はしていたんですけれども、その

時点では通行することができたということであったようです。その後、一通り広報を終わりまし

て、もう一度呼び掛けをしようということで、更にその場所を通った時に、冠水の状況は確認し

ていたんですけれども、１回目通行できたということで、大丈夫であろうという判断の下にそこ

を通行されたということがあったんですけれども、思ったよりも水位が上がっていたということ

で、エンジンのエアクリーナーという所から水を吸い込みまして、エンジンの中に水が入って動

かなくなったというような状況でございました。 

修理につきましては、消防車を納入したメーカーに依頼をしまして、修理をしていただいたと

ころでございまして、この432万円という予算というのは、最初、中をバラしてみないとどういう

状況であるのかというのが、ちょっとつかめなかったということで、エンジンの載せ替えも含め

た予算ということで、お願いをしたところではありましたけれども、バラした結果、中の部品の

交換でありますとか、手作業による修理ということもございまして、この予算よりは、かなり安

く済んだところでございます。 

保険につきましては、この金額が保険の対応になるということで、財務課の管財係の方とも確

認をしているというようなところでございます。 

以上です。 

○19番（小園義行君） 今、大性院地区ということでしたけれども、これは数年前も、あそこは

冠水をして、道路、住宅等、床上浸水等々発生している。道路についても県道であります。そし

て、河川の管理も県がきちんとやるという所で、そういった所が、度々冠水するということの原

因ですね、分析した上で、県にもそういう対応をきちんとやってもらうということをしないと、

たまたま今回は人、人身に対しての災害というのは無いからいいけれども、基本的な河川の改修

の在り方だとか、寄洲、そしてあわせて道路の関係についても、どういうふうに改良を今後して
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いこうという考え方なのか、そこらについてもしないと、またこういう時間当たりですごい豪雨

があった際の対応として、市としては対応ができないじゃないですか。県の管理の道路と河川で

あると、もちろん寄洲とかいうのは、地球温暖化で海水温が上がっているというのは、よく理解

していますよ。そういったものを県との協議の中で、ここについては、しっかりした対策をね、

やっぱりどういうふうに今回のこのことから引き出すのかということが大事だろうと思います。 

そういった意味で、県との協議はなされての、この今回の専決の予算として出されたんですか。 

○危機管理監（河野穂積君） 総務課の方で具体的に県の方との協議というのは、実際には行っ

ていないところでございます。ただ、私も以前建設課にいたということもございますし、旧町の

頃に公用車のダンプが同じ場所で冠水をして動けなくなったという状況もございました。その当

時につきましては、寄洲の状況でありますとか、そういったものについては県の方へ要望をした

上で対応もしていただいたということもございます。 

今後につきましては、もちろん建設課の方とも協議をしていかなければならないとは思ってお

りますけれども、こういった状況があるということは十分に伝えて、そういった対応策というの

を、また検討していただきたいというような要望をしていく必要はあろうかと思っております。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑ありませんか。 

○12番（丸山 一君） ただいまの件につきましては、今、同僚議員がほとんど申し上げました

のでいいんですけれども、実際、今言われたとおり、あそこの場合は、前にも冠水をしたことも

あるし、寄洲で確か子供が亡くなったこともありますよね。ですから、今の危機管理監の答弁で

は、まだ県とは打ち合わせはしていないということですけれども、あの寄洲の撤去と、もう一つ

は現地確認はしていないんですけれども、多分、川の水位が上がったことによって排水路から逆

流で入ってくると思うんですね。ですから、県道と河川水位とのバランスのことを考えて、多分、

逆流で入ってきて冠水するんであろうと思うんですよね。 

ですから、そういうことを含めて、ここはまた二度とあってはいけないことですし、ましては、

こんな補正を組まなくちゃいけないということでありますので、保険適用とかになって、どうい

う金額になるかは分かりませんけれども、水没したからといって消防分団の人も、やっぱり自分

の生命・財産を考えながら一生懸命作業をされたことの結果ですから、これはしょうがないんで

すけれども、なるべくそういうことがないように、今、同僚議員も言われたとおり、県との協議

を迅速に進められて中州の撤去がまず最初です。水位が上がらないようにしておいて、今度は排

水路との位置関係、道路との位置関係というのも僕は早急な対応を求めたいと思うんですけど。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、これは河川の水位と道路の高さが、恐らく一緒か、

もしくは排水ができないような状況になっているんじゃないかというふうに思っております。 

このことを踏まえて、おっしゃるとおり県との協議を早急に進めて、安全対策とか、そういう

ものを含めて対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。承認第７号は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第７号は、承認することに決

定しました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） お諮りします。 

日程第15、承認第８号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第８号については、委員会へ

の付託を省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 

日程第15 承認第８号 専決処分の承認を求めることについて（平成30年度志布志市一般会計

補正予算（第６号）） 

○議長（西江園 明君） 日程第15、承認第８号、専決処分の承認を求めることについてを議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

承認第８号、専決処分の承認を求めることについて説明を申し上げます。 

本案は、議長交際費の支出に伴い、緊急に平成30年度志布志市一般会計予算を補正する必要が

生じ、平成30年11月12日に平成30年度志布志市一般会計補正予算（第６号）を専決処分したので、

地方自治法第179条第３項の規定により承認を求めるものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５万7,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を、歳入歳出それぞれ247億5,969万1,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰入金の基金繰入金は、財政調整基金繰入金を５万7,000円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳出の議会費は、交際費を５万7,000円増額するものであります。 



 （48）

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。承認第８号は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、承認第８号は、承認することに決

定しました。 

──────○────── 

日程第16 議案第64号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第16、議案第64号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第64号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について説明を申し上げます。 

本案は、学校教育法の一部改正に伴い、引用条文が変更され、及び専門職大学の制度を創設す

る措置が講じられたため、関係条例の規定の整理を行うものであります。 

内容につきましては、第１条の志布志市職員の自己啓発等休業に関する条例の改正規定は、学

校教育法の引用条項名を改めるものであります。 

第２条の志布志市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例、及び、

第３条の志布志市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正規定

は、学校教育法における大学制度に専門職大学の制度が設けられたことに伴い、これらの条例に

規定するそれぞれの資格要件を国の基準と同様に改正するものであります。 

なお、この条例は、関係法律の施行の日と同じく平成31年４月１日から施行するものでありま

す。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 
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ただいま議題となっています議案第64号は、総務常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第17 議案第65号 志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第17、議案第65号、志布志市手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第65号、志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、説明を申し上げます。 

本案は、更なる市民サービスの向上を図るため地籍に関する図面等の交付手数料の金額を見直

すものであります。 

詳細につきましては、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○税務課長（吉田秀浩君） それでは、議案第65号、志布志市手数料条例の一部を改正する条例

について、補足して説明を申し上げます。 

志布志市は、平成21年４月より地籍管理システムを導入いたしまして、地籍図及び土地情報を

このシステムにより管理運営してまいりました。以降、土地の異動に関する最新情報はシステム

データを更新し、対応をしてまいりました。 

導入当時、手数料を決定するにあたりシステムの維持管理費を踏まえた設定としまして、以降

一度も変更は行われず現在に至っております。そのような中、ＡＩ技術の進歩により、システム

の管理運営費は縮減され、同様の自治体と手数料を比較した場合、本市は割高な状況になってお

りました。 

今回の改正案でございますが、手数料について周辺自治体との均衡を図り、市民サービスを向

上させるため、手数料条例に所要の改正をお願いするものであります。 

詳細について、新旧対照表で説明をしてまいりますので、付議案件説明資料の４ページをお開

きください。 

別表第１、右側になりますが、旧表の１行目、地籍図の写し又は小字別修正図並びに下から２

行目にございます図根点網図につきましては、新表左側の一番下、その他地籍成果品となりまし

て、それぞれを200円に統一しております。 

地籍図についてでございますが、現行でＡ３までの規格を１枚200円、Ａ２以上の大きな規格を

１枚1,000円としておりました。今回Ａ３までは今までどおり200円と据え置きまして、Ａ２以上

の大きな規格を１枚1,000円から500円へ減額をします。また、今まで一定の縮尺でしか交付して

いなかった物を申請者の希望する任意の縮尺でお出しできるように改善をしております。 

旧表の下から８行目、磁気ディスクをもって調整された土地台帳に記録されている事項を記載

した書面についてでございますが、土地台帳に記載された情報については、今まではシステム様

式で１枚につき１筆の記載となっており、これを200円で発行しておりました。これですと他の自
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治体と比較しまして割高でありましたので、従来の様式は残しつつ、新たに地籍属性表として１

枚に10筆分を記載可能な様式としまして、１枚200円で設定をして交付する予定としております。 

旧表の下から５行目、一筆図は１筆1,000円を500円に、その下、筆界点座標値は、１筆500円か

ら200円に、１番下の図根点座標値は、１点200円と、図根点１点ごとの設定となっておりました

が、１枚200円としまして、１枚に記載可能な図根点は全て200円で対応できるよう、それぞれ改

めております。 

以上が今回の改正案であります。 

なお、本条例の施行日は、平成31年４月１日を予定をしております。 

以上で補足説明を終わります。審議方よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○12番（丸山 一君） 今の説明によりますと、例えば、僕らもいろんな人からいろんな要望が

ありまして、ここの道路を良くして欲しいとか、農道をきれいにしてくれとか、いろいろ要望が

あるから、僕らは今までは税務課で地籍図を取っていたわけですね。そしたら、あれはＡ３で１

枚200円だったですよね。関連するときには、２枚、３枚、へたすれば４枚いるときもあったりす

るわけですよ。それを今度の改正では、これはもう合算で200円でいいという意味なんですかね。 

○税務課長（吉田秀浩君） 今までの交付ですと1,000分の１という縮尺が変えられなかったもの

ですから、そのように何枚にもわたる場合がございました。しかしながら、今回縮尺を任意で変

えられるということでございますので、倍率をそれなりに大きくしていただければ、１枚に入る

ようになるかと思いますので、その場合、縮尺の対応によって１枚で対応できるものであるとい

うことでございます。 

以上です。 

○12番（丸山 一君） 今の説明によりますと、縮尺を変えることによって、今まで４枚だった

ものが１枚になると、それは理解できました。すごく有り難く利便性が上がるなと思っているん

ですけれども、９年ぐらい前からこういう話が出ているということであれば、もうちょっと早く

対応できなかったか、なぜ今なのかなという思いがあるんですけれども、課長、どうぞ。 

○税務課長（吉田秀浩君） おっしゃるように、市民の方からの要望も多少はあったところでご

ざいました。私、４月から赴任いたしまして、市長も代わられまして、新たに手数料等について

は、根本的な見直しを行うようにというような指示もございまして、今回このような経緯になっ

たところでございます。 

以上です。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑ありませんか。 

○19番（小園義行君） 今回、安くなるということで、とても住民からとったらいいです。決算

で、これが条例改正することによって、どれぐらい住民にサービスが行き届くのかというのは、

100万円かかったのが50万円ですよ、収入としてって、そういうものがあると思うんですけれども、

そこはちゃんと試算というか、あるんですか。 
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○税務課長（吉田秀浩君） それにつきましては、導入しました当初としまして、システムの導

入料が年間50万円程度ということで、４万円ほど安くなっております。しかしながら、現状の手

数料が志布志市においては、他の自治体と比較しまして多少割高であるということでございまし

たので、今回引き下げをするものでございますが、平成29年度決算で交付額が4,044件、88万800

円となっております。地籍属性表の発行等に替えることで、件数が３分の１程度になると仮定さ

れておりまして、年間で50万円程度の減収となるような見込みでございます。 

以上でございます。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第65号は、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第18 議案第66号 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第18、議案第66号、志布志市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第66号、志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例

の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴い、個人番号の利用範囲に生活保護法に基づく進学準備給付金の支給に関する事務を加える

措置が講じられたため、当該措置に関する規定を加えるものであります。 

内容につきましては、別表第１の７の項、並びに別表第２の１の項及び７の項中、就労自立給

付金の次に、若しくは進学準備給付金を加えるものであります。 

なお、この条例は公布の日から施行するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） この特定の個人を識別するための番号の利用等に関する、これはマイナ

ンバーのことですかね、ですよね。これを今回はわざわざ進学準備給付金という、ここが新たに

追加ですよということですけれども、これ今までは、それは無かったわけですね。 

○福祉課長（折田孝幸君） 進学準備給付金の関係につきましては、生活保護の関係、いわいる

生活保護法の範囲の中では、本年の６月８日から施行されまして、今年の大学等への入学者から

貸与をしております。 

今回お願いしていますのは、外国人の方、生活保護に準じた取り扱いが可能な方が、そういっ
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た制度が出てきたときには、生活保護法ではカバーできませんので、独自の条例の中で、そうい

ったマイナンバーに基づく様々な個人情報を職権等で見ることができますよということを定める

ために今回お願いしているところです。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第66号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第19 議案第67号 志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志

布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第19、議案第67号、志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の

運動施設管理条例及び志布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第67号、志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志布志市有明

体育施設条例の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 

本案は、城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設並びに志布志市有明体育施設に係る照明

施設の使用料の平準化を図るため、城山総合公園陸上競技場、市民グラウンド及び有明農村運動

場の使用料の算定区分及び金額を改めるものであります。 

詳細につきましては、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○生涯学習課長（若松利広君） 議案第67号、志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動

施設管理条例及び志布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定について、補足して御

説明申し上げます。 

今回の条例改正につきましては、城山総合公園陸上競技場、有明体育施設の市民グラウンド及

び有明農村運動場に係る照明施設の使用料と、他の運動施設に係る照明施設の使用料の平準化を

図るため、これらの施設の使用料の算定区分及び金額を改めるものでございます。 

付議案件説明資料９ページの新旧対照表をお開きください。 

まず第１条の志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例の一部改正につき

ましては、別表の２、城山総合公園陸上競技場使用料を改めるものでございます。 

内容につきましては、これまで照明施設の点灯基数ごとにそれぞれ定めていた使用料を半面に

つき１時間1,000円、１時間を超える30分ごとに500円とするものでございます。 

次に、第２条の志布志市有明体育施設条例の一部改正につきましては、第１条と同様に市民グ

ラウンド使用料及び有明農村運動場使用料を改めるものでございます。 
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内容につきましては、第11条第１項の改正規定は、平成26年に教育委員会所管の施設使用料の

平準化を行い、別表に有明弓道場使用料を定めたところでございますが、それ以前の規定が残さ

れたままになっていたことから、今回この括弧書きを削るものでございます。 

別表の１の表、市民グラウンド使用料の改正規定につきましては、これまでソフトボール１面

につき、１時間1,800円、１時間を超える30分ごとに900円と定めていた使用料を、半面につき、

１時間1,000円、１時間を超える30分ごとに500円とするものでございます。 

別表４の表、有明農村運動場使用料の改正規定につきましては、これまで１時間1,200円、１時

間を超える30分ごとに600円と定めていた使用料を、１時間1,000円、１時間を超える30分ごとに

500円とするものでございます。 

なお、この条例は平成31年４月１日から施行するものでございますが、第２条の志布志市有明

体育施設条例第11条第１項の改正規定は、公布の日から施行するものでございます。 

今回の改正により、市内の運動施設及び体育施設に係る照明施設の使用料の平準化が図られる

ことから、今後も引き続き利用者の利便性の向上に努めてまいります。 

以上で補足説明を終わります。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第67号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第20 議案第68号 志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

日程第21 議案第69号 有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

○議長（西江園 明君） 日程第20、議案第68号、及び日程第21、議案第69号の２件を会議規則

第37条の規定により一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

まず、議案第68号、志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について説明を申し上げ

ます。 

本案は、志布志シルバーワークプラザの管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244

条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、志布志シルバーワークプラザの指定管理者となる団体を公益社団法人志

布志市シルバー人材センターとし、指定の期間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までと

するものであります。 

次に、議案第69号有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

本案は、有明シルバーワークプラザの管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の

２第６項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 
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内容につきましては、有明シルバーワークプラザの指定管理者となる団体を公益社団法人志布

志市シルバー人材センターとし、指定の期間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとす

るものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。 

会議規則第53条の規定により、平野栄作君から発言通告が提出されておりますので、まず平野

栄作君の質疑を許可します。 

○10番（平野栄作君） ３点ほどお尋ねをしたいと思います。 

まず、志布志のシルバーワークプラザなんですが、現在社会福祉協議会の生活自立支援センタ

ーの事務局が置かれておりますが、シルバー人材センターの職員は常駐はしていないのが現状で

あります。 

そこで、今回指定管理者の指定ということになりますけれども、現状の管理の在り方、これが

問題はないのかというのがまず１点目。 

そして、２点目といたしましては、志布志につきましては、平成29年度の利用実績が月平均に

直しますと、23.4人、平成28年度が25.1人、平成27年度が15.8人と非常に少ない状況にあります。

これは有明と比べると格段に差がある数値となっており、シルバー人材センター職員の不在によ

って支障を来しているのではないのかなと思っているんですが、その点をお聞かせいただきたい。 

それと、３点目といたしまして、高齢者の労働環境につきましては、非常に変革をしてまいっ

ております。 

特にシルバー人材センターは、定年後の生きがい対策事業という形で、定年した後、社会から

引き籠もるのではなくて、社会との接点を労働を通じてやっていこうという趣旨の下に設置をさ

れている団体でございます。しかし近年、定年年齢が引き上げられました。そういう状況等を加

味しますと、シルバー人材センターが発足した当初の定年後の受け皿対策という観点から申しま

すと、重点的な項目が薄れてきているんではないのかなと個人的には考えているところです。 

また、一方におきましては、少子化、高齢化が進展している中で、高齢者の方々のニーズとい

うものは、また加速度的に増えていっている状況があるんではないのかなと思っているところで

す。 

そういう中で、高齢者の生きがい対策の一環として、あらゆる情報網の一元化を狙うという新

しい視点も入れた業務体系の構築も必要になると考えております。そうしたものに対応できる施

設の在り方、そういうものも視野に入れることが今後必要になってくるのではないかと思ってお

ります。 

そこで、シルバーワークプラザを高齢者等の総合的拠点施設、情報発信の拠点、あらゆるもの

の情報を提供できる施設、そういうものとして活用をしていくべきではないかと考えますが、そ

の点についてお聞かせいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） まず、指定管理施設として現状の管理の在り方に問題はないかという点
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について、お答えをいたします。 

志布志シルバーワークプラザにつきましては、職員が常駐しておりませんでしたので、平成29

年10月から毎週月曜日と金曜日の午前10時から午後３時まで職員が常駐する体制をとり、その改

善に取り組んでいただいたところでございます。 

また、その日の作業工程の打ち合わせや、その作業の報告会議を行うため、ほぼ毎日朝夕職員

が出向いているところでございます。平成20年１月から業務の効率化や職員の削減を目的に、有

明シルバーワークプラザに職員を集中させた関係もあり、現状の職員体制の中で利用者に不便を

かけないよう取り組んでいただいているところでございますので、現状の施設の管理の在り方に

ついては、問題はないと認識しているところでございます。なお、志布志シルバーワークプラザ

内にあるしぶし生活自立支援センターにつきましては、平成20年５月に財務省が示した補助対象

財産の運用等の弾力化により可能であると判断し、シルバーワークプラザの設置目的の一つであ

る高年齢者の就業の促進の達成のため、生活困窮者自立支援事業の中の就労支援事業と連携を図

ることが、行政財産の有効活用であると考え、事業導入の初年度の平成27年度から志布志シルバ

ーワークプラザ内にしぶし生活自立センターを設置しているところでございます。 

次に、シルバー人材センター職員の不在が会員の志布志シルバーワークプラザの利用に支障を

来していないのかという点についてお答えいたします。 

志布志シルバーワークプラザの職員の常駐体制につきましては、先ほど答弁したとおり、毎週

月曜日と金曜日の午前10時から午後３時までであり、また、ほぼ毎日朝夕職員が出向いている状

況でございますが、そのような状態が会員の方々の利用に支障を来しているとの報告や意見は受

けていないところでございます。また、会員の方々が利用されている場合で、事前にそのことが

分かれば対応は可能であると考えますし、もし緊急的に利用したいということであれば、職員が

常駐しておりますしぶし生活自立センターとの連携を図ることも可能でありますので、現在のと

ころ会員の方々の利用には支障を来していないと認識しているところでございます。 

最後に、高齢者等の総合拠点施設としての活用方法も検討すべきではないかという点について

お答えいたします。 

シルバーワークプラザにつきましては、志布志シルバーワークプラザ条例第１条に規定してい

るとおり、高齢者の就業を促進し、高齢者の能力を生かした活力地域づくりに寄与するために設

置しているものでございます。 

そのようなことからも市内にある二つのワークプラザを最大限に有効利用すべきであると考え

ているところでございます。 

志布志シルバーワークプラザにつきましては、生活困窮者自立支援事業を志布志市社会福祉協

議会に委託しているところですが、そのメニューの中で就労支援事業を行っていますことから、

高年齢者を含めた生活困窮者の自立支援の相談の場として、平成27年度から有効活用していると

ころでございます。 

また、有明シルバーワークプラザにおきましては、刃物研ぎ研修や機械取り扱い講習会、せん
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定講習会、交通安全講習会等を実施し、その有効活用を図っているところでございます。 

二つのワークプラザにつきましては、施設全体の面積や会議室の数、周辺環境など様々な違い

はありますが、設置目的に即した施設の有効活用が図られるよう、今後更に指定管理者や関係機

関・団体と協議・検討を重ねていきたいと考えております。 

○10番（平野栄作君） 分かりました。 

シルバー人材センターができた当初は、補助金適正化法とかいう関連から、なかなか外部の団

体がそこに入るというのはどうなのかというようなことを言われておりましたが、今、市長の説

明で大分認識を新たにしたところです。 

それと、この指定管理というのは、その建物をずっと１から10までを見ていかないといけない、

健全な状態で活用して有効的な施設であるようにしていく、そういう役目がある中で、他の団体

が常駐している。そういう中で本当、会員さん方が志布志については、うまく活用ができている

のかなというのを本当に危惧しておりましたが、今の説明で週２回はセンターの職員も配置され

ているということで、大分安心はいたしました。 

それと３番目の項目なんですけれども、シルバー人材センターは、当初につきましては、60歳

定年制を見越した形での就労対策のバックアップ施設というような意味合いでできてきた経緯が

ありますけれども、その後、社会情勢が大きく変動してきておりまして、高齢者も多くなってき

ている。そしてまた、先ほども言いましたが定年制が引き上げられてきている。そうした中で高

齢者としてはいろんな意味で高齢化してきた時の情報、そういうものが市役所に行けば福祉・保

健、いろいろな窓口がありますけれども、高齢者という捉え方で行った時に、シルバー人材セン

ターという枠、窓口があって、そこに行くとほとんどの情報というものが網羅できているよとい

うような施設に今後は考えていかないと、今後のシルバー人材センターの事業の在り方、そうい

うことを見たときに、国庫補助もどうなっていくのかな、そして今の現状を見たときにシルバー

人材センターの果たす役割というのが、どんどん小さくなってきているような状況ですので、そ

こらあたりはやはり社会福祉協議会、そういう所と連動させながら高齢者福祉の一翼を担うよう

な施設、そういうものに活用していってもらえれば、まだ今のシルバーワークプラザというのは

使い勝手が良くなっていくんじゃないかなと思っております。 

それともう１点が、社協につきましても、有明の今ある市民センターでは、非常にどうなのか

なということで、前から議論になっておりますが、そういう受け皿としても、やはりああいう所

を活用しながら、そしてまた、社協として持っている情報をシルバー人材センターと共有して、

そこで新たな就労の体系づくり、それから就労の技術の習得、そういうものを新たに開拓してい

く。そういう施設としても非常に便利な施設だと思っております。ですから、そういう意味合い

の中で、今後指定管理の在り方、特にシルバーワークプラザの場合は、独特の活用法が生まれて

くるんではないかと思いますので、次期指定管理者については、そこあたりも十分、市当局また

社会福祉協議会、そういう所と連携を図りながら、どういう形でこの施設をうまく運営していく

のか、それを指定管理者であるシルバー人材センターが先頭になって築いていっていただきたい
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と思っておりますので、質問させていただきました。 

その点について、最後に市長の見解をお聞かせください。 

○市長（下平晴行君） これはおっしゃるとおり、相談窓口というのが、行政だけじゃなくて、

そういう社会福祉協議会を含めて相談した場合に、いろんなことで対応ができる、そういう、お

っしゃるような対応の仕方をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第68号及び議案第69号は、文教厚生常任委員会へ付託いたし

ます。 

──────○────── 

日程第22 議案第70号 伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について 

日程第23 議案第71号 通山青少年館の指定管理者の指定について 

日程第24 議案第72号 原田青少年館の指定管理者の指定について 

日程第25 議案第73号 山重青少年館の指定管理者の指定について 

日程第26 議案第74号 蓬原青少年館の指定管理者の指定について 

日程第27 議案第75号 有明青少年館の指定管理者の指定について 

日程第28 議案第76号 野神青少年館の指定管理者の指定について 

○議長（西江園 明君） 日程第22、議案第70号から日程第28、議案第76号まで、以上７件を会

議規則第37条の規定により一括議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

まず、議案第70号、伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

本案は、伊﨑田青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の

規定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、伊﨑田青少年館の指定管理者となる団体を伊﨑田校区公民館とし、指定

の期間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第71号、通山青少年館の指定管理者の指定について説明申し上げます。 

本案は、通山青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、通山青少年館の指定管理者となる団体を通山校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第72号、原田青少年館の指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

本案は、原田青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 
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内容につきましては、原田青少年館の指定管理者となる団体を原田校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第73号、山重青少年館の指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

本案は、山重青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、山重青少年館の指定管理者となる団体を山重校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第74号、蓬原青少年館の指定管理者の指定について説明申し上げます。 

本案は、蓬原青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、蓬原青少年館の指定管理者となる団体を蓬原校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第75号、有明青少年館の指定管理者の指定について説明申し上げます。 

本案は、有明青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、有明青少年館の指定管理者となる団体を有明校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

次に、議案第76号、野神青少年館の指定管理者の指定について説明を申し上げます。 

本案は、野神青少年館の管理を指定管理者に行わせるため、地方自治法第244条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、野神青少年館の指定管理者となる団体を野神校区公民館とし、指定の期

間を平成31年４月１日から平成36年３月31日までとするものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第70号から議案第76号までの７件については、文教厚生常任

委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第29 議案第77号 財産の取得について 

○議長（西江園 明君） 日程第29、議案第77号、財産の取得についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第77号、財産の取得について説明を申し上げます。 
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本案は、臨海工業団地開発事業用地を買収するにあたり、地方自治法第96条第１項第８号及び

志布志市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、志布志市志布志町安楽字樋口3447番１ほか27筆、計19,245㎡を臨海工業

団地開発事業用地として、随意契約により、5148万375円で志布志市土地開発公社から買収するも

のであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第77号については、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第30 議案第78号 財産の処分について 

○議長（西江園 明君） 日程第30、議案第78号、財産の処分についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第78号、財産の処分について説明申し上げます。 

本案は、安楽大迫工業団地分譲地を売却するに当たり、地方自治法第96条第１項第８号及び志

布志市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

会の議決を求めるものであります。 

内容につきましては、志布志市志布志町安楽字迫田4619番３外３筆、計19,740㎡を安楽大迫工

業団地分譲地として随意契約により3,677万円で鹿児島堀口製茶有限会社及びダンフーズ株式会

社に売却するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） 今回、地元の法人と県外の法人ですね、こういう形になり、当局の努力

だと思うんですけど、どういう形でここまでこぎ付けたのか。 

そして、ここの地区について、ダンフーズという、この会社がどういった会社なのか、中身に

ついて少しお知らせをいただきたいというのと。 

水については、上水を使うのか、それとも地下水をポンプアップするのか、そういったものに

ついては、後々変なことにならないようなものになっているのかという、その３点だけお願いを

します。 

○港湾商工課長（柴 昭一郎君） 大迫工業団地につきましては、合併前に旧志布志町が造成い

たしまして、合併してから企業誘致活動に取り組んでまいったところでした。 

しかしながら、合併してからも問い合わせはあったものの、なかなか譲渡までは届かなかった
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というような現状でございました。 

そういった状況の中で、港湾商工課といたしましては、毎年大阪、東京等に企業誘致活動、企

業訪問等を行っております。そういった中で、今回は大阪事務所等を通じまして、今回のダンフ

ーズとの契約に至ったというところでもございます。 

このダンフーズという会社につきましては、安全な原料を使用いたしました野菜の素材、例え

ばカット野菜、すりおろし、ジュース、エキス、そういったものを製造いたしまして、食品加工

メーカーに納入している事業所でもございます。 

この事業主につきましては、本社は愛知県名古屋市からの企業進出となるところでございます

が、野菜加工工場の設置であるということで、特に大隅半島から野菜を調達いたしまして、市場

に出回らない規格外品も活用する計画となっているところでございます。 

また、製品は全国に配送しますが、志布志港から国内定期船の活用を予定しておるところでも

ございます。現時点での雇用者数は30人を予定しているところでもございます。 

それと水の利用につきましては、地下水を井戸を掘りまして、水質検査をしておりますので、

その水質検査のデータをお示しいたしまして、この水質で使用できるものについては、使用して

いただくと、それと使用できないものについては、上水等で対応するというふうに伺っていると

ころでございます。 

以上でございます。 

○19番（小園義行君） 当局の並々ならぬ努力で、こういう結果になったということは、本当に

評価に値するというふうに思います。ぜひ、ここの土地については旧志布志町時代からの、先ほ

ど課長がありましたとおりですけれども、水の問題で少し前に進まなかった経緯等があってこう

いうことです。それについては、今あった答弁で理解をしたところです。 

あと、この２社について、新規雇用を含めて、それぐらいの雇用が発生をするというふうに当

局としては予想されているのか、お尋ねをしたいと思います。 

○港湾商工課長（柴 昭一郎君） ダンフーズにつきましては、新規雇用者数を30名予定してお

ります。 

それと、鹿児島堀口製茶につきましては、新規雇用者数が13名で計画が上がってきているとこ

ろでございます。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第78号につきましては、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第31 議案第79号 字の区域変更について 

○議長（西江園 明君） 日程第31、議案第79号、字の区域変更についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 
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○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第79号、字の区域変更について説明を申し上げます。 

本案は、県営中山間地域総合整備事業に伴い、本市内の字の区域を変更するものであります。 

内容につきましては、大字志布志町帖字和田の土地の一部を字堂ノ下に、字堂ノ下の土地の一

部を字和田に包括するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第70号については、産業建設常任委員会へ付託いたします。 

ここで暫時休憩いたします。 

14時35分まで休憩します。 

──────○────── 

午後２時24分 休憩 

午後２時35分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

──────○────── 

日程第32 議案第80号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

○議長（西江園 明君） 日程第32、議案第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７

号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号）について、説明を申し上げます。 

本案は、平成30年度志布志市一般会計歳入歳出予算について、ふるさと納税推進事業、災害復

旧事業等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経

る必要があることから提案するものであります。 

詳細につきましては、担当課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い

申し上げます。 

○財務課長（仮重良一君） それでは、議案第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第

７号）について、その概要を補足して御説明申し上げます。 

今回の補正予算は、既定の予算に15億5,847万7,000円を追加し、予算の総額を263億1,816万

8,000円とするものでございます。 

それでは、予算書の５ページをお開きください。 

第２表の地方債補正でございますが、野井倉下段地区の農道整備等を行う農地耕作条件改善事



 （62）

業等の実施に伴う合併特例債を1,410万円増額。台風24号により、被災した林道、農地及び農業用

施設並びに公共土木施設の復旧に伴い、災害復旧事業債を補助事業で2,100万円、単独事業で2,070

万円増額し、あわせて地方債の総額を5,580万円増額するものでございます。 

それでは、歳入歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

まず歳入予算の主なものを御説明いたします。９ページをお開きください。 

12款、分担金及び負担金、１項、分担金、１目、農林水産業費分担金は、台風24号により被災

した農地及び農業用施設の復旧に係る受益者分担金150万円、県費単独補助治山事業に係る分担金

80万円、合わせて230万円を増額しております。 

10ページを御覧ください。 

14款、国庫支出金、１項、国庫負担金、５目、災害復旧費国庫負担金は、台風24号で被災した

市道赤池線及び後谷線並びに普通河川山角川の災害復旧工事に伴い、2,401万2,000円計上してお

ります 

13ページをお開きください。 

15款、県支出金、２項、県補助金、４目、農林水産業費県補助金は、野井倉下段地区の農道整

備等を行う農地耕作条件改善事業を1,100万円増額、台風24号の被害により、再造林の事業量が減

少したことに伴う森林環境保全直接支援事業を878万8,000円減額するなど、合わせて734万7,000

円を増額。８目、災害復旧費県補助金は、台風24号により被災した林道１件、農地７件及び農業

用施設６件を、補助災害復旧事業で復旧する農業用施設災害復旧事業の実施に伴い850万9,000円

を増額、合わせて1,585万6,000円を計上しております。 

14ページをお開きください。 

３項、県委託金、３目、農林水産業費県委託金は、志布志地区若浜周辺保安林松林から有明地

区通山押切地区保安林松林までの松くい虫防除事業の増加に伴う費用988万1,000円を増額してお

ります。 

15ページをお開きください。 

16款、財産収入、２項、財産売払収入、１目、不動産売払収入は、大迫工業団地の売却に伴う

収入を3,677万円増額、志布志町帖潤ヶ野地区の市有地458㎡の売却に伴う収入を124万8,000円増

額。台風24号の被害により再造林の事業量が減少したことに伴う、立木売払収入を690万円減額す

るなど、合わせて3,111万8,000円を増額しております。 

16ページを御覧ください。 

17款、寄附金、１項、寄附金、２目、特定寄附金は、ふるさと納税の増加により、ふるさと志

基金寄附金を７億4,000万円増額しております。 

17ページをお開きください。 

18款、繰入金、１項、寄附金繰入金、１目、財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の歳入歳

出の調整により3,286万8,000円減額、15目、ふるさと志基金繰入金は、ふるさと納税の寄附額増

加に伴う事業実施等に伴う財源として、７億349万8,000円を増額しております。 
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19ページをお開きください。 

21款、市債は、5,580万円を増額し、総額で22億4,072万円としております。 

次に、歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

歳出の款及び項の全般にわたってでございますが、平成30年10月１日の最低賃金法の改正等に

合わせて、本市の嘱託職員、臨時職員等に係る報酬、賃金等の額について見直しを実施いたしま

したので、これに伴う補正予算を計上しております。 

また、職員の定期人事異動等による款項目間の調整を行うことによる給料、職員手当等の補正

予算を計上しているところでございます。 

それでは、各款、項ごとに説明をいたします。 

予算書の20ページを御覧ください。 

２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費は、ふるさと納税の増加に伴う郵便物の

増加申し込み等により、通信運搬費を444万円増額しております。 

予算説明書は、２ページでございます。 

４目、企画費は、ふるさと納税によりいただいた寄附を基金会計に積み立てるため、積立金を

７億4,000万円増額しております。 

予算書の23ページをお開きください。説明資料につきましては、３ページをお開きください。 

３款、民生費、１項、社会福祉費、１目、社会福祉総務費は、国民健康保険特別会計につき、

財政安定化支援事業分の繰出金の額が減となったことに伴い、繰出金を233万3,000円減額してお

ります。 

予算書の27ページから28ページにかけて、説明資料は、４ページを御覧ください。 

６款、農林水産業費、１項、農業費、８目、農地整備費は、農道整備実施により、維持管理を

含めた労力、経費の削減や大型機械の導入促進を図り、事業実施区域において、農地中間管理機

構による担い手への農地集積を向上させる農地耕作条件改善事業の実施に伴う費用2,000万円を

計上しております。 

予算書は29ページ、説明資料は５ページをお開きください。 

２項、林業費、２目、林業振興費は、志布志地区若浜周辺保安林松林から有明地区通山押切地

区保安林松林までのマツノザイ線虫被害の松が、予定した数量より増大したために駆除に係る費

用を988万1,000円増額し、台風24号の被害により、再造林の事業量が減少したことに伴い、1,546

万8,000円を減額するなど、合わせて556万6,000円を減額しております。 

予算書の30ページ、説明資料は１ページをお開きください。 

７款、商工費、１項、商工費、２目、商工業振興費は、商工業資金利子補給金交付事業につい

て、当初の予定を上回ったため、それに必要な費用200万円を増額しております。 

３目、観光費は、観光施設の修繕につき、不足が生じる見込みであるため、100万円を増額、説

明資料は２ページでございますが、ふるさと納税が２億4,000万円増額の27億4,000万円を見込む

ことから、必要となる経費６億9,900万2,000円を増額しております。４目、港湾振興費は、コン
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テナ貨物取扱量の増加に伴う助成金の増加を見込み、775万円を増額しております。 

予算書の38ページ、説明資料は、９ページをお開きください。 

10款、教育費、３項、中学校費、２目、教育振興費は、へき地児童生徒援助費等補助事業につ

き、平成27年度及び平成28年度補助金について、補助対象外経費が含まれていたことが判明した

ため、その返還に必要な経費を106万7,000円計上しております。 

予算書の41ページ、説明資料は６ページから７ページまでになります。 

11款、災害復旧費、１項、農林水産施設災害復旧費、１目、現年農林水産施設災害復旧費は、

台風24号により被災した農地及び農業用施設並びに林道の復旧に係る費用として市単独分と補助

分を合わせて3,121万4,000円を計上しております。 

予算書の42ページ、説明資料は８ページをお開きください。 

２項、公共土木施設災害復旧費、１目、現年公共土木施設災害復旧費は、台風24号で被災した

公共土木施設の復旧のため、3,600万円を計上しております。 

以上が補正予算第７号の主な内容でございます。 

詳細につきましては、補正予算説明資料を御参照ください。 

御審議方、よろしくお願いいたします。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○19番（小園義行君） 説明資料でいうと５ページですけど、耕地林務水産課の市有林管理事業

ということで、この字面をこのまま読むと、台風24号の被害があって、何か造林をしようと思っ

たけど、それができなかったという、単純に言うとそういうことですね、そういう理解でいいん

ですかというのが一つでございます。 

そして、予算書の18ページですけど、農業次世代人材投資資金で経営開始型、返還金が生じて

いますね。この中身を経過とともに教えてください。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 市有林管理事業について、お答えいたします。 

当初、志布志町帖南ヶ迫の市有林を売却予定でしたけど、その市有林が台風24号により一部土

砂崩れ、そして、搬出路としておりました林道が通行不能となったために売り払いを延期という

ことで、その後に造林をする予定だった部分ができなくなったということで、今回補正というこ

とをお願いしているところでございます。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 農業次世代人材投資事業の返還金の件ですが、平成29年度に国

の方から支援ということで年間150万円の支援を受けておりますが、２名の方がそれぞれ家庭の事

情がありまして、市外へ出られて、一時農業をストップされたということで、150万円を月割りに

しまして、国へお返しするということでございます。 

○19番（小園義行君） この市有林のここは、本来だと歳入が入ってくる予定だったものが、台

風の被害によって全然入ってこないよということになったわけですね、恐らくそういうことです

よね。その歳入には、マイナスも含めて出てくるんですよね。実際、倒木になっておればですよ、

大変申し訳ないんだけど、材料としては、商品としてはどうなんだろうという心配もちょっとし
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たりするんですけど、そこは一切なくて、歳入で予定していたものが入ってきませんよと、そう

いうことですね。新年度になるか分からんけれども、その時にそういう形で、今回この補助事業

等々を導入してやるということは、後もってそのことが大丈夫ですよという担保ができているん

ですかというのを一つお願いします。 

それと、この次世代型のここについては、いわゆる、私は、こういう形で返還が始まるという

のは、もうちょっと先というふうに思っていたもんですから、これは別に、当人たちの希望でこ

ういうことになっていると、当局がＡＢＣのランク付けをしますね、それでこういうふうになっ

ているということではないという理解でいいんですね。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） この造林事業につきましては、来年度以降また県の方に申

請して実施可能としております。 

○農政畜産課長（重山 浩君） それぞれ御事情があられて転出されまして、また農業の方は始

めてらっしゃいます。その間、若干農業をしなかった時期があったもんですから、その分を支給

停止というか、返還ということでございますので、御本人たちの意思で転出をされたということ

で認識をしております。 

○議長（西江園 明君） ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） これで質疑を終わります。 

ただいま議題となっています議案第80号は、それぞれの所管の常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第33 議案第81号 平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（西江園 明君） 日程第33、議案第81号、平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第81号、平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、説明を

申し上げます。 

本案は、平成30年度志布志市国民健康保険特別会計歳入歳出予算につきまして、一般被保険者

高額療養費、賦課徴収費等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、

議会の議決を経る必要があることから提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,653万7,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ42億270万8,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の県支出金の県補助金は、保険給付費等交付金を4,887万円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 
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歳入の繰入金の一般会計繰入金は、財政安定化支援事業繰入金を233万3,000円減額するもので

あります。 

８ページをお開きください。 

歳出の総務費の徴税費は、賦課徴収費を４万1,000円増額するものであります。 

９ページをお開きください。 

歳出の保険給付費の高額療養費は、一般被保険者高額療養費を4,887万円増額するものでありま

す。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第81号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第34 議案第82号 平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（西江園 明君） 日程第34、議案第82号、平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第82号、平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、説明を申し

上げます。 

本案は、平成30年度志布志市介護保険特別会計歳入歳出予算につきまして、特定入所者介護予

防サービス費、総合相談事業費等に要する経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定

により、議会の議決を経る必要があることから提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳出予算の款項の区分間の金額の調整をするものであり、予算の総額に増

減はございません。 

それでは、歳出予算の主なものにつきまして説明を申し上げます。 

予算書の４ページをお開きください。 

歳出の保険給付費の特定入所者介護予防サービス等費は、特定入所者介護予防サービス費を20

万円増額するものであります。 

５ページをお開きください。 

歳出の地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業費は、総合相談事業費を９万1,000円増額す

るものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第82号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

日程第35 議案第83号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号） 

○議長（西江園 明君） 日程第35、議案第83号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第83号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号）について、説明を申

し上げます。 

本案は、平成30年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出予算について、一般管理費に要する

経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経る必要があること

から提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ49万2,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億9,423万4,000円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の使用料及び手数料の使用料は、下水道使用料を現年度分19万1,000円、過年度分30万1,000

円、それぞれ増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳出の総務費の総務管理費は、一般管理費を49万2,000円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第83号は、文教厚生常任委員会に付託いたします。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） お諮りします。 

日程第36、同意第26号については、会議規則第39条第３項の規定により、委員会への付託を省

略し、これから本会議で審議することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、同意第26号は、委員会への付託を

省略し、これから本会議で審議することに決定しました。 

──────○────── 
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日程第36 同意第26号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

○議長（西江園 明君） 日程第36、同意第26号、教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

同意第26号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて説明を申し上げます。 

本案は、平成31年３月１日をもって任期が満了する飯野直子氏の後任として、益田裕子氏を教

育委員会委員に任命したいので、議会の同意を求めるものであります。 

益田裕子氏の略歴については、説明資料の69ページに記載してございます。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。お諮りします。 

同意第26号は、同意することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、同意第26号は、同意することに決

定しました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

明日は、会計実地検査のため休会とします。 

５日は、午前10時から本会議を開きます。 

日程は一般質問です。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでした。 

午後３時03分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（西江園 明君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西江園 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、持留忠義君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

日程第２ 報告 

○議長（西江園 明君） 日程第２、報告を申し上げます。 

地方自治法第243条の３第２項の規定により、株式会社志布志市まちづくり公社から第27期事業

報告書及び決算報告書、第28期事業計画書及び収支予算書が提出されましたので配布いたしまし

た。 

参考にしていただきたいと思います。 

──────○────── 

日程第３ 一般質問 

○議長（西江園 明君） 日程第３、一般質問を行います。 

順番に発言を許可します。 

まず、６番、野村広志君の一般質問を許可します。 

○６番（野村広志君） 皆さん、おはようございます。真政志の会の野村でございます。 

大変暖かい日が、ここ数日続いておりまして、12月ということを何か忘れてしまいそうな、季

節を忘れてしまいそうな、疑いたくもなりますけれども、師も走る12月と、走り回るほど忙しい

ということで、師走ということでございます。慌ただしさに振り回されないように、しっかりと

市民の声を届けてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

では、今回農業の施策について。 

１点目、発効が決定をいたしましたＴＰＰ問題について。 

２点目に改正法案をめぐり議論が続く外国人技能実習生の問題について。 

３点目が、農業用廃プラスチック類の処理の問題について、大きくこの３点について質問させ

ていただきたいと思います。 

では、早速ですけれども、ＴＰＰの問題についてお聞きをしていまいります。 

近年世界中で、貿易関連における様々な協定が各国の思わくや戦略の中で、次々と交渉のテー

ブルが持たれていることは、最近報道でもよく耳にいたしているところでございます。 

特に、我が国においてはＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）について様々な議論がなされた経緯

は、皆様も御存じのとおりであるかと思いますが、そのような中で、世界中が驚がくした第45代

アメリカ合衆国大統領にトランプ氏が就任をし、昨年１月20日の就任式で、まずもって「アメリ

カファースト」と声高らかに宣言をし、特に選挙戦の戦略の中で掲げていたＴＰＰについて、「参
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加せず」と表明していたとおりに、大統領就任直後に離脱のサインを断行いたしました。 

このようにアメリカの状況が極めて不透明である中において、安倍内閣はＴＰＰの承認案と関

連法案を可決成立をさせ、国内の批准を整え、日本の農業を過去最大の市場開放が襲う、アメリ

カを除く11カ国による環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ11）が、いよいよ本年12月30日に発効する

ことが正式に決定をいたしました。 

参加10か国近くの国内手続きが全て終われば、世界全体のＧＤＰ13％を占めると言われ、市場

規模では、人口５億人の自由貿易圏が動き出すことになります。 

日本政府は、このＴＰＰの効果によりＧＤＰが約７兆8,000億円押し上げられると見込んでいる

ようでございますが、しかし、それらの影響として農産物の売上高は約900億円から1,500億円程

度減ると試算をしております。 

ＴＰＰ11では、農林水産物や工業品の輸出入に係る関税を引き下げ、ビジネスルールを統一す

ることを目的としておりますが、農林水産物で82％もの関税が撤廃されることは、本市の農業に

とっても大きな影響が予測されることではないでしょうか。 

また、来年２月１日に発効が見込まれておりますヨーロッパ連合（ＥＵ）との経済連携協定（Ｅ

ＰＡ）においては、多国間貿易の枠組みの拡大も進めており、ＴＰＰ11と同様に約82％もの関税

が撤廃される見通しとなっております。 

加えて、先日合意をいたしました日米二国間による全ての物品を対象とした日米物品貿易協定

（ＴＡＧ）の関税交渉においても、報道等によるとＴＰＰやＥＰＡ以上にアメリカは関税撤廃の

譲歩を迫ってくるものではないかと心配されており、予断を許さない状況にあります。 

先にも述べましたとおり、特に本市の基幹産業である農業分野においては、関税撤廃による影

響が懸念されるところでありますが、では、まず市当局が分析をされておりますこのＴＰＰ11の

最新の情報についてお聞かせをいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 野村議員の質問にお答えいたします。 

アメリカを除く環太平洋経済連携協定、いわゆるＴＰＰ11については、10月31日、発効に必要

な６か国の国内手続きが終了し、12月30日に発効されることが確定しており、締約国においては、

来年１月上旬にＴＰＰ委員会を日本で開催することとしております。 

また、残る５か国であるベトナム、ペルー、チリ、ブルネイ、マレーシアについては、現在、

国内手続きを進めているという認識をしているところでございます。このＴＰＰによって輸入農

林水産品の82％の関税が撤廃され、重要品目も関税削減や輸入枠が設定されることになっており

ます。 

○６番（野村広志君） 今、市長から答弁がありました重要品目における関税の削減であるとか、

輸入枠の設定といった、これは交渉段階における一定の対策については見られるわけですけれど

も、では、本市の農業において、どの程度、このＴＰＰによる影響があるのかということについ

て、少し数値をもって示していただけますか。 

○市長（下平晴行君） この協定によって本市に係る基幹産業であります畜産において、主に影
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響があると考えております。 

国では、肉牛が約200億円から約399億円、豚肉が約124億円から約248億円、牛乳・乳製品が約

199億円から約314億円の生産減少額として試算されております。 

国の影響額を参考にして、本市は肉用牛で2.4から4.7％、豚肉で２から４％、乳製品で7.5％か

ら11.9％程度、生産額が減少すると思われます。 

肉牛においては、関税の削減期間を確保し、セーフカードを措置しており、和牛・交雑種牛肉

は品質、価格面で輸入肉と差別化されていることから、当分の間は影響は少ないと考えておりま

す。 

○６番（野村広志君） 国がいろいろ試算をしております。この数字をつかむことは、なかなか

難しいのかなと感じているわけですけれども、この数値だけが、あまり先走りをして、いたずら

に不安をあおるようなことになってはならないかと思っておりますけれども、国が出した指標、

試算の結果の中で、このようなことを国は言っておられました。「関税の削減等の影響で、価格の

低下による生産額の減少が生じるものの、体質強化対策による生産コストの低減、品質の向上や

経営安定対策などの国内対策により、引き続き生産や農業所得が確保され、国内生産が維持され

るものと見込む」と位置付けて報告をしております。これらについては、国の見解であるのかな

と思っておりますが、どこまで地方の実態を反映したものかなということは、少し疑問に感じて

いるところでございますけれども、では今、セーフティーガードであるとか、いろいろ答弁があ

りましたけれども、国においては、具体的にどのような対策をとろうとしているのか、現段階で

分かっていることがあれば教えていただけますか。 

○市長（下平晴行君） 国においては、総合的なＴＰＰ等関連政策大綱に基づき事業の展開がな

されます。 

まず、担い手への農地集積のための農地中間管理事業、産地の収益力強化と担い手の経営発展

を推進するための強い農業・担い手づくり総合支援交付金、高性能な機械・施設の導入を支援す

る産地パワーアップ事業、畜産の生産拡大、高付加価値化を支援する畜産クラスター事業があり

ます。 

また、肥育牛や養豚においては、ＴＰＰ発効に伴い、肉用牛肥育・肉豚経営安定交付金（マル

キン事業）の９割補填が法制化されることとなっており、作物では収入保険制度も開始される運

びとなりました。 

○６番（野村広志君） 今、もろもろの国の対応策については理解をいたしましたが、では施政

方針の中で、「本市の農業環境においては、生産者の高齢化による農家戸数が急激に減少しており、

耕作放棄地の増加や集落機能の維持が困難になるなど、農業の担い手育成は喫緊の課題である」

と市長の見解を述べられておられます。このような課題も山積する中において、グローバル経済

において様々な関税協定が発効される中で、これからの農業者が夢を持って、安心して従事でき

るような産業構造に農業が成り得るのか、なかなか不安でならないところであります。 

そこで、市長も捉えておられました農業の新しい担い手、若者を育成していくための手立てと
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して、本市として、どのような支援策を取るつもりでいるのか、そのあたりについてお話いただ

けますか。 

○市長（下平晴行君） 本市としましては、国や県の支援を最大限に活用しながら、農家のコス

ト低減や収益の増加に努めていきたいと考えており、機械導入や施設整備への支援や経営安定に

つながる支援を行ってまいります。 

また、国や県の支援が無い部分については、市単独での事業により支援を行っております。 

市の事業としては、例えば、担い手には新規就農支援事業、畑地かんがい担い手路地野菜拡大

事業、農業生産対策事業、畜産では導入資金や補助事業の創設により、増額や優良種畜の確保に

努めてまいります。 

○６番（野村広志君） 国と同様、市の方でも様々な支援策や施策を持っているようでございま

す。こういったものが効果的に強い農業の基盤の醸成につながっていくのかは、この事業の導入

に対する情報であるとか運用の手法について、農業者へどのような形でアドバイスをしていくの

かとか、レクチャーしていくのかということが不可欠ではなかろうかなと思っております。そう

いった意味でも、市の担当所管課においては、一生懸命仕事をなさっていらっしゃるかと思いま

すが、今後、更に生産者に寄り添った支援というか、相談に乗ったりとか、そういったものを心

掛けていただければなと、お願いをしておきたいなと思っております。 

では、関税の段階的撤廃の対応として、今、支援策は国と市等々、お聞きしてまいりましたけ

れども、農業生産者自身についてでございますけれども、今後農業者の方々、こういった関税の

撤廃等々を受けながら、どのような備えをしていかなければならないのか、市として、どう捉え

ていらっしゃるのか、お聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 国としては、生産者の体質強化に向け、例えば、収入保険制度の導入、

真に必要な基盤整備を円滑に行うための土地改良制度の見直し、生産者の所得向上につながる生

産資材価格形成の仕組みの見直し、戦略的輸出体制の整備など様々な制度の見直しを行っており

ます。 

また、各種補助事業についても、計画的な制度設計が求められますので、生産コストの低減や

品質向上に向けた対策について適時適切に実施できるように計画性を持った備えが必要であると

考えております。 

○６番（野村広志君） 確かに、あらゆるものにおいて、この計画性ということについては、し

っかりプランを立てながら進めていかなければならないかと思います。生産や経営に当たる必要

性があるのかなと思っております。では、その対応策として、様々な事業があって、その事業を

計画性を持って進めていかなければならないわけですけれども、そういった情報については、当

局の方から研修であるとか、勉強会等々を通しながら情報として、しっかりこのことが生産者の

方々に伝わっているのかどうかということを感じているわけですけれども、十分に情報として伝

わっておりますでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 事業の活用については、例年あるものについては、事前に要望を取って
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事業募集があった際にお伝えをしております。 

また、新規や臨時に出される支援対策については、説明会を実施し、事業内容を伝達しており

ます。 

今回、創設されました収入保険制度につきましても、認定事業者の皆さんに散らしを配布し、

説明会、相談会も実施しております。 

また、人・農地プランと連動する事業等については、毎年認定農業者の総会の際に紹介をさせ

ていただいております。 

○６番（野村広志君） こういった様々な制度であるとか、非常に多くございます。また、複雑

なものや、分かりづらいもの等も含んでいるかと思います。今後とも更に丁寧な対応というか、

説明をしていただきたいなと思っております。 

では、もう一つ、やはり夢を持って農業に従事できるようにするには、もうかる農業の仕組み

づくりが必要だなと感じております。国も農業の成長産業化をもくろんでおりますが、本市の農

業生産者にとって、もうかる農業の仕組みづくりについて、実際に農業者自身が今、必要なこと

とは何か、どういったことを考えながら計画性を持って進めていけばいいのか、そういったこと

について、市の方としては、どういった見解をお持ちか、お聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 今後、国際化が進む中で、もうかる農業の仕組みづくりについては、ま

ずは持続可能な農業を確立するために、足腰の強い競争力のある農業生産基盤を整える必要があ

ると思います。例えば、畜産部門においては、肉用肥育素牛導入に対しては、肥育経営支援対策

事業、規模拡大や防疫対策については、畜産施設整備支援事業、優良な繁殖素畜導入に対しては、

高品質生産対策事業というように、様々な事業の組み合わせで輸入牛肉との差別化を図っていく

対策を取る必要があると考えております。 

野菜においては、高品質で安心・安全な作物が生産できるような環境づくりと低コスト化に向

けた支援が必要であると考えております。 

また、販路開拓など輸出の取り組みについても、もうかる農業の一つの手段ではないかと考え

ております。 

○６番（野村広志君） これからの目指すべき方向性でもあるのかなと感じたわけですけれども、

では、そういった様々な考え方、事業等々を進めていく方向性について、本市の農業者の方々を

どのように導いていこうとお考えなのか。まさに、そこがポイントなのかなと思っております。

いかにすばらしい事業があったとしても、そういった方向に実際に農業者の方々が進んでいかな

ければ、このことは進んでいかないわけですので、その辺についての考えを少しお聞かせいただ

けますか。 

○市長（下平晴行君） 国は「高品質な国産の農林水産物の一層の輸出拡大のため、輸出阻害要

因の解消、輸出条件の改善、国内の環境整備を行う」と政策大綱でうたっております。協定する

国の間で関税障壁が取り除かれることは輸出のチャンスとも捉えております。 

お茶の分野では、輸出に対応できる有機栽培に取り組み、年々増加傾向にあります。また、畜
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産物でもナンチク、サンキョーミートが全国に先駆け、積極的に輸出を展開、拡大しつつありま

す。生産者の所得向上につながるものと考えており、継続して連携を図っていきたいと思います。 

他の作物においては、今のところ国内消費が主でありますが、販路の開拓に向けた支援を行い

ながら販売先の拡大への支援を行っていきたいと考えております。 

○６番（野村広志君） 心配されております、このＴＰＰ11の対応策でありますけれども、少し

ずつ先が見えてきつつあるのかなというような気が、今しているところでございます。 

市長が申された足腰の強い競争力のある農業生産の基盤づくりが、本市の農業にとって今後と

も更に求められていることは十分に理解ができたところでございます。 

しかし、であるからこそ、先ほども触れました大事なことは情報ではないでしょうか。有益な

情報を求めている人に、この情報をマッチングしていくということ、このことがやっぱり重要な

ことではないでしょうか。情報を得た者だけが優遇をされ、上手に活用できない方々との格差を

生むような制度になってはならないのかなと思っております。農業者の方々も当然、様々な方が

いらっしゃいます。規模の大小もあろうかと思います。そういったところにおいて、役割として

は、やはり行政であるとか団体である農協であるとか、そういった関係団体の方々の御努力とい

ったものが、大きく関係してくるのではないかなと思っております。こういった格差を生まない

ような制度にしていくということについて、市長はどのようにお考えでしょうか。本市の農業者

を守っていくと、これからの農業者を守っていくという考え方に立って、市長の考えをお聞かせ

いただければなと思っております。 

○市長（下平晴行君） これは議員おっしゃるように、やはり農業者が生活するためには、やは

りそれなりの収入がないといけないわけでありますので、そのためには行政が支援できる体制が

どこまでできるのか、そこら辺も含めて内部で十分検討して、過去のことがどうであったのか、

これからＴＰＰも含めて、どの方向性になるのかということも含めて、十分検討してまいりたい

というふうに考えております。 

○６番（野村広志君） 検討をしていくということでございますが、申しました情報ということ

をしっかりと活用しながら、農業者に不利益ならないような形で進めていただければなと思って

おります。 

あと少し予算についてお聞きしてまいりますが、本年度、このＴＰＰの対応を含めながら、予

算措置として、どの程度対応されたのか予算についてのところをお聞きします。 

○市長（下平晴行君） ＴＰＰの関連予算としては、産地パワーアップ事業の園芸部門で、たま

ねぎの産地育成のための掘り取り機械等の購入費に約780万円。同じく茶業部門で海外輸出の抹茶

原料である、てん茶生産用の被覆資材導入に約5,100万円、畜産クラスター事業で豚の増頭に伴う

豚舎改修及び新規就農者の牛舎整備等に約9,250万円、機構集積協力金事業で農地集積に伴う協力

金に約2,500万円を計上しております。 

○６番（野村広志君） 本年度の予算については理解しました。 

では、次年度平成31年度の当初予算、今、編成が進んでいるかと思いますけれども、何らかの
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対応策を盛り込む考えがあるのか、そこについてもお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 平成31年度の当初予算については、現段階での状況でありますが、産地

パワーアップ事業の園芸部門で生産拡大のための堆肥舎及び予冷庫の整備に約3,700万円、同じく

茶業部門で輸出用の茶生産用の被覆資材購入に約430万円を計上する予定でございます。 

今後、国の補正予算等が措置された場合には、速やかに対応していきたいと考えております。 

○６番（野村広志君） 今、市長からありました本年度の予算措置と、平成31年度における予算

措置等々のお話があったところでしたけれども、前段にお話をしました格差ではございませんけ

れども、農業者の方々は大小様々いらっしゃいます。そういった方々に格差を生まないように、

しっかりと制度の活用ができるようなアドバイスを行政の方でもしっかりとしていただければな

と思っております。 

もう１点、この予算についての考え方でございますけれども、やはり今回ＴＰＰによる関税の

撤廃における影響等が心配されますが、この影響に対応するための予算の措置と攻めの農業、先

ほど、もうかる農業にすればどうなのかということの話をしましたけれども、攻めの農業、成長

戦略における予算の措置という形での、この二本立てで、やはり考えていかなければならないの

かなと思っております。 

国の補正予算等々の関係もあるということでございますが、今後とも十分な、こういった後ろ

盾をしていただきたいものだなと思っております。最後に市長、このところについていかがです

か。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど言いましたように、収入保険制度等がありますので、これ

は収入減少分の９割を上限として補填していくということでございますので、そういうことを含

めて、それなりの対応をしてまいりたいというふうに考えております。 

○６番（野村広志君） では、次に移ります。 

外国人技能実習生の問題について質問をしてまいります。国会において出入国法改正法案をめ

ぐり新たな在留資格を増設する議論が活発に行われておりますが、厚生労働省の統計によると、

農業分野で働く外国人は２万7,139名、これは昨年度でございますけれども、ここ５年間で1.7倍

に増えており、そのうち89％が1993年に制度化された外国人技能実習生であるようです。この外

国人技能実習生でありますが、日本の技術や知識を習得して、母国に帰ってから役立ててもらう

ことを趣旨とした制度であると理解をしておりますが、また手引書には「技能実習生が労働力の

需要の調達の手段として行われてはならない」と明記がなされております。しかしながら、現実

的には、どうでしょうか。農業に欠かせない労働力として本市においても、その実態があるので

はないでしょうか。実際のところの実態とそぐわない制度自体の課題がどうこうということにつ

いては、ここで議論をするところではございませんが、実際に本市においても、多くの外国人技

能実習生を受け入れている現状もございますので、まずは、この状況についてお伺いをいたしま

す。 

現在、本市において何名ほどの外国人技能実習生の受け入れをしているのか、お聞かせいただ
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きたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 本市が把握している数字を申し上げますと、法人が65人、個人農家が30

人の合計95人の外国人が農業研修生として雇用されているようでございます。 

○６番（野村広志君） 法人が65人、個人が30人という報告でございましたけれども、何か思っ

たよりも少ないなと少し感じがしたところでしたけれども、これは農業分野に限定するというこ

とでございましたので、この程度の人数なのかなと思うわけですけれども、では、受け入れには

監理団体が技能実習生と農業者の方々を取り次ぎというか、やっているのかと思いますけれども、

本市の農業分野における受け入れ監理団体についてはどうなっておりますでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 農業を対象としている監理団体は、全国で981団体であります。 

技能実習を行う農家や農業法人は、いずれかの監理団体に加入し受け入れを行っております。 

本市でも東京など県外の監理団体を利用している農家や法人もあるところでございます。 

○６番（野村広志君） なるほど分かりましたけれども、許認可を得た監理団体であれば全国ど

こからでも地方にも派遣ができるという理解でよろしいわけですか。 

○市長（下平晴行君） はい、そのとおりでございます。 

○６番（野村広志君） では、この監理団体の役割と申しますか、責任について少しお示しいた

だけますか。 

○市長（下平晴行君） 監理団体は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要

な役割を果たしています。具体的には、農家や農業法人などの実施者が作成する技能実習計画の

作成指導、日本語や日本での生活全般に関する知識等を教える入国前後の講習の実施、出入国ま

たは労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対処方法等の情報提供などを行

うこととされております。 

また、技能実習計画に従った適切な実習の実施、技能実習法、出入国及び難民認定法のほか、

労働関係法令の違反の有無等について監査を行うこととされております。 

○６番（野村広志君） 分かりました。 

では、この技能実習生についてですけれども、男女割合と平均的な年齢等について把握されて

いることを教えていただけますか。 

○市長（下平晴行君） 法人のみを対象とした調査の結果でございますが、84.3％が女性となっ

ております。年齢は29歳以下が80.4％、30歳から39歳が13.7％、40歳から44歳が5.9％となってお

ります。 

○６番（野村広志君） 比較的若い女性の方が多いということで認識したわけですけれども、で

は出身国については、これは多い順に２、３教えていただけますか。 

○市長（下平晴行君） ベトナムが69人、72.6％。フィリピンが12人、12.6％。中国７人、7.4％。

カンボジア７人、7.4％となっております。 

○６番（野村広志君） 若い女性の方々が遠い国からこうやって本市の中で就農していただいて

いるということは、非常に有り難いことかなという気も少ししているわけですけれども、では、
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この方々を受け入れをしております農業事業者については、市内にどれぐらいあるのか把握され

ておりますか。 

○市長（下平晴行君） 本市が把握している数字を申し上げますと、外国人技能実習生を受け入

れている農業法人は16法人、個人農家では12戸が受け入れております。 

○６番（野村広志君） では、この法人・個人問いませんけれども、どういった職種と申します

か、作物ですかね、業態ですかね、どういった所に就農されていらっしゃるというか、研修され

ていらっしゃるのかお分かりでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 主に野菜、白菜、きゃべつ、大根、さつまいもなどの露地野菜で多く研

修をされているようでございます。 

○６番（野村広志君） 露地野菜等が主に多いということですか、なるほど分かりました。大体

この実習生の実態については、今、市内でこういった方々が、どの程度どういう仕事に従事され

ているのかということの現状の把握はできたところです。 

では、住環境について少しお伺いしますけれども、どういった住居等々にお住まいなのか、そ

の現状について把握されていますか。 

○市長（下平晴行君） 空き家を活用したり、それから研修生用に寮を建設している場合もある

ようでございます。 

○６番（野村広志君） はい分かりました。 

これは報道等でも大きく取り上げております。また、本市の中でも以前から少し問題等に、課

題になっておりました実習生の失踪問題でございますけれども、本市の中での実態について報告

がございますか、把握がございますか。 

○市長（下平晴行君） これは聞き取り調査によるものでございますが、今年二つの事業者、去

年以前にも九つの事業所で失踪があったようでございます。 

○６番（野村広志君） これは事業者ということですか、何人とかいう数字は把握はされていま

せんか。 

○市長（下平晴行君） 人数については、ちょっと把握しておりません。 

○６番（野村広志君） 分かりました。 

では、失踪した場合ですけれども、何らかの対応をしなければならないわけですが、追跡の調

査であるとか、警察に届けるであるとか、そういった対応については、どのような手立てになっ

ておりますか。 

○市長（下平晴行君） これは受け入れている法人や農家が警察に届け出をしているということ

でございます。 

○６番（野村広志君） これは農家の方々が、受け入れた農家の方自身が、その対応に当たると

いうことでよろしいわけですか。 

このところで、行政としては何らかの手助けというか、アドバイス、助言みたいなものは、行

政としては何も今、現状としては行っていないということでの理解でよろしいですか。 
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○市長（下平晴行君） 現在のところ市に対して外国人技能実習生の失踪に関する相談等は無い

ところでございます。 

原則として受け入れている法人や監理団体において対応するということになっているようでご

ざいます。 

○６番（野村広志君） この外国人技能実習生、市内に約100人弱ぐらいの方が居住してされてい

らっしゃるわけですので、そういったことを考えながら、行政としてなかなか情報としてつかみ

づらい、状況に今あるのかなと、すごく感じているところですけれども、相談も無いということ

でございますが、仮に相談があった場合、今後また相談がある場合は対応する準備はございます

か。 

○市長（下平晴行君） 相談があった場合には、どういう形でそうなったのか、その内容によっ

ていろいろ違うんじゃないかなというふうに思いますので、そこら辺の確認を監理団体等々も含

めて調査をしてまいりたいというふうに思います。 

○６番（野村広志君） 内容等は多々あろうかと思いますけれども、行政がどういった窓口で、

そういったことを対応していくのかということについては、しっかりと実際に市内の中で研修生

として居住されているという実績はあるわけですので、そういったことに対応するだけの準備は

しておいていただければなと思っております。 

では、仮に失踪してしまった場合、その後、農業事業者の方々は外国人技能実習生の受け入れ

ができるわけですか、１回失踪とか、そういうことがあった場合でもですね、そこら辺はどうで

しょうか。 

○市長（下平晴行君） 過去に失踪があった農業者においても、その後、新たに外国人技能実習

生の受け入れを行っているようであります。 

○６番（野村広志君） この外国人技能実習生の受け入れについて、サイクルと申しますか周期

みたいなもので、４月から就農するとか研修するとか、９月にするとか、そういったサイクルみ

たいなものが何か決まっているのかどうか、そこはお分かりでしょうか。 

○市長（下平晴行君） そのサイクルについては、ちょっと把握しておりません。 

○６番（野村広志君） そのサイクル、なぜこの話をするかというと、来日して研修がすぐ始ま

りますけれども、研修が始まって、すぐ失踪したというを相談を１回受けたことがございました。

そういった場合、農繁期に合わせて農家の方々は、もちろん農業の生産計画を立てながら農業の

技能実習生の受け入れ等も年次的に計画を立てていらっしゃるかと思いますけれども、生産計画

に大きく影響を及ぼしたということでの相談があったところでした。そういった場合でも、代替

と申しますか、補充するような形で研修生の受け入れが可能なのか、１期というのがどこからど

こまでなのか、期内で失踪があっても、すぐにでも、またそういったものができるのかどうかと

いうことをお聞きしたかったところですが、どうでしょうか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 研修生の補充につきましては、やはり一定の要件の中で面談等

を雇用主というか、研修先とされておりますので、すぐすぐまた補充ということは、なかなか難
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しいのかなと認識をしているところでございます。 

○６番（野村広志君） 今、課長答弁があったとおり、おそらく期内で農繁期に入っていようが

どうしようが失踪した場合においては、すぐには対応はできないということが今の現状のようで

ございます。 

そういったことを含めながら、やはり当然失踪するには様々な理由があっての失踪になろうか

と思いますし、また国の方でも、そういった議論が今、盛んにされているようでございますので、

その経緯は見守りたいと思っておりますけれども、やはり研修生として、志布志市に来て研修し

ていただいている方々も安心して、ここで生活をしながら研修に臨めるというような環境づくり

についても、それなりの行政としての責任も出てくるのかなと、あるのかなということも少し感

じているところでございます。 

では、次にまいりますけれども、労使間のトラブルについてでございますが、このことについ

ての相談や苦情などの訴えについては、行政の方には届いておりませんでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 現在、外国人技能実習生に関する労使間のトラブルについては、苦情は

無いというところでございます。 

○６番（野村広志君） これは技能実習生からの苦情というか相談と、農業者、雇い主側の方か

らの苦情相談と両方あろうかと思いますので、今は、そういったものが届いてないということで

ございます。先ほどもお話ししましたように、そういった窓口等をしっかりと準備していただけ

れば、また、先ほどの失踪うんぬんにつながる前に事前に、こういったことも防止できるのかな

という思いもありますので、またそこら辺についても協議をしていただければなと思っておりま

す。 

どうしても聞いておりますと、外国人技能実習生についての関わりについては、行政の関わり

が皆無に等しいのかなと、現在のところでは、少し感じているところでございます。大まかな部

分においては、外国人技能実習生の受け入れの状況については大分理解はしてきたわけですけれ

ども、様々なことを加味しながら行政として、この制度の課題みたいなものというのが、やはり

相当浮き彫りになっているのかなと思いますけれども、どのように感じていらっしゃるのか、そ

こについて見解をお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） この外国人技能実習制度は、出身国において習得が困難な技能等の習得、

熟達を図ることが目的となっておりますが、本市の農業分野では、労働力不足が常態化しており、

言葉の問題でコミュニケーションをとりづらい状況もありますが、労働力として外国人技能実習

生に頼らざるを得ないところもある状況でございます。そういうことも含めて課題と、そういう

ことが課題であるようでございます。 

○６番（野村広志君） 今、市長の見解のとおり、本市の農業分野においては、労働力として不

可欠であるということについては御理解のとおり、見解のとおりだなと、私も思っております。

そういった状況の中において、様々なリスクを同時に抱えながら、外国人技能実習生の受け入れ

をしている農業経営体の方々は、実習生が地域の中で円滑に暮らしていけるように、日常生活に
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細かく配慮をされ御苦労されていらっしゃいます。 

そこで、行政としても外国人技能実習生を多文化共生としての位置付けで受け入れる体制づく

りの支援に取り組むべきではないかなと考えております。この多文化共生への取り組みについて

でございますけれども、このことに取り組むことによって、技能実習生の仕事や生活が守られ、

市が関与することにより、技能実習生の受け入れが、この志布志地域は公的な性格を持つことに

なると思います。 

また、実習生側にとっても受け入れている農業経営体の方々にとっても、このことについては

メリットになるのではないかなと感じておりますが、どうですか市長、そういう考えを持つこと

はございませんか。 

○市長（下平晴行君） 志布志市における多文化共生の取り組みとして都城広域定住自立圏構想

の中で多文化共生研修を行っております。職員を対象とした研修では、地域で暮らす外国人に配

慮した行政サービスの在り方等を研修しております。 

また、志布志地区公民館では、ボランティアによる日本語教室が開催されており、その講師の

方々にスキルアップのための講習に参加していただき、外国人技能実習生の日本語能力の向上が

図られているところでございます。 

○６番（野村広志君） 本市でも多文化共生については、少し動きがあるようでございますけれ

ども、先進事例も幾つかあるようでございますので、参考にしていただければなと思っておりま

す。 

具体的に、この多文化共生の施策への提案を少しさせていただきますが、志布志市内の農業者

等を支える外国人技能実習生の支援として、主に受け入れの際の居住環境に対する支援の中で、

先ほども少しございましたとおり、空き家にお住まいになっていらっしゃる方もいらっしゃると

いうことでございましたが、この空き家等のあっせんや紹介などが考えられるのではないかなと

思っております。 

また、居住地域で自治会の活動へ参加を促すことなども、また市民との交流会の開催の企画な

ども行政として促すことができるのかなと感じております。 

この外国人技能実習生が安心して豊かに暮らしていけるような支援やアドバイスを市当局とし

ても積極的に行うべきではないのかなと感じております。 

また、市政の情報等についても提供するために技能実習生にメールアドレス等の登録をしても

らい、生活に必要な情報の提供を行うことなども必要ではないのかなと思っております。 

あと先程来お話をしています、受け入れの相談をはじめとする居住環境や労使間のトラブル等

の相談の窓口を設け、今後、新しい制度が確立されてくれば更に拡充されてくるであろう、この

外国人技能実習生の受け皿づくりについて、いち早く取り組んでいただきたいものだと思ってお

ります。 

どうですか市長、これは大きな予算は、あまりかからないでできるのかなと思っております。

サポートする手立てはたくさんあると思いますので、どうか取り組みを進めていただきたいなと
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思いますが、どのようにお考えですか。 

○市長（下平晴行君） 住居環境の支援としては、市は、空き家バンクに取り組んでおり、登録

のある空き家物件の紹介を行っているところでございます。 

また、市民との交流として、実際に自治会の花見や地域のイベント等に外国人技能実習生と一

緒に参加している受け入れ農家もあるようでございます。自治会や地域等においては、外国人技

能実習生の参加を呼び掛けていただければ、自治会や地域の活性化にもつながるものと考えてお

ります。 

○６番（野村広志君） 今の市長の答弁ですが、現在まで住宅の提供、紹介であったりとかいう

ことの情報は出しているということでございますけれども、なかなか行政としての関わりを持っ

ていないというように聞き取れているところです。 

本市の農業には欠かせない存在であるという認識については、これまでもお話しをしたとおり

でございます。これから出入国管理法の改正により新たな取り組みが開始されれば、更に外国人

の研修生は、就農者になろうかと思いますけれども、今後ますます増えてくるのではないかなと

感じております。 

外国人技能実習生を民間の方々や自治会の方々、市民の力で活性化につなげて欲しいというこ

とになるのでしょうか、確かに市長がよく言われます「民間にできることは民間に」という考え

方には、私も理解を示すところでございますが、しかし、ベースになるところは、やはり行政が

しっかりとした旗振り役を果たすことが大事なんではないでしょうか。何でも主体的に市民や民

間主導でということには、私はならないのかなと感じております。無駄を省き効率性と合理化だ

けを突き進めることが決して市民にとり有益ではないのかなと感じております。ほんの少しだけ

でも、手を差し伸べるような、支えていくという感覚を行政の方にも持っていただきたいなと、

今回このことについては感じたところでございます。 

何度も申し上げますように、本市の農業にとって重要な労働力として、この制度の活用を更に

再確認する時は、すぐにまた来るかと思います。この制度の先取りをしろということではござい

ませんけれども、多くの先進事例等もございますので、この志布志市で先駆的な取り組みをぜひ

早めに取り組んでいただければと思っておりますが、市長どうですかお考え、もう一度お聞かせ

いただけますか。 

○市長（下平晴行君） 現在、国会で出入国管理及び難民認定法の改正案が審議をされておりま

す。課題、問題もあるようですので、適正に対処してまいりたいと考えております。改正案が成

立しましたら、配偶者や子の帯同や事実上の永住も認められますので、労働力としてはもちろん

ですが、コミュニティの一員として地域に共生して欲しいと考えております。そのためにも外国

人技能実習生にとって住みやすい、安心して暮らせるまちづくりを、これからも推進をしていま

いりたいというふうに考えております。 

○６番（野村広志君） では、こういったことを含めながら取り組みを検討していくという理解

でよろしいですか。 
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では、次に移ります。 

農業用廃プラスチックの処理に関することでの質問をいたします。 

この問題は、今まで中国がリサイクル資源として海外のプラスチックごみを利用していたわけ

でございますが、環境汚染等の懸念から昨年末に輸入禁止に転換したことに端を発していること

は御存じのとおりだと思います。 

中国へは、年間百数十万トンの廃プラスチックを輸出しており、また中国の代替輸出先となっ

ておりましたタイやベトナムなど、他の東南アジア諸国も同様の輸入禁止への動きが高まったこ

とが背景にあるようです。 

本市において、この農業用廃プラスチック類の処理費用については、ポリマルチ等や塩化ビニ

ールにおいて大幅に負担増になっているようでございます。このことは、我々のところにも多く

相談が届いていることでございますし、先般行われました認定農業者と議会との「市民と語る会」

の中でも、いくつかの会場で質問をいただいたところでございました。行政の方にも農業者の方

から様々な声が届いているかと思いますが、まさに農業者の悲痛の声なのかなと、叫びなのかな

と思っております。 

そこでお聞きいたしますが、農業用廃プラスチックの処理に係る現状についてまずはお聞かせ

ください。 

○市長（下平晴行君） 農業用廃プラスチックは、回収後、国内で破砕やプレスされ、加工原料

として輸出されていましたが、中国が環境規制の見直しを理由に廃プラスチックの輸入を停止し

たため、日用品などに再生されていますが、製品化までのコストがかかることから処理費が高騰

している状況でございます。 

本市におきましても、平成29年度までの処理費は税込みで、ポリマルチが１㎏5.4円、塩化ビニ

ールが１㎏０円でしたが、平成30年度よりポリマルチ、塩化ビニールとも、税込みで１㎏30円と

なっております。ポリマルチで約６倍、塩化ビニールにおきまして、０円から１㎏30円になりま

したので、農家にとってもかなりの負担が増えているという状況でございます。 

○６番（野村広志君） 状況についてお聞きしましたが、では農業者の声といったものは、どう

いったものが届いておりますか。 

○市長（下平晴行君） 事前に使送便、行政告知放送等で周知徹底を図ってきましたが、実際回

収日には「処理料金が高すぎる」、「補助はないのですか」との意見があったようでございます。 

○６番（野村広志君） 農業者の声は様々あろうかと思いますけれども、これは回収日ですけれ

ども、現金のみでの対応ということでありましたけれども、何かそういった支払いのトラブルと

いうのはなかったでしょうか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 現在、現金での処理料金の支払いをお願いしているところです

が、多い方になりますと数万円という方もいらっしゃいますので、ちょっと現金ではという方も

確かにいらっしゃいました。そのことにつきましては、次年度以降、引き落としとか振込とか、

そういうことを今、対応を準備をしているところでございます。 
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○６番（野村広志君） 対応を考えるということですので、そこはお願いしておきたいと思いま

す。 

では、１回当たり回収は何㎏ほど持ち込まれるか数字がお分かりですか。 

○市長（下平晴行君） 今年度の実績としまして１回目の回収が89ｔ、２回目の回収が125ｔであ

ります。年間約400ｔを予定しているということでございます。 

○６番（野村広志君） １回目、２回目の実績、これは昨年度並みでしょうか。こういった事情

等があって減少しているということはございませんか。 

○市長（下平晴行君） 前年度と同時期の２回分合計391ｔに比べますと約半分、１回目、２回目、

合計214ｔの処理量となっているようでございます。 

○６番（野村広志君） 合計で１回目、２回目、合計でもう一度、何ｔですか。 

○市長（下平晴行君） 214ｔでございます。 

○６番（野村広志君） ということは、昨年度とあまり変わっていないということですかね。今

年度が89ｔと125ｔ持ち込まれているということですので、そこでよろしいですか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） ３回目の回収をまた12月に予定をしておりますが、今のところ

若干去年よりは少なめかと思いますが、例年の大体400ｔ前後で回収がなされるのかなと思ったと

ころでございます。 

○６番（野村広志君） 分かりました。 

このことは、また後で少し触れますけれども、年に３回の回収日が設けられておりますけれど

も、これ３回で満足いく対応になっているのかどうか、そこら辺についてどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これまでのところ回収の回数が少ないという意見は寄せられていません

が、状況に応じて廃プラ協議会で検討し、回収時期や回数を検討したいと思っております。 

○６番（野村広志君） この回収についての散らしがここにございます。廃プラスチック処理の

料金の目安とし、軽トラック１台、300㎏積載した場合で9,600円になり、２ｔトラック１台、2,000

㎏積載した場合で６万4,000円になるようでございます。そういった目安の例が書いてございます

けれども、かなりの負担感があるのかなと思っております。 

では、本年度、農業生産対策事業の中の処理費の一部を補助する、この廃プラの処理費を一部

補助するということで、当初予算でも盛り込まれましたし、６月の補正でも1,182万5,000円の予

算の計上があったところですが、この事業費の内訳について少しお示しいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 農業生産対策事業の予算は、当初予算が700万円、６月補正で1,182万5,000

円の合計1,882万5,000円で、そのうち400万円が処理費の助成でございます。 

○６番（野村広志君） 処理費は400万円の予算を組んでいるということで、この処理費の助成に

ついて３分の１以内、おおよそ㎏当たり約10円ぐらいの補助になるのかなということでございま

したが、これは処理量が、先ほどのお話では、まだ昨年並みにはなっていないということですが、

最終的に処理量が増えた場合等々については、更に補正等で考えていくのか、その辺についての

考えを少しお示しください。 
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○農政畜産課長（重山 浩君） 前年の処理量の３分の１程度を予算化しているところでござい

ますが、現在の処理量でいけば、ほぼほぼ３分の１程度で収まると思います。それを超えた場合

につきましては、市長、財政部局と協議をしながら検討をしてまいりたいと考えております。 

○６番（野村広志君） では、もう１点、農業法人であるとか、大規模農業者についてでござい

ますけれども、この方々は直接業者と個別に契約をなさっている方が多いと聞いておりますけれ

ども、こういった方々は当然回収場所へ持って来なかったということもあろうかと思いますが、

補助の対象にはなっていないという理解でよろしいですか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 大規模法人等の処理の仕方につきましては、御自分で持ち込ま

れたり等々ございます。我々が把握する廃プラスチック協議会を通じての処理に関して支援をし

ていくということで周知をしているところでございます。 

○６番（野村広志君） この廃プラスチック協議会というのがあろうかと思います。そこで決定

をするということで、これは負担金等々は処理をされる方々から頂いて、この協議会を運営され

ているという理解でよろしいでしょうか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 廃プラスチック協議会の役割としましては、廃プラスチックの

適正な処理についての普及啓発を図るということをまず目的にしておりまして、構成員につきま

しては行政、ＪＡ、それから園芸部門の代表者の方、畜産部門の代表者の方、茶業部門の代表者

の方々で協議をしながらやっておりますので、運営費につきましては、ＪＡ、行政から若干いた

だいておりますが、特に生産者の方から御負担をいただいているようなことはございません。 

○６番（野村広志君） 分かりました。実際に生産者の方々が協議会の運営費を負担されている

ようであれば、大規模農業者、ましてや法人の方々もそれについて享受することも当然なのかな

と思って質問したところでございました。 

では次に、もう１点お聞きいたします。 

全国的な報道等の中でも出ております廃プラスチック類の不法投棄を懸念する声がございます

けれども、先ほど持ち込まれている処理量が昨年を下回っていると、若干ではありますけれども、

下回っているということがございました。当然、不法投棄には直接つながってはいないかと思い

ますけれども、自宅の農園とか畑だったりとか、そういった所に仮置きをしているというような

現状等も見受けられるのかなということも懸念されるところです。その辺についての捉え方はど

うなのかお聞かせいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 市民環境課に確認したところ、特に廃プラスチック類の不法投棄や野焼

きは無いということでございます。 

○６番（野村広志君） 不法投棄は無いということでございましたので、そこについては安心し

ているところですが、実際に農家さんが持ち込みをしていないというような現状があるというこ

とも、この持込量から見ると推測されるところですので、そういったことについての調査等も所

管課の方では、ちょっと気を配っていただければなと感じているところでございます。これにつ

いては、お願いをしておきたいなと思っております。 
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では、もう１点、回収したものでございますけれども、処理業者に引き渡すということになろ

うかと思いますが、これは処理業者は県内の業者になりますか。 

○市長（下平晴行君） これは宮崎県の業者になっております。 

○６番（野村広志君） この業者でございますけれども、市との契約によって選定されている業

者という理解でよろしいですか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 宮崎県の業者でございますが、県内にも業者が数社ございます

が、まず価格的な見積りを取りまして、そこに決定しているところでございます。 

また、回収場所への搬入につきましても、分類の仕方が非常に農家さんが持ち込みやすいよう

な形態で持ち込めるということで、この業者との契約になりますが、契約自体は志布志市廃プラ

スチック協議会との契約になります。 

○６番（野村広志君） これは、恐らくですけれども、宮崎県は県外産業廃棄物の県内の搬入処

理に関する指導要綱ということにより、県外からの産業廃棄物の搬入は原則禁止をされていると

いうことでお聞きをしております。これは、やむを得ず搬入しようとする場合においては、事前

協議を義務付け、知事が認めたときに限り搬入を承認しているとされております。この業者さん

については、当然協議会が契約主ということでございますけれども、事前協議等が県と行われま

して、承認の続きがちゃんと完了しているという理解でよろしいですか。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 県を越えての処理につきまして、廃プラ協議会と宮崎県知事の

方で協議を行いまして、許可を得て処分をしております。 

○６番（野村広志君） 分かりました。 

では、もう１回お聞きいたします。この農業用廃プラスチック問題において、生分解性マルチ

についてでありますが、土の中の微生物によって、水と炭酸ガスに分解をするマルチということ

で、使用後のマルチの除去が必要ないことから、破棄に係る労力や経費の削減に有効な資材とし

て注目されているようでございます。一般のポリマルチと比較して割高ではありますけれども、

使用した農家の多くから省力化等のメリットが認められ、少しずつ需要が増えてきているようで

ございます。 

今朝の新聞でありましたけれども、奄美版のマルチの手応えということで、農業新聞に載って

おりました。御覧になった方もいらっしゃるかと思いますけれども、ここでも導入試験が行われ

まして有効であると、本格導入を決めていくというような形で新聞の記事が大きく載っていたと

ころでございます。少しずつメリットが認められてきているようでございますので、実際に本市

の中でも農業者の方々に、この散らしの中で御案内はされているようでございますけれども、普

及については、どの程度進んでいるのかお示しをいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 土中の微生物によって水と炭酸ガスに分解する生分解性マルチについて

は、通常のマルチに比べ２倍から３倍のコストがかかっているようであります。 

また、近隣のほ場、茶や飼料への飛散による異物混入のおそれがあるため、現在は普及してい

ないというようなことでございます。 
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○６番（野村広志君） まだ検証の段階に至っていないのかなという気がしますけれども、環境

への配慮ということと、大幅な省力化が図られるということで期待されるんではないかなと思う

んですけれども、単価だけを見ると、やはり２倍から３倍程度割高になるようでございますが、

剥ぎ取りの作業や破棄処理費などの経費を差し引くと、約1.2倍程度で済むようでございます。 

また、これは多くの自治体が、この生分解性マルチの普及を図ることを目的として、環境保全

に関する事業として補助金が設けられているようでございます。先ほども少し触れましたが、農

業生産対策事業の中でも、こういった環境にやさしい取り組みとして同時に進めていただきたい

ものだなと思いますけれども、その辺については、どのようにお考えですか。 

○市長（下平晴行君） 来年、生分解性マルチの実証を予定しております。ポリマルチとの比較

検証、資材費、剥ぎ取り作業費、廃棄物処理料等でありますが、こういうことを行い、生分解性

マルチの飛散問題、処理に対する補助から環境にやさしい取り組みへの補助も含めて検討したい

と思っております。 

これは先ほど議員がおっしゃるように、環境にすごく私は影響があるんじゃないかなというこ

と等を含めて、逆に先ほど言いましたように、剥ぎ取り作業費等の負担のコストが大分少なくな

るというようなことからも十分な検討をしていきたいというふうに考えております。 

○６番（野村広志君） 来年の早々に検証・検討をしていくということでございますので、早期

に結論を見出していただきまして、実用化に向けた動きが加速していきますことをお願いしてお

きたいなと思っております。 

では次に、この問題も国において頭を悩ます問題なんでしょうが、農業用廃プラスチック類の

処理について、昨年の11月でございますが、国内資源循環確保に向けたプラスチックリサイクル

体制整備の緊急支援としてのプレスの発表が行われました。この事業の取り組みは、既に省ＣＯ

２型リサイクル高度化設備導入促進事業として動き出しており、受け皿となる公益財団法人廃棄

物・３Ｒ研究財団において公募が行われました。既に採択された事業者や自治体は、プラスチッ

クリサイクル高度化設備のプラントの新設計画を進めております。 

この事業は、当該施設の導入費用について２分の１を上限に補助する事業で、本市としても、

特に近年盛んに言われるようになっております、この二酸化炭素の排出抑制及び資源循環を同時

に推進できる事業ではないかなと考えております。 

事業自体は、国の方でも引き続き継続的に行われているようでございます。来年度の予算の概

算要求においても、本年度の３倍にあたる45億円が盛り込まれているようでございます。こうい

った情報も市当局は、しっかりと押さえていらっしゃるかと思いますが、こういった事業等も自

前で処理をするということ等も検討して取り組みを進めるべきではないかと考えておりますけれ

ども、その辺についての見解は市長どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたように、中国が廃プラスチックの輸入を禁止したこと

で、日本国内に行き場を無くした廃プラが滞留する事態が起きているという状況でございます。

そのため、国内リサイクル体制を整える必要が不可欠となっております。リサイクルするために
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必要な高度な選別機や洗浄設備、他の製品に加工する設備導入費用について、２分の１を上限に

補助する事業があります。 

本市におきましては、志布志市廃プラスチック適正処理推進協議会で回収した物を県外の業者

が処理している状況でございます。 

また、法人、大規模農家においては、市外の産廃業者に委託して回収処理していると聞いてお

ります。今後は、市内において処理ができる業者等があるか、また国の事業を活用できるか等も

含めて十分な検討をしていきたいと思っております。 

○６番（野村広志君） 市長から十分に検討してみるということでありましたので、そう理解し

ておきたいなと思っております。よろしくお願いしたいなと思っております。 

この二酸化炭素の排出抑制及び資源循環については、我々も今後しっかりと取り組みをしてい

かなければならないのかなと感じております。 

本市は、市民と一丸となったごみの分別の取り組み、リサイクル意識の向上が図られており、

こういった環境問題については、特に力を入れた志布志市の看板的な施策ではなかろうかと思っ

ております。 

ホームページの環境政策の中でも、「ものを大切に ひとを大切に 私たちの行動の基準は「環

境にやさしいか」」と表記がなされております。改めて納得もし、考えさせられもいたしました。

この環境については、我々も様々な角度や観点から、これからの志布志市の施策を語っていく上

で避けては通れない非常に重要なポイントになるのかなと思っております。 

先ほどの生分解性マルチの推進等にしてもしかりでございますし、市のあらゆる方策の実現に

してもしかりでございます。この「環境にやさしいか」というキーワードをどのように捉え、受

け止めていくのか、今後ともしっかりと考えてまいりたいと思います。 

会派等々でも勉強会を通して調査を進めてまいりたいと考えております。また時期を見て、こ

の環境については、新たな提案をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いし

たいなと思います。 

今回、農業施策について様々お聞きをしてまいりました。本市における基幹産業として、農業

施策の重要性は語るまでもないと思っております。 

今後とも本市の農業者が安心して、安定的に農業に従事できるよう、あらゆる方策について知

恵を出し合っていただければなとお願いをして、私の一般質問を終了したいと思います。 

○議長（西江園 明君） 以上で、野村広志君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩します。11時30分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午前11時21分 休憩 

午前11時29分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 



 （90）

次に、15番、小野広嗣君の一般質問を許可します。 

○15番（小野広嗣君） それでは、皆様こんにちは。公明志民クラブの小野でございます。 

かなり気候の温暖差が激しいということで、天気予報等でも気を付けるように述べておりまし

たけれども、お互い年度末に向けて風邪などをひかないようにしていきたいものだと思っており

ます。 

それでは、早速質問通告に従い順次質問してまいります。 

はじめに、市民と行政の協働によるまちづくりの推進について質問をいたします。 

現在、少子高齢化や価値観の多様化等による社会環境の変化により、地域の課題が増加し、市

民ニーズも多様化、複雑化してきており、画一的な行政サービスから市民のニーズにあった課題

解決の方法が強く求められておりますけれども、拡大する公共サービスの全てを行政が解決する

ことは困難な状況になってきているのではないかと感じております。 

しかし、一方では地域が抱える課題を意欲的に解決していこうとする市民や地域団体、ボラン

ティア団体などもありまして、協働で積極的に地域や社会課題に関わり、公共をみんなで支えて

いこうとする市民活動も本市においても少しずつではございますが、高まりつつあるようでござ

います。 

そこで、今後は市民と行政の協働によるまちづくりを推進する新しい仕組みづくりを構築する

必要があるのではないかと思いますが、市長のお考えを伺いたいと思います。 

次に、総務委員会の所管事務調査で訪れた岩手県一関市では、地域づくりの進め方を「行政主

導型」から地域と行政が連携して進める「地域協働型」に転換を図るため、地域協働体の体制強

化と活動支援を柱とした各種制度の構築から実施までに至る基本的な事項を定めた「一関市地域

協働推進計画」を定めておりました。地域協働体が地域で議論をし、地域全体の将来像を描きな

がら、地域の特性を生かした事業や地域の課題解決に役立つ事業を進めており、大変参考になり

ました。 

本市においても、市民と行政の協働によるまちづくりの推進を図るためにも、このような地域

協働推進計画を策定するべきではないかと思いますが、お考えを伺いたいと思います。 

次に、市民サービスの向上について質問をいたします。 

市長は、施政方針におかれまして「職員が率先して市民の皆様へ挨拶や声掛けを行い、市民の

皆様が気軽に相談できるような窓口対応に努めるなど、行政は最大のサービス業であることを常

に意識し、積極的に実践しながら市民ニーズを把握し、志布志市全体の発展へとつながるよう職

員の意識向上に取り組む」と述べられております。まさしく市役所は、志布志市における最大の

サービス業であり、市民はお客様であると思います。いかに市民のために働き、喜んでいただく

かが重要であります。接遇研修等も行われてはおりますが、職員の市民への対応について、市長

は就任以降どのように認識をし、評価されているのか伺いたいと思います。 

次に、公用車へのドライブレコーダーの設置と無事故対策について質問をいたします。 

公用車へのドライブレコーダーの設置は、公用車を運転する職員の安全運転の意識を向上させ
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るとともに事故が発生した際、責任の明確化と処理の迅速化という効果もあり、既に多くの自治

体で導入をされております。 

本市におきましても、公用車を新規に購入する際には、ドライブレコーダーを設置しておりま

すが、ドライブレコーダーは移動可能な防犯カメラとしても非常に有効であり、事故防止と犯罪

防止のためにも設置台数のスピード化を図るべきではないかと思いますが、お考えを伺いたいと

思います。 

次に、幼児教育の無償化について質問をいたします。国は子育て世帯を応援し、社会保障を全

世帯型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化について、生涯にわたる人格形成の基礎を培う

幼児教育の重要性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、消費税率引き上げ時

の2019年10月１日からの実施を目指しております。 

しかし、実施までの期間が短く、新たな財政負担も必要になるなど課題も多いかと思いますが、

このことについて市ではどのように認識し対応されようとしているのか伺います。 

○市長（下平晴行君） 小野議員の質問にお答えいたします。 

まず市民と行政の協働によるまちづくりの推進につきましては、本市におきましても地域活動

に対する担い手の減少や高齢者一人暮らし世帯の増加など、地域によって様々な課題が生じてお

ります。 

全国的にも2025年には団塊の世代が後期高齢者となり、社会保障費の増大が予想されており、

また一方では、少子化の影響により15歳から64歳までの生産年齢人口も減少することから、税収

も減少することが予想され、これまで実施していた行政サービスの維持が難しくなる状況でござ

います。 

このような状況の中で、鹿児島県では共生・協働の地域社会づくりに向け、地域の多様な主体

が連携・協力して必要なサービスを提供するための地域コミュニティの再編などの取り組みを促

進しております。 

そして県内でも、この地域コミュニティの再編に着手し、地域課題の解決に向け、自主的に取

り組む組織が構築されつつあります。 

本市におきましても、現在、新たな地域コミュニティの形成促進のために通山地区においてコ

ミュニティモデル推進委員会を設置し、アンケート調査、ヒアリング調査、ワークショップを実

践しながら新たな共生・協働・自立による新しいまちづくりの仕組みづくりを研究しております。

最終的には自分たち地域の課題をそれぞれの地域で整理し、その解決方法について、行政と地域

が役割分担しながら、まちづくりを推進していく方法を目指していきたいと考えております。 

また、本市におきましては、第２次総合振興計画の基本目標６に「人と地域が輝く共生・協働・

自立のまち」を掲げ、本年度から本格的に、その実現に向け、「地域コミュニティ形成促進モデル

事業」として取り組んでおります。このモデル事業を通して地域の実態を把握し、新たなコミュ

ニティ組織の構築を進めていきたいと考えております。 

目指す姿としましては、地域の様々な団体の代表者や地域住民が集まり、自分たちの地域の課
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題について話し合い、そして活性化計画を立てていくというものでございます。市民と行政との

協働推進計画の策定についての提案につきましては、名称は違いますが、現在「共生・協働・自

立のまちづくり」の指針となる新たな志布志市まちづくり基本方針を策定中でありますので、し

っかりと位置付けていきたいと考えております。 

議員質問の中にありました岩手県一関市の地域協働推進計画につきましては、現在、本市が検

討している方向と考え方は同一のものでありますので大いに参考にさせていただきたいと思いま

す。 

次に、市民サービスの向上につきましては、市長就任後、市民から「職員の対応が良くなって

きた」というお褒めの言葉をいただくこともあり、職員の接遇は良くなってきていると感じてお

ります。また、職員であった頃には気付きませんでしたが、市長に就任して改めて職員の能力の

高さに驚いております。その能力をどう引っ張り出すかが私の役割だと思っております。ただ、

その一方で、「職員は上から目線で自分たちがしてあげている」という意識を持って仕事をしてい

る職員もいると言われております。そのため、１人の職員の対応が志布志市の対応と思われてい

ることや、市民の皆様がいてこその市役所であり、その市役所で市民の皆様の役に立つために働

かせていただいていることを常に意識しながら、よく市民の話を聞き、相手の気持ちに寄り添い、

丁寧な対応をするよう課長会等で、これまで何度も指導してきております。 

今後につきましても、接遇研修等も実施しながら、職員には市民目線での対応や、市民の皆様

があってこその市役所職員であることを意識するよう指導してまいります。 

次に、公用車へのドライブレコーダーの設置と無事故対策につきまして、本市で所有している

公用車、消防用自動車及びマイクロバスは166台ありますが、平成30年11月時点でのドライブレコ

ーダーの設置車は33台で、設置率は19.88％となっております。ドライブレコーダーの設置につい

ては、安全運転意識の向上や事故発生時の状況確認等の効果を十分に認識しているところでござ

います。 

なお、志布志警察署と事件、事故等に関わるドライブレコーダーの映像提供に関する協定を締

結し、防犯カメラとしての役割を担っております。 

以上のことから、安全・安心なまちづくりのため、子供から高齢者まで全ての市民の見守り役

として、また職員の安全運転意識の向上のため、来年度に全ての公用車、消防用自動車、マイク

ロバスへドライブレコーダーを設置したいと考えております。 

次に、幼児教育の無償化につきましては、国は2019年10月に消費税を増税し、その税収増加分

を財源とし、幼児教育の無償化を目指し、その制度設計を行っております。現在、報道等で発表

されている幼児教育無償化の概要といたしましては、３歳から５歳児については、世帯の所得に

関係なく一律保育料を無償とし、０歳から２歳児については、住民税非課税世帯に限り保育料を

無償とするものでございます。 

また、保育料無償化に伴う財源負担につきましては、まだ不透明であり、現時点では2019年10

月から2020年３月までの半年間については全額国費で賄う方針で固めたとの情報がありますが、



 （93）

2020年４月以降については、地方にも負担を求めている状況でございます。 

しかしながら、幼児教育、保育の無償化については国が提唱した施策であること等々、これま

での経緯を踏まえ、必要な財源については、地方消費税の増税分を充てることなく、国の責任に

おいて全額国費で確保すること等について、全国市長会が国等に対し要請活動等を行っていると

ころでございます。そのようなことから幼児教育無償化については、今後も国の制度設計につい

て注視をしていく必要があると認識をしております。 

○教育長（和田幸一郎君） 幼児教育の無償化についてお答えいたします。 

子育てと仕事の両立や子育てや教育に係る費用の負担が重いことが子育て世代への大きな負担

となり、我が国の少子化問題の一因とも言われております。 

また、幼児期は能力開発、身体育成、人格の形成、情操と道徳心を育てるために極めて大切な

時期であり、幼児教育・保育は知識だけではなく、根気強さ、注意深さ、意欲などの育成におい

ても重要な役割を果たしております。 

以上のことからも、安心して子育てができる環境と保育の受け皿の整備、幼児教育・保育の質

の向上が大切なことであると認識しておりますので、幼児教育の無償化について、今後、国の動

向を十分注視していきたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） 時間が中途半端になりそうですけれども、少しだけやり取りをさせてい

ただきたいというふうに思います。 

まず、協働のまちづくりということで、市長に冒頭答弁をいただきました。まさしく市長が述

べられたように、超少子高齢社会にあって様々な課題が山積をしてきている。そういった中で、

地域のコミュニティをやっぱり維持していくためには、その担い手が必要であるというふうに思

うわけですね。その担い手不足をどう解消するのかという知恵をお互いに出していかなければ、

新しいまちづくりを形成することはできないなというふうに思うわけです。そういった中で、先

ほど市長の方から通山地区のモデル事業、これは存じ上げておりますけれども、お話がありまし

た。そして、そういったモデル事業を通して地域の実態を把握して、次なる手を打っていくんだ

ということであろうと思います。一関市の例を出して当局に質問を問い、当局の側も一関市の資

料を手元に置きながら市長ともヒアリングをなさったんだろうというふうに思います。そういっ

た意味では、「考える方向は一緒だ」と、市長も述べられたとおりであろうと思います。そこで少

し施政方針に触れる形で、市長、答弁を求めておきたいというふうに思います。 

市長は施政方針の中で、こう言われていますね、「市民ニーズの把握をしっかりと行い、そして

市民が市政に参加しやすい土壌をつくることが何よりも必要だと考えている」ということを言わ

れています。今、言われた市民ニーズの把握を行う、そして、その上で「どうすれば市民が市政

に参加しやすい土壌をつくることができるのかということを考えていきます」というふうに言わ

れているんですね。その市民ニーズをはかる上で通山地区でモデル事業をスタートさせ、そこか

ら状況を把握するということでありますけれども、私は、それはそれとして必要ではありますけ

れども、市全体として様々な課題を抱えていく中で、地域によって、そのニーズが違うわけです
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ね。そのことをやっぱりとらまえていかないと、後で述べる計画等も作成するというのは難しい

と思うんですが、現在のところ先ほど述べていただいた手法以外に、市民ニーズをしっかり捉え

ていく方法ということをどう議論されているのか伺いたいと思います。 

○市長（下平晴行君） これはおっしゃるとおり、地域地域の特性があります。私は、松山町、

有明町、志布志町というんじゃなくて、松山地域、有明地域、志布志地域と、その地域の特性を

生かして、まちづくりを進めていかなければいけないというふうに申し上げております。それは、

それぞれの地域の課題を十分行政が把握をして、そして、その中で、この地域についてはどう取

り組みをしていけばいいのか、やはり、これを十分に協議していかなきゃいけないということを

内部でも話をして協議をしているところでございます。そういう点からすると、志布志地域の特

性、松山地域の特性、そして有明地域の特性、この前やっちくまつりもございましたが、あそこ

は松山地域では、本当に地域の皆さんが「自分たちのまちをどげんかせんないかん」ということ

で自分たちで企画し、自分たちで制作し、自分たちで実現をしているという取り組みをされてお

られます。そういう中で行政として、その取り組みをどう支援していけばいいのか、支援と同時

に、一緒になって膝を交えて何を求めていらっしゃるのか、そこまで入り込んだ取り組みをして

まいりたいというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 今、市長が述べられたお考えは施政方針、所信表明でも述べられており

ますので、よく理解をするところでありますけれども、具体的に通山地域のそういったモデル事

業で、そこの判断をもって全体像を捉えることはできないんですよ、あくまでもね。これは、こ

の事業として画期的な在り方だと思いますよ。だけれども、例えば、松山地域だとか志布志地域、

有明地域というふうに言われますけれども、これはこれで大事。そして今、ふるさとづくり委員

会をやっている、小学校区単位ぐらいの考え方でいくと、21地域あるわけですね。こういったレ

ベルでの声をしっかり捉えていくニーズ調査といいますかね、そういったこともやっていかない

と、市全体のまちづくりに向けては難しいのかなというふうに思います。そのことに関しては、

後でもう少し詳しく、ちょっと提案もしたいもんですから述べさせていただきたいと思います。 

考え方として市長は、こう言われているんですね。そういった市民が市政に参加しやすい方向

性を模索していくと。そして、その上で市民の皆様と行政情報を共有して、まちづくりをやって

いくんだというふうに言われますね。それで結局、そうすると、行政が持っている情報というも

のをしっかりと市民の皆様に正確にお伝えしていく手法というのが必要になる。そして、それを

受けた市民というのは、いろんな意見をまた行政に返していくことになりますけれども、この返

す方法も、より市民が返しやすい手法というのを考えなきゃいけないと思うんですね。そういっ

たことをしっかり企画政策課を中心に、いろいろ議論されるんですけど、その辺はどう考えてい

らっしゃるんですかね。 

○市長（下平晴行君） これは、やはり情報収集、地域の情報をどう行政が得るかということで

は、今おっしゃったように大変大事なことであって、また、情報を収集しないと、その地域の課

題等も分からないわけでありますので、それは、おっしゃるとおり、十分その地域の情報という
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か、そういう地域との連携をしっかり取って対応していきたいというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） ぜひそういう方向で進めていって欲しいんですが、結局、市民と協働の

まちづくりを目指していく上で大事だというのは、いろいろあるんでしょうけど、行政側からす

ると、人材が減っていく、担い手が減っていく、少子高齢化の影響を様々に受けて、その荒波を

乗り越えなければいけない。どう地域に力を付けていただくかということが大事ということにな

りますね。その意識は、市長がおっしゃったように皆さんお持ちだと思うんですよ、こういう時

代状況ですからね。だけれども、日常の業務があるがゆえに、市長も忙しい、職員の皆様も大変

忙しい状況の中に、そういったことを得てして、自分の意識の底にはあるでしょうけれども、外

してしまっていると。だから、やはり市民と協働する意識というものが職員の皆様の中に毎日な

ければ僕はならないと思っているんです。だから先進地を見ていくと、各課に必ず市民協働のた

めの担当職員というのを置いている自治体があるんですよ。そういった意識を持ちながら、その

担当職員は自分たちの課で市民と協働できるものは何か事業としてないのかなと、その課に応じ

たプランというものを模索しながら市長に提案をしていくという市民協働の考え方を貫いている

ところもあります。これはすごく大事なことかなと、意識付けとしてもね、市長どうですか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、私はあらゆることに全課で取り組もうという話をし

ております。 

これは、職員一人ひとりが、そういう考え方を自分のこととして、職員も帰れば一地域住民で

市民であるわけでありますので、そこは十分、今おっしゃったようなことを含めて、職員の意識

改革も含めて自分たちの立ち位置はどうなのかということを含めて十分理解するような取り組み

もしていかなきゃいけないというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 市長は、本当そういう思いで所信でも述べられていますし、こういった

ことというのは、市長の施策の１丁目１番地であるなというふうに思うんです。市長が所信でも

施政でも、そのことを強く述べられておりますので、そこにはすごく期待をするところでありま

すし、まだこれからの動向というか、動きを見極めなきゃいけないかなというふうにも思ってい

るんですけれども、そういった中で市民と協働ということを、どう市民の皆さんに情報をたくさ

ん提供してＰＲをしていくのか。市は、こういう考えなんですということですよね。そういった

ものが少し弱いのかなという気がします。うちは様々な媒体を使って市民に情報をお伝えするチ

ャンスに恵まれているすばらしい自治体ですので、どういうふうにお伝えすればいいのかという

のを、もう少し担当課も含めて市民協働へのＰＲ、これを考えて欲しいと思うんですがどうです

か。 

○市長（下平晴行君） これはやはり行政の役割、地域の役割がどうなのか、ここはやはりお互

いに行政がまず分かっていく。そして、地域の皆さん方にも、そのことを伝えていくと、そうい

う役割、それぞれの役割が大事じゃないかなというふうに思っております。 

○15番（小野広嗣君） そういった役割をお互いが共有し、また認識し合いながら、どう進めて

いけばいいのかと、そして知恵を絞って、ちょっとＰＲが足らないなと、市民協働に対するね、
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そういう意識付けもすごく大事ですので、前向きにＰＲ活動も行っていただきたいなと思います。 

あと合併して13年になろうとしているわけですよね、もう終了しようとしている。だから、こ

れからのまちづくりというのは、冒頭市長が言われたように本当に担い手をつくっていかなきゃ

いけない、少子高齢化の波に押されない体制をつくっていかなきゃいけない、こういった状況の

中で通山でもモデル事業があるんですが、ＰＲをあくまでもした上でですよ、ＰＲをいろんな形

でした上で、うちも認知症カフェであるとか、そういった取り組みも少しずつまち中で起こって

おりますけれども、あるいは、こういった形の延長線上に協働カフェみたいなものを用意して、

地域ごとで、その地域の課題、今までのふるさとづくり委員会の発想とは違いますよ、全然角度

を変えて、そういった取り組みが、あちこちで一斉にはできなくても広がっていけばいいなと思

うわけですね。ちょっと防犯が心配な所では、そこの認知症カフェで防犯対策に対して考えると。

その地域は防犯のことについては、すごく詳しいよと、そういったことだってまちづくりの力に

なるわけじゃないですか。そういったことも検討していただきたいなと思いますがどうでしょう

か。 

○市長（下平晴行君） その取り組みが、すぐできるかというと、ちょっと今すぐに答えられる

ということじゃないですけれども、ただ基本的な考え方としては、そういう地域のことをその地

域の中で話し合いができる、話ができる。今この地域では、こんなことが課題だよねという中で、

そしたら、どう行政と連携を取ってできるのか、これは大事なことでありますので、そのカフェ

ができるかできないかは別として、それは大事なことだというふうに思っております。 

○15番（小野広嗣君） まさしく市長が言われたとおり、きちんとした組織の中で意見を言うこ

とも大事、だけれども、そういった所では言えない小さな声とかいっぱいあるわけですよ。そう

いう表舞台では、あまりしゃべりたくないという人もいるわけで、そういったものが、そういっ

た小さな単位のカフェがあって、そこで地域住民の気やすい会話、声がまとまっていって、そこ

に市職員、あるいは我々議員でも時々顔を出してお話を聞くことによって、まとまっていくもの

というのがあると思いますので、そういったことは前向きに、今すぐできるできないは別にして、

認知症カフェ等も進めてありますので、そことそのままリンクするわけではないかもしれません

が、こういった協働カフェみたいな考え方も検討に値すると思いますので、前向きに検討をいた

だければというふうに思います。 

○議長（西江園 明君） ここで、昼食のため暫時休憩いたします。 

午後は、１時５分から再開いたします。 

──────○────── 

午後０時00分 休憩 

午後１時03分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 
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○15番（小野広嗣君） それでは、午前中に引き続きまして、協働の観点から質問をさせていた

だきます。 

途中で少し切れたので気分が少し変わっていますので、どこから始めようかと悩んでいるんで

すが、冒頭、市長、市民ニーズの把握をしっかりしていかなきゃいけないという観点でも質問し

たわけですけれども、この一関市は、協働について、地域課題を解決するため、特色として継続

してずっと話し合っていくことが大事なんだと述べているんですね。うちもそうですけれども、

合併によって、例えば松山地域だとか有明地域だとか志布志地域、そういった地域の声が通りに

くくなったと、この一関市がですよ。そういうこともあって、こういう市民との協働のまちづく

りというものに、どこよりも力を入れていこうというふうになったわけですね。 

そういった中で、先ほど市民ニーズの把握ということでいえば、いろいろ市長も述べていただ

きましたけれども、少し提案をしたいんですね。それは例えばですよ、21地域のふるさとづくり

委員会がありまして、そこでサポート職員を配置はしていただいていますね。でも、このふるさ

とづくり委員会もスタートして以降、旧志布志町時代からですから、長い年月を経て成熟してい

ったものもあれば、形骸化していったもの、あるいは本年は１地域は、もうできないという状況

で予算付けさえできない状況、これは担い手不足ですね。こういったことが起こっている中で、

少しこれまでの協働の在り方を見直していかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いま

す。 

先ほども、通山地区でのモデル事業というお話もありましたけれども、地域性があって、全地

域において、そういったことをやっぱりとらまえてやっていかなきゃいけないなというふうに思

うんですね。そういうことを考えたときに、本市も本田市政の時に当初から職員の皆さんをその

地域に全て貼り付けるんだという担当制みたいなものをやりましたね。これ一、二回そのことに

よって地域に職員の皆さんが入って、あるいは保健師の皆さんが入って、いろんな説明会をして

いただくみたいなことも過去に行われておりますけれども、それ以降こういったシステムという

のは、あまり動いていない、形骸化しているなというふうに思うんですけれども、そこは市長、

どう捉えていらっしゃいますか。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど言いましたように、いわゆる再任用職員の配置等を考えて

おります。おっしゃるとおり自治会担当職員、それから、ふるさとづくりサポート職員というの

を配置しておりましたが、これは一本化していこうという考え方でございます。そうすることに

よって、今おっしゃった地域地域の実態がより鮮明に、そして対応も良くなるんではないかとい

うふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 当然市長も、いわゆる自治会ごとに配置をされていましたね。こういっ

た配置がそこに１名、そこの地域の職員、あるいはそうでなくて、またいでという方もいらっし

ゃいましたけれども、これ名前だけで全然その後機能していないわけですよ。であれば、今、市

長が言われたように一本化をしていくという、これは当然大事でありますけれども、それが再雇

用の方々を中心として進めていくだけでいいのかという問題をすごく考えてまして、ここにです
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ね、市長、「地域担当職員制度導入で新たな地域づくり」ということで大学教授の論文と、そして

３自治体の地域担当職員制度を導入している首長の市長たちのレポートがあります。全部読んで

いただければと思うんですが、やっぱりそれを見ていくと、そういう自治会ごとではなくて、小

さい自治会もありますのでね、せめて小学校単位、うちではふるさとづくり委員会単位ぐらい、

21校区ですかね。ここに、いわゆる課長級、あるいは補佐級、係長級、そして主査と、そして職

員、そして必ず女性職員を入れるとか、あるいは、できれば保健師、福祉士を入れると、そうす

ることによって、その地域の声をまんべんなく拾っていく、そして各課に戻ってくると、課ごと

とはまた違うわけですよ、縦割りじゃなくて横割りも入ってくるという制度ですね。これ市全部

の職員が、そういったことまで関わっていくべきじゃないのかと、もうそういう時代じゃないの

かと、人手が足りないわけですから。そういうことをぜひ今回の協働の中で考えていただければ

なと。一番言いたいことは、このことなんですね。どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これはおっしゃるように、その地域の実態を把握しまして、その地域の

課題を解決するためには、やはりそういうもろもろの関係する担当者、これは本当に必要じゃな

いかなというふうに思います。まして志布志市は情報基盤が整備されておりますので、この情報

基盤をより活用していくことによって、地域に対しても、行政サービスができるのではないかと

いうふうには考えております。 

○15番（小野広嗣君） ぜひですね、今ちょっと提案として述べましたけれども、参考にしてい

ただきながら、また資料はお渡ししますので、これをやっていらっしゃる首長さんたちから見る

と、すばらしい評価が出ています。 

先ほど申しましたけれども、市民協働に対する職員の意識というものを考えたときに、こうい

った現場に入っていかなければいけない、どういう声が上がっているかといったら、職員の現場

というのは、本庁とか支所とかで仕事をしていることが現場だと思っていた考え方が、がらっと

変わったというんですね。我々の仕事の現場というのは、その地域なんだというふうになったと。

そして、その地域から、また本来の職務に戻ってくるわけですけれども、どういう仕事を持って

戻ってくるかというのが職員の能力に関わってくるんです。持ってきた仕事を、その課でどうい

うふうに吟味するかということによって、その課も成長するという、本当にすばらしいことだな

というふうに思いました。自治体によっては500人、600人単位でやっている。習志野市なんかは、

そういう取り組みをしておりますけれども、協働意識を芽生えさせるためには、先ほど申し上げ

ましたように、こういった捉え方と、できればせめて各課、本庁も支所も市民協働担当職員みた

いなものを置いて、そして、自分たちの担当の課の中で市民と一緒にやれる事業は何かないのか

ということを一生懸命模索すると、このことが本来、次にも申し上げますけれども、住民サービ

スにもつながっていくんだろうなというふうに思っておりますので、これは検討を加えていただ

ければというふうに思っております。 

あと１点、一関市は、こういう市民協働をやろうとしたときに、公民館事業がありますね、そ

して、うちでも公民館事業があるんですけれども、ふるさとづくり委員会もいろいろやっている
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という状況の中で、やっぱり一本化しなきゃいけないんじゃないかということがあって、いわゆ

る公民館事業を市長部局、公民館を市民センターというような位置付けにして、そこを協働の場、

語らいの場にするんだと、いろんな事業をする場にするんだということで、所管をいわゆる公民

館関係の事業等も含めて教育委員会所管から市長部局への所管替えをしているんですね。そうい

う捉え方をして一体的にやろうと、バラバラにやるんではなくて一体的にやろうと。先ほど市長

が言われたとおり、ふるさとづくり委員会のサポート職員であるとか、現場に下りている自治会

ごとの職員だとか、そういったものを一本化しなきゃいけないと言われたとおりで、こういった

市民協働のまちづくりをするときには、市長部局で、そういった市民協働まちづくり課みたいな

いものを置いて一本化していく。各課にまたがっているのを集約すれば、別段人を増やさなきゃ

いけないわけじゃないじゃないですか。そういう展望も持って欲しいなと思うんですが、どうで

しょうか。 

○市長（下平晴行君） これは従来のやり方では、やはり教育委員会が公民館の総体を担ってい

るという状況でありますが、これはおっしゃるとおり、共生・協働となりますと、もちろん行政

も教育委員会との連携をしっかり取っていくという面では、市長部局がやる役割、教育委員会が

できる役割、しっかりと地域のために、どちらがどう対応したらいいのか、そこら辺も含めて今

後十分内部で協議をして取り組みをしていきたいというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 下平市長を中心に機構改革、様々庁舎移転とか今後出てくるわけですの

で、そういった今、申し上げたことも含めて検討を加えていって、より良いまちづくりを進めて

いっていただければなと思うんですが、少し角度を変えて、視野を広げるといいますかね、市民

との協働と言ったときには、企業だったりＮＰＯ法人だったり様々ありますね。これまでも市長

の方にも申し上げましたけれども、いわゆる各種企業との取り組みということでいえば、行政が

大きな仕事、様々な事業を展開する上でリスクをからう場合があると。そういった時のいわゆる

セーフティーネットとして、様々な事業に取り組んでいる企業、団体、そういったところと地域

包括協定みたいなものを組んで、そこをクリアしていくというようなお話もさせていただきまし

た。そういった観点から見たら、各種企業との協働ということも、広く言えば考えられるのかと

思いますが、ちょっと考えを述べていただければと思います。 

○市長（下平晴行君） 企業と行政そして地域、これはまさに連携をしていかなきゃいけない。

そして、特に企業の場合は外から都会からの企業等々も含めて情報はいっぱい持っているわけで

ありますので、そこら辺をうまく活用しながら取り組みをしていくということは大変大事なこと

じゃないかというふうに思います。 

○15番（小野広嗣君） まさしく今、市長が言われたように企業においては、会社のリスク、あ

るいは地方自治体のリスク、そういったものを解消するために一緒になってやっていきましょう

という提案をされている団体もあるわけですね、企業団体も。それは市長にもお届けし、企画政

策課にもお届けしておりますので、そこは今、精査をしていただいている最中でありますので、

今、市長のおっしゃられたような考え方の下に進めていっていただければなというふうに思って
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おります。 

あと１点、計画書の件ですね。 

市長の方からも先ほど述べていただきました。共生・協働の観点から、まちづくりの基本方針

というものを今、進めていっていると、名称等はそれぞれ違いますけれども、まちづくりの活性

化計画をしっかり進めていかなきゃいけないという観点で述べられました。やっぱり、これ本当

に先進地を見ますとですね、市長。名称はそれぞれですよ、市民協働推進計画というお堅い名前

にしているところがあれば、よくよく調べてみますと、キラリと輝く協働推進とか様々いっぱい

あります。ずらっと羅列していますけれども、それは述べませんけれども、うちとしては、そう

いった協働推進の在り方というものをしっかり体系立てて進めていく時にきているのかなと思い

ます。 

自治体によっては、協働のためのガイドブックであるとか、あるいは協働のためのリーフレッ

トを作ったりすると、そして、協働の体系が整ってきたら、年に１回、協働のため大賞、いわゆ

るコンテストがあって、協働大賞というのを発表したりして、まちにその結果を戻しているとい

う。そして、こんなに元気なまちになっていますというのをＰＲすると。そういった取り組みも

していますので、ぜひ、この協働のためのガイドブックみたいな推進計画ですけれども、もうち

ょっと市民になじみやすい名称で取り組んでいっていただければと思いますが、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これは行政、いわゆる公の領域と市民の領域があるわけでありますが、

今、共生・協働という、その領域を基本に、どういう形で取り組みをしていくかということを今、

作成中でございますので、そのような取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 企画政策課長の方から今、そういう話が市長にいったみたいでしたけれ

ども、だから名称等も含めてですよ、協働推進計画とか、ついついお堅い名称を考えてしまいま

すので、そういう検討中であれば、今、申し上げましたような協働推進のためのガイドブックみ

たいな形にしてもいいし、リーフレットを作って、市民にはそれを配布してＰＲ活動をしていた

だくとか、そういうこともあわせて進めていっていただきたいというふうに、これは要請をして

おきたいと思います。 

それでは、市民サービスの向上についてお話をさせていただきます。 

冒頭市長は最近になってお褒めくださる声も出始めたと、そういう声もよく聞くと。しかし、

一方で上から目線、してあげているんだという、そういった１人が出ると、市の対応全体として

思われると。ですから、あくまでも相手に寄り添って、丁寧に接するようにということで課長会

等でも申し上げているということでしたね。 

この市民サービスの向上については、これまで何回となく旧町時代から申し上げてきました。

最近このことは述べていなかったんですが、久しぶりに取り上げる質問なんですけれども、実は

市長とは逆に、最近市民の方から市役所職員の対応について少しお叱りを受けております。そう

いった観点から久しぶりに取り上げないといけないのかなと思ったところなんですね。 

今回は、具体的に言えば、電話での対応が悪かったんですよ。しかし、これまでの私が、それ
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ぞれにいろんなお叱りを受けて質問をしてきた経緯を見ると、当然、電話だけではなくて、窓口

の応対であったり、こちらから訪問した時の態度であったり、僕は今までの中で一番ひどいなと

思えているのは、こちらから訪問して行って市民の皆さんとお話をするときに、両手をポケット

に突っ込んで、そして上からにらみつけるようにして話した職員が過去にもいましたよ。それが

僕が今までの中で一番ひどかったかな、態度としてはなと思っていますけれども、今、市長が言

われたように、ほとんどの職員の方は頑張っていらっしゃいます。マナーも良くなっているなと

いうふうに思います。しかし、やっぱり市長が言われたように、１人、２人の方々が、そういっ

た対応になると市全体の雰囲気が全部そういう雰囲気なんだろうなというふうに誤解もされます

ね。私たちは、こういう役所に来ることは慣れていますよ。ここにいらっしゃる職員の皆様、管

理職の皆様も、そういう立場で仕事をされるし、そして日常的に市職員と接していらっしゃるか

ら、あまりそういうことは実感として感じないかもしれないけれども、やはり役所に見える人と

いうのは、頻繁に見える人は別にして、年に１回か２回しか来られないんですよね。何か用事が

あって来られる、あるいは電話をされる。その電話だってすごく勇気を出して、敷居が高いから

電話をするにしても構えて相談をされる。そういった人が市役所職員の対応によって嫌な思いを

すると、もう二度と行きたくない、でも行きたくなくても行かなきゃいけないというのが役所な

んですよ。そういったことをやっぱりしっかり職員は自覚していただきながら取り組んでいかな

ければいけない問題だなというふうに思うんです。 

市長は、本当によく言われているなと思うんですけど、施政方針を読みましたらね、「職員が率

先して市民の皆様へ挨拶や声掛けを行い、市民の皆様が気軽に相談できるような窓口対応に努め

るよう職員の意識向上に取り組んでまいります」と言われています。そのとおりだと思います。

何度もこの場でも言いました「市役所」というのは読んで字のごとく、「市民に役に立つ所」です

よ。振り返って、市長が言われていますよ、「職員は率先して市民の皆様へ挨拶や声掛けを行い」

と言ってくださっています。ところが、職員の方で市民が直接例えば伺って、「すみません」と言

いますよね、職員の方に。声を掛けられる前に「何か御用ですか」と声を掛けるのが、ある意味

では当たり前じゃないですか。市長は、そのこと言われているんですよね。そのことがきっちり

できているかというと、僕はできていないと思っています。そういう現場を再三見ていますので、

そういう細かいことが、まだできていないということをぜひ当局は知っていただきながら対応し

ていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど言いましたように、市役所は市民の皆さんがいらっしゃる

から市役所があるんだと、だったらしっかりと市民の皆さんへの対応をしていくべきだというこ

とを言っております。おっしゃるように、確かに課長会等でも「自分が、その立場に立った物事

の考え方を持って対応して欲しい」ということを再三言っているわけでありますが、やはりそう

いうことが伝わっていない部分もあるんではないかなというふうには思っております。 

そういうきめ細かな市民に対する対応の仕方をどうやったら課長会等だけで終わらせるんじゃ

なくて、もうちょっと文字等で具体的に示して対応していけばいいのかなというふうにも考えて
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いるところです。 

○15番（小野広嗣君） そういう市長の答弁ですから、ぜひどういう形で理解をしていただくの

かということを少し吟味して欲しいんですよね。 

市民が持って来られる御相談の中でも解決できないような、答えを職員の皆さんが返せないよ

うなこともたまにはあるでしょう、電話の問い合わせにおいてもね。でも、しっかり最後までお

話だけは聞いてあげると、忙しくてもね。そういうことがやっぱり大事なんじゃないかなという

ふうに思うんですよ。今回の電話の対応も、そこに関連することでした。翻って言えば我々は普

通に仕事を、議会も職員の皆さんも時には専門用語を使ったり、略語を使ったり、いろいろしま

すね。これが市民にとっては普通ではないんですよね、そういった感覚もやっぱり身に付けてい

かなきゃいけない。それはやっぱり、先ほど言いました１の項で言った「現場に職員が出向いて

いく」という、市長が当初から述べられている、そのことが徹底されなければいけない。そうい

った意味でも、先ほど、いわゆる地域の職員の担当制とかいうのが大事になってくるんですよ。 

そういったことからいえば、また今回の件で僕は原点に戻らなきゃいけないなと思ったのは、

旧町時代に電話を受けても所属も名前も言わないという方がいて、そういう人たちがほとんどだ

と、責任の所在が明らかではないじゃないかということで申し上げて、時の慶田町長が、「そのこ

とは今日からすぐ徹底させます」ということで、もう翌日からそれが徹底されて、気持ちがいい

ぐらい役所に電話をすると、皆さんが所属と名前を言うというふうになりました。市民からも喜

ばれました。そして、そのことは引き継がれていい方向へきているんですが、やはり中には所属

も名前も言わない職員が、いまだにいらっしゃいますよ。僕らが電話をしても、そういう人がた

まにいますからね。だから推して知るべしなんですよ。お褒めの言葉を僕らが聞く場合もありま

すよ、市長が言われたように、「最近、市役所は対応が良くなったね」と。でも、一方で直ってな

いものは直ってないんですよ。だから、そこをしっかり直すにはどうすればいいのかなというこ

とがあります。 

そういった中で、市長、今回御相談を受けた中で僕もいろいろと調べたんですよ。他の自治体

はどういう取り組みをしているのかなと。そうすると、やはりうちでもそうですけれども、接遇

研修をやったり、課長会等でもいろいろとおっしゃられるわけですが、それがなかなか身に付か

ない、接遇マニュアル的なものもあるわけですけれども、やっぱり先進自治体はどうするかとい

うと、これはマニュアルがあって、そのマニュアルを見て、うちの接遇マニュアルを作るとかい

うことではなくて、自前のマニュアルをたたき台から作っていくわけですよ。 

そして、例えば、総務課とか窓口部門とか、そういう所が、そういうレベルで作っていくんじ

ゃなくて職員が各課みんな、それも課長職とかじゃないです、現場をよく走るような職員の方々

が短期間のプロジェクトチームみたいなのを作って、現場でうまくいったこと、悪くなったこと、

怒られたこと、そういった様々な実例に即して、それを積み上げていってマニュアルを作ってい

るんです。 

だから、自前のマニュアルをしっかり作っていかなければ変わらないなと、おもてなしサービ
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スですよ、おもてなしガイドブックでもいいじゃないですか、さっき言った「キラリと輝く」接

遇サービスみたいなね、いろんな名称があると思いますよ、そういったものが本市に無いのが少

し残念かなと思っているんですが、そこはどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今おっしゃったように、職員自らが、まずは考えて取り組みをするとい

うことは本当に大変それに合っているんじゃないかなというふうに思っております。そこも含め

て、職員の意識改革にもなるんではないかというふうに思います。自らが、やはりそういう立場

に立った時どうなのかと、先ほども言いましたように、相手の立場になるということが基本的に

できていないというふうに思っていますので、自らがそういうマニュアルをまず作っていくとい

うことからしていけば、大分変わるんではないかというふうには思っております。 

○15番（小野広嗣君） 市長もそういうことではございますので、何とか意識改革をするために

は、職員自らが寄りあって、そして、こんなケースがあった、あんなケースもあったと、やっぱ

りちょっと現場は違うよねというところから、そういった現場の実態に即したマニュアルをぜひ

庁内を挙げて少し時間がかかってもいいですからつくり上げて、また我々に知らしめていただけ

ればと、お知らせをしていただければというふうに思っております。 

あと小さなことばかり言うようでありますが、意識改革にとっては大事なことなもんですから

言わせていただきますけれども、例えば、ここ今、名札を全部ほとんど確認をしましたけれども、

付けていらっしゃらない方は、さすがにいらっしゃらないと思いますね。大丈夫だと思うんです

よ。でも、付けていらっしゃらない方が職員の中ではいますね。今日も何人か僕見かけています

けれども、それをしっかり付けなきゃいけないというのは当然ですよね。どこの所属で誰なのか

というのが分からないと、市民は困るわけですよ。誰と話をしているのかというのも分からない

わけですから、もっと言えば、今も冬場に入ってもぶら下げている人もいますけれども、夏場は

特にぶら下げていますよね。あれ表裏がありますけれども、表がひっくり変わったりすると、会

話中全然分からない。「名前が見えませんよ」と市民はなかなか言えないんですよ。それがこっち

に来るんですね。だから細かいようではあるけれども、あれも気を付けないと、しゃがみ込んで

応対すると、ぶら下がりが見えなくて、目の高さで全然見えないんですよ、誰か分からずに話を

する。だから、高さはここの方がいいのかとか、表と裏も同じ名称ですれば、ひっくり返っても

大丈夫なわけですから、そういった細かいことですけれども、責任の所在、あるいは安心して誰

と話ができているということが大事。 

そして、できれば前は写真が貼っていたのに何で今は写真が無いのかなとも僕は思うんですけ

れども、そこらはどうだったのか、そこも含めてお知らせください。 

○市長（下平晴行君） これは今の名前の問題については、やはり明確に分かるということでは、

職員の責任、こういうのもしっかりありますので、あと写真については、ちょっと説明をさせま

す。 

○総務課長（山田勝大君） 名札の写真につきましては、職員証として写真を貼り付けて、それ

をネーム代わりにしていたわけですけれども、文字が小さくて見えにくいということで、今のぶ
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ら下げ式の大きなタイプにしているところです。 

ただ、ひっくり返ると、さすがにおっしゃるとおり見えないので、そこについては両面付ける

ように今後対応していきたいというふうに考えます。 

○15番（小野広嗣君） 写真をぜひ付けなさいということではないんですが、写真を付けて所属

と名前があって、志布志市の章もありますよね。そういったものがはっきりした方が、本来職員

の意識としては責任感が僕は生まれると思いますよ。そこは少し、市長ちょっと考えて欲しいと

思いますね。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたように、職員が責任をしっかりと持つためにも必要だ

というふうに思いますので、取り組んでまいります。 

○15番（小野広嗣君） あと、本来は、この質問をするつもりはなかったんですけれども、昨日

たまたま調べていたら、国の方で地方行政サービス改革の取組状況というのを自治体ごとに直近

で調べているデータが上がってきていまして、それを見てみたら、民間委託を志布志市では、ど

んなふうに行っているのかと。あるいは指定管理者制度の導入は、いわゆる施設がありますね、

どこまで導入をしているのかとかあるんですよ。ここは、細々となるから、もういいんですけれ

ども、パーセンテージも出ています。 

問題なのは、結局、市民サービスで一番大事なのは窓口、いわゆる総合窓口のワンストップ、

これが全然上がってきていないんですよ、このデータに。そして、もう一つが自治体情報のシス

テムのクラウド化、この件が志布志市が上がってきていなくて、ちょっと遅れている状況ですね。

ここに対しては、市長の音頭で早急に取り組んでいただきたいと。これまで何回も質問している

んですよ、この場で。下平市長になって始めてですので、ぜひこの２点も含めて市民サービスの

向上に向けたポイントでもあると思いますので、ぜひお願いしたいと思いますが、どうですか。 

○市長（下平晴行君） しっかりと取り組んでまいります。 

○15番（小野広嗣君） あとドライブレコーダーの関係ですが、市長の方から先ほど答弁いただ

きまして、これまで33台、19.88％ということで、しかし、「来年度は予算付けをして全車に対応

するという方向でいきます」というふうに言っていただきましたので、有り難い話だなと思うん

ですが。すごく不思議だったのは、今までの常任委員会でも申し上げてきていますね、決算委員

会で述べていただいた議員もいらっしゃいます。そういった中で、緊急車両である消防車とかは

付けておりますという話だったんだけど、43台中８台しかまだ付いていなかったんですね。緊急

性のあるものからということもあるし、「新車を購入したときから付けます」という言い方を当局

はするんだけれども、そういう観点から見たら消防自動車への設置が18％というのは、あまりに

もこれまで低くて、これは緊急車両ですから、ある意味では規制速度を超過して走らなきゃいけ

ないこともある車両ですよ、そういった車両に取り付けがなかったということは、安全意識に対

して当局が弱かったなというふうに思われてしょうがないですね。そこらの分析は、市長という

よりは担当課でもいいですし、答弁ができればお願いしたいと思います。 

○総務課長（山田勝大君） 御指摘のとおりでございまして、43台中８台ということでございま
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す。 

計画としましては、消防車の更新時に装着すること。それから、年次的に現在のところ年次３

台ずつ本年度も導入予定で、次年度以降も３台ずつ導入予定ということで計画をしておるところ

でございます。 

当然、早期に全部に装着できればよかったんでしょうけれども、そこまで我々としても意識が

及ばなかったのかなというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 細部にわたっては、市長は全体的に捉えて御報告をいただきましたけれ

ども、マイクロバスが３台あって、公用車はあれですよ、一般的な乗用車は一番高くて25％ぐら

いまできているわけですが、マイクロバスが３台あって、一番多くの人たちを乗せて走る、この

マイクロバスに一つも付いていない、ゼロというのは、あまりにも意識が欠けているなというふ

うに思うんですね。 

そういう反省も含めて、なんというのかな、意識を変えていただきたいということで、今回こ

ういう質問通告もさせていただきました。市長の方からは前向きな答弁をいただきましたので理

解をするところであります。 

ただ今後ですよ、今度はこのドライブレコーダーも常時録画タイプ、１週間ぐらいずっと24時

間態勢で録画できるタイプと衝撃時に録画するタイプとあるんですね。今後の設置は、どういう

区分けで付けていこうとされているのか、そこをお示しください。 

○市長（下平晴行君） これは事故の内容から見ますと、全体から後ろから前から横からという

部類の機器の設置が望ましいんではないかというふうには思っております。 

○15番（小野広嗣君） 今、市販のドライブレコーダーは性能が上がってきていますね。鮮明な

画像で捉えられるようにもなりましたね。 

そして、種類も安全運転のためにギアを入れたとか、左にカーブを切ったとか、そういったこ

とまで、安全運転をしていたのかということまではっきり分かるドライブレコーダーもあります

からね。次年度へ向けて、こういった取り組みを展開されるんであれば、そういったことも含め

て、長い目で見ていかなきゃいけませんので、経費をガンガンかけろということではなくてね、

やはり先ほど警察との連携という話もされましたので、精度の高い物を入れていって欲しいなと

いうふうに思います。 

そうしていくと、今度は逆に映像とか音声等が残りますね。そして、警察への提供ということ

も提携をしていくということで、市長が先ほど答弁をされたとおりであります。そうなると、個

人情報という問題が出てくるわけで、そうすると、このドライブレコーダーの活用というものを

どうしていくのかと、本市ではと。それをやっぱり規則であるとか要綱等でしっかり定めていか

ないと、大変な問題になっていくなと思いますが、そこら今、現状どのように捉えていらっしゃ

いますか。 

○市長（下平晴行君） そこまでは、まだ内部で協議していないところでありますので、今後そ

ういう先進事例等を見ながら取り組みをしてまいりたいと考えております。 
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○15番（小野広嗣君） ぜひ来年度よりドライブレコーダーの導入を、老朽化していて廃車目前

というものは別でしょうけれども、基本的には全車に付けていくという方向で進むわけですから、

今、僕が申し上げたことは、すごく大事な点ですので、しっかりそれまでに対応方をお願いして

おきたいというふうに思っております。 

あと、いわゆるこれは防犯対策にもなるんだと、動く防犯カメラだというふうに言われていま

すね、市長もそれは十分理解をされていると思うんですね。 

市内を全車付けて、ドライブレコーダー付きの公用車が走っていくと、これは欲を言えば青パ

トがありますね、個人で付けていらっしゃる方もいますよ。すごく青パトは助かっていますね。

ああいった車も含め、企業・団体等も協力をいただきながら、公用車はもちろんですけど、ステ

ッカーをマグネットでもいいから作って貼ると、録画中ですよという、我がまちは安心・安全な

まちですよというのを作っていくということが、すごく大事で、これは僕がちょっと個人的にち

ょこっと作ったやつなんですよ。「ドライブレコーダー録画中」「安全・安心のまち志布志市」、そ

して「人と地域が輝く志布志」、こうすると、すごく市民も子供さんも安心されるじゃないですか、

当然個人情報は大事にしながらですよ。このことも、まず公用車が、そういうふうに全車走って

録画中というふうになると、運転している市職員の安全意識は高まるし、市民にとっての安全・

安心も確保されると、両得なんですね。そういったことも含めて、ぜひこれと同じものじゃなく

てもいいですよ、こういうステッカーみたいな、マグネットでパチッと簡単にはずせるようにし

ておけば、個人的に、公用車じゃなくて、一般の方が協力されるときは、いつでもはずせるとい

うふうになりますので、どうですか市長。 

○市長（下平晴行君） 今、あおり運転等の事件等もあって問題になっているようでありますの

で、そういう表示をすることによって市民の皆さんが安全・安心のまちづくりをしているまちな

んだという意識も持ってもらえるということでは取り組みをしていかなきゃいけないというふう

に考えています。 

○15番（小野広嗣君） 市長から前向きな答弁をいただきましたので、有り難いなと思いますけ

れども、まさしく今言われたように、あおり運転がすごくて、本当に毎日のようにテレビに出て

いる、高速道路で止められて、そこへダンプが当たって、今、裁判沙汰になっているのが毎日流

れる。 

今日は今日で福岡で10分間にわたってあおり運転を受けた学生たちの恐怖の体験が流れていま

したね。そして、先だってもタレントさんが、横断歩道を渡る方をはね飛ばした、そういう事件

もありましたね。様々な事件が、このドライブレコーダーを通じて発覚をしているという状況の

中で、たまたま今日朝のテレビで言っていましたけれども、あおり運転だけでも多分氷山の一角

でしょうけれども、去年１月から10月、去年の同時期の２倍、１万873件というふうに言ってまし

たね。こういう状況だから本当に、このドライブレコーダーだとか、防犯意識とか、交通安全意

識というのは大事ですので、前向きにお願いをしたいと思います。 

あと、交通安全対策ということも言いましたので１点だけ、もう細々とは言いませんが、例え
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ば、公用車の利用時に運転免許証の所持であるとか有効期間であるとか、あるいは体調確認、酒

気帯び状態ではないのかとか、そういった万が一に備えて、どのような確認方法を本市では今、

取っているのか、そこをお示しください。 

○市長（下平晴行君） 体調管理につきましては、運行前に所属長からの承認を受ける際に所属

長が行っております。 

今後は、運転者の体調管理について公用車安全運転指導委員会で十分な審議をしてまいりたい

と考えております。 

○15番（小野広嗣君） この質問をなぜするかといいますと、志布志市の公用車管理規則があり

ますね、そして公用車整備管理者規程というのもあります、全部読みました。 

そして、バスの運転に関しても規程がありますね。細やかにマイクロバス管理規程等もありま

すよ、これを読んでいくと、全てこのことが守られて機能しているのか、どうかなと疑いたくな

るようなことがあるんですね。これ市長に突然聞いても申し訳ないんだけど、本当に、これ書か

れているのが全部守られている、担保されていると思われますか。 

○市長（下平晴行君） おそらく無理じゃないかなというふうには思います。 

○15番（小野広嗣君） 市長答弁として、無理かなという答弁もなかなかいかがなものかと思い

ますけど、正直な市長だから、そういうふうに言われたんでしょうけれども、そうであればです

よ、再度こういう規程にのっとって志布志市の交通安全というのは守られているのかということ

をやって欲しい。 

交通安全の勉強会、研修会あると思いますけれども、職員の皆さん、臨時の方とか嘱託の方々

も含めてやっていかないと、同じ市役所を背負っていただいているわけですので、そういった部

分を含めて、この交通安全、安全運転の意識改革、このことについては進めていっていただきた

いと思いますが、最後にもう１点確認をさせてください。 

○市長（下平晴行君） 公用車を運転する臨時、嘱託を含む全ての職員を対象に、しっかりとそ

の対応をしてまいりたいと考えております。 

○15番（小野広嗣君） それでは、幼児教育の無償化について話したいと思います。未確定要素

も多少ありますけれども、だんだんだんだん見えてきましたね。そうする中で、国のこういった

方針、流れが本市の事業者に正確に本市の行政の方から伝わっているのかなということを心配す

るもんですから質問をしています。 

本市の幼児教育、保育事業、そして今は認可、認可外も含めて、いわゆる事業所の中の保育施

設、これも二つありますね、もう名前は挙げませんけれども、病院関係がありますね、一つは病

院内で完結する保育業務。もう一つは、病院内の保育プラス外からも入っていいですよという保

育事業、こういったものが本市であるわけですよ。そういったことを考えたときに、今回のこの

国の方針がしっかり正確に今、届いているのかどうかを確認させてください。 

○福祉課長（折田孝幸君） 今、議員御質問の件につきましては、最初市長が答弁しましたとお

り、まだ国の制度設計、そういった保育の認定から決定、認定保育所、それから認可外保育所の
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取り扱いについても、まだ方向性が確立していないということでございます。 

したがいまして、それぞれの各保育園、認可保育園等につきましては、特段こちらから説明を

する機会をまだ設けていないところでございますが、ただ国の制度設計の中でタイムスケジュー

ルとしまして、来年初め頃、１月からそういった市民を含めた周知徹底を図るようにということ

で来ておりますので、年内に国の方向性が確立するとなれば、そういった形の中で、方向性を市

としても決めまして、保育事業者、それから市民に対しても周知していく必要性があるというふ

うに認識しております。 

○15番（小野広嗣君） 今、言われたように国の方では事業者用の説明散らし３枚、そして保護

者用の散らしが２枚出来上がっているんですね。こういったことも含めて、順序よく情報を市民

の皆さんにお伝えしていくということが、市民の皆さんの準備にも関わってくるわけですので、

これは丁寧にタイミングを見計らってやっていって欲しいというふうに思います。 

それと、あと市長が保育料の４割軽減が本市では進んでいると、こう言われていますね、「保育

料の軽減等も含めて総合的に検討してまいります」というふうに言われているわけですね。ここ

と調整を図らなければいけなくなってきたなというふうに思うんですが、庁内では、そこの議論

はどうなっているんでしょうか。 

○市長（下平晴行君） このことについては、国の方向性がまだしっかり決まっておりませんの

で、その内容をしっかりと受けた時点で、内部で検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○15番（小野広嗣君） それは十分分かるんですけれども、例えば、０歳から２歳児というのは

今回対象になってなくて、低所得世帯に対しては対象になるというような状況の中で、本市が今

後考えていく、国の動向も見ながらですけれども、考えていく施策としては、その対象にならな

い低所得世帯以外の方々、０歳から２歳の方々へのこの無料化というものも、本市として単独で

僕は考えていくべきではないのかなというふうに思うんですが、市長は、そこまでは、まだ庁内

で議論はされていませんか。 

○市長（下平晴行君） 国の無償化が、現在の設計どおり実施されれば、３歳から５歳の全ての

世帯と、０歳から２歳児の住民税非課税世帯は無償となりますので、今後、市独自で考えていく

べきは０歳から２歳児の課税世帯となるわけでございます。例えば、課税世帯の中でも低所得世

帯を対象とした軽減策とするのか、または課税世帯全ての世帯を対象に、現在の保護者の６割負

担を例えば５割負担や４割負担にするなど、その具体的な内容については、先ほど申しましたよ

うに、更に協議・検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 財源が伴う、そして国の方向性が少し見えない中ですので、来年の４月

の当初で、いろんな子育て支援の施策を練るにしても、そこが見えないと手が打てない箇所があ

るなというふうに僕も理解するんですよ。 

だから、全国の市長会の皆さんは、半年先に延ばしてくれという要望書を今年の７月に出され

ていますね。それは出されているんですけれども、10月にスタートするとなると、そうも言って
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いられないわけですよ。だから、早急に庁内で様々な議論をしていただきたい。 

あと昨日の毎日新聞、今日の朝日新聞で出ました「幼保無償」を条例で限定案とすると。だか

ら、これは特に認可外です。志布志市が単独で、例えばですよ、志布志市は直接当たらないと思

いますけれども、これは当たるんですか、先ほど言った２保育所はどうなんですか、課長。 

○福祉課長（折田孝幸君） 認可外ということであれば、当然ここに該当してくるということで

ございます。 

○15番（小野広嗣君） 認可外であれば、市が単独で条例をつくって厳しくして無償化をしなく

ていいという判断が昨日、今日出たんですね、新聞発表もありましたよ。そうしたときに、結局

市内の保育サービスの実態調査を行うことがすごく大事。そして、条例で子供の安全を確保でき

る基準を市単独で決めることも必要じゃないのかという議論まで出てきているんです。そこらが

大事かなとすごく思うんですよ、どうですか。 

○福祉課長（折田孝幸君） 認可外保育園につきましては、設置基準を満たしていないというの

が現実なのかなというのがありまして、そういったことで子供たちの安全な安心な保育、教育活

動が損なわれるという懸念もございます。そういった中で、市長会の方でも、そこを不安視して

様々な要望を展開しているわけですが、本日の新聞にも出ていました、その条例につきましては、

内部でまだ協議もしておりません。ただ、県の動向であるとか、そういったことも関連付けてい

かれると思います。それから、他市に通う可能性がある子供たちの件も、我々も認識していかな

いといけないというふうに考えております。 

したがいまして、認可外保育園の保育の基準の関係につきましては、内部でも、そういった事

業所と歩調を合わせて前進していければというふうに考えております。 

○15番（小野広嗣君） 教育長の方にも幼児教育で質問通告をしました。山重幼稚園の関係で言

えば、こういった幼児教育の無償化が始まった時に、どういう形で園児が入って見えるのかとい

う問題。そして、あそこの施設の老朽化の問題。そして、こういった無償化が進んでいく流れの

中で、果たして教育委員会が一つの幼稚園を今、一生懸命見ていただいているわけですが、そう

することがいいのか、あるいは市長部局の方で、しっかり手当てをする方がいいのか、そういう

ことが問われてくるなというふうに思うんですが、この施設の老朽化、そして今後の幼児の入園

状況、そして所管の問題、ここあわせて答弁をいただければと思います。 

○教育長（和田幸一郎君） 今回の幼児教育の無償化について山重幼稚園との関わりというのは

非常に大きいのかなというふうに思っています。 

なぜ今、公立幼稚園として山重幼稚園が残っているかといいますと、他のどの幼稚園、保育園

にも無い幼小連携というのが非常に行われているというのが一つの魅力なのかなと思います。そ

れと保育料が一番安いと、そういう状況があるわけです。 

そういうことで、教育振興基本計画の中では、来年度までの振興計画では、当面は山重幼稚園

は現在の体制でいくというふうに明記されています。ただ、この幼児教育の無償化が出てきたと

きに全て無償化になるということであれば、山重幼稚園の保育料のことは、ほとんどどことも一
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緒になる。園児がなかなか集まらない背景には、延長保育ができていない部分と、それから送り

迎えができていないという部分で、なかなか園児確保が難しいというような、そういう状況があ

ります。公立幼稚園の魅力と、そして今言ったような、そういう課題をどうしていくのかという

ことについては、次の教育振興計画の中で、また市長の方とも十分語りながら検討していく必要

があるのかなと、そういうふうに思っております。 

○15番（小野広嗣君） もう最後になりますけれども、幼児教育の無償化といっても全てが無償

になるわけじゃない、福祉課長は、よく分かっていらっしゃると思いますが、そういったことも

含めて保護者へしっかりとお伝えしていくことが大事だろうというふうに思います。 

やはり保育の質を下げてはいけない、幼児教育を高めていかなきゃいけない。これも一つの狙

いです。そういった意味からいえば、保育士とか、仕事に携わる方が不足している、ますます足

らなくなることに対してしっかり手を打っていただきたいということを要望して、終わりたいと

思います。 

最後に答弁をひとつ求めておきます。 

○市長（下平晴行君） そのことについては、しっかり取り組みをしてまいりたいと思います。 

それとあわせて、先ほどのドライブレコーダーの規定でございましたが、管理運用に関する要

綱ができております。これは更に精査をして行ってまいりたいというふうに考えます。 

［小野広嗣君「終わります」と呼ぶ］ 

○議長（西江園 明君） 以上で、小野広嗣君の一般質問を終わります。 

ここで、２時15分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時00分 休憩 

午後２時13分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 

次に、３番、尖信一君の一般質問を許可します。 

○３番（尖 信一君） 皆さん、こんにちは。 

本議場も今回、音響設備が新しくなりテレビ画面も真新しくなっています。私のはげの頭がま

すますきれいに見えるんじゃないかと思って、ちょっと心配していますけれども、また反対に議

員にとっては、この思い、心の中の内なる思いを真新しい画面を通して市民の皆さんにお伝えす

ることができるんじゃないかと、決意を新たにして一般質問に移らせていただきます。 

今回は、１番目に教育行政について、そして２番目に防災対策について、３番目、個人情報保

護法の運用について、そして最後に４番目、中心市街地の活性化についてお尋ねしたいと思って

おります。 

１番目、２番目は、６月それから９月に一度質問させていただいていますけれども、教育行政
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については、本年度学力・学習状況調査結果が夏休み前に出ておりますので、その件とあわせて、

もう一度確認をさせていただきたいと思って、この１番目に入れてあります。 

本年度の本市の全国学力・学習状況調査の結果について、どのように教育長、市長、それぞれ

捉えていらっしゃるか、これをまず問いたいと思います。 

また、その結果に対する今後の具体的な対策等をぜひともお聞きしたいというふうに思ってお

ります。 

そして、本市の小・中学校に在籍する教職員（県費分）の勤務実態、また現在、国が進めてい

る働き方改革等の趣旨に沿っているかどうか、ここら辺をまたお聞きしたいと思います。 

そして、教職員が効率的に公務を行えるような対策があるのか、また既に実施しているのか。

そこら辺もあわせて問いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○市長（下平晴行君） 尖議員の御質問にお答えいたします。 

本年度の全国学力・学習状況調査は国語、算数・数学、理科の３教科で実施されました。結果

については、市報でお示ししましたとおり、小・中学校、共に全国平均に到達しておらず、全て

の児童生徒に十分な学力が定着されていない現状にあります。 

しかし、前年度と比較すると小学校ではＡ・Ｂ問題、共にその差を縮めており、知識を活用す

る力が伸びてきているとの報告を受けております。 

学校教育においては、「知・徳・体」の調和のとれた児童生徒の育成を図ることが大切でありま

す。特に学力向上につきましては、学校教育だけでなく、家庭教育の充実を図ることも重要であ

ると考えております。 

教育委員会においては、学力向上に向け、これまで様々な施策を実施しておりますが、しっか

りと検証を行い、今後その成果を出してもらうことを期待しているところでございます。 

本年度の結果を受けた具体的な取り組みや今後の方向性については、教育長が答弁いたします。 

また、教員の働き方改革については、昨年度の12月議会でも小野議員から質問があり、答弁さ

せていただいております。それ以降、中教審の中間まとめを基に平成29年12月に文部科学省が取

りまとめた「学校における働き方改革に関する緊急対策」を受けて、県教委は、平成30年３月に

「学校における業務改善方針」を策定しております。 

本市における教員の働き方改革につきましても、それらの方針を参考にしながら、学校におけ

る業務改善に取り組んでおります。 

詳細については、教育長が答弁をいたします。 

○教育長（和田幸一郎君） まず学力向上についてお答えいたします。 

志布志市教育振興基本計画では、平成30年度の全国学力・学習状況調査において全国平均と同

程度の目標を掲げています。先ほどの市長の答弁にもありましたとおり、小・中学校、共にその

目標の達成には至っておりませんが、小学校では国語、算数、共に全国平均に近づいており、課

題であったＢ問題で国語が４ポイント、算数で３ポイント全国との差を縮めており、あと１問で

全国平均に到達します。 
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調査結果を分析する中で、明らかとなりましたが１単位時間の学習の在り方や指導法の工夫、

家庭学習の時間の確保など課題の解決に向け、管理職研修会や諸研修会等の充実を図っていると

ころであります。 

新学習指導要領では、主体的・対話的な深い学びの実現を目指し、児童生徒が自分の考えを意

見交換したり議論したりすることで、新しい見方、考え方に気付くことを大切にしており、児童

生徒が共に学びあい、高めあう学習を目指しています。 

教育委員会といたしましては、これらのことを踏まえ、授業改善に向けた取り組みを更に充実

させるとともに、学習環境の充実や家庭との連携等の視点で学力向上の取り組みを推進してまい

ります。 

続きまして、働き方改革の御質問にお答えします。 

教員の働き方改革につきましては、ただ今の市長からの答弁にもありましたとおり、文部科学

省、県教委の方針を参考にしながら、本市においても重点的に取り組んでいるところです。 

今年度は、教育委員会として業務の簡素化、業務の効率化、業務改善の意識化という三つの方

針を掲げて、学校の業務改善に取り組んでおります。この方針の下、ＩＣＴ機器の整備・活用、

様々な課題に応じた適切な人的支援、全職員を対象にしたメンタルヘルスチェックの実施等を行

っております。 

また、今年度は教員が休暇を取得しやすいように、８月13、14、15日の３日間を学校閉庁日と

しました。今後も教員が適正な勤務時間において意欲と能力を最大限に発揮して、充実した教育

活動が行えるよう、教育委員会としても学校の業務改善に努めてまいります。 

○３番（尖 信一君） 後で、ちょっと述べようかなと思っていたんですけれども、先に、私が

どうして、これほど学力向上についてしつこく、そして、詳しく質問をするかということなんで

すけれども、ただ今、例えば高校生とか大学生が就職する折に、いろんな面接を受けたり調査票

を出したりするんですけれども、あまりにも応募者数が多くて各企業、特に大手の企業は面接し

きれていないという実状があります。じゃあどうするかということになりますと、機械的にＡＩ

で履歴書を処理するんですね。そしたら、どこそこの学校を出た、どこそこの高校を出たという

時点で、大体70％ぐらいはねられているのが現状であります。そういう事情がある中で、やはり

市の児童生徒の学力向上は絶対条件だという思いがあるがために、このような質問を何度もさせ

ていただいております。 

そしてまた、地域の学力が低下するということは、地域全体の経済とか、もろもろを入れた分

も含めて地盤沈下するというふうに私は思っています。以前お話ししたことがあったかと思いま

すが、ありましたかどうか、ちょっと私も記憶していませんけれども、あるベンチャー企業が工

場を造りたいということでお話があったもんですから、「志布志市はどうですか」ということで御

提案申し上げました。大阪大学のベンチャー企業でございました。実際、志布志市を、訪問まで

は行っていませんけれども、いろんな市の環境、交通網とか、それからいろんなものを見ていた

だきました。そして最後には公立、私立の高校の進学状況も見ていただきましたが、その進学状
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況を見て、最終的には、ここが最大のポイントだということで進出をやめました。そのベンチャ

ー企業は今、四国の徳島に工場を建てております。 

そういう経験があったもんですから、私の教育に対する思いは、どうしても、こういう形で特

に教育長に対しては、きつい質問もあるかもしれませんけれども、そこら辺は御勘案していただ

きたいというふうに思います。 

前回６月議会で教育長に質問をさせていただきましたところ、学力調査、「学テ」というふうに

今後発言しますけれども、学テ結果について質問したところ、四つの原因があるんではなかろう

かというふうにお答えをいただきました。 

一つ目が、学校の組織体制、つまり管理職に危機感が無いんではないかというのが第１点。２

番目に、教師自体の指導力、授業力が十分でないのではないかと。そして、３番目が学習環境、

学習のしつけがそもそもできいないのではないかと。それから、４番目、家庭・地域との連携が、

まだ十分でないと。この四つを挙げられました。１、２番目は、学校側の問題、３、４番目は家

庭、もしくは地域の問題だと思いますけれども、これらをきちっと検証しながらやっていくこと

が必要かなというふうに思っております。 

そういう中で、今年の８月ぐらいからですかね、教育委員会の配慮をいただきまして、土曜日

実施されてます志学教室も見学に行ったりさせていただいております。ただ、行きましても参加

人数が少なかったり、最初の申し込みメンバーが、例えば、文化会館の場合は２年生が全く来て

いないというような状況でありました。 

それぞれの御事情があるんでしょう、部活をしているとか、家庭の事情があろうかというふう

に思いますけれども、志布志市の創生戦略の中にもＫＰＩ、事業の数値目標が掲げてありますけ

れども、平成31年度は本市の場合は「学力日本一」とうたってます。ここに向けて、今の状況で

達成できるかどうか、教育長にあわせてお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。 

○教育長（和田幸一郎君） 先般の尖議員の質問に対して、私が四つの視点で取り組む必要があ

るということを今お話されました。 

それぞれの学校が、ある学校は管理職の危機意識が若干弱いかなというところもあるだろうし、

ある学校は授業力の向上が弱いなということで、全ての学校が四つとも悪いということではなく

て、それぞれがそれぞれの学校の課題を抱えているんだと、そういうふうに思っておりまして、

各学校においては、今回の全国学力・学習状況調査の結果を受けて、自分の学校はどこが課題な

のかということをきちんと見極めて、自分の学校のアクションプランというのを作ってるわけで

すが、それに基づいて指導をして欲しいと、そういうふうにお願いをしております。 

先ほど冒頭でも述べましたけれども、平成31年度につきましては、全国平均を上回るというこ

とを到達目標としておりますが、私は「学力日本一」という言葉ではなくて、「学力向上日本一」

ということで、子供たちの学力がこんなに伸びたということを示していくというスタンスで、こ

れまでも取り組んでまいりました。 

平成31年度につきましては、特に中学校がかなり厳しい状況なのかなというのは認識しており
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ます。ただ目標としては、大きい目標を立てながら、これからまた地道に取り組みを進めていか

なきゃいけないんだろうと、そういうふうに思います。なかなか結果が見られないということに

ついては、私自身も非常に反省しておりますけれども、まだ何が足りないのかということについ

ても、また教育委員会、これは学校教育課だけじゃなくて、生涯学習課、教育総務課も併せて今、

取り組みを進めていると、そういう状況でございます。 

○３番（尖 信一君） この教育という問題は、確かに一朝一夕にいかないというのは、私も非

常に理解するところであります。 

この四つの問題、今、教育長がおっしゃったように、それぞれの学校の個別の問題だというの

は、今、初めて私も理解しました。全般的な問題であろうというふうに捉えていたわけでござい

ますけれども、その学校、先ほどおっしゃいましたように、確かに小学校では、どんどんどんど

ん全国レベルに近づいているような状態でございます。これは喜ばしいことだと思いますけれど

も、残念ながら、今おっしゃったように中学校では、各学校でかなりばらつきがあるのが現状で

す。 

学校によっては、中学校によっては毎年少しずつ伸びている教科もあれば、大体横並び、ここ

３年ぐらいはずっと一緒だというところもあれば、学校によっては毎年低下していると、残念な

がら低下している学校もございました。その学校は、今年はいくら資料を探しても、学テの発表

が見当たらないんで、なぜかなというふうに思ってるところであります。それぞれ御事情があろ

うかと思いますけれども、そういう学校によって、かなりばらつきがあるという所は、私も理解

しています。そのばらつきがあるというのは、これはどうなんでしょうか、学校の、先ほど申し

上げました、前回教育長が申されました教職員の危機意識、もしくは授業力に問題があるのか。

それとも、まだ他に原因があるのか、そこら辺は今、何か捉えておられますか。 

○教育長（和田幸一郎君） 具体的に学校名はちょっと申し上げられませんけれども、学校規模

が大きくなると、なかなか指導体制を含めて厳しい状況があるのかなというふうに思います。 

特に、私が一番中学校で課題に思っているのは、何といっても毎時間の授業力の向上、これが

なかなか改善が図れないという状況がございます。小学校の授業に行きますと、結構子供たちが

主体的に動く場面というのはあるんですけれども、中学校の授業を見ますと、これだけ教師が一

方的にしゃべって、そして、生徒は、ただ受け身で聴くというような授業のパターンが依然とし

て教員によってはあるということが、なかなか学力向上に結び付いていない一つの要因なのかな

というふうに思います。 

そういうことを受けて、授業を見たときに、この場面で、子供たちにもっと話し合わせればい

いのになとか、この場面で子供たち書かせればいいのになとか、この場面で子供たちにグループ

活動をさせればいいのにねとか、そういう場面がすっぽり抜けてしまって、ほとんど教師が50分

間しゃべりっぱなしで、子供たちは、ひたすら聴くだけという授業のパターンが、なかなか抜け

きらない。そのことが、私は特に中学校の場合は多いのかなと思っておりまして、そういう状況

を打破するために、指導主事も頻繁に指導案作成の段階から指導に行ったり、それから、去年か
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ら鹿児島大学の先生方のお力を得ながら授業力の向上を図っているという、そういう状況でござ

いますので、特に中学校においては、毎時間の授業をどう改善していくのかというのが、これま

でもでしたけれども、これからも大きな課題なのかなと、そういうふうに認識しております。 

○３番（尖 信一君） 今の教育長のお話を聞くと、本当に御苦労なさっているというのは理解

できるようになりました。 

ただ、やはり子供たち自身は、前回申し上げましたけれども、今、教育委員会の御配慮をいた

だいて、「ＱＵＢＥＮＡ（キュビナ）」を４人の生徒にお渡しして実際に勉強していただいてます。

その中で、一番ずば抜けて進歩をしているというか、授業進度の速い子がおりまして、よく保護

者の方とお話をしたら数学は学年で２位ということで、ああやっぱりちょっと違うんだなと。こ

の前、たまたまその子にある集まりでお会いしたときは、非常に喜ばれまして、「よく理解できる」

と、「ありがとうございました」と子供本人から、そういう言葉をいただきました。 

前回の質問では、もう既にタブレットが入ってるので、その習得に今は取り組んでいるところ

だというふうにおっしゃいましたので、これは、それでいいかと思いますけれども、今、教育長

が申されました、「悩んでいるんだけれども具体的な解決策がなかなか見つからない」という御回

答をいただきました。 

教育というのは、先ほども申し上げましたけれども、一朝一夕にいかないと、地道な努力が必

要だというのも十分理解しておりますので、できるだけ底上げができるような授業体制をとって

いただいて取り組んでいただきたいと、そこら辺は、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

また、６月、９月に教育ＩＣＴソリューションというエキスポが東京、大阪で行われました。

これはタブレットとか、そういうもの使っての勉強以外に、例えば、学校事務、校務ですね、こ

れらをＩＣＴを使って簡略化していこうという取り組みの展示会がありましたけれども、教育長

は見に行かれましたですか。 

○教育長（和田幸一郎君） 私の方は、参加はしておりません。 

先ほど「ＱＵＢＥＮＡ」のことを言われましたけれども、志学教室に通っている子供ですので、

その「ＱＵＢＥＮＡ」を使っている子供たちの感想等を講師の先生たちが聞いておりますけれど

も、やはり一番大事なことは、その子供が意欲を持って取り組んでるということなのかなと思い

ます。学習というのは、最終的に自分から学んでいく姿勢を育てることが一番大事なわけで、教

師が教えることをただ学ぶということではなくて、自分からどう学ぼうとするのかということを

育てているということで、その「ＱＵＢＥＮＡ」に取り組んでいる子供は、自分なりに課題を見

つけてやっている。そういう姿勢が育ってきているから、それがまた結果にも結び付いているの

かなというふうに思います。 

私自身も子供たちに対しては、やっぱり最終的に卒業してからも自分で学ぼうとする姿勢を持

ち続けさせることが大事なので、そういう子供たちをどう育てていくのかというのが、非常にこ

れから求められることでもあるので、今回もＩＣＴタブレットの導入ということで、子供たちが

自ら自分で学ぼうとする姿勢が、このことによって育っていってくれればいいのかなと、そうい
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うふうに思っています。 

先ほどの講習会は、私の方は参加しておりません。申し訳ございません。 

○３番（尖 信一君） 今、教育長がおっしゃったように、意欲のある子供が、たまたま選ばれ

たのであろうと、選ばれたというか、「ＱＵＢＥＮＡ」を希望したんだと思うんですね。残念なが

ら、最初行ったときに十四、五名生徒がおりまして、10名ぐらいは申し込んでくれるかなという

ふうに期待はしていたんですけれども、残念ながら最終的には４名だけということでございまし

た。 

実質的には、８月に説明はしたんですけれども、導入やら機械の選定やら、そして、東京に行

って契約とかしているうちに、実績的なスタートが10月の半ばぐらいなっておりますので、まだ

１か月ちょっとというところでございます。できれば、１年生と３年生が中心でしたので、でき

れば１年生は２年生の分まで、来年の３月までは全部の授業ができるような形で進めていきたい

というふうに思っているんですけれども、３年生は受験がありますので、もうあまり口を出さず

に自主性に任せていこうというふうに思っております。 

先ほどの教職員の危機意識ということでお尋ねしましたけれども、これは教師といいますか、

教職員の働き方改革にも結び付くことだと思うんですが、私らが小さい頃は、中学校の先生って

本当に怖くて、地域に密着した活動をしていただいて、時には過剰なこともありましたけれども、

当時の先生のことを思うと、今の教職員の方は地域に密着して、ちゃんと教育活動をしていただ

いているのかというのが非常に危惧されるところであろうというふうに思っています。 

普通であれば、教職員は地元に家族と共に移住して、そこで任期の期間は、地域の子供のため

に一生懸命に活動をしていただくというのが我々のイメージなんですけれども、先般の教育総務

課の資料を拝見すると、何かほど遠いようなものを感じたところであります。資料によりますと、

市に在住している県費の教職員、残念ながら39％でした。残り61％は市外から通っておられると、

そのうち通勤時間が30分の方が大体15％、それから通勤時間30分から60分の方が35％でしたかね。

残り10％の先生が60分かけて学校に通っておられるという実情を教えていただきました。もし今、

分かれば、この60分は、どこから通っておられるか分かりますか。 

○教育長（和田幸一郎君） 60分以上かけて来る先生たちは、鹿児島市、あるいは姶良市、そう

いう所からが多いです。 

○３番（尖 信一君） その理由は、例えば、お話の中で面接とか、そういうことをなさる中で、

把握はできるものなんですか。 

ごめんなさい。どうして鹿児島市内、姶良市内から通っているのか。本市へ居住せずに、そう

いう遠い所から時間をかけて通っている事情を御本人から聞くような機会はないんでしょうか。 

○教育長（和田幸一郎君） このことについては、学校長が把握しているわけですが、一番大き

な要因は共働きが増えているということで、共働きが増えているということは、すなわち、どこ

を拠点にして二人が勤務をするのかということになりますので、例えば鹿児島市に家を構えると

鹿児島市から若干遠いけど志布志市に来る。でも、もう一人の先生は、鹿児島市から近い所に勤
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務する。 

そういうことで、一番大きな要因は、何と言っても共働きが非常に増えている状況があるので、

ある面、本当にそういう意味では致し方ない部分があるのかなと。本来は教育は夫婦であっても

一人ひとりがやっぱり責任を持ってやるということなんですけれども、世の中の情勢を見ると、

共働きというのが圧倒的に増えてきている状況が、先ほど地元に住んでいない状況が増えている

というのは、そういうことが背景にあるのかなというふうに思っております。 

○３番（尖 信一君） やはり、そういう御事情が各教師の方にあるようですね。最初、私、ち

ょっとうがった見方をして、自分の恐らく各教師の方には子供さんがいらっしゃると思うんです

けれども、自分の子供の教育は本市ではさせたくないのかなというような所までちょっと変にう

がって考えたりもしましたけれども、よくよく考えると、子供自体の転校を伴うとか、今おっし

ゃったように共働きの事情があるということがやっぱりあるのは、今の教育長の答弁で再確認で

きました。 

そういう場合、ある事例なんですが、大阪府の能勢地区というのがあります。これは大阪でい

うと、この前北部地震がありましたあの辺りなんですが、豊中市、池田市、能勢町、それからあ

と２町でしたかね、あるんですけれども、そこは平成22年度から教職員をこの地域一帯で任命し

て、自分たちで教職員の確保を行うという取り組みをしております。平成22年からプロジェクト

を立ち上げて、２年間かけて大阪府と、そのような権限移譲について検討して、最終的に文部科

学省の許可もいただいて、大阪府の許可もいただいて、平成24年度から実施しているようです。

今年中に一度視察に行こうと思っていたんですけれども、なかなか機会がなくて、できれば教育

委員会の方で、どういうような事情、その後の結果がどうであるのか、そこら辺を１回調査して

いただけたらいいかなというふうに思ってます。 

ただ、県職員ですので費用は県から出ます。そのかわり服務監督権限も地域の教育委員会にあ

りますけれども、学校ごとの定数決定権や学級編成の基準決定権は、やっぱり県に残ったままと

いうのがあります。ここら辺は学校教育法の関係で、そういう事情があろうかと思います。 

そういう形で、より現場に近い教員を採用するというのが大きな目的だったというふうに書い

てありました。こういうことをすることによって、より長く身近に教職員が地域に根ざしていけ

るんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、これをやろうと思えば大変な労力が

あろうかと思いますので、ただ地域によっては、そういう危機感を持って教育に取り組んでいる

という所もあることを認識していただきたいなというふうに思っております。 

それから、この学校の教職員をこういう形で自分たちの枠の中に入れていくということで、事

務処理能力がかなり上がったということも聞いております。 

この前、ある中学校の先生に、私もてっきり志布志市内の中学校の先生方が相当な事務量で御

苦労なさっているのかなというふうな危機感を持ったものですから、面談して意見を聞かせてい

ただきましたけれども、教えること以外の事務処理については、それほどでもないようなことを

おっしゃっていましたけれども、学校教育としての立場としての教育長から見た各教員の事務処
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理量というのは、どんなものなんでしょうか。 

○教育長（和田幸一郎君） 冒頭、今、議員が教員の異動のことを言われましたけれども、そこ

をちょっと補足をさせてください。よろしいでしょうか。 

［尖信一君「どうぞ」と呼ぶ］ 

 鹿児島県の人事が他の県と決定的に違うのは、離島、へき地を抱えているという条件がありま

して、全ての教員が離島とか、へき地の学校にも、あまねく全てきちんと対応していくという、

そういうことが人事異動の基本方針としてありますので、例えば、中学校の先生は必ず離島に２

回行かなきゃいけないとか、そういうことでないと、なかなか離島に行きたがらない状況もあっ

たりするので、今、鹿児島県の人事は全県的な人事を行っているということで、先ほどの市のよ

うな形での人事というのは、かなり厳しいのかなと、そういうふうに今、感想として持っており

ます。地域の事情というのがあるのかなというふうに思っています。 

それから、教員の忙しさといいますかね、そのことについては、例えば、小学校と中学校でも

いろんな違いがございます。小学校の先生方というのは学級担任が主ですので、そうしますと毎

時間の授業、それから給食指導、そして昼休みも一緒に遊ばなきゃいけない、学級事務もしなき

ゃいけない、そういうことでの忙しさというのがあるんだろうと思います。 

中学校は教科担任制ですので、ある面時間はあるわけですが、それに加えて今度は生徒指導、

あるいは進路指導、そしてなんといっても一番大きな時間を費やしているのが土日の部活動と、

そういうことで、なかなか教材研究とか、そういうのに費やす時間が取れないということでの忙

しさというのがあるのかなと思ってですね、小学校と中学校の忙しさの種類は若干違うのかなと

思います。 

一番私どもが今、中学校で課題にしているのは、前回も青山議員の方から質問がありました部

活動、この部活動をどうしていくのかというのは、これは国の方も力を入れておりますので、今、

教育委員会では部活については週２日は休むと、休むこともまた大事なことなんだということの

徹底をしているところでございます。 

確かに今、先生方の忙しさというのは、もう多分皆さん方ほとんどが、そういう思いを持って

いらっしゃるんじゃないかなと、そういうふうに思っております。 

○３番（尖 信一君） 週２回部活動を休むというのは今、実施されているようですけれども、

今年10月に地区の運動会がありました。子供の参加が少ないんで、いろんな保護者の方にお話を

聞きましたら「部活がある」というふうに聞いたわけなんですね。あれ、週に２回は部活を休む

ようになっているんだけれども、たまたま、その日曜日に対外遠征があるとか、いろんな形で試

合に出ないといけないというようなことで、参加できないんだろかなというふうに思ったんです

けれども、今、教育長がおっしゃったように、部活というのが非常に障害になっているのは、私

も理解しているんですけれども、今、部活を専門にやる、学校でいうところのスクールカウンセ

ラーみたいな、部活専門の要員を募集したり、編入して専門にやっているような学校もあるんで

すけれども、志布志市は、まだそういう形での体制は、まだどこもやっていないんでしょうか。 
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○教育長（和田幸一郎君） 中学校によっては、例えば、宇都中とか、そういう所は外部の指導

者ということの協力をもらっているところがあります。 

今、議員言われましたように、このことについては先生たちの負担が非常に大きいので、外部

指導者を積極的に取り入れる方策というのを国の方も去年打ち出していますので、多分それに乗

って県の方も部活指導の専門的な外部の指導者をこれからどんどん入れていって教職員の負担を

軽減していくという、そういう施策が展開されていくのかなというふうに思っております。 

本市においては、宇都中学校とか、あと何校か外部からの指導者、例えば、弓道の指導者とか、

バレーの指導者とか、そういう外部の指導者を入れて指導をもらっている状況がございます。 

○３番（尖 信一君） 人手不足で、なかなか人も集まらないという中で、そういう形で部活に

専念していただくような人材を集めるのは大変だと思いますけれども、ぜひそういう形で全部の

中学校に進めていただけたらなというふうに思っております。 

それから、事務処理の軽減の件なんですが、中学校の場合ですけれども、各学校に１人事務職

がおられて、本市では５人いらっしゃいますけれども、この事務職の横のつながりというのは何

かございますか、事務的な処理上の横のつながりという意味ですね。 

［何事か言う者あり］ 

○３番（尖 信一君） 例えば、事務処理の内容が同じであれば共有するとか。例えば、極端に

言うと教職員が作る問題作成を補助するとか、そういうような横のつながり、五つの中学校の横

のつながりというのは、連携というのは無いんでしょうか。 

○教育総務課長（徳田弘美君） 学校の事務の先生方におかれましては、各中学校区単位で共同

実施の支援を、それぞれ情報交換をしたり、共同実施作業について協議をされております。 

また全体でも、その業務についての情報交換とか、共同実施作業について、協議を定期的にさ

れている状況でございます。 

○３番（尖 信一君） ちょっと抽象的でよく分からないんですが、佐賀県がですね、佐賀県全

体かどうか分かりませんけれども、佐賀県のある中学校では、事務職の相互の研修を実施してい

まして、それぞれの持っている知識を共有し、そこから事務方のグループ長をつくり、そして、

市の管理職にも引き上げていると。事務職でありながら自信と責務を持ち、意欲を、やる気を出

していると、そういう紹介がされていました。そして、そういう姿を見て、後に続く若い人も、

そういう事務職に意欲を持っているという記事がございました。 

できれば、そういう先進事例を見ながら、できれば先生の問題作成も先生と話しながら職員が

作っていくと。１回作れば数年間は使用できるかと思いますので、例えば、五つの中学校の事務

方が集まって問題点を取り上げて、教職員が一から作らないといけない問題を事務職がサポート

しながら作るとか、そういう形で先生方の事務量を減らして、教える方に集中していただくとい

うような改革はどうでしょうか。教育総務課長、頭をひねってますけど、どうでしょうか。 

○教育総務課長（徳田弘美君） 先ほど説明が不足しておりました。 

教科についての作業まで事務の先生方がされているかどうかは、ちょっと把握はしていないん
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ですけど、事務職における共同作業については、それぞれは新しい事務の先生方が赴任された場

合には、そこの指導等も含めて共同実施をされております。 

また、定期的な市内での研修会だけではなく、管外への視察等も、その事務職員の先生方が合

同で研修視察をされたりして、資質の向上にも努められているところでございます。 

○教育長（和田幸一郎君） 尖議員の方が、事務職員が、教員が担っているいろんな部分を少し

でも事務職員が担うことによって、教職員の負担が軽くなるではないか、そういう趣旨で話をさ

れているんだと思いますが、先ほど言いましたように共同実施の場合は、そこら辺の部分という

のは十分まだ機能している状況じゃないところがあります。 

ただ、私が非常に有り難いなと思っているのは、本市の事務職員の中では学校によっては、子

供たちの放課後指導に事務職員も入って個別指導に携わってたりしている、そういう事務職員も

おりまして、そういう事務職員を見てると本当にみんなで子供たちをどうにかしていかなきゃい

けないな、先生たちの負担を軽くしていかなきゃいけないなという、そういう姿を見ることがで

きまして、本当に有り難く思っております。 

まだ全市で、そういうことが行われている状況ではございませんが、ただ、そういう学校の事

務職員もいるということは、私にとっても非常に有り難いなと思っております。 

○３番（尖 信一君） 私は教師でもないし、教師の経験もございませんし、学校の教育行政に

ついては、どちらかというと疎い方だと思いますけれども、実務の世界におった者からしたら、

いろいろと改善の余地があるんではないかなという思いで、このような質問をずっとさせていた

だいています。ぜひとも、本市の将来ある子供たちのために、もっともっとできることは何でも

やるんだという形で改革を進めていただけたらなというふうに思っております。 

そのためには、私たちも微力ながら尽力させていただきたいなというふうに思って、この学力

向上の件についての質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。 

次の２番目の防災対策について、質問を移らせていただきます。長いこと市長に質問をしてい

ないので、ちょっとしびれを切らしているんじゃないかなと思いますけれども、防災体制につい

ては、前回９月に一般質問をさせていただきました。その後すぐに、本市の防災訓練がございま

した。 

11月に実施した防災訓練における問題点の把握と、その改善点が見受けられましたら、市長か

らと危機管理監、それぞれ御意見をいただきたいなというふうに思います。 

○市長（下平晴行君） 本年11月１日に実施しました地震・津波防災訓練では、シェイクアウト

訓練、津波避難訓練、現地災害対策本部設置・運用訓練、情報伝達訓練などを実施したところで

ございます。このうち津波避難訓練には地域住民の方々や企業の方々、また幼稚園、学校など約

1,800人の方々に参加をしていただきました。大変有り難く思っているところでございます。これ

に消防署、警察署、海上保安署、国土交通省、鹿児島県、消防団など、防災関係機関を加えます

と、今回の訓練は約2,000名の参加となったところであります。 

訓練終了後に、訓練に参加していただいた警察、消防、海上保安署など関係各機関による意見
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交換を開催し、また避難場所においては訓練に参加いただいた方々へのアンケートをお願いしま

して、訓練に対する御意見をいただいたところでございます。出していただいた御意見を参考に

しながら、今後、訓練の充実を図ってまいりたいと考えております。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えします。 

私の方からは、先ほど市長が答弁をいたしました意見交換会でございますとか、それから住民

のアンケート、参加していただいた方々へのアンケートで出されました反省点、意見について述

べさせていただきます。 

まず、関係各機関、これは消防、警察、海上保安署、国土交通省、県、消防団。訓練終了後に

意見交換会を文化会館の現地災害対策本部として活用した会議室で行っております。全てを申し

上げることはできませんけれども、主な意見としましては、まず「市民参加が少ないように感じ

た」、それから「消防団における移動系の無線通信に困難を来した」、それから「標高を示す表示

板が少ないように感じた」。これらの救助活動を率先して行う防災機関ということではございます

が、「まず自分自身の身を守って、それから活動に移行するということが必要である」というよう

な意見が出されたところでございます。移動系の無線につきましては、消防団の幹部からも御意

見が複数出されております。 

それから、避難の訓練参加者の方々からは、まず「非常用の持ち出し用品の準備をしておかな

ければならない、普段から備えておかなければならない」という意見。それから、全ての避難路

というわけではございませんけれども、「高齢者には少々歩きにくい段差であるとか、くぼみ等が

ある場所もあった」ということで、そういった所も改善をして欲しい、それから特に高齢者の方々

につきましては、「坂道などでの避難について、時間がかかる」というところで、一緒に避難をさ

れてきて、たまたま高齢者の方々と合流する場面があったようですけれども、「自分が歩く時間よ

りも２倍から３倍かかった」というような所も出されております。 

それから、「場所によっては防災無線の放送が聞こえづらい」というようなことが主な意見とし

て出されたところでございます。出された意見は、今、取りまとめをしておりますので、すぐに

対応できるもの、時間を要するもの、それぞれにきちんとすみ分けをしながら今後対応を考えて

まいりたいと思っております。 

以上です。 

○３番（尖 信一君） 無線の不具合があったというふうな判断でよろしいでしょうか。その原

因は何でしょう。 

○市長（下平晴行君） これは消防車両に搭載している移動系無線を活用して、無線通信を行い

ましたが、機器が古く、満足に通信できるような状態ではありませんでした。現場の最前線で活

動している消防団員にとって、無線はなくてはならない情報収集の機器であります。 

これにつきましては、更新を検討するよう、その場で指示をしたところでございます。 

○３番（尖 信一君） 第一線の消防団員の無線というのは非常に重要ですので、早々に予算付

けして更新していただきたいというふうに思います。 
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この防災訓練に対する津波については、また後でちょっと述べますけれども、その前に９月末

の台風24号がございました。あの折、大変な大雨で前川が氾濫して、先般小園議員が質問しまし

た消防車の件もありましたけれども、私も当日11時半ぐらいですか、新道の古い壊れそうなビル

の前から前川に下りる階段があるんですが、あそこに行きました所、もうあと15分であふれそう

でした。事実、あそこに差し掛かっている支流というのがありまして、ヘアーサロンおのうえの

下の方からずっと流れているんですけれども、あそこは、もう前川の氾濫であふれて逆流して、

水があそこでもあふれてました。 

先ほど申しました階段を下りる所もスマホで写真も撮りましたけれども、あと15㎝、20㎝ぐら

いで氾濫しそうでした。私は、すぐ知っている市の職員に電話して、「何とかならないのか」とい

うふうにお尋ねしましたけれども、「もうどうにもなりません」というような回答をいただきまし

た。後から聞くと、あそこは昔から堰（せき）があって、何か板のような物があって、近くに常

備してあるというふうにお聞きしたんですね、今どうなっているんだということお聞きすると、

誰も分かっていない、把握していないんですね。その後、その堰止めの板とか土のうとか準備な

されたんでしょうか、どうでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

ただいまの件、高浜の部分が冠水をしたということで、この場所は、古い話になりますけれど

も、十五、六年ほど前に時間雨量でいきますと、30㎜程度降っても冠水する場所でありました。

当時、私、建設課におりましたので、いろいろと県とも協議をしながら、沢目記の方の川と西谷

の方の川を分水するような工事をいたしまして、その後は、冠水というような状況が現れていな

かったと認識をしております。 

ただ、この前の台風は、台風の接近の時間、満潮の時間、それと雨量と、そういう状況が重な

って、ああいった本当に氾濫するまでのような状況に陥っていったというふうに認識をしており

ます。 

その堰板が議員がおっしゃる場所といいますか、旧志布志観光ホテルの所ですか。 

［尖信一君「そうですね、はい」と呼ぶ］ 

○危機管理監（河野穂積君） 申し訳ございません。そこに堰板があったというのは、私自身は

確認をしていないところなんですけれども、堰板等を準備したと、私が記憶をしておりますのは、

高浜で冠水等がいろいろとあったということで、冠水対策の事業の一環としまして、各家庭とい

いますか、冠水する可能性のある所のお宅に、アルミ板で作った板を、それぞれ作って差し込め

るような状況に工事をして、その板の管理もお願いしますというのをしたことはございます。そ

れが十五、六年ほどの前の話です。 

実際に今おっしゃられた御指摘のあった所についての板というのは、大変申し訳ございません。

私も確認をしておりませんので、ただ必要に応じて土のうとかという準備も必要かと思いますけ

れども、その板等につきましても河川管理者がございますので、そこらあたりとの協議といいま

すか、そういったものも含めて、今後確認をしていきたいというふうに思っております。 
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○３番（尖 信一君） 地域の方も、「昔はあそこに堰板があった」というふうにおっしゃってい

ましたので、もうあれから２か月経っていますので、早急にお願いしたいなというふうに思いま

す。 

それから、先ほども少し申し上げましたけれども、先日、小園議員が既に消防車の損壊の件に

ついては質問をしていますので、その件は取り置いて、それに関連する消防団の件について少し

御質問させていただきたいと思います。 

私もよく考えたら、あの時、その消防車と、ちょうど前川を見に行った時にすれ違っておりま

す。志布志小学校の前ですれ違いました。確かに、お二人乗っておられました。その後の事故じ

ゃないかと思いますけれども、そういう時にですよ、トップリーダーとナンバー２が同じ消防車

に乗って危険地帯に向かってよかったのかどうかという判断。もし別な消防団員が乗っていて、

消防団員が帰りにここを渡っていいかどうかという判断をリーダーにした場合のリーダーの判断

等を考えたときに、消防団員は、まず自分の身を守りつつ、市民の生命・財産を確保をしなけれ

ばならないという前提があるわけですけれども、そういう場合に消防団員自身が、その現場で判

断する、どのような行動をとったらいいのかという判断基準というのは無いんでしょうか。市長

どうでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

消防団が活動をする現場というのは種々様々ありますし、火災一つにおきましても、いろいろ

な現場の状況というのがございます。特に、こういった形で、こういうふうにというようなもの

を作ったものはございませんが、ただ昨年の４月に消防団員の必携というのを作成をしまして、

各消防団に配布をしてあります。この必携といいますのは、一般的な消防団の身分でありますと

か、活動、それから訓練礼式等々を載せてあるということでございます。確かに現場での判断と

いうのが非常に大事なことではあろうかと思いますし、当然いわゆる団長、副団長、分団長とい

われます幹部の方々というのは消防団員の命を預かっておられますので、その時々による適正な

判断をしていただかないといけないというふうに思っております。 

このことを受けてではないでしょうけれども、消防学校の教育訓練におきましても、指揮幹部

科というのが二つございまして、分団長、副分団長を対象として分団指揮課程と、それから部長

の階級の団員を対象とした現場指揮課程というのを設けてございます。これにつきましては、本

市も消防団員を定期的に派遣をしているところでありますけれども、そういった教育の下で、ま

たその現場の状況に応じた適正な判断というのは、その時に危険にさらさないような形の判断を

各幹部がしていただきたいというふうには考えているところでございます。 

○３番（尖 信一君） その消防団の研修の件についてですが、ある方から御連絡をいただきま

して、お話をお聞きしたところ、消防団も年間を通して様々な訓練や研修が予定されていますよ

ね。その中で、「ある消防団は、ほとんど参加してこない」という御意見がありました。私も確認

しようがないものですから、この場でお聞きしないといけないんですけれども、様々な研修があ

る中で、どれが重要で、どれが重要でないかというのは、どのような判断をすればいいか分かり
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ませんけれども、各消防団の研修とか、そういうものについての出席率とか、そういうのは把握

しているんでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） 消防団の訓練、教育等について若干御説明といいますか、御紹介

をしておきたいと思いますけれども、先ほど申しました消防学校に入校しての教育訓練、これは

消防団員に対するものは五つほどございます。新入団員を対象とした基礎教育、それからポンプ

等の機関を操作する団員を対象とした機関科。そして、班長という階級にある幹部の初級幹部科。

そして、先ほど申しました指揮幹部科のうち現場指揮課程と分団指揮課程がございます。これに

つきましては、毎年消防学校の方から県内各消防団に割り当てがきますので、その割り当てに応

じて出席をしているところでございます。 

それから、本市の訓練で身近なもので申しますと、５月に消防署におきまして新入団員を対象

とした規律訓練でありますとか、そういった訓練礼式の訓練を消防署にお願いをしてやっており

ます。これにつきましても、基本新入団員の方々を対象、それから、新任の分団長等につきまし

ても、基本的な小隊訓練の流れを訓練するといったようなこともしてございます。 

それから、これは平成27年度から開始をされているんですけれども、都城の定住自立圏構想、

これは都城市、曽於市、志布志市、三股町、この３市１町で定住自立圏構想を組んでおりますけ

れども、その中で消防・防災に対することも取り組んでいこうということで、大規模災害の消防

団員養成訓練というのもやっております。これも当然割り当てがきておりますので、その人数分

派遣をしているところでございます。 

その他、各方面隊におきましては、それぞれに分団ごとに独自の訓練でありますとか、また隣

接する分団の訓練、今年におきましては、有明方面隊ではありますが、全分団の合同訓練という

ような訓練も実施をしているところであります。 

参加率ということでいいますと、特に参加率を把握しているわけではございませんけれども、

ほぼ消防団員としましては、参加をしているというふうに認識をしているところでございます。 

○３番（尖 信一君） 日常の各御自分のお仕事をしながらの消防団というお仕事ですから、非

常に困難な時もあろうかと思いますけれども、やはり自分の生命を守りながら、市民の安全・安

心を確保していくという立場であれば、ましてや市から予算化もされているわけですから、ぜひ

ともそこら辺は、もう一度認識を改められるような指導をしていただきたいなというふうに思っ

ています。 

時間が無いので、ごめんなさい。津波にもう１回戻らせていただきます。 

東北大震災から、もう７年が経っておりますけれども、各市町村がいろんな避難訓練、それか

ら避難計画等を策定しています。ここからは、ちょっと非常に細かいことなんですが、個別の質

問をさせていただきたいなというふうに思っております。 

私も先般、避難訓練に参加させていただきまして、自宅は金剛寺の近くなんですが、そこから

文化会館に結構急ぎ足で行きましたけれども、ちょうど12分かかりました。そういう中で、ちょ

っと気付いたことがございました。想定は７ｍだったと思うんですが、支所の所で11ｍです。避
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難計画の中に緊急退避先に指定されているマンションですかね、五つほどございますね。例えば、

プライム30香月とか、ホテルポラリスもそうですが、サンパーム志布志とか、ヴィラ志布志とか、

いろいろございますけれども、志布志支所もその一つであります。それをずっと考えながら避難

していたんですけれども、７ｍという想定をされた場合に現実的には逃げている最中に何ｍの津

波が来るかというのは、なかなか認識できないと思うんですけれども、その時に緊急避難先に避

難する場合、どこのマンションに逃げたらいいのか、どこのフロアまで逃げたらいいのか、すぐ

判断できないんじゃないかなというふうに考えたんですね。中には電柱に標高高が書いてある電

柱もありますけれども、例えば、いくつかのマンションを所有者の了解を得て、３階が何ｍです

よとか、５階が何ｍですと、支所の３階が何ｍですとかいうような大きな表示を掲げたらどうで

しょうかね。そしたら自分が逃げる目標値が確認できるんじゃないかなと思うんですけれども、

そこら辺は市長、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほどの意見交換の中でも表示が少ないというようなこともありました。

今、議員がおっしゃるように、どこのビルの高さが何ｍぐらいあるのかということを考えますと、

市民の皆さんが、例えば３ｍ、５ｍと表示があれば、ここだったら逃げても大丈夫だというよう

なことに当然なりますので、その表示をホテル等にも作成していくべきではないかというふうに

思っています。 

○３番（尖 信一君） 様々な避難場所がございますけれども、高齢者を含めて要支援者にとっ

ては、その判断が非常に難しいというふうに思いますので、そこら辺は早急に検討していただき

たいなというふうに思います。 

それから、高台に避難する場合に、例えば坂の途中で電柱が１本倒れただけで、もう車での避

難はできないですよね。一応、基本的には徒歩となっていますけれども、おそらく最初はほとん

どの方が車で避難をなされると思うんですよね。そのような場合、この前の訓練では、確認しま

したけれども、訓練当日は電力会社は参加していなかったですよね。震度６とか７になると、恐

らく志布志の下町の平野部の古い家は、ほとんど全壊すると思います。もちろん街の中の電柱も、

かなり倒壊すると思います。そして、避難経路の坂、これの中で１本でも電柱が倒れると、もう

避難はできなくなるわけですね、車での避難はできなくなりますよね。ましてや、そこに電線が

あったりとかする場合、果たして一般市民がそれをまたいで避難できるのか、ちょっとそこら辺

を危惧するところであります。撤去は誰がするのか、緊急撤去は誰ができるのかという、電線の

そういう法律があれば一度確認していただいて、もしできるんであれば近くの土木建設会社と契

約をして、協力関係を結んで、もしここに被害が起きた場合は至急建設土木会社が撤去するとい

うようなことは検討できないものでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これは電気に関することでありますと、一般の人では到底取り扱えない。

そうなりますと、志布志市でいいますと九電にお願いをするということになろうかというふうに

思います。 

○３番（尖 信一君） 当然そうなるかと思いますけれども、そこのところをもう１回精査して
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いただいて、緊急避難時の場合は、資格を持った者がおられるような会社であれば対応ができる

可能性がありますので、一応そこは精査していただいて、できるんであれば、協力体制をつくる

という形に持っていっていただきたいなというふうに思います。 

それから、津波が発生したことを知らない車が、志布志の平野部へ坂を下りてどんどんどんど

ん入ってくる可能性もあると私は思います。そういう場合、大阪では地震、例えば津波とかが発

生した場合は、緊急車両以外は市内に一切入れないという取り決めがございます。そこら辺を考

えた場合、下から避難する人は当然登っていきますけれども、津波が発生したことを知らない国

道やら、いろんな所から坂を下りて来る車両が、もしあるとすれば、おそらく相当混雑すると思

うんですね。そこら辺の協議を一度警察と検討していただいたらどうでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

当然交通規制というのがかかってまいりますので、今おっしゃられたように公安委員会、警察

との協議は必要になってくると思います。 

ただ、どういった形で緊急に止めるのか、そういったものにつきましては、今、御提案がござ

いましたので、またこちらの方に教えていただきながら、可能であれば、そういった協議も調え

ていきたいと思っております。 

○３番（尖 信一君） 非常に細かい質問ばかりして申し訳ないなと思っていますけれども、恐

らく現実的には、そういうことが起こり得ることは当然想定しておかないといけないと思います。 

平野部には、いろんな高齢者施設がございます。四つございますかね。障がい者施設も一つあ

りますけれども、ある介護施設の避難時のマニュアルを拝見しましたら、想定が４ｍでございま

した。その場合の避難方法は、車椅子に介護者を乗せて、そのまま２階に移動するというふうに

なっておりました。エレベーターで移動するのか、抱えて移動するのか、ちょっとそこは確認で

きなかったんですけれども、夜勤体制を聞きましたところ、５人、それに対して入所者が80人で

した。36分で、この対応ができるんだろうかというふうに思いました。ここでその施設に対して、

どうのこうのというあれはないので、ぜひとも市の当局もそういうことを調査して、今後どうす

べきか、どう指導していったらいいのかということをぜひとも検討していただきたいなというふ

うに思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから、誰も危機感を抱いたことがないんでしょうか、本市は、志布志港から幸いなことに

木材輸出で日本一ということでございますけれども、もし津波が来た場合、あの山積みされた木

材は、恐らく最大の凶器になるんではないかなと、恐らく街一帯に津波と同時に流れ込んでくる

と思うんですね。それは去年でしたか、垂水港の台風の被害で木材が山積して、非常な被害が出

たのをまだ覚えておられると思いますけれども、あの木材の保管方法が、あれで適当なのかどう

か、もしよろしければ御意見をいただけませんか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃいますとおり、国・県、私どももそのことについては、もしそ

ういうことになった場合には、大変な被害が起きるだろうという話題にはなっております。 

そのことについては、今後これから、どういう形で対策をしていくのか等々も含めて協議して
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まいりたいというふうに考えております。 

○３番（尖 信一君） 関係機関が多いので打ち合わせも大変かと思いますけれども、そこら辺

も一番懸念されるところじゃないかなと、せっかくいいものがあるわけですから、それが凶器に

なったらとんでもないことになりますので、ぜひとも早急に御検討していただきたいというふう

に思います。 

それからもう１点、支所に行くたんびに思うんですけれども、消防車が支所の１階に格納され

ていますよね。あの高さ、消防車の天井と２階の床、１階の天井になりますけれども、ほとんど

差がないんですよね。危機管理監は、よく御存じだと思うんですけれども、15㎝ぐらいですかね。

もし、あそこ、そんなことはないと思うんですけれども、建物がちょっとでも傾いたり、土地が

隆起した場合、恐らくあの消防車は出れないと思います。あの消防車の保管場所も、もう一度御

検討していただきたいなというふうに思います。 

それから、もう１点、支所の標高は11ｍですけれども、すぐその横に非常電源がございます。

極端に言ったら何の防御策もない状態で、そのまま電盤が置いてあります。できたら、15ｍ、20

ｍを想定して、あの電盤は防水ができるような柵で覆われた方が、非常電源の役をなさなくなる

んじゃないかなと思いますので、非常に細かいことばっかり言いますけれども、ずっと見ている

うちに、そういうことを思いながら今、御指摘しているところであります。ぜひとも予算化して

いただいて、キーポイントだけでも早急に実施していただきたいなというふうに思っております。 

最後に、前回、津波被害、災害被害についての啓発についてお願いした点がございました。市

報の２ページぐらいに毎月載せていただけるようにお願いできませんかということでございまし

たけれども、９月の一般質問で10月は無理だろうけれども、11月ちょっと期待してましたけれど

も、やはり載っていなかったのかなというふうに思っております。 

そこで、一つ御提案がございます。 

鹿屋市は組織全体の中で防災減災について名前は違いますけれども、安全安心課というのがご

ざいます。火山灰の対応とかいうのが特別にうたってあります。 

それから、鹿児島市については、局という形で危機管理局という形で組織体系ができています。

本市で、市長どうでしょうか。市民に啓発をする意味も含めて、今後この総務課の中の危機管理

室という形でなくて、１課として格上げして、啓発の意味も込めて、市が防災・減災について本

格的に取り組んでいくんだという形を市民に見せる意味も含めて、どうでしょうか、格上げする

ような形はできないでしょうか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、これは自然災害の事象だけではなく、口てい疫や新

型のインフルエンザ等、それから各種感染症等とあわせて個人の情報漏えい等々、あらゆる有事

に備えた危機管理というのは必要なことでありますので、そのことについては内部で十分検討し

て、その対応ができるような、本当に安全・安心なまちづくりをするためには、私は必要じゃな

いかなというふうには思っておりますので、内部で検討してまいりたいと思います。 

○３番（尖 信一君） 残念ながらですね、私もこの前、防災訓練に参加して市民の意識が低い
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というのを私自身も確認しました。実際、私の自治会の中でも、自分がどこに逃げたらいいのか、

避難場所も把握していない方がおられました。これが本当現実だと思うんですね。そういう意味

も含めて、ぜひとも市は一生懸命この防災・減災に取り組んでいるんだということを示すために

も、そこら辺を１回御検討いただけたらというふうに思っています。 

次に、個人情報についてお尋ねしたいと思います。 

この質問は、私も非常に辛いんですが、恐らく当局側も辛いことだと思います。私が公民館長

をしている時も、この個人情報保護法の壁に何度もぶち当たりました。その度に歯がゆい思いを

してまいりましたが、この前ある会合で公民館長さんとお会いして、やはりその問題が出ました。

「年明けの七草祝いをどうしようかと、尖さん何とかならんどかい」と言われました。もうその

時は既に通告書を出していましたので、実は、こうこうでお尋ねする予定ですけれども、恐らく

当局も非常に悩んでおる事案だと思いますので、また一度、一般質問をしてみますという形にし

ました。 

去年の７月でしたかね、法改正がありました。それまでは対象が5,000人以上という形になって

いましたけれども、法改正の後は、全ての団体という形で網がかかりました。もうそうなると、

公民館どころか自治会もその範ちゅうに入ってしまいます。そのような中で、担当課はコミュニ

ティ協議会で、何とか組織の一体感を図りたいという中もありながら、実際それを担っていかな

ければならない公民館、自治会、またいろんな様々な補助団体があるわけなんですけれども、な

んせ動きがとれないというのが現状でございます。そういう中で、この個人情報保護法の運用に

ついて、何か市として対策、対案ございませんでしょうか。むしろ私の方がお願いしたいぐらい

でございまして、ぜひとも何かいいアイデアがあれば、お答えいただけたらと思います。どうで

しょうか。 

○市長（下平晴行君） 議員おっしゃるとおり、平成29年度に個人情報保護法が改正されました

が、改正前は5,000人以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきておりました。 

改正後は、全ての事業者に個人情報保護法が適用され、この事業者には、自治会や同窓会等の

非営利組織も該当することとされたところでございます。このようなことから、自治会において

も個人情報を収集する際には、利用目的を明らかにし、その利用目的の範囲内で取り扱うことと

され、また目的外利用には、原則本人の同意が必要となったところでございます。 

このような状況を踏まえ、個人情報保護法の改正に伴う対応としまして、自治会で個人情報の

適切な取り扱いが行われるよう、行政事務連絡員に対し、国の個人情報保護委員会が作成した会

員名簿をつくる時の注意事項のパンフレットを配布し、法改正の周知を図ったところでございま

す。 

なお、議員御指摘の様々な補助団体の地域活動に支障を来しているとのことにつきましては、

法改正後の個人情報の取り扱いに関する問い合わせ等がないことから、詳細を把握していないと

ころでございますが、相談、問い合わせ等があった場合には、個人情報の適切な取り扱いが行わ

れるように支援をしてまいりたいというふうに考えております。 
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○３番（尖 信一君） 当局も本当に悩ましいことだと思いますけれども、今、市長から前向き

な御意見をいただきましたので、お願いに行ったら見せていただけるというふうに判断しておき

ます。 

時間がございませんので、次に移らせていただきます。 

最後の４番目になりますけれども、中心市街地の活性化について質問させていただきます。 

市長が公約になさっている本庁移転、もしくは本庁機能移転で、「まちの活性化や経済効果を目

指していく」というふうに公約にされております。私も先般志布志の一丁目、二丁目、三丁目を

ずっと徒歩で歩いて回りましたけれども、本当に空き家、空き地が多くて、非常に心配しており

ます。これは、私が志布志市にちょこちょこ戻ってくる、もう六、七年前になりますかね、その

頃からもう既に、そのような現象があったかと思っております。残念ながら、志布志市の都市計

画マスタープラン、それから市長の施政方針の中でも、この中心市街地の活性化については、ほ

とんど何も述べておられないんですね。そこのところ、市長どうでしょうか。せっかく本庁機能

をこちら志布志支所に移転するという公約がございますので、この中心市街地の活性化、これに

併せて整合性があるような動きはとれないでしょうか、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） このことについては、第２次志布志市総合振興計画におきまして、商店

街の再生を課題として既存商店街の大規模小売店の立地等による空洞化の進展や、商店街の在り

方について、大きな変革が求められております。 

また、10年間の基本構想におきましても、中心商店街をはじめとする集客商業拠点の活性化に

より、にぎわいと活力があふれるまちづくりの推進と、本市の資源の活用により、市外から「行

ってみたいまちづくり」の推進や「人と地域が輝く共生・協働・自立のまちづくり」など、各分

野において基本目標を定めているところでございます。 

更に、平成29年度から平成33年度の前期計画では、三つの重点プロジェクトのうち、みらい創

造プラン、“志”応援プロジェクトにおいて、「中心市街地では魅力的なお店や働く場が増えるな

ど、誰もが訪れたくなる空間が形成されるとともに、市民が企画するイベントや地域コミュニテ

ィを重視した取り組みなどにより、そこで暮らす人や働く人、観光客など様々な人々の交流を通

したにぎわいが生まれています。」として将来像をイメージしているところであります。その実現

に向けた各般の施策を展開しているところでございます。 

一方、平成30年３月に策定した志布志市都市計画マスタープランでは、志布志地域のまちづく

り構想として、コンパクトでにぎわいのある市街地の形成や、地域内外から市街地への訪れやす

さなど、歩いて暮らせる公共交通の充実をまちづくりのテーマとしております。 

今後の本庁機能の志布志支所への移転により、人の流れや都市機能の在り方も変化することが

予測されますが、これらの計画を基本として政策を進めてまいります。 

私は、いつも人・物・金・情報、人と人の交流があってまちの活性化が図られる、その優位点

をどう生かすかということで、本庁機能を志布志支所に持ってくるという取り組みでございます。 

○３番（尖 信一君） 先週日曜日に、志布志駅前で「ぽっぽマルシェ」が実施されておりまし
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た。観光特産品協会主催、担当課、課長もお見えになっておりましたけれども、その時に少しお

話をしましたけれども、「支所からこの志布志駅まで、できたらまちの活性化を図りたいね」と「な

んとかやりたいね」というお話をさせていただきました。 

そこで、今、市の現状として、できたら地域を限定してお聞きしてもいいんですけれども、恐

らくその数字はお持ちでないと思うので、市全体の空き家の数、空き家率というのは今、把握で

きますか。 

○市長（下平晴行君） 約2,000戸ということでございます。 

○３番（尖 信一君） すみません、率は分かりますか、 

○市長（下平晴行君） 率は、ちょっと分かりません。 

○３番（尖 信一君） じゃあ結構です。すみません。また後で御報告いただければ結構です。 

空き家、空き店舗、それから空き地、この三つの空きがあるわけなんですけれども、空き家、

空き店舗、空き地等、全て非常にこの市街をむしばんでいるというのが現状でございますけれど

も、特に商店街、あそこら辺は店舗が毎年少しずつ閉店していっております。そのような現状の

中で、マスタープランの中にも書いてございましたけれども、若い方の開業、新しいまちづくり

という形で載っていましたけれども、今、直近の前年度の分でも結構ですし、開業率というのは

今、把握できますか。 

○市長（下平晴行君） 今おっしゃったように空き家対策、それから空き地対策、空き店舗対策

ということで、特に店舗でございますが、これは商店街モデル地区をツルミ毛糸店から友恵寿司

間として、平成29年度から創業支援事業により、創業を希望される事業者に対し、補助対象経費

の５分の３以内で、100万円までの補助金があります。 

この事業により、昨年度は２件の創業、こども村とキッチン太助がありました。 

今年度につきましては、数件の問い合わせがあり、空き店舗の解消対策に向けての効果がある

ところでございます。 

モデル地区以外に対しては助成できないため、今後エリアの見直しに向けた検討を行ってまい

ります。 

その他、老朽化した店舗に対して、店舗リフォーム事業があり、昨年度は３件の申請がありま

した。今年度は更に多くの申し込みがあり、現在営業している店舗のリフォームを行うことで、

空き店舗にならないための予防的な取り組みにもつながっておりますので、より推進を図ってま

いりたいというふうに考えております。 

○３番（尖 信一君） 特に、所有者が分からない土地というのが、今、全国で問題になってい

ます。今現状で410万ha、九州と同じぐらいの所有者が分からない土地があるということです。こ

れが20年後には、北海道と同じぐらいの規模になるようでございます。その対策も含めて、鹿児

島市でしたかね、空き家活用アドバイザーというのがございまして、例えば、司法書士、それか

ら不動産会社、それから建築家等を踏まえて、自分の所の空き家を何とか利活用したいという場

合の相談に乗れるような体制づくりをしているようでございます。 
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市長どうでしょうか、そのような組織体系、ＮＰＯへ助成するという形でもいいかと思います

けれども、そういう形でのそういうアドバイザーを設けるというのはどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これはやはり専門的な立場でのアドバイザーを設置して、その空き地も

含めた空き家対策に対応するためには、必要ではないかというふうに考えております。 

○３番（尖 信一君） 何かあれば、どうぞ。 

○市長（下平晴行君） 先ほどの空き家率でございますが、18.34％ということでございます。 

○３番（尖 信一君） 18.34％ということで、これがどの程度のものなのかは私も判断できませ

んけれども、今、国が法制化に動いていますけれども、お一人住まいの方の土地を事前に、生前

のうちに市に、例えば自治体に譲渡するとか、寄附するとか、そういう形で土地の整備を進めて

いこうという形で、今、政府が検討しています。そういう篤志家がおれば、私が亡くなった後は、

市に寄附してもいいですよというようなこともあってもいいんじゃないかなというふうに思って

おります。それに向けた検討も、ぜひしていただきたいなというふうに思います。 

最後に、本庁機能を支所に移転するということで、ちょうど国道220号から真っすぐ支所が見え

ますよね。ただ残念なことに、あの220号沿いにいまだにタイヨーの撤退後の建物が残ったままで

ございます。私も三、四年前に持ち主から依頼を受けてテナント付けをしようかなと思ったんで

すけれども、家賃が合わずにちょっと断念しましたけれども、市長どうでしょう、土地の所有者、

タイヨーを交えて市がお話をして、あの土地の取得に動くと、あの一帯を利活用すると、大きな

まちづくりを担うような形に、何かチラッとうわさでは聞いたんですけれども、市長もその意思

があるんじゃないかというふうなことを聞きましたけれども、市長どうでしょうか、最後です。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、あそこは、いわゆる買物難民と申しますか、もいら

っしゃるようでございます。今、私も内々では持ち主、地主と関わっている人と、どういうこと

なのかということで実態は調べているところでございます。 

しかし、これは若干裁判等にもなっているようでございますので、そこら辺が解決されれば、

そういう活用をしていければいいなというふうには思っております。 

○３番（尖 信一君） ありがとうございます。 

私もいろいろとお話をお聞きしまして、複雑な、３番まで入っていますので、抜けるには相当

いろいろと関係者が多いので大変かなと思いますけれども、あそこの土地取得ができて、開発が

できたら大変すばらしいまちづくりができるんじゃないかなと思います。ぜひともそこら辺を任

期中に道筋を付けて、ぜひともやっていただきたいと願って私の質問を終わります。 

○議長（西江園 明君） 以上で、尖信一君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩いたします。 

４時まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後３時53分 休憩 

午後４時00分 再開 
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──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 

次に、５番、青山浩二君の一般質問を許可します。 

○５番（青山浩二君） 改めまして、こんにちは。会派、真政志の会、青山でございます。 

３時半を過ぎたぐらいから、もう明日かなというふうに思っていましたけれども、油断してい

ました、回ってきました。 

本日４人目ということで、市長をはじめ執行部の皆さん、本当にお疲れだと思います。もうひ

と踏ん張り頑張っていきましょう。 

また、後ろに座っておられる同僚議員の皆さんは時間ですから、そわそわしている人も多いん

じゃないかなと思います。なるべくスピーディーに質問していきたいと思います。 

それでは、通告書に基づき順次質問してまいります。 

まず、税外収入について、本市の財源確保のために公共施設の命名権売却を導入する考えはな

いかということで、質問しました。いわゆるネーミングライツの導入のことでございます。 

近年多くの自治体において、景気の停滞や財政難での新たな収入源の確保の取り組みが課題と

なっております。 

収入を上げることに苦労する中で、多くの自治体で実施されているのは、自治体の広告事業で

あり、本市においてもホームページへのバナー広告掲載、また広報紙での広告掲載と様々な取り

組みをしておりますが、なかでも私が一番注目しているのが、まだ実現していない公共施設の名

称を民間企業に売却して資金を得る、民間資金活用策のネーミングライツでございます。 

本県におきましても、県文化センターの命名権を芋焼酎で知られる西酒造が購入し、「宝山ホー

ル」という名前がついたのを皮切りに、県立鴨池陸上競技場の命名権を薩摩酒造が購入し、愛称

は「白波スタジアム」、また直近でいくと、県立鴨池球場は、平和リースが命名権を購入し、愛称

は「平和リース球場」となっております。 

市町村レベルでも日置市の伊集院ドームが「チェスト小鶴ドーム」というふうになっており、

県内の自治体でも積極的にこのことに対し、取り組んでいる自治体もあるようでございます。 

このネーミングライツによって、施設管理者側は施設の維持や運営をしていく費用を補う新た

な財源の確保が主な狙いでございますし、命名権を購入する企業側は、施設来場者へのＰＲ、企

業商品名などの知名度アップをはじめとして、地域への貢献という企業姿勢のイメージなど、地

域活性化への貢献にもつながり、双方にとってメリットがある制度だと思います。 

まず、この制度について、市長、そして教育長は、それぞれどのような考えを持っているのか

見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 青山議員の御質問にお答えいたします。 

全国的に命名権の売却の動きが見られるところでございますが、新たな歳入として、非常に貴

重で重要なものであると考えております。 
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また、命名権を購入した企業にとっても、企業にあってもメリットがあると考えております。 

県立野球場は、鹿児島県が募集している33施設のうち、３施設目であり、かごしま県民交流セ

ンターなどは、公募しても応札者がいないことなどから、命名権の売却は容易なものではなく、

本市における売却の手法や金額などは十分に検討し、戦略的に行う必要があると認識をしており

ます。 

○教育長（和田幸一郎君） お答えします。 

命名権の売却が見込まれる施設につきましては、県内の事例を見ますと、運動公園や文化施設

など、教育委員会所管の施設が多いと考えられるところであります。 

現在、それらの施設の維持管理には多額の経費が必要となってきており、施設を維持運営する

新たな財源として、ネーミングライツを導入し、財源を確保することも一つの有効な手段である

と考えております。 

ただ、所管施設がメディアに取り上げられる機会がどれくらいあるのかというのが課題になる

と思います。このため市長答弁にもありましたとおり、売却にあたっては売却の手法や金額など、

内容を十分検討する必要があると思っております。 

今後、施設ごとの個別計画の策定の際に、市長部局とも連携を図りながら内容を精査する必要

があると考えております。 

○５番（青山浩二君） 市長、それから教育長の見解は十分分かりました。非常に重要であると

いう認識が伝わりました。 

そしてまた、十分検討しなければならないという認識も伝わってきました。 

それでは、現在本市が行っている有料広告事業についてお伺いしたいと思います。 

現在どのようなものがあり、そしてまた、それはどれぐらいの収入があるのか、昨年度実績で

構いませんので、お示しいただけますか。 

○市長（下平晴行君） 現在３種類の広告収入の実績があります。 

本庁１階に設置している地図案内板の広告料16万円余り、広報紙の広告掲載料94万円、ホーム

ページバナー広告掲載料86万円余り、合計で197万円余りでございます。 

○５番（青山浩二君） 今、市長答弁にありましたそういった事業も、それはそれで非常に大事

であるというふうに考えます。そのことについては、今後も継続していって欲しいと、そういう

ふうに思います。 

そして、この件に関しては、私３年前の平成27年12月議会でも同様の質問をしております。 

その時の前市長の答弁は、「合併して10年を過ぎようとしています。そのような状況の中で、ま

すます市の財政状況は厳しいというふうになってきている中、ただいまお話があったように新し

い財源が確保できるということになれば、そのことについては、積極的に取り組むべき内容かと

思います。今後、県内自治体や他団体の例も参考にしながら、関係各課で協議を進めてまいりた

いと思います」という答弁でございました。 

そこで、お伺いをいたします。その後の関係各課での協議、または進捗状況というのは、どの
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ようになっているのか、お示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 市が所有する施設の命名権については、今後の公共施設の在り方と密接

に関係することであり、本市にあっては、公共施設等総合管理計画を策定し、これに基づき本市

が所有する公共施設、公用施設について、平成32年度末までに施設個々の管理計画を定める予定

でございます。例えば、将来的に廃止となる施設の命名権売却は考えられないということもあり、

本市所有施設の将来と命名権の売却は、併せて決めていかなければならないと考えているところ

ですので、関係各課との協議は施設の将来像と併せて実施するとしているところでございます。 

○５番（青山浩二君） 協議はしているということでございます。募集をかけても、応募してく

れる企業があるのか、不安な面もあると思いますけれども、まずはやってみないことには何も始

まらないと思います。しかも、まずは募集をかけるだけですから初期投資額は、さほどかからな

いと思います。失敗を恐れずに、もっと積極的にどんどん協議をしていって欲しいと思いますが、

これの今後の協議、続けていって欲しいと思いますけど、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 初期投資は、人件費程度の費用であると考えておりますが、実際に売却

する場合、売却し契約が完了するまでを想定して実施する必要がありますので、将来的な費用の

総額で考える必要あると考えております。 

県においても、命名権の売却が想定どおりにいっていないことなどから、本市における売却の

手法や金額などは十分に検討し、戦略的に行う必要かあると認識をしております。 

○５番（青山浩二君） また、これまでの国内におけるネーミングライツの事例の多くは、大都

市圏における野球場やサッカー場、そして文化施設であるようでございます。 

こうしたものを地方自治体に当てはめようとしても、その広告価値であったり、費用対効果と

いうものを考えますと、広告媒体としての魅力といったものが果たしてどうなのかなと、私も少

しそういうふうに思いますけれども、しかしながら、現在、全国を調べてみると比較的小さなコ

ミュニティ施設にも導入されているようでございます。 

地方には地方に合った形に発想や考え方を変えてもいいのかなと思っております。地方の公共

施設に対する命名権におきましては、単に財源確保、あるいは広告宣伝というツールとしてだけ

でなく、企業と自治体のパートナーシップをしっかりと構築することによって、新たなスポーツ

事業、文化事業の創出でありますとか、子供たちへのスポーツ育成事業、あるいはスポーツ振興、

文化振興に結び付けていくんだと、財源は、こういうことに活用して地域の活性化に結び付けて

いくんだということを明確にした上で呼び掛けをしていくことも大事な部分かなというふうに個

人的には思っております。小さな施設への導入、企業と自治体のパートナーシップの構築、そし

て新たなスポーツ事業、文化事業の創出、また子供たちの育成と、あらゆる可能性を秘めている

と私は思っております。このことについて、市長はどう考えているのか見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 本市独自の命名権に関する考え方を持つということは議員と同じ考えで

ございます。 

本市の場合、人口規模の大きい自治体と同様の命名権の売却が可能とは考えておりません。こ
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の制度を実施するのであれば、制度を設ければいいとか、安くてもいいから、とにかく売ればい

いという考えではなく、市と購入者それぞれが納得し、メリットがある形で売却する必要がある

と考えております。そのためには売却の手法や金額などを十分に検討し、戦略的に行う必要があ

ると認識をしております。 

○５番（青山浩二君） 市長の思いは、よく理解するところでございます。 

それでは、少し視点を変えて質問していきたいと思います。 

ここ近年、このネーミングライツの範囲が拡大をし、自治体が施設などを指定するのではなく、

命名権を購入したい民間事業者などが、命名したい施設を提案できるという、提案募集型ネーミ

ングライツというものが行われております。これは、通常随時受け付けを行い、民間事業者の方

からネーミングを購入したい施設、名称、金額、期間などの提案を受け、自治体内での関係機関

との調整、自治体と事業所による協議などを経て決定するという仕組みであるようでございます。 

このように、民間ならではのアイデアを広く市民から意見を募集することも大事であるという

ふうに思いますが、この提案募集型ネーミングライツについて、市長は、どのような見解をお持

ちでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 本市の規模や施設の全体像から考えると、提案募集型を中心に売却を考

えることになろうかと思いますので、本市にとって適した手法だと認識をしております。 

民間の力を活用する意味でも、この手法を用いることは重要だと考えておりますので、最大限

その力が発揮できるよう、施設の将来像ですとか、その施設の魅力ですとか、しっかりと情報を

公開するなどして提案しやすい環境を整える必要があると考えております。 

○５番（青山浩二君） はい、分かりました。 

また、ネーミングライツにも様々な形態がありまして、施設以外にも名前を付けるネーミング

ライツも近年多くなってきているようでございます。 

市が主催する各種イベントに広告料を払い、イベント事業に冠を付ける自治体も増えてきてお

ります。 

例えば、〇〇駅伝大会、○○マラソン大会、〇〇花火大会というふうに、この〇〇の部分には

企業名、もしくは企業の商品名などが入りますが、こういった取り組みが今、全国的にも広がり

つつあるようでございます。 

そこで、イベント事業に冠を付ける形態のネーミングライツ、これについて市長は、どのよう

なお考えをお持ちでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 市が直接行う事業に対して、主たる名称の冠に、そういった名称を付け

ることについては、公共性という観点から慎重に行うべきであると考えております。 

その一方で、補助事業者が実施する各種イベントについては、自主財源の確保や補助金に依存

しない持続可能な組織づくりにも必要なことから、各団体において公共性に留意しながら、積極

的に導入していただきたいというふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） それから、また通常のネーミングライツであるとか、先ほど申した提案
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募集型ネーミングライツ、また今言った事業系のイベントに冠を付けるネーミングライツである

とか、この事業を導入することによって様々なメリットが生まれてくると考えます。導入するこ

とでの自治体へのメリット、市長は、このことについて、どうお考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） メリットは、施設の維持管理費用を含め、新たな財源の確保ができる、

売却先の企業とともにまちづくりを実現でき、パートナーシップが芽生える、売却先が市の企業

であれば産業の活性化につながり、市の活性化につながるといったことが考えられます。 

その一方で、デメリットも考えられます。 

道路案内板、パンフレット等、既に作成された物の作り直し、市売却先がどちらかに不祥事等

のマイナス要素が発生した場合に連動したイメージダウン、売却先が見つからない場合の投資費

用の未回収、売却が見つからないとして、施設そのもののイメージがダウンしてしまう可能性、

名称変更によって、利用者が混乱する可能性。特に頻繁に名称が変わってしまう場合などは、そ

の影響が大きいと考えられます。 

これらのメリット・デメリットと売却金額等を照らし合わせ、総合的に判断し、実施の可否を

決定することが非常に重要ではないかと考えております。 

○５番（青山浩二君） 今、自治体へのメリットというものを答弁していただきました。また、

デメリットというところも答弁していただきました。これについては、民間企業にとってもメリ

ットは多数あると思います。施設来場者への告知、それからＰＲ、企業商品の認知度向上、ブラ

ンドイメージの向上、地域住民の好感度の向上、顧客との接点の確保、スポーツや文化振興等の

自治体の施策に協力しているというようなイメージの形成。 

また、地域に貢献するという企業姿勢のイメージなど、民間にとってはプラスの要素が多いわ

けでございます。 

私から見たら、何でこんなにメリットが多い施策に今まで着手していないのか不思議でなりま

せんが、関係各課との協議も含め、今一度、今回の質問を通じて広告事業の重要性を再認識して

いただき、スピード感を持って今後も協議を進めて欲しいと思います。市長、どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたけれども、この制度を実施するのであれば、制度を設

ければいいとか、安くてもいいからとか、とにかく売ればいいという考えでなくて、市と購入者

それぞれが納得し、相互にメリットが感じられる形で売却する必要があると考えております。 

そのためには、売却までの過程、手法や金額などを十分に、しっかりと検討し、戦略的に行う

必要があると認識をしております。 

また、市の所有する施設については、施設個々の管理計画を策定する予定ですので、施設の将

来像と併せて考える必要があります。 

議員御指摘のとおり、新たな歳入の確保は喫緊の課題であり、減少する交付税等の一般財源に

対応し、持続可能な行政運営を行っていく上で、非常に重要なことであると認識をしております。

その手法の一つとして、命名権の売却についての可否を決めていきたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） 民間活力がスポーツ振興、文化振興に寄与し、それが、まさに協働によ
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る地域の活性化にもつながっていくものと思っておりますので、ぜひこうした仕組みづくりを作

っていただきたいというふうに思います。 

そして、このことが本市と企業、そして利用者である市民の皆様にも御理解をいただいて、三

者それぞれ有益な関係ができるのではないかというふうにも思っておりますので、ぜひ取り組ん

でもらいたいと思います。 

本市としても、厳しい財政状況の中で、市民サービスを低下させず公共施設を維持していくた

めには、新たな税外収入の確保が必要であり、公共施設のネーミングライツは、うってつけの政

策であると私は考えております。 

本市には、野球場をはじめ、陸上競技場、体育館、テニスコートなどを備えた総合運動公園、

そして、文化会館をはじめとした様々な施設が多数ございます。 

有明の野球場に関しては、毎年韓国の大学生が約１か月にわたりキャンプを実施しております。

松山のテニスコートにしても、市外の団体の選手の利用が多い状況にございます。 

そして、陸上競技場、しおかぜ公園ではサッカーフェスティバルで多数県外の高校生が毎年や

ってきております。更には2020年には国体も控えている状況でございます。地元企業が命名権を

購入し、企業名や商品名の付いた競技場であれば、一気に企業側の知名度も上がるのではないか

というふうに考えております。ぜひとも、こういった考えの下で積極的なネーミングライツの導

入に向けた前向きな検討を、市長にはお願いしたいというふうに思いますけれども、最後に市長

の思いをお聞かせていただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 鹿児島県が所有する施設においても売却がスムーズにいかなかったこと

もあり、我々が考えているほど民間企業等において、この命名権に対するメリットは感じられて

いないのではないかというのが素直な感想でございます。 

経営者として、広告宣伝費として考えるのか、社会貢献として考えるのかはあるにせよ、単純

に買ってくださいと言っても売却できるものではないと考えております。 

命名権を市が売り出す商品であると考えた場合、企業の皆様方が、ぜひ購入したいと思えるよ

うに、商品そのものの魅力を高めたり、魅力を伝える努力を行ったりするなどして、更に契約が

完了するまで買って良かったという商品でなければなりません。 

そのためには、売却の手法や金額などを十分に検討し、戦略的に行う必要があると認識をして

おります。 

新たな収入の掘り起こしについては、今後も積極的に取り組んでいきたいと考えておりますの

で、我々も市議会も一緒になって取り組んでいただければと考えておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

○５番（青山浩二君） 市長の思いというものは、分かったつもりでございます。 

また、明日になりますけれども、私の後ろにも「公用車の広告について」ということで、南議

員が控えております。 

どの議員も様々な視点で、いかに市の収入を増やすかということを考えているわけでございま
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す。市の総体的な予算からすると僅かかもしませんが、「小さなことからコツコツと」、「ちりも積

もれば山となる」という言葉もあります。広告事業の取り組みによって、本市の財政状況が少し

でも改善することを期待いたしまして、次の質問に移りたいと思います。 

次に、体育施設の整備についてでございます。 

現在、本市には多数の体育施設があります。その中の一つである有明野球場の整備について、

今回は質問していきたいと思います。 

本市は、子供から高齢者、障がい者まで一生涯にわたり、明るく心豊かな生活を送り、誰もが

いつでも、どこでも気軽に、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現

するため、本市スポーツ振興の理念や基本方針、基本的施策及び重点施策を明らかにする志布志

市スポーツ振興計画を作成しております。 

旧有明町時代、多くの住民の皆様の御理解と御協力を得ながら、取り組んだ結果、平成５年に

立派な野球場が完成いたしております。毎年多くの市民グループや中体連、高野連、そして海外

や国内の大学野球部からもキャンプ地として利用され、愛されている球場であり、大隅半島では

ナンバー１の球場であったと思っております。 

ここで、あえて過去形を使わせていただきましたが、実は本年８月にお隣の鹿屋市串良町にあ

る平和公園野球場がリニューアルオープンいたしました。この平和公園野球場には、私がこれか

ら質問をする三つの事項について、全て兼ね備えております。その結果、あまり知られてはおり

ませんが、高野連のお話を少ししたいと思います。これまでは大隅地区大会、大隅半島の４市５

町の全ての高校が参加する大会のことでございますが、メイン球場は有明球場、サブの球場が串

良の平和公園野球場と鹿屋市の中心部にある西原球場という位置付けでありました。 

先ほど話したように、８月に全てを兼ね備えた平和公園野球場が完成したのをきっかけに、９

月に開催された大隅地区大会は、メイン球場が平和公園野球場、サブ球場が有明球場という位置

付けになり、少し寂しさを感じているところでございます。 

ここで誤解をしないでいただきたいのは、私の今回の質問は、メイン球場としての位置付けを

取り戻すため、またナンバー１球場でなければなければならないという趣旨の下、質問をするも

のではございません。選手の安全面、閑散期におけるキャンプ地としての更なる誘致へのきっか

け、そして、野球人口が増え、それらを基に生涯スポーツ社会の実現を達成するために、これか

らする質問について整理していただきたい。これが目的でございますので、誤解のないようにお

願いしたいと思います。 

まず、そこで昨年度実績で構いませんので、野球場の利用状況、利用人数や団体数についてお

伺いします。 

併せて、この野球場の施設の現在の状況について率直に市長、それから、教育長はどのように

思い、どのように感じているのか、まずお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 有明球場につきましては、平成５年に整備し、25年が経過するところで

ございます。これまで、スポーツ少年団や曽於地区の中学校、大隅地区の高等学校、社会人等、
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多くの方々に利用され、また近年では、主に韓国大学生チーム、関西方面の大学生チームが合宿

地として利用いただき、ここ３年で利用者数は横ばいの状況でございます。 

このように幅広い方々に年間を通じて利用いただいていることについては、非常に有り難く感

じているところであり、今後も競技力の向上を図る場として、また健康増進、人と人の交流の場

として活用してまいりたいと考えております。 

利用実績については、教育長が答弁をいたします。 

○教育長（和田幸一郎君） 利用実績について、お答えいたします。 

まず、昨年度の有明野球場の利用実績でございますが、延べ89団体、8,426人の利用があるとこ

ろです。この有明野球場につきましては、これまで幅広い多くの方々に年間を通じて利用いただ

いております。 

近年では、スポーツ合宿の場としても活用がなされていることから、ますます利用者が増加す

ることを期待しており、市内のスポーツ振興だけでなく、観光・経済の振興に寄与する施設と感

じているところでございます。 

○５番（青山浩二君） 今、市長、教育長答弁にありましたように、お二人とも、この施設につ

いては、大変重要視しているというふうに感じました。 

また、この質問は、私、平成28年６月議会で「屋内練習場の整備について」ということで、同

様の質問をしております。 

また、先ほどと一緒ですけれども、前市長の答弁をちょっと紹介します。「整備に当たりまして

は、多額な予算と用地が必要となることが予想されますので、先進地の事例や各種団体の御意見

もお聞きしながら、十分調査・研究をしてまいりたいというふうに考えます」というような内容

の答弁でございました。 

そこで、この他自治体への調査・研究の結果というものをお示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 屋内練習場については、大隅半島では鹿屋市串良平和公園にあり、県内

では鹿児島市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、出水市、奄美市などに整備されているようでご

ざいます。 

鹿屋市串良平和公園の屋内練習場については、総事業費約３億9,800万円、面積が1,998㎡で、

人工芝を敷設し、野球内野、フットサル１面、ゲートボール２面などの利用がされております。

非常に利用者も多く、特に夕方以降はフットサルなど利用が多く予約がなかなか取れないといっ

たような話も伺ったところでございます。 

○５番（青山浩二君） 今、答弁にありましたように、鹿屋市におきましては、なかなか予約が

取れないというふうな状況であるということでございました。 

また、それほど人気があるということは、毎日のように利用されている。そして、にぎわいが

増しているということであると思います。 

また、この有明野球場ですが、平成26年に球場の３塁側に試合前、そして試合中のピッチャー

陣の立派な投球練習場が整備されており、有効に活用されているようでございます。このことに
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つきましては、本当に有り難い限りでございます。 

ただ、今、申し上げましたように、あくまでもピッチャーの投球練習用に造られており、十分

なスペースがあるわけではございません。 

中体連、高野連、一般社会人、そして合宿をしている大学生など、大きな大会の場合、試合前

の練習場所は選手たちは隣の市民グラウンドでウォーミングアップやキャッチボール、トスバッ

ティング等をしている状況でございます。 

市民グラウンドという位置付けでありますから、一般市民の皆さんが、散歩やジョギングをさ

れていることも多々あり、あまり好ましい状況と言えない状況であると思います。けがや事故が

あってからでは遅いと思いますが、市長は、この好ましくない状況をどう感じておりますか。 

○市長（下平晴行君） 野球場に隣接する市民グラウンドについては、野球やソフトボール、グ

ラウンド・ゴルフ、ウォーキングなど、これまで多目的に利用をいただいているところでござい

ます。 

夜間においても、散歩やウォーキングをする方が安全に利用できるように１基照明を点灯して

いるところでございます。この市民グラウンドにおいて、複数の競技が一度に行われた場合は、

確かに危険もあるところでありますが、広さも限られた施設でありますので、声を掛けながら、

お互い譲りあって利用していただきたいと考えるところでございます。 

○５番（青山浩二君） 今、市長が申されたように、そういう状況が多々見受けられるところで

ございます。私も、何度も見受けたところでございます。 

そうしたことから、試合前の練習場所をなんとかして欲しいと、屋内練習場を整備して欲しい

と、各種団体、保護者会、各チームからの強い要望も出ておりますが、こういった市民の声は市

長に届いているのか、お伺いしたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 本野球場で合宿を行っている団体からは、そのような御要望を伺ってい

るところでございます。 

○５番（青山浩二君） 要望が届いているということですので、市長も少しは気にかけていただ

いているのかなというふうに感じます。 

また、この問題につきましては、様々な課題をクリアしていかなければならないと考えますが、

例えば、用地の問題ですが、球場周辺には屋内練習場を建設できるような適当な用地はあるとい

うふうに考えます。 

または、既存の施設を屋内練習場として改修するといったような方法もあると思いますので、

様々な角度から研究していって欲しいというふうに思います。 

そして、一番の問題は、やはり財源の問題というふうに思います。こういった屋内練習場建設

に係る補助事業、こういったものは無いのでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 鹿屋市串良平和公園の屋内練習場については、県の地域振興事業を活用

して整備がされたようでございます。 

また、採択条件もありますが、スポーツ振興くじ助成を活用して整備した事例もございます。 
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○５番（青山浩二君） 今、答弁にもありましたように、他の自治体も、うまくこういった補助

事業を活用しているようでございます。本市も、うまく活用していけば、屋内練習場の建設も夢

ではないかなというふうに思います。 

現在、こういった施設がある県内の他自治体は、鹿児島市、阿久根市、薩摩川内市、日置市、

奄美市、姶良市、そして近い所では鹿屋市にあるところでござます。 

鹿屋市の例を見ますが、落成式のときは、鹿屋市出身の、当時は阪神タイガースにいましたが、

今は横浜ＤｅＮＡに所属している前田大和選手も複数のプロ野球選手とともに来賓として御来場

され、「仲間とここで自主トレをしたい」と、こういうふうに話したそうでございます。こういっ

た光景を見ると、本当にうらやましいなと感じる次第でございます。当時は、地元の子供たちも

多数来場され、目の前に憧れのプロ野球選手がいて、目を輝かせていたと聞ききました。本市の

子供たちにも、こういった経験をさせてあげたいと、より一層強く感じるところでございます。 

本市出身ではございませんが、隣の大崎町には広島カープの松山選手、西武ライオンズの榎田

選手といった有名な選手も自主トレ等で利用する可能性があります。本市にも、こういった施設

ができれば、子供たちにも直接有名な選手と触れ合う機会が格段に増えて、未来ある子供たちの

健全育成にもつながると思いますが、そういった観点から、市長どのように感じますか。 

○市長（下平晴行君） このような屋内練習場の整備がなされ、日本のトップクラスの選手が利

用いただいた際には、その選手が直接市民と触れ合っていただく機会も考えられます。そのこと

が、子供たちが競技に取り組む活力となり、それが子供たちの健全育成につながり、その中から

日本のトップクラスの選手が生まれる、そのような夢も持てるのではないかというふうに思って

おります。 

○５番（青山浩二君） また、一番のメリットは、施設を前面に押し出した合宿、キャンプの誘

致につながるところだというふうに思います。 

冒頭申したとおり、本市では韓国の大学生、そして国内の大学生の野球部が冬期に合宿を実施

しておりますが、今度の冬も韓国の大学生が来る予定というものがありますか。 

○市長（下平晴行君） 本年度も年明け１月下旬には、韓国の東国（トング）大学が有明野球場

でのキャンプを計画しており、私も楽しみにしているところでございます。 

○５番（青山浩二君） そのように合宿に来てくだされば、多額の経済効果も生まれてくると思

います。そして、過去の新聞記事でございますが、韓国の監督さんが、こう話しておられました。

「志布志市は気候が温暖で球場も良い、室内練習場があれば、プロチームが来ても大丈夫だ」と。

私は、この新聞記事を見たときに、本当にプロのチームが来てくれれば、志布志市がもっと活気

あふれるまちになるんだけどなというふうに思ったところでございました。そういう気持ちから、

屋内練習場の建設を絶対に実現して、必ずプロのチームのキャンプ誘致を成功させたいというよ

うな気持ちにかられました。１軍、２軍とはなかなかいかないかもしません。ただ、３軍もしく

は独立リーグなら施設の充実を図れば実現する可能性があると思います。プロのチームのキャン

プ誘致が成功すれば、宿泊だけでなく、それに付随する様々な、そして、ばく大な経済効果が見
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込まれるわけですが、市長、この夢みたいな話でございますけれども、市長が屋内練習場建設を

決断してくれれば夢ではなくなるかもしれません。夢を夢のままにしておくのか、実現するため

に一歩前進するための決断をするのか、市長、この今の話を聞いて、どのような感想を持たれま

したか。 

○市長（下平晴行君） 屋内練習場の整備がなされた場合には、競技力の向上や安全なスポーツ

活動、スポーツ合宿の増加による地域経済の発展等、様々な効果を生み出し、市の活性化につな

がることが予想されるところでございます。そのように考えております。 

○５番（青山浩二君） 本市にも尚志館高校、志布志高校といった野球部を持つ高校がございま

す。もちろん高校生だけではございませんが、中学生、一般社会人、韓国の大学生もそうですが、

試合前の練習場の確保や、冬期での屋外競技の練習を可能にすることは選手の競技力を向上させ

るためにも、上位大会や全国大会を目指す各チームにとっては、非常に重要な部分であると思い

ます。 

もちろん野球だけでなく、ソフトボール、サッカー、フットサル、またはレクリエーション等

でも利用できる屋内練習場が必要と考えます。 

また、運動施設という概念だけでなく、災害時の避難場所としての活用をすれば、多種多様な

用途を持った施設になるかと思います。 

児童生徒から高齢者まで、体力向上、健康増進に欠かせない、こういった施設をぜひ建設に向

けて検討していただきたいというふうに思います。 

スポーツは、人生を豊かに充実したものとし、人間の身体的、精神的な欲求に応える世界共通

の文化の一つでございます。人々が将来にわたってスポーツに親しむことは、極めて大きな意義

を有しております。 

市内に在住する選手や志布志市出身選手が全国的、そして国際的に活躍することは、市民に大

きな自信と勇気、そして希望を与え、市民意識の高揚に結び付くことになるというふうに思いま

す。 

また、青少年が競技スポーツに取り組む過程は、現代社会において失われつつある人間関係や

努力することの重要性を学ぶ絶好の機会でもあると思います。競技スポーツにおいて、試合前の

十分なウォーミングアップは、けがの防止と最高のパフォーマンスを行う上で大変重要であり、

また選手の競技力向上のためには、気象条件に左右されず、冬期でも屋外競技の練習活動が可能

となり、選手の計画的かつ継続的な育成強化が推進できる多目的な屋内練習場が必要だというふ

うに私は考えます。 

そして何より、子供たちに夢を与える機会を作り、市への経済波及と知名度アップの相乗効果

も狙えると考えております。 

市長、最後に、このことについて市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 屋内練習場は、天候に左右されることなく、年間を通じて利用できるこ

とから、競技力向上やスポーツ活動を通じた市民の健康づくりの向上につながることが予想され
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るところでございます。 

また、そういった施設が災害時の避難施設としても活用できれば、更に、その施設の有効性は

高まることが考えられるところであります。 

屋内練習場の整備がなされた際に、子供たちが夢を持ち、併せてスポーツ合宿の増加による市

への経済波及などの効果も考えられるところであります。 

現在、体育館などの屋内運動施設については、施設の老朽化や競技スポーツの多様化、類似施

設の解消など課題もあるところでございます。このため本市における屋内練習場の整備につきま

しては、市内体育館の機能の見直しの一つとして、有明体育館につきましては、屋内練習場の機

能を持った運動施設として改修をしてまいります。 

○５番（青山浩二君） また、もすごく前向きな答弁、有り難く思うところでございます。 

市民の声を大事にした決断というふうに受け止めたいというふうに思います。 

それでは、次に同じく有明野球場のスコアボードの電光掲示板化について質問をしたいと思い

ます。 

中体連、高野連の試合中によく見かける光景でございます。試合中は部員数が少ない中、子供

たちが数名スコアボードの裏に行き、あの鉄製の大きい点数盤を付けている状況でございます。

１試合交代で、子供たちがスコアボードの裏に張り付いてるわけでございますけれども、１試合

大体２時間、子供たちにとっては結構きつい作業、そして危険な作業ではないかなというふうに

思います。 

おそらく下級生の子たちがしているとは思いますが、本当は自分も近くで試合を見たい、ボー

ルを触りたいというふうに思っているはずだと思います。 

ただ、これも野球部の練習の一環だよというふうに言われればそれまでなんですけれども、ま

ず、このような状況を市長、教育長はどのように考えておりますか。 

○市長（下平晴行君） 有明野球場のスコアボードにつきましては、平成５年の整備当初から使

用されているものであり、現在では設置当時とは環境も変化し、老朽化も感じるところでありま

す。 

また、スコアボードの裏で得点の付け替えなど、数人を割り当てる必要があり、児童生徒が減

少し、一つの学校ではチーム編成も困難になっている中、負担になっていると感じているところ

でございます。 

○教育長（和田幸一郎君） お答えします。 

有明野球場につきましては、有明体育施設の一部として、スコアボードも含めまして、指定管

理者に維持管理をお願いしているところであります。 

市長の答弁にもありましたように、現在は、スコアボードの裏で得点の付け替えを行うなど、

数人を割り当てる必要があるところです。 

児童生徒が減少する中、一つの学校ではチーム編成も困難になるなど、負担になっていると感

じているところでございます。 
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○５番（青山浩二君） そこで、この球場、今、市長答弁にありましたように、平成５年に完成

したわけでございますが、供用開始から25年経っているところでございます。このスコアボード

について、これまで補修等の工事、行った実績はありますでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 野球場整備の際に一体的に整備したものであり、平成５年の整備から25

年が経過するところであります。 

その間に特に大きな修繕等は行っていない状況でありますが、平成28年度にカウントの表示を

国際基準に合わせた、ボール、ストライク、アウトの表示に変更したところでございます。 

○５番（青山浩二君） はい、分かりました。 

それでは、定期点検の実施状況、そして、耐震性の問題点というものはどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 平成５年にスコアボードを含めた野球場の整備を行っておりますが、指

定管理者により年１回年度初めに点検を実施し、必要に応じて修繕を行っている状況であります。 

また、耐震性につきましては、建築基準法が改正された昭和56年以降の工作物であり、確認を

行いましたが、特に問題はないと考えております。 

○５番（青山浩二君） はい、分かりました。 

年１回の定期点検、それから、耐震性は問題ないよということでございます。 

なぜ保守点検等を聞くかといいますと、このスコアボードの裏にいるのは、主に子供たちでご

ざいます。私も何回もスコアボードの裏に行ったことありますが、結構さび付いている箇所もあ

って老朽化が激しい所もあるところでございます。しかも、高さ３ｍ程度の所に常時いるわけで

ございますけれども、何らかの原因で壊れた場合、命の危険性さえあるわけでございます。 

そこで、市長にちょっとお伺いしますけれども、このスコアボードの裏に登ったことはありま

すでしょうか。 

○市長（下平晴行君） この御質問をいただきまして、先日スコアボードの裏に登ったところで

ございます。 

裏手は急な斜面で結構な高さがあって、また支柱やスコアボードなどがさび付いている箇所も

見受けられ、子供たちにとっては、すごく高く感じるんではないかというふうに感じたところで

ございます。 

○議長（西江園 明君） 会議中でありますが、ここでお諮りします。 

本日の会議は、時間を延長したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、本日の会議は時間を延長すること

に決定しました。 

一般質問を続行します。 

○５番（青山浩二君） 市長も登ってみて分かったと思いますけれども、結構眺めがいいかとい

うふうに思います。しかしながら、眺めがいいということは、高い所にあるということでござい

ます。完成してから25年、そして老朽化も激しく危険であります。 



 （145）

そして、何より多くの利用者から要望として、「このスコアボードを電光掲示板にして欲しい」

という声があるわけですが、市長はどうお考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 近年のスコアボードは、視認性も向上し、バックネット裏での操作が可

能となっていることから、児童生徒をはじめ、施設利用者の利便性の向上につながることが予想

されるところでございます。 

しかしながら、鹿屋市串良平和公園野球場に整備されたシンプルなもので約5,600万円とお聞き

をしております。このような整備に大きな予算が必要となりますので、十分な検討が必要ではな

いかと考えております。 

○５番（青山浩二君） 今の答弁のとおり、財政面の関係も出てくるでしょうが、電光掲示板に

すれば、いろんなメリットも多く出てくるかと思います。 

得点やチーム、選手等の表示が本部からのコンピュータ操作で一括してできるなどの利点があ

ると思います。 

そして何より、わざわざ子供たちを危険な所へ行かせなくてもいいわけでございます。 

作業の効率化、そして安心・安全な球場運営、更には、この球場で野球がしたいと思う中・高

生たち、社会人や各種団体が増えていくのではないでしょうか。そうなれば、志布志市も更にに

ぎわいが増すと考えます。こういった様々なメリットが生まれてくると思いますが、こういった

部分について、市長はどのように感じておりますか。 

○市長（下平晴行君） 有明野球場につきましては、平成26年度に５人立ち屋内屋根付きブルペ

ンや、ピッチングマシーン、平成28年度にはカウントの表示を国際基準に合わせたボール、スト

ライク、アウトとの表示に変更したところでございます。 

また、本年度におきましては、風雨により流出した土砂の補充や、内外野の段差調整、マウン

ドの調整、防球ネットなどの備品の整備を計画しており、徐々に利用しやすい環境が整いつつあ

るところでございます。 

なお、現在のスコアボードにつきましては、老朽化も感じるところであります。この有明野球

場につきましては、利用者から内外野の防球ネットの改修やナイター照明施設の新設など、様々

な整備の要望を伺っているところであります。有明野球場に関わる整備計画を策定し、整備を進

めてまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） 今、市長答弁にございました有明野球場の再整備計画の策定、本当に有

り難い答弁だというふうに思います。よろしくお願いしたいというふうに思います。 

それでは、有明野球場について最後の質問に移ります。 

内外野を囲むコンクリートフェンスを、選手の事故や負傷を防ぐ観点からラバーフェンスに改

良する考えないかということで通告しておりました。 

年間を通して利用率の高い野球場ですが、安全対策は不十分だというふうに考えます。だいぶ

昔のことで、しかも他県でのことなんですけれども、市営の野球場を借りて練習試合を行ってい

た高校生が、外野手ですが、ボールを追って、外野のコンクリートフェンスに激突、頭部を強く
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打って重傷を負ったというような痛ましい事故が多発しております。 

そして、このような野球場のコンクリートフェンスに激突して負傷する事故は、近年の打撃力

向上とともに年々更に増加傾向にあるようでございます。このようなことが起きれば、選手生命

はおろか、日常生活にも影響するのではないかなというふうに考えます。 

本市においても、フェンスにぶつかるという光景は、私も何回か見ております。幸い軽いけが

で済んでいますが、いつ重大な事故が起こらないとも限りませんし、子供たちにおいては、その

危険性も増すわけでございます。 

選手が、例えば、ボールを追うときにコンクリートのフェンスに突っ込んでいく姿を想像する

だけで、背筋がぞっと凍る思いでございます。これは中学野球では、ファールゾーンでよく見か

けることなんですが、高校生、社会人になると、力が付いてきて、ファールゾーンプラス外野フ

ェンスで、よく見かける光景でございます。 

市民の皆さん、もちろん利用者の安心・安全を確保するために、ぜひ有明野球場にラバーフェ

ンスの設置をお願いしたいという声が出ておりますが、市長は、どのようにお考えでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 現在の有明野球場の内外野を囲むフェンスは、おっしゃるとおり、コン

クリートに緑の着色を行ったものであり、近年選手の安全性確保の面から、プロ野球が行われて

いる球場においては、内外野のフェンスにラバーが設置されているようでございます。 

大隅半島内では、本年度リニューアルオープンした鹿屋市串良平和公園の野球場もラバーフェ

ンスが設置されているなど、徐々に設置が進んでいる状況でございます。 

先ほど申し上げたとおり、整備計画を策定し進めてまいりたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） また、この整備計画には、予算が掛かる事業だというふうに思います。 

ただ、先程来話しているように、軽症ではありましたけれども、競技中にフェンスに激突して

けがをしたという事例もありますので、また、人命に関わることでもございます。何かが起こっ

てからでは遅いと思います。これは早めに整備をした方がいいと私は思いますが、市長どうでし

ょうか。 

○市長（下平晴行君） 選手生命が奪われるような事態は、現在のところ起こっていない状況で

はありますが、コンクリートのフェンスがあることは、非常に危険ではないかと感じているとこ

ろでございます。 

しかしながら、他にも様々な御要望もいただいておりますので、進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○５番（青山浩二君） また、このラバーフェンスへの改良というものについても、何か補助事

業ということはないでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほどの屋内競技場と練習場と同様に採択要件もありますが、スポーツ

振興くじ助成を活用して整備した事例もあるところでございます。 

○５番（青山浩二君） ぜひですね、補助事業等をうまく活用しながら、市民が安心して利用で

きる球場運営をお願いしたいと思います。 
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ちょっと質問がズレるというふうに考えますが、このラバーフェンスに広告事業を取り入れる

自治体も増えてきております。 

先ほどのネーミングライツとは若干性質が違いますが、都市部の野球場でよく見かける内外野

のフェンスに企業が広告を出す、いわゆるフェンス広告のことですが、市長は、このことについ

て、どのようなお考えをお持ちでしょうか。 

○市長（下平晴行君） プロ野球の球場や県立鴨池野球場など、フェンスへの広告が見受けられ

るところでございます。 

先ほどのネーミングライツと同様に、導入に当たっては十分に検討し、戦略的に行う必要があ

ると認識をしております。 

○５番（青山浩二君） 今回、体育施設、その中でも有明野球場の再整備について質問してきま

した。供用開始から25年、安心・安全で子供たちから大人まで希望を与えられるような球場運営

には、そろそろ大幅な改修が必要な時期にきていると考えます。 

屋内練習場、電光掲示板、ラバーフェンス、そして、ネーミングライツ、それらが達成できれ

ば新しい有明野球場として生まれ変わることができるというふうに考えます。 

子供から社会人まで生涯スポーツの拠点として、これからの有明野球場に期待したいというふ

うに思います。 

市長、教育長、最後に三つの質問を総合的に考えて、今後の有明野球場の利活用、そして在り

方について、それぞれの思いを聞かせていただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 現在では、設置当時とは環境も変化し、徐々に老朽化も進んでいるとこ

ろでございます。 

また、利用者から様々な整備の要望も伺っております。いずれの要望についても大きな予算が

必要となることから、有利な補助事業を調査しながら、併せて有明野球場に係る整備計画を策定

し、整備を進めてまいりたいと考えております。 

○教育長（和田幸一郎君） お答えします。 

教育委員会といたしましても、施設を適正に維持管理し、そして、施設利用者の利便性の向上

を図るところでございますが、市長から答弁がありましたとおり、他にも様々な御要望をいただ

いております。 

スポーツ振興基本計画の中で、松山地区はテニスゾーン、そして、志布志地区はグラウンド・

ゴルフとサッカーゾーン。そして、有明地区は野球ゾーンというようなことで示されております

ので、今回、この有明野球場の整備もまた市長部局と連携を図りながら、整備計画を策定してい

きたいと、そういうふうに考えております。 

○５番（青山浩二君） 今、市長と教育長お二人の答弁にありました有明野球場の再整備計画の

策定、本当に楽しみにしております。 

そして、今この放送を見ている多くの市民の皆さんは、とても喜んでいるんじゃないかなとい

うふうに思います。 
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私も早速、多数の関係団体等に報告をしたいというふうに思っております。 

それでは、次の質問に移ります。 

最後に、伊﨑田地区における定住促進住宅用地についてでございます。 

この用地は、市が本年６月に分譲を開始し、７区画全てが売却されました。その７区画のうち

２区間は、現在住宅を建設中でございます。 

そして、別の２区画において、建築前の地質調査において、軟らかい層の不均一な分布が見ら

れ、「予定建築物の安全性が確保できない」という調査結果が出ました。このことにより分譲地購

入者は、地盤改良に係る費用負担を余儀なくされることになりました。購入者にとっては、非常

に不本意な結果だというふうに思いますが、市長、このことについて、どうお思いでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今回の分譲地におきましては、定住対策を基に市で分譲いたしましたが、

建築基準法第20条に、建物が社会で供される最低限の構造性能を持つことを規定し、建物の基礎

は地盤沈下に耐えられる性能を求められております。地耐力においては、計画される建築物によ

り必要な数値が異なり、今回計画されている建物が、どのようなものであるかは、施工主、施工

者の判断によるものでございます。 

建設事業者や建築士等、専門の方が、その建物のプランで、この地耐力であれば補強が必要と

判断したものであれば、費用負担の原因は、そのプランで判断された方のものと捉えております。 

○５番（青山浩二君） この事案は、本当にデリケートな問題だと思います。なぜ、このような

問題が発生してしまったのか。また、どうすれば問題解決ができるのか。このことを市と購入者

とが問題を共有していただき、最善の解決方法を見出していければというふうに私は思っており

ます。 

では、この２軒の方、そして、まだ未施工ですが、残り３軒の方々にも同じ結果が出るかもし

れません。この地盤改良に係る費用負担おおよそ70万円から100万円だそうです。購入者にとって

は、当初予定していなかった出費になってきます。何も問題なく建築できる方もいれば、このよ

うに地盤が悪く、地盤改良をしなければ建築することができない方もいらっしゃいます。私は、

極めて不平等じゃないかなというふうに感じますが、この点、市長はどう感じますか。 

○市長（下平晴行君） 地盤改良が必要である判断をどのようにされているか不明でございます

が、一般的な木造住宅の整備を図るものであれば、サウンディング調査が行われていると想定さ

れます。 

地質形状、すなわち砂質土か粘性土かで、地盤の改良方法も異なるところであります。 

費用負担根拠が現時点で不明である以上、やはり建築主がどのような築造を計画されているか

により、建設事業者が決定したことでありますので、市が意見を言える立場ではないものと考え

ております。 

○５番（青山浩二君） 今、市長、市当局ですね、そういう意見というものは分かりました。 

私は、この地盤改良に係る費用負担、これは市がすべきであるというふうに主張いたします。 

確かに分譲地完成後は、現地確認をしてもらっての売却であったということでございましたが、
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あくまでも目視できる表面部分の確認であり、地質については見ることは不可能でございます。 

やはり、見えない部分について何らかの問題が生じたら売主が負担するのが当然のような気が

いたしますが、この地盤改良に係る費用負担、私は市が負担すべきだと思いますが、市長は、ど

う考えますか。 

○市長（下平晴行君） 市としましては、宅地として適当な土地を分譲したところでございます。 

どのような調査結果だったのか、詳細を把握しておりませんので、必要な部分については、個

人の財産に関わるものですので、当事者との相談・対応等には努めていきたいと考えております。 

○５番（青山浩二君） それでは、契約内容を少し確認したいと思います。 

この分譲地について、市と購入者とで交わした契約書には、地盤改良について購入者負担であ

りますよという旨の記載はございますか。 

○市長（下平晴行君） 契約書は、志布志市定住促進住宅用地に関する条例施行規則で定めてい

るものであり、そこに地盤改良が購入者負担である旨の記載はございません。 

○５番（青山浩二君） 契約内容というものは、非常に大事な部分であると思います。 

ここに土地開発公社、市のですね、分譲する際の分譲要領がございます。これには、しっかり

とこう書かれております。「譲渡の条件」ということで、５番目になりますが、「土地は現状のま

ま分譲するもので、分譲後の一切の改良工事は自己負担となります。また、建築に当たっては、

地盤支持力調査を行い、基礎構造を十分検討の上施工してください」と。簡単に言うと、地盤改

良工事は購入者負担ですよという意味であるというふうに思います。この一文が市の契約書には

無いということでございます。契約書の不備と言われてもおかしくないと思いますが、市長は、

この点についてどう思います。 

○市長（下平晴行君） 契約書については、志布志市定住促進住宅用地の分譲に関する条例に基

づく、定住促進住宅用地譲渡契約書の様式を使用しております。「疑義が生じた場合は、甲乙誠実

に協議して定める」としております。 

○５番（青山浩二君） 日本また世界は、契約社会というふうに認識しております。不動産など

一生に一度の大きな買物になれば、より一層、その契約内容は大事になってくると思います。 

契約書に記載していないとなると、やはり売主負担が通常のやり方だと思いますが、市長どう

お考えですか。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど、はじめに申し上げたとおり、それぞれの建築プランによ

るものと考えております。 

○５番（青山浩二君） 市長の、また当局の言い分も分かりますが、それでは別の角度から、ち

ょっとお伺いしたいと思います。 

民法には、瑕疵（かし）担保責任について条文がございます。少し読み上げていきます。売買

などの有償契約において、その目的物件に一般の人では簡単に発見できないような瑕疵、瑕疵と

は見えない欠陥のことでございますが、瑕疵があった場合、売主などの引き渡し義務者が買い主

などの権利者に対して負わなければならない担保責任のことでございます。 
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また、商法でも、こういうふうにうたわれております。「売買に関し、買い主は目的物を検査し、

瑕疵を発見次第、売主に通知すれば売主の責任を問うことができる」としております。このよう

に法律では、買い主を徹底的に保護しているところでございます。 

私は、今回の地盤の支持力不足は、この瑕疵に該当すると思いますが、市長のお考えはどうで

しょうか。 

また、先ほども言いましたけれども、世界は契約の社会でございます。その契約書に記載が無

いのであれば、この観点からも法律に準じて、やはり市が負担すべきものと思いますが、どうで

しょうか。 

○市長（下平晴行君） これは支持力不足ということでございますが、詳細について把握してお

りません。 

基本的には、費用負担の原因は、建築プランによるものと考えております。 

○５番（青山浩二君） なかなかですね、堂々巡りで解決の糸口が見えてこないなというのが実

感であるところでございます。 

ただ、今回の事案については、やはり契約書に少しばかり不備があったのかなというふうに思

われても仕方がないというふうに思います。認めるべきところは真摯に受け止めて、今後のトラ

ブル防止のためにも、この契約書の契約内容を今一度見直して、今後の政策に生かすのも勇気あ

る決断ではないでしょうか。 

市長、契約内容の見直し、今後のために考えてみてはどうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 先ほども申し上げたとおり、契約書については、志布志市定住促進住宅

用地の分譲に関する条例に基づく様式を使用しております。疑義が生じた場合は、甲乙協議して

定めるものとしております。 

契約書の様式の変更につきましては、必要があれば検討してまいります。 

事案の内容が、こちらでは全然分からないというようなことで、これ以上の答弁はできないと

いうことでございます。 

○５番（青山浩二君） そうですね、私も相談者のお話を聞いて、意を決してこの場に立ってい

るわけでございます。 

何とか購入者の方々が当初考えもしなかった余計な出費を70万円から100万円ということです

が、しなくてもいい方法はないのかなと。そして、最終的には購入者の方々が納得いく解決方法

を見出すことが大事かなというふうに思います。 

現在建築中の方々、また今後施工を予定している方々、今回の事案以外にも様々な相談がある

かもしれません。そのような場合、親切丁寧に市民の側に立った対応をすることが大事であると

思います。 

今も担当課の皆さん、本当に親切な対応をしてくださっているのは十分分かっているつもりで

ございます。今後は更に、それ以上に親切丁寧な説明であったり、対応が必要になってきます。

なぜかというと、それほど購入者にとって不動産の購入というものは、そこに定住を決心し、夢
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と希望と勇気を持った一生に一度の購入であるというのは、皆さんにもぜひ分かっていただきた

いと、そう思っております。 

今後、市が予定している分譲地での今回のようなトラブル防止のためにも、契約書の内容の再

検討も含め、今後も購入者や相談者への親切な対応をお願いしたいと思いますが、最後に市長、

一言お願いできますか。 

○市長（下平晴行君） これは、瑕疵担保のことも出ましたが、建築法第20条で先ほど説明しま

した。こういう土地、全く瑕疵担保の関わらない土地の中で、こういうことがあるということは

考えられません。そのために建築基準法第20条が設定されたわけであります。 

そこも含めて、今回の分譲地を購入された方は、本市に移住・定住していただく方であります

ので、大変有り難く感じているところでございます。今後につきましては、購入者から相談があ

りましたら、丁寧な説明を行い対応していきたいと考えております。 

［青山浩二君「終わります」と呼ぶ］ 

○議長（西江園 明君） 以上で、青山浩二君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 以上で本日の日程は終了しました。 

明日は、午前10時から本会議を開きます。 

日程は、一般質問です。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでした。 

午後５時23分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（西江園 明君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西江園 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、持留忠義君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） ここで昨日の尖議員の一般質問に対する答弁について、市長から発言

の申し出がありましたので、発言を許可します。 

○市長（下平晴行君） 昨日の尖議員の個人情報保護法の運用についての一般質問におきまして、

「補助団体等から相談、問い合わせ等があった場合には、個人情報の適切な取り扱いが行われる

よう支援してまいります」と答弁を申し上げ、尖議員から、「補助団体等から相談があった場合に

は個人情報を閲覧できると理解しました」とする旨の発言があったところでございます。 

個人情報保護法の運用に、そごのないように答弁内容の説明をさせていただきます。 

答弁の趣旨は、補助団体等から相談があった場合には、個人情報を閲覧できるとの趣旨ではな

く、法に基づいた個人情報の適切な取り扱いができるよう支援を行っていくという趣旨でござい

ますので、御理解くださいますようお願い申し上げます。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（西江園 明君） 日程第２、一般質問を行います。 

順番に発言を許可します。 

まず、７番、八代誠君の一般質問を許可します。 

○７番（八代 誠君） 改めまして、皆さんおはようございます。会派、真政志の会、八代誠で

ございます。 

さて、11月下旬あたりは、本当に冬らしくなったなと感じておりました。ただ、ここ二、三日、

昼間は20℃を超える、昨日も今日も、この議場は空調が効いているということで、空調といって

も冷房です。12月に冷房をかけて会議を行う。自分も初めての体験になっているところです。 

そういった中で、私自身は秋の気配というものを本当に感じられなくなったなというふうに思

っております。夏という季節からいきなり冬に移行していくのかな、また、二、三日経てば真冬

並みの寒さに戻っていくというようなことです。 

この１年、本当に大雨あるいは台風、そして地震、私たちが、この瞬間瞬間生きているという

ことで表現すればいいのか、ちょっと分かりませんが、少し自分の中では、その試練というもの

は、重いなというふうに感じた１年でありました。 

それでは、通告書に基づき、一問一答により質問してまいります。 

今回は、有害鳥獣被害対策の１点のみについて質問いたします。 
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まずはじめに、ここ数年における有害鳥獣とされる鳥獣の捕獲頭数の推移と、捕獲報奨金の推

移についてお示しください。 

○市長（下平晴行君） 八代議員の御質問にお答えいたします。 

ここ３年間の市内の鳥獣対策の実績でございますが、鳥獣捕獲頭数の推移は、平成26年度はイ

ノシシ380頭、カラス732羽、タヌキ229頭、アナグマ218頭など、1,624頭羽。 

平成27年度は、イノシシ167頭、カラス320羽、タヌキ238頭、アナグマ331頭など、1,073頭羽。 

平成28年度は、イノシシ201頭、カラス280羽、タヌキ228頭、アナグマ205頭など、915頭羽。 

平成29年度は、イノシシ114頭、カラス336羽、タヌキ195頭、アナグマ225頭など、875頭羽でご

ざいました。 

捕獲報償金の推移につきましては、平成26年度はイノシシ326万円、カラス51万2,400円、タヌ

キ77万8,600円、アナグマ74万1,200円など、530万9,900円。 

平成27年度はイノシシ162万7,000円、カラス22万4,000円、タヌキ80万9,200円、アナグマ112

万5,400円など379万4,100円。 

平成28年度はイノシシ205万3,000円、カラス19万6,000円、タヌキ79万8,000円、アナグマ71万

8,000円など、376万6,500円。 

平成29年度はイノシシ125万円、カラス23万5,200円、タヌキ68万2,500円、アナグマ78万7,500

円など、295万8,100円でございました。 

○７番（八代 誠君） 今、平成26年から平成29年度の実績を報告していただいたわけなんです

が、これは年度によってかなりばらつきがあるように思います。例えば、平成26年、捕獲鳥獣別

に見ても、合計についても、平成26年はかなり多いなと。反して平成29年度については、平成26

年度実績に比べると、イノシシの捕獲頭数では約３分の１程度、合計でも約半数になっているわ

けなんですが、この平成26年度の捕獲については、何か特別な理由、根拠があるんですかね。 

それと、平成26年と平成29年は今、比較しましたが、平成27年、平成28年それぞればらつきが

あるんですが、ここら辺のばらつきというものは、当局はどんな判断をされているのか、平成26

年度が目立って捕獲数が多い、これについては何か特別な理由、根拠があるんですかというのが

１点。 

それから、各年度のばらつきですよね、当局はどんな判断をされてるのか、その２点について、

お示しください。 

○市長（下平晴行君） 基金から交付金に捕獲報奨金制度が改正されることになったために、平

成26年度については、狩猟期にも報償金を出していたため実績が上がっていたということでござ

います。 

ばらつきでございますが、被害対策等による減少と、ほとんどの有害鳥獣類につきましては、

多産系動物であり、一度の出産で複数頭を出産するということ、農産物残さ等の高栄養物を食し

ていること等で生存率が上昇するなどの影響で、年度によるばらつきがあると考えられます。 

○７番（八代 誠君） ということは、平成26年度は、基金を利用して狩猟期の頭数も含まれて
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いるんですよねということで理解するわけなんですが、それでは、先ほど示していただきました

平成26年度も若干あるのかもしれません。平成26年、27年、28年、29年、これは有害捕獲数、つ

まり狩猟のできる期間の数字は含まれてない、平成26年は若干というか、この数字なのかもしれ

ませんが、その猟期を含めたときには、どんな数字になるのか、捕獲された鳥獣の捕獲の種類の

違いですよね、例えば、銃器によるものなのか、わなによるものなのか、そこら辺は区別がされ

ているのかなと。 

繰り返します。１点目に先ほど示された捕獲数というのは、狩猟期間の捕獲頭数は含まれてい

ないのかなというふうに考えるんですが、その数字も含めた形で当局は把握されているのか。 

それから、捕獲頭数には銃器によるもの、わなによるものの区別はされているのか、その２点

について整理して説明をお願いします。 

○市長（下平晴行君） これは反映されておりません。狩猟期における捕獲数につきましては、

県の平成29年度の数値になりますが、イノシシ155頭、カラス14羽、タヌキ２頭、アナグマ４頭、

合計176頭羽でございます。 

それから、捕獲頭数の区分別でありますが、平成29年度は銃器によるものが、イノシシ６頭、

カラス289羽、タヌキ９頭、アナグマ19頭など、328頭羽でございます。 

わなによるものが、イノシシ108頭、カラス47羽、タヌキ186羽、アナグマ206頭など、547頭羽

でございます。 

○７番（八代 誠君） それでは、この捕獲頭数のことなんですが、ちょっと細かい質問になり

ますが、松山、志布志、有明の地域別には管理されておりませんかね。 

○市長（下平晴行君） 捕獲頭数の地区別でございますが、平成29年度、松山地区でイノシシ27

頭、カラス21羽、タヌキ67頭、アナグマ57頭など、173頭羽。志布志地区でございますが、イノシ

シ61頭、カラス304羽、タヌキ117頭、アナグマ145頭など、629頭羽でございます。有明地区です

が、イノシシ26頭、カラス11羽、タヌキ11頭、アナグマ23頭など、73頭羽でございます。 

捕獲数全体でいいますと、志布志地区が72％と最も多いようでございます。 

○７番（八代 誠君） 志布志地区が多いということで、ちょっとびっくりしたところでした。

松山、有明が群を抜いて多いのかなというふうに思っていたんですが、志布志地区の田之浦、潤

ヶ野辺りなのかなというふうに感じたところなんですが、72％が志布志地区ということでありま

した。 

それでは、有害鳥獣捕獲事業のうち、イノシシ捕獲報奨金には特別に国庫補助があったという

ふうに記憶しているんですが、それぞれの鳥獣に対する捕獲報奨金の単価はどうなっているのか。

これは平成29年度の実績で教えていただきたいと思います。捕獲した鳥獣に対する報償金の単価

ですね。お願いします。 

○市長（下平晴行君） 平成29年度の報奨金の単価ですが、国庫補助はイノシシのみでございま

すが１万3,000円、あとは単独分でございます。イノシシ5,000円、カラス700円、タヌキ3,500円、

アナグマ3,500円、ウサギ500円、サル１万5,000円、シカ5,000円でございます。 
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○７番（八代 誠君） 今、示された単価についてなんですが、市単独分、国庫補助分、それぞ

れの補助額を教えていただいたんですが、今年度については、この単価について変更はございま

せんか。 

○市長（下平晴行君） 変更の国庫補助は、イノシシ分が1,000円減額の１万2,000円でございま

す。 

単独分の変更はございません。 

○７番（八代 誠君） はい、分かりました。 

今年度から国庫補助の分が、イノシシ１頭につき8,000円であった、平成29年度実績で、今年度

から7,000円、1,000円減額されたということであります。 

それでは、本市における有害鳥獣捕獲に至るまでの流れについて、少し教えていただきたいと

思います。 

例えば、ある市民の方が農作物への被害を受けた場合、こういった場合、電話が多いと思うん

ですが、被害に遭われた方からの電話連絡後の流れについて示していただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 有害鳥獣捕獲依頼は、電話での受け付けではなくて、必ず定められた様

式による申請書を提出していただくことになっております。 

本市の有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱に定められた手続き方法で、他の市町村でも同様の取り

扱いが多いようでございます。支所から本所への関係書類の送付は、祭日、休日の前日の場合は

使送便ではなくファックス等を利用し、処理に遅れが生じないように努めております。 

その後、職員が被害の現地調査を行い、結果を基に調査票及び猟友会に依頼するための地図を

作製します。 

次に、本庁から地区猟友会長に依頼書及び地図を郵送し、猟友会長は、捕獲に当たる猟友会員

を選任し、捕獲指示をします。指示を受けた猟友会員は、現場を確認し、わなか銃器かの捕獲方

法を決定して捕獲を実施するという流れでございます。 

○７番（八代 誠君） 私もちょっと調べてみたんですが、今、市長が言われたように連絡後の

流れについては、そういうことだというふうに理解しております。 

ただ、今、市長の答弁の中にもありましたように市当局から猟友会の方に依頼をするんだとい

うことだったわけなんですが、実際その様式、私も見たことはないんですが、依頼をするそうい

う文書が指示書というような言葉が使われております。 

私は、長年土木関連の仕事に従事してきました。仕事を請け負うと、詳細なことで変更が必ず

といっていいほど生じるわけです。設計の変更時には、必ず金額も変更になりますので、発注者

から変更指示書というものをまずいただきます。ところが、契約書上は甲乙対等だというふうに

書いてはあるんですが、私の意識、今も多分そういった請負会社というところは、発注者は顧客

だというふうに思っております。お客さんなんですね。ところが、この市役所の担当課が猟友会

へ依頼するわけですから、せめてここを捕獲依頼書とかいう言葉であれば分かるんですが、指示

書なんですよね、指示書。依頼するのに指示書、それってちょっとどうなのかなというふうに感
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じているところです。適切な用語だと思われているのかどうか、そこをちょっと市長にお聞きし

たいと思います。 

○市長（下平晴行君） 確かに、捕獲を依頼するのに「指示」という用語はいかがなものかと思

いますが、捕獲は鹿児島県が基準を示しております有害鳥獣捕獲の事務取扱要領で法人が捕獲許

可を受けて、捕獲従事者に捕獲を指示し、有害鳥獣を捕獲することとされていることから、この

ような指示という文言を使用しているというところでございます。 

○７番（八代 誠君） 鹿児島県が、そういう要領で示しているからということでは理解するん

ですが、この様式というのは、まず志布志市独自のものではないんですかね。県統一あるいは全

国統一であれば仕方がないと思うんですけれども、せめて先ほどお話ししましたよ、市の独自の

様式であれば、これまでずっと指示書ということできているの分かるんですけれども、捕獲依頼

書ぐいらに、もし市独自の様式であれば検討されてもいいのかなというふうに私は考えるんです

が、どうですかね。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） この指示書につきましては、今、市長が申したとおり県の

事務要領で決めてありますので、それに則した形で県下統一、同様に使用しているところでござ

います。 

○７番（八代 誠君） 県下統一の様式であるということであれば仕方ないんですが、何かちょ

っと私はしっくりこない。もし何か検討できるようなことがあれば、やっぱり依頼するのに指示

書、何か上から目線やらせんけというふうに自分は思います。いつも市長は「市民目線で」と言

われるので、この指示書というのは、本当いただけないよなというふうに私は考えていたところ

です。 

ここで、もっと素朴な質問になります。 

有害鳥獣被害という用語についてなんですが、言葉の定義として、市長はどんなふうに認識さ

れているのか、お示しいただきたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 自然に存在する鳥獣類が全て有害鳥獣になるわけではないと認識はして

おります。 

しかし、農作物の被害等が発生して初めて有害鳥獣被害として定義されるものと認識をしてお

ります。これは例えば、虫でいいますと益虫とか害虫、これも私は同じことじゃないのかなと思

います。同じ虫でも一方の作物については益虫、一方では被害をもたらすと害虫と、そういうこ

とと同じ文言の使い方ということで理解しているところでございます。 

○７番（八代 誠君） 私も今回この質問をするということで調べてみたんですが、ちょっと先

入観が、ちょっと自分の認識がなかったかなというふうに思っていたところでした。 

調べてみると、「有害鳥獣とは、人畜や農作物に被害を与える鳥獣」、「有害鳥獣被害とは、クマ、

シカ、イノシシ、カラスなどが市街地や農地に入り込み、何らかの被害を及ぼした場合にいう」

というふうにありました。イノシシやアナグマ、そういった鳥獣の存在そのものが有害ではなく

て、発生した被害の原因が鳥獣であったと特定した場合に有害鳥獣被害というんだなということ
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を、自分も車とか散歩の途中でイノシシ、アナグマを見ると、有害鳥獣のイノシシがおる、有害

鳥獣のアナグマがおったね、電線にカラスがいっぱいとまっていると、有害鳥獣のカラスがいる

なという、存在そのものが有害ではない、害を及ぼしたときに有害鳥獣と言うんだなと。 

ただ、しかし被害を及ぼしたイノシシ、アナグマ、そういった鳥獣は、僕がやりましたよ、私

がやりましたよというコードというか、ネームとか付けるわけではないので、そういった意味で

は本当に捉え方というのが難しいんだなというふうに考えたところでした。 

今のことを前提といたしまして、平成28年７月の地元の新聞に、鹿児島県特定鳥獣保護管理検

討委員会での報告として、シカとイノシシの推定個体数が掲載されておりました。志布志市にお

いては、イノシシの推定個体数が3,827頭で鹿児島県で１位ということで、その時には９月議会で

３人ほど同僚議員が、この鳥獣被害のことで一般質問をされておりました。 

１回掲載されて、そういう推計個体数、発表されたんですが、なぜかその後については、鹿児

島県は推計をした数字というのは公表しておりません。削除されておりました。 

そこで、志布志市独自にイノシシ、あるいはアナグマとか、そういった鳥獣に対する推計個体

数というものの調査というのはされておりますか。 

○市長（下平晴行君） イノシシ等の個体数については、推計調査はしていないところでござい

ます。 

○７番（八代 誠君） そういった鳥獣の推計個体数については、調査はされていない。 

それでは、生態系に影響を及ぼす、及ぼさない、鳥獣保護の観点から考えた場合の本市におけ

る、こういった鳥獣の適正な生息可能な個体数については、どの程度が適当であるというふうに

考えられているのか。推計個体数が無い、その中で、うちは駆除のため、こんだけ獲っていかな

いかんと。残す部分の鳥獣保護から考えたときの、そういうバランスというのはどんなふうに考

えておられるのか、お示し願いたいと思います。 

○市長（下平晴行君） 適正な生育可能数について、どの程度が適正かどうかの判断は大変難し

いことだと考えております。生育数を適正な水準に減少させる目的で、鳥獣保護管理法を根拠と

する指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を県で作成し、平成35年度までに個体数を半減させる目標

を立てております。本市の平成26年度の推定個体数は、3,827頭となっておりますので、単純に計

算すれば1,914頭が目標値となるようでございます。 

○７番（八代 誠君） 私もちょっと調べてみたところ、そういう参考資料には、個体数や生息

密度を把握する調査方法が我が国では確立していないので、推計個体数については、本当に数字

を出すのが難しいんだというふうに書いてありました。 

それでは、ここで本市の対応策についてお尋ねしたいと思います。 

現在市として、鳥獣被害に対しての予防策、被害対応策にはどんな補助制度があるのか、お示

し願いたいと思います。 

○農政畜産課長（重山 浩君） 予防策等ですが、農政畜産課の方で電気柵の支援を１基当たり、

事業費の３分の１で、上限２万5,000円の支援をしているところでございます。 
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○７番（八代 誠君） 予防策もですけど、被害対応策は他にはないですかね。予防策、先ほど

の有害鳥獣捕獲補助金、あと市の方にもあったと思いますが、そこについてお示しください。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 新規に免許を取る場合、講習会を受けて受験するというこ

とになっておりますので、講習会費用、これが１万円となっております。現在はその半額を補助

しているところでございます。 

○７番（八代 誠君） 大きな柱として、三つほどあるんだなというふうに考えています。先ほ

ど農政畜産課長からお示しのあった電気柵設置補助、それから、さっきお尋ねしました有害鳥獣

の捕獲に対する補助金と猟銃免許講習会の助成金、講習会は１万円だけれども、半分の5,000円を

補助しているということでありました。 

その中の予防対策の補助制度として、ここにパンフレットをいただいているんですが、農業生

産対策事業の一つに電気柵設置補助というものがあって、１基当たり補助が３分の１で、限度額

が２万5,000円であるということでしたが、これを読んでいくと、まず１番に対象となる方、いろ

んな事業があるんですが、まず一番目に市内に住所を有し、かつ居住していること。私、当ては

まります。２番目に認定農業者、または認定新規就農者であること。私の場合これは入りません。

３番目、市税等に対応が無いこと。私は滞納していないので、これは対象になると。４番目にエ

コファーマーまたは環境保全型農業、直接支払い交付金の対象者であること。ただ、この下に２

番目と４番目は要件を除きますよ、電気柵の場合はですね。市内に住居を有し、かつ居住してい

ること。市税等が滞納が無いこと。この要件を満たせば、私は12ａほどの水田を持っています。

昨年までは見られませんでしたが、周りの田んぼが３件ほどですかね、今年、この電気柵を設置

されました。 

そこで、この電気柵補助金、私でも申請すれば補助対象になるのかが１点です。 

この電気柵、例えば、田んぼと畑も持っている。私一人で複数の電気柵を設置する場合には対

象になるのか。そういう複数設置されている例があれば示していただきたいと思います。 

３点目に、２万5,000円になった補助金額の根拠は何なのかということ。 

４点目になりますが、３年ほど前に川遊びをしていた家族連れが亡くなった事故が、この電気

柵に触れて、特別な使い方をされていたみたいなんですが、毎年、電気柵は設置が増えていると

思います。そういった場合の安全対策周知というものは、どんな状況なのか。 

以上４点についてお示し願いたいと思います。 

○市長（下平晴行君） １点目でございますが、これは農業生産対策事業のうち、電気柵につい

ては、認定農業者でなければならないとの条件はありません。御自身で１反２畝、12ａの水田を

作付けされていれば対象となります。 

２点目でございますが、１件で複数台設置ができます。ほ場の面積が大きくて１台では足りな

い場合や、ほ場が複数あって離れている場合でも補助金の申請は可能でございます。 

ちなみに、平成30年11月末現在、32件で50台の申請がありますが、うち11件が複数台設置をし

ております。１件当たりにしますと、平均1.6台設置ということでございます。 



 （161）

３点目の根拠でございます。過去に申請された電気柵の総事業費を台数で割った実績に基づい

て補助上限を１台当たり２万5,000円としたところでございます。 

４点目でございます。平成27年７月に電気柵付近で７人が感電し、そのうち２人が死亡した事

故が発生しております。この電気柵は近くにある農機具小屋の家庭用コンセントから電源を引い

ていたために、100ボルトの電流がかかってしまっていたと、電気柵はアジサイの花壇をシカから

守るために設置されたものであったようでございます。 

安全対策の周知については、補助金を申請される方については、注意をしていただくようお願

いをしております。また、市民の方には庁舎内にポスターを掲示し、注意を促しております。 

○７番（八代 誠君） 今のこの電気柵設置補助なんですが、これは十分に市民の方々にまだ浸

透していないのかなというふうに私は考えます。先ほどお話をしました。12ａほどの水田を持っ

ている私でも、補助対象になる。更には複数の電気柵を設置できる。これ１回申請したら終わり

なのかなというふうに皆さん勘違いしておられる市民の方々も多いですので、この電気柵補助に

ついては、また要綱は変わっていくかもしれんですよ。だけれども、平成30年度については、こ

ういった形で示されているわけですから、本当に農作物の被害で困っておられる市民の方々、た

くさんおられますので、もう少しこの周知徹底をお願いしたいなというふうに思っています。 

今、自分は田んぼを作っているというふうな表現をしましたが、稲作、つまり水稲については

農業共済制度により、ある一定の割合が被害に遭うと補償の制度があるようです。畑作について

は、そういう制度が無かったんですが、農産品の品目を問わず、収入全体を対象とした国の新し

い保険制度がスタートします。 

昨日も野村議員の質問の中にありましたが、この収入保険ですね。この新しい農産物収入保険

制度、農業共済組合が窓口になっていますが、保険の内容、あるいは本市の農業経営者、個人、

法人、加入率について把握されておりますかね。 

○市長（下平晴行君） この収入保険制度は、農産物等（マルキン制度等の対象品目は除外）の

品目を問わず、農業経営者の収入全体を対象とした保険制度でございます。農家さんが、台風災

害や病気等で収入が減少した際に基準収入の最大で90％分まで補填する仕組みとなっております。 

保険料は、保険方式の場合、最大補償限度額が80％で基準収入が1,000万円の場合は、７万2,000

円となります。積立方式の場合は、最大補償限度額が90％になり、保険料は22万5,000円を上積み

となりますが、補填金が支払わなければ翌年に持ち越すことになっております。 

加入については、本市内で現在のところ10名の方が申請をされているようでございます。 

○７番（八代 誠君） そういう意味では、本当に加入率が極めて低いなというふうに考えてい

ます。 

昨日はＴＰＰ発効に対する影響抑制支援策として、かなり有効だというふうに市長は答弁され

ましたが、本市では、まだこの収入保険加入が10件だということなんですが、これ加入に対して

の啓発、もう少し周知徹底しないといけないのかなと。ちなみに自然災害のことも言われました

が、鳥獣被害で収量が下がったというものも対象になっています。ただ保険額がかなり大きいの
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かなというふうには思うんですが、昨日もありましたように価格変動に対しても、かなり有効で

はないかというふうに言われた保険制度でありますが、国も本当に力を入れたはずなのに志布志

市で10件と、これも申し込みというか、来年の４月１日からスタートする場合には、11月30日ま

でが申込期限ですよ、若干延長になったという話は聞いているんですが、多分これ以上増えない

だろうなというふうに考えております。加入率が低い、このことについて、市長どうですかね、

どんなふうに思われますか。 

○市長（下平晴行君） これは、恐らく被害が無かった場合のことを考えて、先ほどおっしゃっ

たように、掛け金が高いと、恐らくそういう点で掛けられないんじゃないかなというふうに認識

をしているところでございますが、しかし、やはりもし災害になった場合、あるいは何らかの形

で収入減になった場合には、そういう補填があるわけでございますので、このことを十分に認識

してもらうような広報活動、やはりそういう市としての中身についての情報提供をしてまいりた

いというふうに考えております。 

○７番（八代 誠君） 取り扱っているのが農業共済組合ということで、市の窓口ではないんで

すが、やはり自分を守るという意味ではいい制度だと思いますので、もう少し共同で周知活動に

力を入れていただきたいなというふうに思います。 

それでは、ここでちょっと細かい質問になるんですが、国は昨年４月になったと思うんですが、

農作物に害を及ぼす小さな動物、小動物、本市ではタヌキとかアナグマなどが対象になると思い

ます。狩猟免許が無くても、わなを仕掛けることができる。そんなふうになったわけなんですが、

この制度について、その内容と本市の対応についてはどうなっていますか。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 今、議員言われるのは、一般捕獲という捕獲方法でござい

ます。免許を持っていなくても被害があれば、その被害届と捕獲申請をしていただければ許可を

出して捕獲ができるという制度であります。 

捕獲するには、箱わなを使用した形での捕獲となります。その箱わなについては、３辺の合計

が２ｍ以下ということになっておりますので、小型のタヌキ、アナグマ等の捕獲になっているよ

うでございます。 

以上です。 

○７番（八代 誠君） 届け出があって、申請をすれば、小型箱わなについては、仕掛けること

ができる。では、この小型箱わな、確かうちの志布志市も幾つか準備してあったと思うんですが、

その箱わなについて、その数字と、狩猟免許を有していない農家さんに、その小型箱わな、もち

ろん自前で買っておられる、あるいは市から貸し出しました。結果として、小型箱わなに獲物が

かかった場合、捕獲された動物、その処分というのはどんなふうになっているんですかね。小型

箱わな、確か本庁、各支所、幾つかあったと思うんですが、その小型箱わなの数と、小型箱わな

に捕獲された動物、その後の処分の仕方というのはどういうふうになっているのか、流れについ

てお示しください。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 現在市で保持している小型箱わな５基を使用しているとこ
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ろでございます。 

あと処分の方法ですが、処分につきましては、許可申請の中で埋設という条件で許可を出して

おりますので、基本的には埋設していただくことになります。 

○７番（八代 誠君） これはなかなか捕獲も難しいかと思いますが、自分の持っている田んぼ、

畑に農家さんが、わなを仕掛けて捕獲した。その処分を自分で埋設って、ちょっときついのかな

というふうに思うんですが、埋設しか方法はないんですかね。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 基本的には、埋設でお願いしているところですが、どうし

ても埋設について厳しいようであれば、先日、市民環境課ともちょっと打ち合わせたところでご

ざいますが、それについては、野神の一般廃棄物最終処分場がありますが、そっちの方で処分し

ていただけるということで協議はしております。 

○７番（八代 誠君） 本当に、今この小型箱わなで捕獲できたタヌキ、アナグマ、小動物では

あるんですが、自分で捕獲した農家さんが、その命にとどめを刺して、その後、自分で穴を掘っ

て埋めるということについては、ちょっと抵抗があるのかな。でも今、課長の方から申請が、し

っかり手続きがなされれば一般廃棄物として受け入れも要請しているんだということですので、

そこら辺の流れをしっかりしていただければなというふうに思います。 

ここで、私たち11月19日から21日の３日間になりますが、有明を皮切りに松山、志布志の順番

で市民と語る会を開催しました。私は有明会場の方の担当でしたが、有害鳥獣被害については深

刻だと、真剣に取り組んでくださいという意見が非常に多く出されました。 

ちなみに他の地区の報告書も拝見させていただきましたが、「重要案件と捉えて予算を重点的に

振り分けて欲しい」というような意見も出されておりました。その意見、ちょっと紹介をしたい

ことが幾つかあります。これは１件目でした。 

有明町山重校区内のことなんですが、市の担当を通してだと思いますが、イノシシの被害に困

り果てていたと。だけれども、何日かかったのか分かりませんが、本当に小さな集落、自治会な

んですが、５頭集中的に捕獲していただいて、本当に助かったと、ありがとうございましたと。

困っているという事例もあったんですが、集中的に駆除していただいて本当に助かりました。今

はイノシシを見ることはありませんというような話がありました。 

ただ、その方が「イノシシの子供は獲っちゃいけないんじゃないのけ」というようなこともあ

りました。この件で捕獲してはならない動物、どんなものがいるのか、自分たちもそう言われて

即答ができませんでした。どの種類の動物はどれを獲っちゃいけない、捕獲してはいけないとい

うことも詳細が分からなくて、即答できませんでした。そのことについて詳しくここでお示しい

ただければと思います。 

２件目です。サルが１匹捕獲ができたと、その後３匹いたんだけど、１匹捕獲したら２匹は、

その後全然見かけなくなったということです。山重の方で５頭イノシシが捕れた、その事例、そ

れからサルが捕れた事例、分かればお示しいただきたいと思います。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 基本的には、農作物、生活環境に害を及ぼすものについて
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は、有害鳥獣という取り扱いで捕れるんですが、許可の範囲は、市の許可で捕れるもの、あと県

の許可で捕れるもの、あとは国の環境大臣の許可で捕れるもの、それぞれ分類がしてありますの

で、鳥獣がどれに当てはまるかによって、それぞれの許可を取るような形になっております。 

サルにつきましては、今年の初め有明の伊﨑田の方で１件、サルを捕獲したところでございま

す。この被害については、いちご農家でありまして、かねてからの報告がありまして、やっと捕

れたという実績でございます。 

○７番（八代 誠君） １点目なんですが、参加した議員の中にも捕ってはいけない、捕獲して

はならない種類というか名目について、狩猟免許を捕られた議員がおりまして、イタチの雌は捕

っちゃいけないんじゃなかったかなというような発言があったと思うんですが、捕獲してはなら

ない種類というのは分かりますかね、絶対捕獲したら駄目なんだよという、そこをちょっとお示

しください。 

会場では、「イノシシの子供を捕っちゃいけないんだよね」、自分もそれを聞きながら子供って

どこからどこまでが子供なのかなというふうに考えたりもしたんですが、何か種類、そういった

捕獲してはならないもの、即答できなかったので、そのことについてお願いします。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） ここで即答で、鳥類はこれこれ、獣類はこれこれと、ちょ

っと今は言えないところですが、中には国指定の保護されている鳥獣がありますので、それにつ

いては基本的には捕ってはいけない種類なのかなと考えています。 

○７番（八代 誠君） また後もって、その種類については、資料をいただければというふうに

思います。 

確認なんですが、イノシシの子供は捕獲しても大丈夫ですかね。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 子供についても捕獲可能となっております。 

○７番（八代 誠君） 問い合わせというか、会場の中では「イノシシの子供は捕っちゃいけな

いんでしょ」と言われて即答はできませんでしたので、イノシシについては、子供まで捕獲して

も構わないということで大丈夫ですよね。 

はい、分かりました。 

ここまでが１項目目になるんですが、２項目に、ここからやっと入っていきたいと思います。 

本市が抱える有害鳥獣被害対策には、多くの課題があると思いますが、今後どのように対応し

ていくのかについて聞いていきたいと思います。 

最近、特に住宅周辺でも頻繁にアナグマやイノシシを見かけるようになりました。この有明本

庁から桜山の方を通って下りていくと、右側に印刷屋さんがあるんですが、そこの敷地の周りに

ピンクのテープが張ってありました。ここもイノシシが出るのかな。ですから市役所本庁周辺に

もイノシシ、左側には相当な住宅等があったりするわけなんですが、個体数自体が増加傾向にあ

るんだなというふうに、これは間違いないなというふうに考えています。 

被害対策には、うちの市もやっているんですが、未然防止の観点と捕獲駆除の観点、この２点

があるのかなというふうに思いますが、このことは同時に進めていかなければならないというふ
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うに考えています。 

そこで、本市の鳥獣被害防止計画、今年度また新たに計画が作られたわけなんですが、一つ目

に、この志布志市鳥獣被害対策実施隊という言葉が出てくるんですが、その構成と作業内容につ

いて、お示しいただきたいと思います。 

二つ目に取り組み重点地域が設定されていますが、農作物の被害は市内全域であると考えます。

ただ、まだ人的被害というのは自分はちょっと聞いたことは無いんですが、住宅密集地でもイノ

シシを、本当に見かけるようになったということ。このイノシシに限っては、特に田之浦、伊﨑

田が多いというふうに計画書にも示してあるんですが、重点地域での取り組み、今年は松山にな

っていますが、松山は重点的にやるんだぞ、そうでない有明、志布志とどんな違いがあるのか、

何を特別にやっていこうとするのか、その手法や対策について示していただきたいと思います。 

三つ目に年度別の捕獲計画数は、今は年度途中なんですが、平成29年度までの実績は先ほどお

伺いしたんですが、今年度どの程度成果が上がっているのか、残すところあと３か月ぐらいにな

るわけなんですが、数字を把握していればお示し願いたいと思います。 

○市長（下平晴行君） まず１点目でございます。 

志布志市鳥獣被害対策実施隊につきましては、現在市役所本庁担当課職員５名、各支所担当課

職員４名、及び外部職員２名の計11名で構成をしております。 

被害現場の調査、確認、被害拡大防止の指導、助言、被害防止啓発等を行っております。 

２点目でございますが、国有林を含む山間部が多いということで設定してありますが、特に手

法や対策は講じていないところでございます。なお、過去の事例でございますが、平成28年度に

松山町猟友会で、わな猟によるイノシシ捕獲を条件に国有林入林届が受理され、一斉に捕獲が実

施されたところでございます。 

３点目でございます。今年の捕獲実績について、イノシシは計画に対しまして、上向き傾向で

ございますが、数字等は出しておりません。 

以上でございます。 

○７番（八代 誠君） はい、分かりました。 

最後の質問になっていくんですが、先進地といわれる九州の長崎、大分あたりでは、いろんな

支援策というものが確立しています。 

本当は、ここでいくつか紹介して、市長どうですか、こんな支援策をとったらどうですか、私

もさつまいも農家さんに言われたことがありまして、「自分たちは作物を守るつもりで自分たちの

生活を守るつもりで狩猟免許を取ったんだ」と。電気柵、それから、わなも購入していかなけれ

ばいけない、被害に遭えば作物に対する利益は減っていく、しかし防御対策もしていかなければ

いけない。「狩猟を目的として免許を取ったわけではない。獲物を捕獲してそれを食するために免

許を取ったわけではないのに狩猟税がかかるんですよ、これって市で何とかできませんか」とか

ですね、そういう話を聞いたところでした。 

防御していくためには、防護対策、あるいは住み分け対策、捕獲対策。防護対策では、この志
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布志市では電気柵のことだと思います。ただ九州管内、会派でいろんな所に研修に行かせていた

だくと、大分県、熊本県あたりは侵入防止柵、多分メッシュと一般的には言われるんですが、今

回、問い合わせを農政畜産課の方にしましたら、「シカの防御対策じゃないですか」と言われたん

ですが、「いやいやイノシシですよ」というようなお話をしたところです。うちは、電気柵で十分

なのかというふうに考えておられるのかなというふうに思ったところなんですが、先進地といわ

れる所はメッシュも補助対象にされていると。 

それから、住み分けも有害鳥獣となる鳥獣に対して、あんたたち、ここから先は人間がいるん

だよというような住み分けをするために、草刈りとか、あるいは鹿児島弁でいうヤボジラですよ

ね、ヤボジラにならんように、ヤギを放牧したりとか、そういったものがあります。 

捕獲対策としては、本当にこれは人手、それから捕獲に対する報奨金、もうちょっと上げられ

ないですかというような、そういった話になっていくわけなんですが、結局財源の確保をじゃあ

どうしていくかということになるわけです。そういったときに、私も議員になって初めて知った

んですが、鹿児島県は森林環境税というものを県民の方々に課しているんですね。この森林環境

税、議長いいですかね特別に、テーマからちょっとはずれるのかもしれませんが、森林環境税、

これ分かれば、ちょっとお示しをいただけませんかね。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） この県の森林環境税につきましては、一人500円という形で

課税されております。 

使用方法としましては、森林の育成、あとそういった木材の利用という形で補助金として出さ

れているようでございます。 

○７番（八代 誠君） これは課長、他の県も全国全ての県が課している税ですか。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 国内全部の市町村ではやっていないところでありますが、

その数については、ちょっと掌握していないところでございます。 

○７番（八代 誠君） 森林環境税、私は本市の林業振興対策協議会に小園議員と二人、市議会

の方から協議会に参加しているんですが、１回だけ「この森林環境税の中から鳥獣被害に対する

お金をもうちょっとどげんかならんとですか」という話をしたら、「いやいやこれは目的が違いま

すよ」というふうに言われたところなんですが。 

私、提言なんですが、最初自然環境という話もしましたが、市民と語る会の中で、特に言われ

たのが、今回、この鳥獣被害のことでした。それと市道、農道の伐採、「６月あたりに業者さんが、

きれいに払ってくれるけど、もう１か月もすれば伸び放題やらよ」と、だから年に２回、３回、

複数回道路伐採はできないか。 

それから、廃プラですね。そういった環境に関することが非常に多く出されました。私は、何

らかの財源確保のために市単独、独自で環境税みたいなものは考えられないかというふうに思っ

ています。市長どうですかね。 

○市長（下平晴行君） 現在消費税の引き上げを目前にしている状況でございますが、志布志市

独自の目的税を創設して事業のための負担を市民の方々にお願いすることの理解を得ることはな
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かなか難しいのではないかというふうに考えております。 

また、目的税の創設については、税制上の可否も含め全く検討をしてきておりません。現状で

そのような対応を選択すること自体は困難な状況ではないかというふうに思っております。 

まずは、課題を洗い出し、それらに対応し得るための組織強化を図ってまいりたいと、目指し

てまいりたいというふうに考えております。 

そして、本事業に対する市民の要望に応えるための方策が見出せて、更なる財源が必要である

と判断した場合には、充当可能な財源から対応することを検討させていただきたいと思います。 

それから、農道・市道の対応については、おっしゃるとおりでございます。これは今、建設課

の方でも協議をしているわけですが、何とか道路についての管理が、１年を通してできないのか

どうかということも、併せて検討しているところでございます。 

○７番（八代 誠君） 私は今回鳥獣被害のことで一般質問をしているわけなんですが、市民と

語る会の中で市道・農道についても、そういうお話があったということです。 

でも、この鳥獣被害、何人もの議員が一般質問をしているんですが、なんか堂々巡りでですね、

一生懸命やられているんですよ、だけど飛躍的な改善というのは、なかなかなされていないな、

捕獲頭羽数を見ればすごいですよ。だけど、やはり市民と語る会の中で「本腰を入れてしっかり

やってよ」というふうに言われたところでした。これ市長の決断しだいだと思うんですよね。私

は環境税みたいなものを市民の方々に負担していただいて、目的を持った税というのは作れませ

んかというお話をしましたが、仮に今それができないということであれば、ふるさと納税ですよ

ね、志基金の中の幾分かを市長が、この鳥獣被害、あるいは道路環境に関するものとしてですよ、

基金を創設されれば、私は可能なのかなというふうに考えるんですが、それを市長がやられるか

やられないかは、そこの胸三寸だというふうに思いますが、どうですか。 

○市長（下平晴行君） ふるさと志基金、ふるさと納税については、これはいつまでこのことが

続くかちょっと分かりませんので、この基金で対応できますとは、今のところ言えません。しか

し、この解決をするために、どういう手立てをしたらいいのかは内部で十分議論して対応してま

いりたいというふうに考えております。 

○７番（八代 誠君） 特別に税というか、私、環境税と言いましたけれども、本当、市長が言

われたように条例を改正したり、いろんな縛りがあるかと思います。ただ、私ちょっと調べてみ

たんですが、志布志市は家庭用、事業用、ごみ袋を販売しておりますよね。これ平成28年と平成

29年、ちょっと調べてみたんですが、１年間に約141万枚販売されているんですね、141万枚です

よ。販売価格なんですが、45ℓについては10枚200円で販売されています。20ℓについては10枚120

円で販売されています。 

私は伊﨑田校区で公民館の役員をやっているんですが、充て職ではないんですが、衛生自治会

の方の係もさせていただいてて、確か自分の記憶では、この袋をそろそろ卸屋さんがですね、製

造元といったらいいですかね、値上げもちょっと検討させていただかないと、非常に苦しいとい

うようなこともお聞きしました。 
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でも、例えばですよ、この141万枚売れているごみ袋が10枚セットで200円と120円なんですが、

５円、仮に目的をもって、こんな形で使用したいというようなことでいけば、141万枚ということ

は700万円ぐらいは入ってくるんですよね。５円掛ければです。でも、また袋が高くなったという

ようなことになるのかもしれませんが、方法は見つければいろいろあるかと思うんですよ。そこ

についてはどうですかね。 

○市長（下平晴行君） これは、おっしゃるとおり中身についてはよく分かりますが、目的が違

いますので、そこら辺の仕様がどうかというのは、ちょっと内部で検討させていただきたいと思

います。 

○７番（八代 誠君） 本当に環境という形でひとくくりにすると、すごい多種多様な課題とい

うのが見えてくるんですが、やはり今回、市民と語る会、３会場とも認定農業者でしたので、や

はり農業を専門とされている農家さんが、「鳥獣被害については、本当に真剣に取り組んでくれ」

ということでありました。真剣に取り組めば取り組むほど、その財源の確保というのは私はやっ

ぱり必要じゃないかな、ふるさと納税にしても時限的である、であれば、市民の皆さん方にそれ

ぞれの公平な負担をしていただくというような手法を考えれば、私は納得していただく方々が多

いのではないかなというふうに考えています。 

そういったことで、環境税、あるいは財源の確保ということについては、今後も会派の中でも

集中的に勉強して、またいずれ議論をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

以上で、私の一般質問を終了します。 

○議長（西江園 明君） 以上で、八代誠君の一般質問を終わります。 

答弁の追加があるそうですので、耕地林務水産課長。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） 先ほど、捕ってはいけない種類ということで、環境大臣が

示しているのが、全国的にヤマドリ、キジの雌。そして、鹿児島県が捕獲禁止規制しているのが

ヤマシギ、キツネとなっております。 

○議長（西江園 明君） ここで休憩いたします。 

11時30分から再開いたします。 

──────○────── 

午前11時16分 休憩 

午前11時30分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 

次に、２番、南利尋君の一般質問を許可します。 

○２番（南 利尋君） 改めまして、こんにちは。南利尋でございます。 

私事ではございますが、今年は食欲の秋を志布志産というこだわりで堪能させていただきまし

た。 
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改めて志布志産物のおいしさと、数の多さに気付かされました。あまりにもおいしいものを堪

能したことにより、11月19日の定期検診の時、職員の方に笑顔で「一段と成長しましたね」と言

われました。私は「すみません」と一言だけ言いました。自分では生活習慣を改めたつもりでし

た。でも、つもりでは駄目なんです。結果にコミットするには、強い信念と覚悟が必要不可欠で

あると再認識しました。今まさに忘年会シーズン真っただ中であります。皆さん体調管理には十

分気を付けて、気持ちよく年末年始を迎えられるように頑張りましょう。 

それでは、通告書に従って質問させていただきます。 

11月23日に志の福祉・ボランティア大会が開催されました。大会テーマが「みんなが笑がお！

志あふれる 結のまち しぶし～ともにつながり支え合う 安心して生き生きと暮らせるまちづ

くり～」でした。これは志布志市地域福祉活動計画理念でもあります。私は、参加されていた方々

の福祉の活動、ボランティア活動に対する思いに感銘を受けました。私も文教厚生常任委員とし

て全力で取り組もうと改めて思わせられました。 

そこで、福祉行政についてお伺いします。 

福祉タクシーなど、福祉サービス利用者から接遇に対する意見や要望を多く聞きます。どのよ

うに改善していく考えがあるのか、市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） 南議員の御質問にお答えいたします。 

福祉タクシー運行事業につきましては、原則自動車が無く、日用品の購入、通院等に不便を強

いられている高齢者等の交通手段を確保し、もって高齢者等の移動の利便性の向上に寄与するこ

とを目的に、市内の３タクシー業者に委託して運行をしております。 

御質問のありました、利用者からの接遇に対する意見や要望については何度か市役所にも寄せ

られ、改善すべき内容等については、その都度委託業者に連絡し改善に努めております。 

また、改善後の状況確認も行い、市民サービスの向上に努めております。 

今後も委託業者と連携を図り、市民サービスの低下を招かないようにするとともに、利用者が

安心して気兼ねなく利用できるように努めてまいります。 

○２番（南 利尋君） 福祉タクシーの利用者の中には、安心して利用できていない方が何人も

いらっしゃるという現状を教えていただきました。 

最初、高齢者の方々は、「いろいろなことで迷惑をかけているから」とか、「お世話になってい

るから」と、なかなか意見・要望を聞かせていただけませんでした。「大丈夫ですよ、思っている

ことを何でも聞かせてください」と言いますと何人もの方から本音を聞かせていただきました。 

福祉タクシーで手塚クリニックに送ってもらったら、「終わったらタイヨーまで来てください」

と言われたとか、つわぶきに行ったら「終わったらタイヨーまで来てください」とか言われたこ

とがあったそうです。足腰の悪い方には大変なことであります。ひどい事例では、「今日は１人し

かいないので駄目です」と断られたこともあったそうです。そういうことがあって利用しなくな

ったという方もいらっしゃいました。ある方は、予定の時間に行ったら出発していた。乗ろうと

したらドアが閉まった。運転手と挨拶を交わし合えない。運転が荒くて怖かった。お世話になっ
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ているからと、気持ちばかりの物をあげたりして気を遣っている方もいらっしゃったそうです。 

市長は、こういう福祉タクシーの現状をどう思われますか。 

○市長（下平晴行君） そのようなことが事実であるとすれば、これは大変遺憾なことだという

ふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） 福祉タクシーの実施要綱に「高齢者等の移動の利便性に寄与する」とあ

ります。「寄与」の意味を調べてみますと「役に立つことを行う、貢献」とありました。「貢献」

を調べてみますと、「相手を思いやり安心感を高めること」と書いてあります。ぜひ「寄与」の意

味をしっかり実行していただくことを要請します。 

他にも「申請のやり方が分からない」「大分前に申請したが、どこに連絡すればよいか分からな

い」「一人暮らしで車も無いけど、68歳だから」と数多くの意見を聞かせていただきました。 

そこで、もう一度、申請のやり方や利用手順などを誰にでも分かりやすいような形で周知する

必要があるのではないかと思います。高齢者の方でポータルサイトを利用されている方は、なか

なか少ないのが現状だと思います。一人暮らしで御存じない方もいらっしゃいました。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、これは利用される側に立った対応の取り組みをして

いかなければいけないというふうに思っております。 

そういうことを含めて、庁内で、そういう先ほどおっしゃいました苦情等を総合的に、どうい

う所に問題があるのか等々を協議をして、その福祉タクシーの役割をしっかりと担っていきたい

というふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） これまで利用者の現状で、利用者の立場で質問してきましたが、事業者

の立場で考えますと、企業としては普通タクシーがメインであるわけですから、乗務員確保がで

きないことも発生する可能性があると思われます。 

現在、本市の福祉事業に賛同をいただいている企業に負担にならないためにも、シルバー人材

センターの活用や市が福祉タクシー乗務員を募集して、福祉タクシー運行事業の在り方を検討し

ていくべきではないかと思います。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） 現在、志布志市の特性、地域地域公共交通の現状、問題点、志布志市が

目指す将来像を踏まえ、地域公共交通の在り方を地域公共交通活性化会議で検討しているととも

に、その実現に向けた施策展開の検討を行い、志布志市地域公共交通網形成計画を策定している

ところでございます。 

そういう中で、今おっしゃったようなことを十分検討してまいりたいと思います。 

○２番（南 利尋君） ぜひ前向きな検討をお願いしたいと思います。 

私は、福祉事業、ボランティア活動にオール志布志市で取り組んでいかなければならないとき

に、一つの事例、一つの行動によって、一人の行動によって趣旨にそぐわない事例が発生したと

きは、本市の福祉ボランティア活動に一生懸命取り組んでくださっている方々の努力が無になる
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可能性もあると思います。 

市長のスピードある改善と、見直しを含めた在り方の検討を要請します。 

次に、公共施設の活用について伺います。 

使用されていない公共施設の利用手続きを簡素化し、地域の方々が健康増進や交流などに気軽

に利用できる、ふれあい広場などに活用する考えはないか伺います。 

○市長（下平晴行君） 本市における公共施設の利活用については、市公有財産等利活用基本方

針に基づいて、基本的な考え方を定めております。 

御質問の出水中学校跡地につきましては、学校跡地利活用に関する基本方針により、市の施設

への転用または民間事業者への貸与と位置付けております。その後、地域と行政との意見交換の

ために設置した出水中学校跡地利活用再生委員会を開催しておりますが、具体的な整備方針は、

まだ定まっていないところでございます。 

その中で地域としましては、体育館や運動場については、今後も地域で活用したいとの声があ

ったところでございます。 

現在の管理状態としましては、地域や公民館での行事やイベントで利用できるよう公民館等と

連携して管理している状況であります。申し込みがあれば、使用は可能ということでございます。 

今後につきましては、更に出水中学校跡地利活用再生委員会を継続的に開催し、地域の要望や

意見を聞きながら有効な活用策を検討してまいります。 

○２番（南 利尋君） 今、市長がおっしゃったように、今回は一つの事例として、出水中学校

跡地について質問させていただきます。 

10月28日に地元の地域おこし団体が潤ヶ野地区、八野地区の高齢者の方に声を掛け、グラウン

ド・ゴルフ大会を開催しました。90名の方が参加されました。応援に来られた方も多くいらっし

ゃいました。両地区の方々は、ほとんどが出水中出身であります。「久々に出水中に来て同級生に

も会えたし、昔にかえったような気がする」と高齢者の方々が喜んでおられました。グラウンド

の芝は昔在学していた生徒で植えて管理をしていました。大会前日、主催者メンバーで校舎の周

りの除草作業を行っていました。市長が言われる「自分たちの地域は自分たちで守る」という代

表的な活動だと思います。どう思われますか。 

○市長（下平晴行君） これは、自治というのは、自分たちの地域は自分たちで守っていこうと

いう基本的な考え方があるわけであります。そういう中で地域の人たちが、その地域にある施設

を利活用していくというのは、大変また地域にとっても有り難いことであるし、また施設そのも

のを今おっしゃったように清掃なり、管理をしていくということができるわけでございますので、

そういうことも含めて、しっかりと対応していけるんじゃないかなというふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） 今、市長が答弁していただいたように、いろいろな方々が、例えば、こ

の前、担当課にお伺いしたところ、すごく丁寧な説明をいただきました。私が言いたいのは、出

水中学校の校庭があるわけです。校庭を高齢者の方が運動をするとか、そういう交流をするため

に、いつでも、あそこに行けば誰がいるというような感じで使っていただきたい。担当課の方が、
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いろいろ今の現状を説明してくださったときに、体育館のトイレの水道工事の検討をしてくださ

っているということでした。 

でも、体育館では１回１回開けて使わなきゃいけないという現状がありまして、そこは高齢者

の方が常に体育館の鍵を開けられるかといいますと、開けることができないわけです。であれば、

校舎の横のトイレを使えるような、今現在、水道の漏水が結構ありますので、そういう所を点検

していただき、修繕していただいて、グラウンドがいつでも気軽に使えるような状態にしていた

だきたいという要望であります。 

今、地元では、志布志市の中山間地区と言われます四浦、田之浦、森山、八野、潤ヶ野校区の

方々は、昔から皆さん基幹産業をされていて、顔見知りで交流があります。そういう方々の交流

の場になっていけばなという声が、たくさん出ております。 

市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） これはおっしゃるとおり、誰でも使える施設でなくてはいけないという

ふうに思います。 

これは、水道を止めているのは、漏水のために今止めているところでありますので、これを志

布志支所長の方に、いわゆる校舎にあるトイレが使えるように水道を引っ張って、そして、校舎

は遮断すればいいわけですから、あそこを開放していけばいいんじゃないかということで指示し

ておりますので、その辺は大丈夫だというふうに思います。 

○２番（南 利尋君） ぜひ、そういう形で本当に地域の方々が、なかなか中山間地域という所

は、みんなが集う場所が少ないものですから、スピードある検討を、対応をよろしくお願いしま

す。 

次にいきます。ＪＡそおの買い物支援事業で高齢者の方に対して、移動販売を行っていただい

ています。買い物をされる方々の中から、「みんなでお茶でも飲みたい」という意見が多くあり、

ある方の厚意により、買い物を終わった方々がサロンという形でお茶飲みをされております。 

松山地域、志布志地域で数箇所行われています。ＢＴＶでも何回も放送されています。高齢者

の方々は自分で作った煮物や団子、漬物、おにぎりなどを持ち寄って楽しく笑って、お茶を飲ん

でおられます。私も何度もお邪魔していますが、いつも団子や煮物、漬物と元気をいただいてお

ります。 

しかし、その現場が、その場所がなんと牛小屋の跡とか、廃虚になった傾いた建物の中です。

行くたびに心が痛い思いをしております。 

市長、ＪＡそおと連携を図り、いろいろな協議を行い、既存の施設の利用や建物の修繕などを

検討していただけないでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これは、そういう施設が使えるものであれば、それはお互いに協議をし

て対応してまいりたいというふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） ぜひですね、前向きな検討をしていただくようにお願いしておきます。 

次に、農業、畜産振興について伺います。 
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現在の志布志市産の農産物の販路の在り方について、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 志布志市産農畜産物の販路拡大についてでございますが、農業の現場で

は生産者の高齢化により農地が集積され、経営規模が大きくなり、１戸当たりの出荷量も増えて

きております。出荷先の選択は、生産者の判断によるところでございますが、大規模農家の多く

は需要の多い消費地へ出荷される傾向でございます。 

消費地では、志布志産として表示されているものもありますが、加工用や畜産物については、

志布志市産として販売されているものは少ないと思われます。 

そのような中でも地産地消にこだわり、市内スーパー、道の駅、販売店において野菜を販売さ

れている生産者もいらっしゃいます。 

また、畜産物においては、流通形態や取り扱いに制約が多いこともあり、志布志市産の肉を市

内で継続して販売されている実態は把握しておりませんが、県内の焼き肉店では鹿児島市内に２

店舗、薩摩川内市に２店舗、志布志和牛として提供されているようでございます。 

地産地消を基本に志布志市産の農畜産物を志布志市産として販売することは、消費者の農業へ

の理解を深め、志布志市産のＰＲになると思われますので、関係機関と連携しながら志布志市産

農産物の販路の拡大を図ってまいりたいと思います。 

○２番（南 利尋君） 今、大まかな流れを回答いただきましたが、一つの例を挙げますと、「紅

はるか」という品種のさつまいもがあります。初出荷時の価格が、本市で出荷した時と、串間市

の企業に出荷した場合１㎏当たり30円以上の価格差があります。最後の出荷時でも１㎏当たり10

円以上の価格差があります。「紅さつま」という品種でも串間に行くと「宮崎紅」というブランド

名で、「紅はるか」と同様の価格取引が行われているのが現状です。この現状を市長は、どう思わ

れますか。 

○市長（下平晴行君） これは、その地域での生産量、そして、これまでのそういう販売等々が

大きな影響を与えているんじゃないかというふうに思っております。そういう「紅はるか」が単

価的に志布志市の方で販売するのと、他県で販売するのと差があるというのは、内容的にはどう

いう状況か分かりませんが、先ほど言ったような、そういう今までの実績等が勘案されるんじゃ

ないかというふうに思っております。 

○２番（南 利尋君） 現実は、志布志市のおいしいさつまいもは、宮崎産として流通している

というのが現実なんです。 

ＪＡあおぞらの取り組みで、有明地域の中小規模農家の農産物を集荷し、Ａコープなどで販売

している事業があります。高齢者の生産者の方々は、非常に喜んでおられると聞いております。 

志布志地域、松山地域では、中小規模農家と提携した事業が少ないため、近隣の企業に流通し

ている例もあります。先日行われた市民と語る会の中で、ピーマン農家の方の意見に「生産者が

出荷した時のピーマンの味と、スーパーで売っているピーマンの味は全く違う。出荷した時点の

味を分かってもらいたい」とありました。出荷先の業者には、販売量を調整できる冷蔵庫がある

ため、見た目は全く変わらずに店頭に出せます。生産者の方は、毎日汗水流して作った物だから



 （174）

新鮮な採れ立てを食べていただきたい。食感、味、香りを味わって欲しい。消味期限、消味期限

とは「消（けす）」の「味（あじ）」の期限です。消味期限を笑味の期限、笑うに味で期限です。

「消味期限」を「笑味期限」と書き販売できれば、もっと生産者と消費者が近くに感じ合えるの

ではないかとの意見もありました。 

市長、本市の販路の在り方についての生産者の生の声です。どう思われますか。 

○市長（下平晴行君） これは、新鮮な物が採れたてで食べられるのか、それとも時間を置いて

食べているから味が劣るのか。そこら辺は生産者の方も販売者の方にも大きな影響があるという

ふうには思っております。 

ただ、「笑味期限」こういう形になれば、生産者の方も本当に経営的に、うまくいけるという思

いで、この「笑う味」というふうになっていければ、これはこれに越したことはございません。

そのためには、やはり販売経路、これをどうするかということでございますので、これは行政も

生産者も一体となって、何にどういう形で行政が支援すればできるのか、それとも生産者の方々

は自らの努力がどうなのかということも含めて、内部で十分検討してまいりたいというふうに思

います。 

○議長（西江園 明君） ここで昼食のため暫時休憩いたします。 

午後は、１時５分から再開いたします。 

──────○────── 

午前11時59分 休憩 

午後１時03分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 

○２番（南 利尋君） 昼食をはさみますと、何だか１回の議会定例会で２回一般質問をさせて

いただけるような気がしています。 

市長の答弁で終わったのですが、ちょっと帰ってテレビを観ます。 

次に、ふるさと納税の返礼品の中に、この肉の欄なんですが、鹿児島黒牛サーロインステーキ

と、鹿児島県産和牛サーロインステーキとあります。市長、この違いをお分かりでしょうか。 

とりあえず、私が説明させていただきます。 

例えば、経済連に出荷した牛は、鹿児島黒牛というブランドになります。それ以外は鹿児島県

産和牛と呼ばれます。皆さんも中にはいらっしゃると思うんですけれども、消費者には別物のよ

うな捉え方をされている方が多いのが現状です。鹿児島黒牛が日本一になってから、牛肉の返礼

品が増えております。ナンチクハムに委託している牛肉は、志布志市も曽於市も同じであります。

曽於市にある企業なので、もちろん曽於市の牛肉の返礼品の量も増えております。ナンチクハム

にも請け負える量には限界があるため、曽於市の量が増えることにより、本市の分は限られてく

るわけであります。同じ返礼品が曽於市にあっても、志布志市は品切れという現状が出てくる可
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能性があるわけです。同じ返礼品で、一日でも早い方は曽於市で納税するという方も出てくるの

ではないかと思います。 

スムーズな流通を確保するためにも対策を打つべきではないかと考えますが、市長の見解を伺

います。 

○市長（下平晴行君） この返礼品の肉のことですが、これは逆にいうと志布志市の黒毛和牛が

曽於市でナンチクハムで販売されるということは、曽於市でもこの和牛を使っていると。ですか

ら、逆に向こうにだけ流れるんではなくて、志布志市の和牛も曽於市で出る可能性も十分あると

いうふうに考えるんですが、そこら辺は中身がどうか具体的には分かりませんけれども、そうい

うお互いの肉の活用ができているんじゃないかなというふうには思っているところです。 

○２番（南 利尋君） 今、市長に答弁していただきましたナンチクハムが請け負われている、

その牛肉に対しての担当課の詳しい御説明をいただきますと、本当にサーロインステーキとか、

そういうものの需要がすごく増えているという現状であると。 

志布志市産だけでは、これからは足りなくなってしまうんだろうということであります。これ

から質問をさせていただきますが、私は畜産農家の方々に、志布志市だけでも請け負えるような

体制をとっていくべきではないかということをいろいろ話をさせていただく場面がありましたが、

それも生産者が協力し合えば、方向性は見えてくるのではないかという意見もありました。 

今まで午前中から農産物の販路、返礼品の牛肉流通の現状を述べてきました。今、市長も答弁

でおっしゃいましたが、そういう志布志市の物が曽於市で使われている。また、足りないときは、

もしかしたら、曽於市の物が志布志市で使われているという状況もあるかもしれません。 

私が提案したいのは、志布志市産の統一した商標を作るべきではないかと思います。例えば、

熊本県の「くまモン」は、世界中に名をとどろかせております。計り知れない経済効果をもたら

しております。何年も前に宮崎県の東国原前知事が、タイトルで「どげんかせんないかん」とい

う言葉と似顔絵を商標にしたら、宮崎県に大きな経済効果をもたらしました。 

二つとも県レベルの事例ではありますが、考えてみると、本市単独でもできる可能性のある事

業ではないか思います。例えば、下平市長の似顔絵などもよいのではないでしょうか、市長の見

解を伺います。 

○市長（下平晴行君） 商標の取り組みということでありますが、これはおっしゃるとおり商標

を作成することで、全国まではいきませんけれども、そういうＰＲができることは確かであると

いうふうに思います。ただ、私の顔がよいかということは別としまして、はい、よか質問だと思

います。ありがとうございます。 

○２番（南 利尋君） 提案であります。 

志布志市産で全てを統一していけば、今の販路と新たな販路開拓が現実化してくるのではない

でしょうか。志布志和牛のブランド化も必要ですが、まだまだ時間が必要だと思われます。 

志布志市で生まれた牛、志布志市で育った牛、全て志布志市産で販売できます。志布志市で採

れた農産物は全て志布志市産、ナンチクハムに委託している肉関係についても、志布志市産で統
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一することを行えば、曽於市とは違う志布志市産オリジナルの返礼品ができると考えます。 

本市には、改築すれば委託できる施設を持った企業もあります。例えば、10月から４月まで期

間限定志布志市産鍋セット、肉、魚、野菜、牛乳などオール志布志市で全国にアピールできます。

一石五鳥にも六鳥にもなります。 

今回は、値段の設定まではしておりませんが、市長、新たに志布志市産販路開拓協議会などを

立ち上げたらどうでしょうか。見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） これは、おっしゃることはよく分かります。ただ、そういう一緒にセッ

トにするということが可能かどうかという、これは保存方法とか、そういうものもありますので、

そこら辺がどこまでできるのか。これは生産者あるいは企業、事業者、そういった関係団体も関

連がありますので、そういう団体にも声掛けをしていきたいというふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） 今、答弁いただきましたが、できるかどうかは、まだ考えてみないと分

からないということです。であれば、できるかどうかではなくて、とりあえずそういう関係機関

の協議会みたいなもので何度か検討していただいて、できなければ、また違うパターンを考えれ

ばいいわけですし、できることであれば、そういう、例えば関西志布志会とか、関東でもいろい

ろあります。東京出張所も今年から頑張っておられます。そういう所にも鍋セットという形で志

布志市産をアピールするようなことも一つの方法だと私は考えます。ぜひすばらしい志布志市産

を世界にアピールできるように取り組んでいただきたいと思います。 

観光振興についてお伺いします。 

近隣自治体では、観光振興計画が着実に進められているように見受けられます。 

本市の状況について伺います。 

○市長（下平晴行君） 本市の観光振興計画につきましては、平成20年３月に策定をしておりま

す。その内容につきましては、基本目標を「志民による歓交まちづくり～おもてなし日本一を目

指して～」として、数値目標の一つ目に、観光入り込み客数。二つ目に、宿泊観光客数。三つ目

に、着地型旅行商品。四つ目に、志ツーリズム受け入れ実績。五つ目に、スポーツ合宿実績の五

つを掲げております。そのうち、二つ目の宿泊観光客数と五つ目のスポーツ合宿実績につきまし

ては、平成33年度の最終目標と設定しておりました数値を、中間年度であります平成28年度に既

に上回ることができております。なかでもスポーツ合宿については、鹿児島県で第２位の実績と

なっているところでございます。スポーツ合宿につきましては、その経済波及効果が二次波及効

果まで合わせると、２億4,000万円弱の効果があると試算されております。観光振興に大きく貢献

すると考えられることから、スポーツ合宿を柱としながら、その他の数値目標も達成できるよう

に努力してまいりたいと考えております。 

○２番（南 利尋君） 例を挙げますと、近隣の市・町では、東九州道中心市街地対策課を役所

内に置き、22億円の予算を計上し、道の駅を平成33年３月に完成予定で工事を行っています。自

主財源は14億円だそうです。 

大崎町では、ビーチバレーの町で全国大会や有名選手を呼んで大きな大会を行っております。 
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私が担当課の方に詳しい御説明をいただいたところ、今、市長の答弁どおり、サッカーフェス

ティバルやスポーツ合宿で、柱はそういうものであるということお伺いしました。 

私の考えていることは、このサッカー大会やスポーツ合宿は、本市にとってはとても大切な事

業です。 

では、このサッカー大会や合宿に来られた方が、志布志市のどこで観光をされて、志布志市の

イメージを観光地として意識していただいて、また来たいという感覚、例えばスポーツをやめて

からも志布志市の観光地に行きたいという感覚が必要ではないかということなんです。スポーツ

合宿、スポーツ大会で来られて、結局大会を終えて近隣自治体へ、最近、はやっています、テレ

ビでもよくあります雄川の滝や、そういう所、いろんな有名な所に行かれて帰られるというのが

現実ではないでしょうか。 

現在では、サッカー大会や合宿に来られた方の宿泊施設も本市では足りていない状況があり、

宿泊を近隣自治体で行っている方々も多くいらっしゃるそうです。もっと宿泊施設も、市長が今、

答弁されました宿泊施設も踏まえた観光振興のグランドビジョンを考えていくべきではないでし

ょうか。レジャー、観光、同じジャンルですけど、レジャー感覚で志布志市に来られるというイ

メージを持っていただければ、もっと入り込み客数も増えると思います。 

市長の見解をお伺います。 

○市長（下平晴行君） スポーツ合宿が、なぜ柱なのかというようなことでございますが、これ

は特にサッカーが65校、そして、サッカーの一番利点というのは、他の県との対外試合をするた

めに１週間から10日滞在していただくという大きなメリットがあるということでございます。 

今おっしゃいました観光振興のための対策はどうなのかということでございます。これはスポ

ーツ合宿に来て、志布志市に滞在していただく、あるいは高校生、大学生という年齢なんですが、

その時点でも志布志市を知ってもらうという、そして、何年か後には、志布志市は良かとこ、み

たいなところでまた来ていただく。これも観光振興の一つの柱になっているんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

今、おっしゃいましたように、観光振興の中でございますが、食を生かしたおいしいまちづく

りを基本政策の一つにも定めているところです。 

これまでも、「商店街グルメ№１決定戦」や「全国ご当地どんぶり選手権」でのグランプリ獲得

など、県内にとどまらず全国にグルメのまち志布志市をＰＲしているところでございます。 

おいしい物は人を引き寄せる力があり、遠方からでも食べに来られる方もいらっしゃるようで

すので、引き続き「グルメのまち志布志」をＰＲし、観光振興につなげていきたい。 

あわせて、今、歴史のまちづくり事業にも取り組んでおります。さんふらわあから降りて、志

布志はどこに行く所があるのかというような、こういうことも含めて、今ある文化財の活用、こ

れは保護活用ですから、活用していただいて保護していく。それとあわせて、志布志城の活用、

これも２月に全国城サミットがございます。そういうこともあわせて、人と人の交流、これは歴

史のまちづくり事業の基本的な考え方は、国土交通省、文部科学省、農林水産省が、その文化財
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を観光として使えないか、いわゆる保護活用ということを含めて、人の交流を図る。いわゆる移

住・定住と申しますが、定住にいく前に移住、これは交流人口を増やしていくことで、それが移

住・定住につながるような取り組みをしていかなければならないというふうに考えているところ

でございます。 

○２番（南 利尋君） 今、答弁をいただきましたことでも、その流れがあって、そういう移住・

定住につなげるという場面で行っているということでしたが、例えば、もちろん志布志市の歴史

のまちづくりというのは、すばらしい事業だと思っております。志布志城跡の整備も、すごく魅

力ある事業だと思っております。そこをそういう感覚で見ても、例えば、入り込み客数の可能性

として、東京、福岡、北海道にお住まいの方が歴史を感じたいという場面では、京都、奈良とい

うイメージがどうしても出てくるような気がするんです、現状ではですね。そこのイメージを打

破するということは、相当なビジョンを作り出していかないと、もちろん地元の方に愛される志

布志市のいろいろな歴史の文化財があります。志布志城跡もあります。そういう歴史のまちが、

志布志市のまちだけに存在するのであれば、そこをメインに来るということも考えられますが、

全国には規模が全く違う展開で、そういう取り組みをやっている自治体も結構多くあると思いま

す。それを踏まえた上で、もっと多くの入込客数を増やしていかなければいけないんじゃないか

ということを考えたほうがよろしいのではないかと私は思っております。 

そこで、旧志布志町が取得した夏井陣岳地区の利活用をどのように考えていらっしゃるか、お

伺いします。 

○市長（下平晴行君） 質問の市有地につきましては、昭和61年頃から夏井地区でゴルフ場開発

を進めていた県外企業が、バブル経済崩壊の影響により倒産し、平成15年にゴルフ場開発の事業

撤退となったところでございます。 

その後、当該地域の乱開発の不安や地元住民からの要望を受け、平成16年８月に志布志町ふれ

あいの森整備用地及びダグリ公園駐車場等用地として旧志布志町土地開発基金で購入していると

ころでございます。 

平成18年の合併により、志布志市土地開発基金へ編入となり、平成26年３月の土地開発基金条

例の廃止に伴い、平成27年３月に所管替えを行い、現在では志布志支所地域振興課で普通財産と

して管理をしているところでございます。 

当該地域は陣岳の森に位置する部分でありまして、市有地として取得した部分は、計243筆で約

30haであります。いわゆる虫食い状態の形で所有となっている状況であります。 

今後の活用につきましては、現在のところ具体的な検討はしていないところであります。 

ダグリ岬公園周辺整備基本計画におきましても、ダグリ岬海水浴場周辺の整備を優先している

ところでございます。 

○２番（南 利尋君） 今、市長の答弁にありました流れを、旧志布志町時代のＯＢの方でその

事業に携わっていらっしゃった方に、いろいろ勉強させていただきました。 

平成元年に旧志布志町で、夏井陣岳地区においてゴルフ場建設計画がありました。志布志町振
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興計画で、134haの土地に18ホールのコースを造り、周りにフィールドスポーツゾーンを造る計画

でした。答弁がありましたように、時代の流れと用地買収がうまくいかず、不動産会社が撤退し

たという流れです。この流れには、県も許可を出しております。おっしゃったように、そういう

地元住民の声や乱開発の阻止を目的として、仮称でふれあいの森整備用地、ダグリ公園駐車場等

便益施設整備用地として2,050万円で買収しております。 

旧志布志町が取得した土地が、約30haです。そして、夏井地区の共有地が42haあります。合わ

せますと72haです。市長、72haです。すごいことができる可能性があると思われませんか。お伺

いします。 

○市長（下平晴行君） 面積を見ればすごいことだというふうに思うんですが、これは夏井集落

の土地、個人の土地、そして先ほどありましたように、志布志市の所有が30ha、これは虫食い状

態ですので、市が、これから何かしようという取り組みはできないというふうに考えております。 

もう一つは、企業が何かここで、この70haの土地をその一部でも20haでも30haでも、何か活用

して取り組みをしたいというのであれば、市は全面的に支援してまいりたいというふうに考えて

おります。 

○２番（南 利尋君） その土地ですね、夏井地区の共有地、これを旧志布志町に買収してくれ

ないかという夏井地域の住民の方が、そういう御相談をされて、共有地は旧志布志町で、何かの

計画があれば、いつでも貸しますということ、そういう利用計画があれば使用してもいいとの合

意が買収した時にあったそうです。ということは、もし仮にそういう計画を立てれば、何かの利

用価値があると。 

今、市長がおっしゃったように、どういう状態であるかということも、まだ把握されていない

状況だと思いますし、俗に言うバブルですね、バブルの時代に、そういう買収が行われたという

ことで虫食いということでありますが、何でも例えば、虫食いであっても、虫にかまれても治療

すれば治るんです。例えば、そういう虫食いも埋めていけば、虫の食った跡は何も残らないとい

うことです。その検討も必要ではないかと思います。虫食いだから何も使えないということでは、

その72haの土地は全く意味の無い土地になってしまうと私は考えます。 

私は、時代の流れで断念された事業が、時代の流れにより求められる事業になっているのでは

ないかと考えています。 

当時は、東九州自動車道夏井インター計画はありませんでした。現在は、夏井インターができ

るという計画があります。全国にある高速を降りてすぐの観光地というのは、数多くにぎわって

おります。例えば、高速のインターがあり近くに駅がある。まさに日本を代表する東京ディズニ

ーリゾートとか、富士急ハイランドと同じ条件なんです。 

本市には、さんふらわあもあります。鬼に金棒です。現状を比べてみれば全く比べ物にならな

いと思います。しかし、二つの施設の開発前は、富士急ハイランドは全くの山林地帯でありまし

た。二十五、六年前の東京ディズニーリゾートは、海辺の空き地だったんです。今そういう状況

でありますから、比較はできないと思いますが、20年、30年前は今の夏井陣岳地区の感覚と一緒
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でありました。今こそ夏井陣岳地区のグランドビジョンを作り上げる必要があるのではないかと

私は考えます。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） 私は、市が買収している虫食い状態と、夏井集落の土地、それから個人

の土地、これは図面を見ているところです。 

これは、相続の関係等々もいろいろあるようでございますので、先ほど言いましたように、行

政がそこまで入り込んでできるものなのかどうか、これは大変厳しいというふうに思って、先ほ

どの答弁をしたところでありますが、民間の方が、この土地を使って何か開発をしたいというよ

うなことであれば、先ほど言いましたように、市としましては全面的なバックアップをしていき

たい。ただ、市が先手を打って何か事業を着手していきたいということは、今のところ考えてお

りません。 

○２番（南 利尋君） 私も全くそのとおりであります。 

市が何かをやるということでは、そういうことを提案しているわけではありません。 

30年前の旧志布志町では、夏井地区ゴルフ場建設推進プロジェクトチームを立ち上げておりま

した。立ち上げて側面からの協力体制、協力でプロジェクトチームは進んでおりました。という

ことは、行政がいろんな企業に対してアプローチしていくことが行政の役割ではないかと考えて

いるわけであります。例えば、いろんな、時間の関係上ちょっと省略させてもらいますが、例え

ば、担当課の方々と、いろいろ打ち合わせをした時には、ゴルフ場をとか、ＺＯＺＯＴＯＷＮが

今度ＰＧＡツアーを国内で開催するようなことを発表したりとか、いろんな所で星野リゾートが

景観を生かした、そういうすごい観光地づくりとか、宿泊地づくりとか、いろいろな一流企業が

国内にはいっぱいあるわけです。そういう企業にアプローチをするような志布志市の体制を作っ

ていくべきではないかということなんです。 

市長が今、答弁されたことと一緒のことなんですよ。市で何かを事業を起こせということは絶

対、絶対とは言っちゃいけないんですけど、なかなか難しいと思います。だから、そういう土地

がありますよと、もし虫食いを、多少虫食いを直して、また夏井地区の42haを使ってもいいです

よ、どこどこの何とかの企業さんということで、そういう企業に対してのアプローチが全くなさ

れていないようなことなんですね、現状はですね。 

だから、その辺をもっと、せっかく72haの土地があるわけですから、私の感覚は志布志市の中

で一番のメインになる、国際的な観光地になる可能性を秘めた場所だと思うので、最初の一般質

問から夏井陣岳地区の観光リゾートに対しての質問をさせていただいております。 

大分省きましたが、とりあえず前向きな、そういう検討をですね、72haの前向きな活用検討を

ですね、企業誘致を含めて、そこで何ができるかというビジョンを志布志市で一応提案をした上

で、そういう企業に投げかけるような方向で取り組んでいただきたいと思います。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、私は待ち行政じゃ駄目だと、待つ行政じゃ駄目だと、
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やっぱり出ていく行政でないといけないことを言っておりますので、これはおっしゃるように、

そういう企業があるか無いかというより、こういうことを目指す企業はないのかどうかというこ

とを内部でも十分検討して、そのような志布志市に入ってきて、今の土地を有効活用、利活用で

きる事業者がいないかどうかということも含めて取り組みをしてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○２番（南 利尋君） ぜひそういう取り組みをしていただいて、私が考えているのは、例えば、

串間市があります。国土交通省とタイアップして、今の事業をやっているわけです。そういう国

土交通省からの予算も組み入れて道の駅という計画を立てております。 

私は、東九州自動車道の計画があり、夏井インターが開通するまでには、もう既に出来上がっ

ている、そういう観光地、皆さんを迎えるような状態が出来上がることをイメージしていただか

なければ、時代の流れに乗っていけないんじゃないかなということで提案させていただきました。 

簡単にいいますと、志布志国際の森カントリークラブを作っていただけないかという質問で、

いろいろやらせていただきたいと思ったんですが、ちょっと時間の関係上、前向きな検討をよろ

しくお願いします。 

次に、中心市街地の活性化について伺います。 

中心市街地には、多くの空き店舗が見受けられます。行政としても空き店舗解消に向け、様々

な情報発信をしていくべきだと思いますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） 本市における空き店舗対策については、志布志市創業支援事業補助金に

より、商店街モデル地区における創業を支援しており、平成29年度におきましては、市内に２件

の新たな創業があったところでございます。 

また、平成30年度におきまして、２件の事業決定があり、うち１件につきましては、インド料

理を提供するお店で、申請者の出身は外国籍の方であります。 

以上の状況でありますが、現在のところ、空き店舗への入居者募集に特化した形での情報の集

約や発信は行っていないところでございますが、入居を決めた方にとりましては、創業支援事業

の一部成果もあったところでございます。 

以上でございます。 

○２番（南 利尋君） 今、市長が答弁していただいたとおりに、なかなか空き店舗は埋まらな

いというのが現状であります。また、市内で経営されている方とか、これから地元で店舗経営を

される方とか、そういう方々に対しては、いろいろ情報発信はされております。 

しかし、それだけではですね、市街地中心部のあの空き店舗数は絶対解消できないと私は思い

ます。 

そこで、ちょっと視点を変えてグローバル発信をしたらどうでしょうか。例えば、今、国内で、

いろんな事業を個人的に経営されている方、例えばラーメン屋さんでも何でもそうです。海外で

店舗展開をされている経営者もいっぱいいらっしゃいますね。 

また、海外から日本で、例えば表参道でスイーツ屋さんを始める企業が進出したとか結構いら
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っしゃいます。今は、やっぱりグローバルにそういう発信をしていかないと、グローバル社会の

中では結果を残せないのではないかと私は思います。例えば、今は、そういう空き店舗が数多く

あることを解消するには、例えば、ＹｏｕＴｕｂｅなどを利用して、情報発信していくべきでは

ないかと思います。いろんな国にアプローチできると思うんですね。 

例えば、韓国に対しては、志布志市で韓国料理店募集とか、中国に対しては、志布志市で四川

料理店募集、北京料理店募集とか、フランスにはフランス料理、インドにはインド料理というよ

うな情報発信をしていく、ＹｏｕＴｕｂｅとか、そういうので情報発信をしていった場合に、も

し仮に志布志市のそういうすばらしさとか、魅力を感じた方が海外からいらっしゃる場合であれ

ば、そこで例えば店を経営されたとしますね、本場に行かなくても本場の味が味わえる志布志市

ということになるわけです。それも一つの志布志市をアピールする材料にもなると思います。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） 先ほども言いましたように、今、外国の方がカレー店を２店、今、店づ

くりを含めて２店舗営業されるということでございます。 

おっしゃいますとおり、多国籍な食事ができる通りとして、町並みの形成につきましては、ま

ず、まちづくりという視点での商店街の在り方検討。多言語に対応できる体制の構築など、一部

課題もあると思われますが、人口減少社会の中で海外に目を向けた施策の展開は、今後必要にな

ってくるというふうに考えております。 

今後、新たなまちづくりにおける施策の一案として、商工会などの関係機関とも連携をしなが

ら、そのようなことがどこまでできるのか検討してまいりたいというふうに考えております。 

○２番（南 利尋君） 私は、これからは他の自治体の事例を参考にしながら、他には無い、他

に事例の無いことを考えるべきだと思っております。 

本市は、ごみ処理の分野においても、志布志モデルを作り上げました。アジアの数か国では、

志布志モデルで、ごみ処理を行っている国もあります。使用済み紙おむつの再利用も志布志モデ

ルになると思います。 

これからは、様々な分野において志布志モデルを作り上げていくことが、本市のスピードある

活性化につながっていくのではないかと私は考えます。 

市長の見解を伺います。 

○市長（下平晴行君） これはおっしゃるとおり、ごみの問題にしてもですが、やはり先取りし

た取り組みの体制を構築してきたということでございます。 

そういうことで、これから、そういう重点的に、そのモデル地区を創設して、発信していくと

いうことも大きなまちづくりになっていくんではないかというふうに思います。 

今後は、そのような効果検証を行いながら、事業の見直しをしていきたいというふうに考えて

おります。 

○２番（南 利尋君） ぜひですね、オール志布志市で一つでも多くの志布志モデルができるよ

うに取り組んでいただきたいと思います。 
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最後に、公用車の広告について伺います。 

昨日の青山議員の提案と趣旨は一緒だと思います。 

私は、公用車を市内企業の広告に利用すれば、志布志市のアピールとともに、安全に心掛けた

運転と、コンプライアンスにもつながると考えますが、取り組む考えはないか、伺います。 

○市長（下平晴行君） 本市の公用車への広告掲載につきましては、志布志市広告掲載要綱に基

づいて、平成21年４月１日に公用車広告掲載取扱要領により取り扱いが定められております。 

広告の大きさは、普通車及び軽車両については、縦40㎝、横60㎝、マイクロバスについては、

縦50㎝、横１ｍの要領で定めております。 

なお、要領の制定に合わせて募集を行ったところでありますが、今のところ応募が無く、現在

まで問い合わせも無かったということでございます。 

○２番（南 利尋君） 今、答弁していただいたように応募が無かった。私は、そういつも思う

んですけど、昨日、青山議員もおっしゃっておりました。応募者が無かったので、全てのいろん

な事業が、なかなか前に進まないという現状があると思います。応募が無いんだったら、やっぱ

りアプローチしていくことが一番必要だと思います。観光でも何でもそうだと思うんですね。や

っぱりアプローチすることが足りないということは、つかみ取れないということになりますので、

私が提案したいのは、規格が決まっているということでありましたが、規格が決まったものに対

しての広告では、なかなかそれは応募が無いような気がします。 

ある程度緩和した、そういうパターンで皆さんに情報発信していけばよいのではないかと思い

ますが、私が考えておりましたのは、企業に、ある程度の範囲内で自由にイメージしていただい

て、１台月額5,000円掛ける12か月で６万円。２年間で車検代も賄えるという、維持管理ができる

というような、そういうシステムが設けられれば、すばらしい一つの事業ではないかと思ってお

ります。 

また、今おっしゃったマイクロバスについては、もう全体的に一番分かりやすい例でいいます

と、さんふらわあがありますね、両サイドに海とさんふらわあのロゴをバッチリ大きくかいて「志

布志」と書けば、誰が見ても志布志から出航するさんふらわあというイメージがあると思います。

さっきの１台5,000円とは桁が違いますので、それは下平市長の剛腕で企業と交渉していただけれ

ば、それなりの広告料は得られるのではないかと私は考えます。 

そういう、もっと緩和した募集に変えるべきではないかと思いますが、その辺の見解をお伺い

します。 

○市長（下平晴行君） 広告する以上は、やはり市民の目に留まらないと効果というのは無いと

いうふうに思います。 

しかし、この要綱で決めているものでありますから、この要綱を変えれば、できることであり

ますので、乗用車については、この程度でいいのかなと思いますが、マイクロバスについては、

おっしゃるとおり、そこら辺の、いわゆる広告を出す側の立場に立った取り組みも必要じゃない

かなというふうには考えております。 
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○２番（南 利尋君） 車両広告に対して、もっと検討を重ねていただいて、そういう企業が、

ぜひ使わせてくれというような案をぜひ企業の方に提案していただきたいと思います。 

次に、コンプライアンスの点から考えてみますと、例えば、今、議会中継をしていいただいて

いるＢＴＶの車両があります。皆さん、ＢＴＶの車両が100㎞で走っているのを見たことあります

か。あれは、私は思いますが目立つんですね。ＢＴＶの車は、そういう自分のＢＴＶという社名

を描いて走っていますから、そういう法令遵守にもつながります。 

そして、いつもきれいに、あのＢＴＶの車は、きれいに維持されているようなふうに、私には

見えております。きたない汚れたＢＴＶの車はなかなか走っていませんね。それはやっぱり、そ

ういう広告を打って走っている、そういう自社愛といいますか、そういうものがやっぱり乗って

いる方にあるということで、きれいに保たれたりとか、コンプライアインスもしっかり守られて

いるような気がしております。 

もう一つのメリットといたしましては、例えば、なかなか市役所に来れないという方がいらっ

しゃいますね。行きたくても行けないという方もいらっしゃいます。そういう方々が、そういう

広告の付いた「志布志」という目立つような車があれば、ああ役所の車だということで、いろん

な相談をされたり、いろいろ語り合ったりできるような機会が増えるのではないかと思います。 

いつも市長が言われている「市民の声を聞く」ということにも、市役所の車だということに気

付いて声を掛けるという可能性も出てくるのではないかと私は考えております。そういう「市民

の声を聞く」ということにもつながると思いますが、市長の見解をお伺いします。 

○市長（下平晴行君） これは今おっしゃられた市民に分かりやすい公用車と併せて、一つは、

広告を表示されていると、業務上適当でない場合もございます。これは業務上ですから、これは

どこどこということは言えませんけれども、志布志市とは公用車にみんな書いてあるわけですね。 

それと、広告をして目立つのはいいんですけれども、一方では、やはり市民に対して好ましく

ないようなことも出てくるわけでございますので、そこら辺は、この公用車広告掲載取扱要領に

定めてある、そのものを遵守しながら対応できることは、しっかりと対応していきたいというふ

うに考えております。 

○２番（南 利尋君） もうちょっとなので、よろしくお願いします。 

ぜひ、例えば、今おっしゃったことも含めて、もちろん課によっては、そういうことはできな

いという課もありますし、例えば具体的な例を、港湾商工課でいいますと、こういう観光、いろ

いろありますね。そういうのは、やっぱりそれなりのことをやっていただいたりとかですね。そ

ういうできるものとできないものの区別は分かるわけですから、その辺を前向きな検討をしてい

ただければと思います。 

関連なんですが、この前担当課の方にいろいろお話をお聞かせいただいたことがあったんです

が、市長の公用車、私はいつも思っているんですが、他の自治体のレベルと同じような公用車で

あるべきではないかと思うんですね。 

例えば、担当課の方に教えていただいたのは、同じ車種で今検討していますということでお答
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えをいただいたんですが、志布志市長の安全確保ということであれば、やっぱりワンボックス的

な、普通の自治体の首長さんが乗られているような車で、どこの会議に行っても、いい意味でも

悪い意味でも、ああ市長の車というのは県に行っても分かるんですね。 

それをやっぱり、何でもそうなんですけど、自治体と、そういう整合性のあるような、整合性

といいますかね、そういうふうに考えていただければと思います。それには、確実にそれはラッ

ピングできる車なんです。例えば、小学生、中学生に対して、夏休みの思い出図画コンクールを

行ったとします。子供たちは一生懸命書きますね。金賞は市長の公用車にラッピングするんです

よ。これは志布志市の元気な子供たちが描いた志布志市長の公用車になるわけです。とても私は

志布志市をそういう企業のアピールではなくて、志布志市のほんわかした志のあるまちというイ

メージの公用車ができるのではないかと考えます。 

大手の航空会社は毎年やっています。皆さんよく見られたことあると思うんですけど、いろん

な絵とか、ピカチュウとか、本当に子供らしい感覚のものを市長の車にぜひですね、金賞受賞で

貼っていただければ、すごく子供たちも一生懸命、そういう夏休みの思い出を図画にまとめるの

ではないかと考えます。 

私が今回一般質問で提案したかったことは、いろいろな事例を参考にしながら、志布志モデル

をつくり出すということが、今の時代には一番必要ではないかなということです。他のところの

まねをしても、なかなか結果を出せるチャンスというものは確率的に少ないのではないかと思い

ます。いろんないい事例をいっぱい調査・研究していただいて、そのいろんな好材料の中から志

布志モデルというものをぜひつくっていただけるように期待して、あと市長の見解をお伺いして

終わります。 

○市長（下平晴行君） おっしゃるとおり、私は、今、行政経営指針というのを四つあげており

ます。その中に、「オンリーワン」と、いわゆる他の自治体に無いもの、そういうのを追求せよと

いうようなことを入れておりますので、そういうことも含めて、志布志市独自の取り組みの体制

づくりをしていきたいというふうに考えております。 

○議長（西江園 明君） 以上で、南利尋君の一般質問を終わります。 

ここで、２時10分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後２時00分 休憩 

午後２時09分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

一般質問を続行します。 

次に、４番、市ヶ谷孝君の一般質問を許可します。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 皆さん、こんにちは。 

お昼過ぎの一番眠い時間を過ぎまして、一日の中で一番はっきりと熱く議論ができる時間をい
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ただいたものと思っております。同僚議員の御配慮に感謝を申し上げます。 

申し遅れました、私、会派、真政志の会に所属しております市ヶ谷孝でございます。 

本日、通告書のとおりに防災行政について一般質問をしてまいります。 

本日の一般質問の主原稿は、Ａ４用紙で13枚ほどでございます。見やすく文字の大きさを大き

くして、メモ用のスペースもございますので、実質Ａ４用紙５枚ぐらいですかね、執行部の答弁

が端的に返ってくれば、すぐに終わりますので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、防災行政について、まず、この防災行政の一般質問を先にさせていただくきっかけ

といいますのが、先月、志布志市議会に設置されております三つの常任委員会が、それぞれのテ

ーマに基づいて先進地の視察に行ってまいりました。私が所属する総務常任委員会は、主に東北

地方の方に行かせていただきまして、東日本大震災の被災地を視察させていただきました。 

その報告書につきましては、本定例会の最終本会議、12月19日に委員長から議長宛てに提出さ

れますので、詳細は御覧いただきたいと思います。 

そして、その研修の中で得た気付きというものを少しでも、本市の防災行政に生かしていただ

こうと思いまして、本日この場に立たせていただきました。 

できるだけ、端的に申し上げますので、順次御回答をお願いいたします。 

まず、防災行政に係る１番項、今年の11月１日に実施されました本市の地震・津波防災訓練に

ついてであります。この件につきましては、昨日同僚の尖議員が一般質問をされ、その市長の御

回答によって概要は把握したところでございますが、改めて、下平市長が市長という立場で初め

て臨まれたこの訓練、実際に参加をされて得られた所感をお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 市ヶ谷議員の御質問にお答えいたします。 

本年２月に市長に就任して以来、私にとっては初めての地震・津波防災訓練となりました。 

当日は、志布志支所でのシェイクアウト訓練参加後、教育長と共に避難訓練の状況について視

察をしたところでございます。途中、稚子松跨道橋で車を降り、旧志布志線跡の市道を住民の方

や志布志高校の生徒、志布志カトリック幼稚園の園児などが避難されている状況を見せていただ

きました。皆さん方が真剣に取り組まれている状況を拝見し、改めて、この訓練の重要性を認識

したところでございます。 

本市は、南海トラフ巨大地震に伴う津波の発生が懸念されております。今後も引き続き訓練を

継続してまいりたいと考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 今、所感の方をいただきました。最後に市長が申していただきました

とおり、今後引き続き、この訓練、毎年ございますし、また趣旨も様々な取り組みによって、こ

の防災に対する取り組みというのは進められていくと思います。ぜひとも今おっしゃられた思い

を忘れずに、今後この防災については取り組んでいただければと思っております。 

また、昨日の尖議員の一般質問の中の答弁の中で、この訓練終了後の関係機関との意見交換会、

もしくは参加された市民へのアンケート調査によって、様々な課題であったり、評価、そして市

民のニーズ、そういったものが出てきたと思いますので、そちらについてもしっかりと受け止め
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ていただき、今後に生かしていただければと思っております。１番項については、これで終了い

たします。 

続きまして、通告書の２番項に入らせていただきます。 

こちらにつきましては、まずもって私が通告書を提出する際、質問の相手方の項目に教育長と

いうものを記載させていただきましたけれども、こちらは誤りでございました。謹んでおわび申

し上げるとともに削除をお願いいたします。 

ただしかし、本日のこの質問の中で、例えば学校であったり、子供たちであったりに触れる機

会もございますので、もしも教育委員会の方から何か補足等ございましたら、その発言を妨げる

ものではございませんので、よろしくお願いいたします。 

それでは改めまして、通告書の２番項、端的に申し上げましたら災害発生に備えた平時の準備

をどのように取り組むかということについて質問をしてまいります。 

この点につきましては、防災もしくは減災というテーマで、これまでこの志布志市議会の一般

質問の場でも、ほぼといいますか、毎回ですね、発言、質問する議員は変わりますけれども、常

に取り上げられてきたテーマでございます。下平市長が市長に就任されてからこれまで、今回を

含めて４回定例会がございましたけれども、４回とも、この防災減災についての質問はなされて

きたところでございます。それだけ重要なテーマでございますし、また毎年、本当に毎年様々な

大災害が各地で頻発をしております。そのことについて、我々議会といたしましても、危機感を

相当強く持って、当然執行部も危機管理室の設置をすることによって、その危機意識を表に出し

て、しっかりと取り組まれていることと思います。 

また、本年７月には、市長も広報紙のコラムの中で、この防災について触れて、この重要性、

そして冒頭申し上げたとおり、平時の準備の大切さについても触れていらっしゃいます。市長御

自身も、この重要性については認識をされていることと思います。 

その中で、通告書に従いまして、まず①避難タワーの設置箇所を含めた避難場所の在り方につ

いて質問いたします。 

まず、この質問をさせていただくにあたり、これまで過去の一般質問の中でも津波避難タワー

の基本構想であったり、また、それと同時に今年度委託をして策定を進めていらっしゃいます津

波避難対策緊急事業計画、また津波防災地域づくり推進計画、そして、同様に南海トラフ地震防

災対策推進計画、それぞれの防災減災についての計画が策定もしくは、これから策定を進められ

ていくことと思います。このそれぞれの計画の策定状況、または策定のめどについてお伺いいた

します。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

本市の方で、今年作成を計画しております四つの計画について、お問い合わせいただいたとこ

ろでございますけれども、まず、津波防災地域づくり推進計画、これにつきましては、現在計画

作成中ということでございまして、目標としましては、本年度中、来年の３月31日までの作成を

予定しております。この作成に伴いまして、10月初旬に地域づくり推進協議会というものを開催
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いたしまして、基本的な方向性等を協議いただいたところでございます。 

次に、津波避難対策緊急事業計画でございますけれども、これは、今年の６月22日に事前協議

書ということで、内閣府の方に提出をさせていただいております。その後、事前審査の終了を受

けまして、９月14日に内閣総理大臣宛てに、正式に協議ということで送付をさせていただいてお

ります。 

通常ですと、毎年９月、それから３月の２回、内閣総理大臣同意というのが得られるんですけ

れども、国の方のスケジュールの関係で10月にずれ込みました。10月18日に内閣総理大臣同意を

得ているところでございます。 

それから、南海トラフ地震防災対策推進計画ですけれども、これにつきましては、この緊急事

業計画と連動する計画でございます。南海トラフ法の中でも地域防災計画の中で定めるというこ

とがございまして、今年の６月に防災会議の中で提案をいたしまして、承認をいただき作成にな

ったところでございます。 

最後に、避難タワーの基本構想、基本計画でございますけれども、これもあわせて今年度中に

作成をするということで、現在作業を進めているところではございますけれども、地元住民の方々

のニーズ調査といいますか、意見を聞く必要があるということで、本日、夕方に地元のワークシ

ョップを開催するということで、作業を進めているところでございます。 

以上です。 

○４番（市ヶ谷 孝君） ４点につきまして、御回答をいただきました。 

津波防災地域づくり推進計画につきましては、今おっしゃったとおりで進めていただければと

思います。 

また、津波避難対策緊急事業計画、こちらは10月18日に総理の同意をいただけたということで

ありましたけれども、この総理の同意をもって策定なんですか。それとも同意を得た上で更にそ

こから素案をもんで正式な計画の策定という形になるんでしょうか。まず、お願いします。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

この10月18日付けの内閣総理大臣同意をもって、緊急事業計画策定ということになります。 

以上です。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 理解をいたしました。 

南海トラフ地震防災対策推進計画につきましては、６月25日の防災会議で策定ということで、

それこそ７月の市長コラムでも、そのことは触れられていましたので、そちらもしっかりと作成

したものを生かしていただければと思います。 

最後になりました、津波避難タワーの基本構想につきましては、それこそ本日、ワークショッ

プがあるということで、こちらもしっかりと、そういったニーズを受け止めながら、地域の実情

にあったものを作っていただければと思います。そちらにつきましては、本日そういった流れも

ございますので、具体的なところは突っ込んでは聞きませんけれども、１点だけ、市長御自身の

お考えといたしまして、避難困難区域、これまでの基礎的調査で、そのあたりの調査が済んだわ
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けですけれども、こちらを受けて、市長御自身が、この避難困難区域に対する避難の在り方、そ

ういったものをどう考えていらっしゃるのか、こういった避難タワーであったり、もしくは別事

業で県の方が計画をしている高台、そういったものの必要性をどういうふうに認識していらっし

ゃるのかお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 津波の際の避難につきましては、基本的には高台に避難をしていただく

というお願いをしているところでございます。 

しかしながら、予想されている津波到達時間内で避難することができない避難困難区域にお住

まいの方々もおられますので、命を守るために必要な施設であると考えているところであります。 

避難方法につきましては、現在作成中であります。津波防災地域づくり推進計画の中で津波避

難計画の見直し作業を行っているところでございます。これは、やはり避難経路をしっかり定め

ていくことは本当に大事なのかどうかというより、通常の形でいつでも市民の皆さんが、こうい

う経路だと避難がしやすいということ等の、そういう市民の皆さんに情報提供をしていく必要が

あるんじゃないかなというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） おっしゃるとおりだと思います。 

ですので、本日のワークショップであったり、様々な形で市民の声も聞きますので、みんが使

いやすいといいますか、利用しやすい、避難がしやすい、避難の形、在り方を模索していただけ

ればと思います。 

さて、今の話の中でもう１点、私の先ほどの言葉の中で、港に高台をという話がありましたけ

れども、港湾商工課の事業になるんですけれども、津波避難対策事業、こちらが今年の６月の一

般質問の中でしたか、その時に別の同僚議員が質問した時は、「まだ県から概要が下りてきていな

いので、ちょっと見通しが分からない」という答弁がございました。こちらについて、現時点で

の進捗というのは、どうなっているんでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

ただいまのは、緊急事業計画に関わることだと思いますので、私の方で御説明をさせていただ

きます。 

現在、県の方で避難高台の整備を計画されているというのは、お聞きをしております。そのこ

とに伴いまして、本市の緊急事業計画の中にも事業として盛り込んではいるところではございま

すけれども、ただ具体的に、どこの場所でどのようなものを造っていくとか、そういったものに

つきましては、まだこちらの方に情報としては流れてきてはいないところでございます。 

ただ、今後そういったものが進んでいきまして、具体的にどういうようなものになるというよ

うなことが、はっきりとした場合には、こちらの方にも当然本市の緊急事業計画の中に載せてお

りますので、情報は入ってくるというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 分かりました。先ほどの避難タワーの件であったり、避難困難区域へ

の聞き取り調査もそうですけれども、しっかりと市全体が整合性を持った形で、その高台も県の

事業ではございますけれども、しっかりと、そちらについても市民が使いやすい形というのが当
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然望ましいですので、そこはしっかりと市としても声を挙げながら取りまとめていただけるもの

と思います。 

それでは、この避難場所につきまして、もう１点お伺いします。 

例えば、東日本大震災の際、津波が押し寄せて避難所に避難をされました。津波の被害でござ

いますので、例えば、波が引いたから、じゃあすぐ家に帰れるかといったらそうでもありません

し、例えば、高台に避難をされた方は、その高台で短くない時間を過ごすことを強いられた方も

大勢いらっしゃったというふうにお聞きしました。 

この避難場所への経路も、これはもちろん最重要でございます。しかし、その避難場所に避難

をされてからの過ごし方、そこに対する準備というのも同様に重要であろうと、実際私が今回常

任委員会の視察で行かせていただいた時、ガイドをしてくださった、実際に被災された方、その

方も強くそこをおっしゃっていただきました。以前の一般質問の中で、「この避難所、高台等への

滞在時間の想定というのをどのようにしているか」という質問に対して、市側といたしましては、

「そこはなかなか一概に言えないから、大体何日とか何時間とか想定はできない」という答弁が

ございました。しかし、ここもある一定の想定の線を引いて、そこに線を引けば必要な物資量と

いうのが見えてきて、じゃあどのぐらいをふだんから準備しなければいけないかという数値も出

てくるかと思います。この想定というのは、実際にここという形で線引きはできないものでしょ

うか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

確かに、この場合、以前答弁をさせていただいたように、一概にいつまでというような線引き

は、現実厳しいというふうには考えております。 

災害時の備蓄ということであったり、避難所の指定であったりということは進めてはいるとこ

ろでございますけれども、災害の規模に応じまして、津波にしましても、最大で７ｍと言われて

おりますけれども、７ｍを超すような可能性もあるし、それ以下の可能性もある。それによって

被災の状況というのは変わってまいると思います。 

津波の際の被災者数につきましては、鹿児島県の災害被害予測調査で、最大8,000人と言われて

おります。その8,000人の方が避難をされて、それでは被災されたその場所が、いつまでにある程

度元に戻れるような状況に復旧できるのかということも、今のところは見通せないというのが現

状だと考えておりますので、今のところは、しっかりとした線引きというのは、非常に厳しいと

いうふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） こういった形で質問をさせていただいておきながらでございますけれ

ども、実際のところ、おっしゃるとおりだと思います。正確にそこを分かるのだったら、そもそ

も地震が来るのも分かるであろうと、津波が来るのも分かるであろうというところでございます。 

ただ、実際に避難をされて、そこで例えばですけれども、避難された方が食べ物が無くなって

しまうとか、そういったことがもちろんあってはいけませんし、また、この津波というのは、も

ちろんいつ来るかは分かりません。例えば冬場に来た場合、防寒の対策も、取るものも取らずと
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りあえず、命を大事に逃げてこられた方は、そういった物の準備も不十分であろうかと思います。

そういった方に対する配慮等も含めて、この避難物資の考え方というのは、慎重にかつ繊細でな

ければならないと思います。 

今、避難、備蓄の話がございました。例えば、第２次志布志市総合振興計画の中で、この防災

のところの項目の中に、救援物資の備蓄率というものがございます。まず、この救援物資という

のは、どういったものを指すのか、まず、その説明から伺います。 

○危機管理監（河野穂積君） 本市が備蓄をしております備蓄品の種類としましては、おおむね

４項目ほど、まず食料品、それから飲料水、それと寝具等の生活必需品、その他、例えば、避難

所におきます簡易ベッドでありますとか、そういった物を基本的には整備をしていくということ

で、備蓄計画に基づいて整備をしているところでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） その救援物資の備蓄率というのが、基本計画の中に出てくるわけです

けれども、この策定時期によって、最初、平成27年のときが13％、そして、平成29年度が、これ

は一般質問の中で答弁いただいたものですけれども、19％。そして、この基本計画でそもそも目

標としている平成33年度の目標数値が20％というふうに記載があるかと思います。昨年度が19％、

目標数値が、３年後ですけれども、20％、ほぼほぼ目標値まで迫ってきているのかなという認識

ではありますけれども、この救援物資備蓄率20％、これを達成した場合、これは十分な数字にな

るんでしょうか。そのあたりの補足説明を伺います。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

本市の備蓄計画での救援物資の備蓄といいますのは、基本的に津波浸水被害の対象である8,000

人を基本として当時計画を作成されているようで、その8,000人分に対しての備蓄の計画というこ

とになってございます。ただし、本市は津波のことだけを特に大きく取り上げられることがござ

いますけれども、当然地震でありますとか、今年の西日本豪雨でありますとか、そういったとこ

ろもございますので、そういったところも含めれば、まだまだ備蓄計画を見直しをしながら進め

ていかないといけないとは考えておりますけれども、現在のところでは、この津波浸水区域の

8,000人の方々に対する避難物資ということで計画を進めているところでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 再度確認ですけれども、津波で予想される避難者8,000人に対するもの

としては、この20％という目標を達成すれば十分対応は可能という認識でよろしいですか。 

○危機管理監（河野穂積君） はい、大変申し訳ございません。説明が少々足りなかったと思い

ますけれども、この20％といいますのは、その8,000人に対する、基本的には備蓄計画の中では、

その8,000人に対するということでございますので、まだまだだとは思っております。 

ただ、この備蓄品の備蓄率100％というのは、なかなか厳しいのではないかと考えております。

といいますのが、食料品でありますとか、飲料水につきましては、保存年限というのがございま

すので、本市が今、整備をしておりますのは、最大の保存年限で５年ということになっておりま

す。５年を経過する前に当然更新をしていかないといけないということになりますので、なかな

かこの食料品等につきましては、100％までもっていくことは、いたちごっこという表現は非常に
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申し訳ないんですけれども、そういった感じで進めていくことはなかなか厳しい状況にはあるの

かなというふうには考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） すみません、別に20％しかないから、何だそれと責めているわけでは

なくて、しっかりと備蓄計画が策定されておりますので、それに従って粛々と進めていただけれ

ばと思っております。 

もう１点です。避難所の運営の方ですね、避難場所についての。こちら志布志市は、避難所運

営マニュアルというものが、しっかりと策定をされて、それに基づいて災害時は避難所の運営を

執り行っていくということでございますけれども、この避難所運営マニュアルにつきまして、中

身を拝見していきますと、初動は、どうしても市役所職員であったり消防団員が、その立ち上げ

を担って、おおむねその発足から３日程度経過する頃には、避難者の方々が自主的に避難所を運

営していただくと、そういう形に移行をしていくという文言でうたっておられます。そこで、こ

の避難所運営マニュアルなんですけれども、これがそもそも配布されて、もしくはしっかりと中

身を分かっていらっしゃる範囲というのは、どこまでになっているんでしょうか。どなたに対し

て、これは提示をされているものなんでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） 今、御指摘がございましたように、昨年策定をしたところではご

ざいますけれども、実際のところ、まだ配布はしていないところでございます。 

配布の対象として考えられますのは、公民館でありますとか、また自主防災組織、そういった

所に配布していかなければならないとは考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） ぜひとも、これはですね、本当に繰り返し申し上げますけれども、災

害というのはいつ発生するか分かりませんので、できるだけ早い段階で、まずは文書で配布をし

ていただければと思います。それから習熟していくのも当然必要ですので、それはそれでまた別

に取り組みが必要だと思いますけれども、まずはこれを知らないことには、例えば私も今年度公

民館役員をさせてもらっていますけれども、実際このマニュアルを読んでみて、自分が緊急時に

は担当するんだなと思ったんですけれども、初めてそこで読んで、ああそういうものだと知った

ものですから、できれば、緊急時にはしっかりとリーダーシップをとらなければならない立場の

方には、早めの周知であったり配布をしていただければと思います。 

そして、このマニュアルの中でも、やはり被災時の一番難しくて一番重要な課題として、トイ

レの問題を挙げていらっしゃいます。このトイレ問題について、実際、市、危機管理室では、ど

のような対応になると想定、または考えを持っていらっしゃいますでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） トイレにつきましては、やはり、どの災害、どの避難所でも非常

に問題になっているところではあると認識をしております。 

現在、本市には簡易トイレというものがいくつかは整備をされているところではございますけ

れども、この件につきましては、もう少し力を入れて整備をしていく必要があるということもあ

りまして、今年度整備を予定しているところでございます。ただ、どうしても、この簡易トイレ

だけでは間に合わないというような所もありますし、場所によってはマンホールトイレというよ
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うなのも整備をされているような所もございます。ただ、こういったものの整備につきましては、

いろいろな施設管理者との協議というのも当然必要になってくると思いますし、また、便器とい

いますか、メーカーによっては、いつも使う水よりも少量の水で排水ができるというような機器

の開発もされているというようなことも聞き及んでおります。そういったものも視野に入れなが

らとは考えておりますけれども、当面は簡易トイレの整備ということで考えているところでござ

います。 

○４番（市ヶ谷 孝君） それではもう１点、この避難所運営マニュアルの中でも触れられてお

ります。例えば、乳幼児であったり、高齢者、要援護者の方に配慮した、避難所における区画割

りですね。そういったものについても、しっかりと記載がございます。この中でパーティション

等で仕切りをしたり、そういった形で配慮をしていくというふうに書かれております。 

先ほど備蓄、救援物資の中身にベッド等であったりの話がございました。このパーティション

というのは、例えば、市内に設定されている避難所１次、２次ございますけれども、その避難所

には、ある程度パーティションというものはあるんでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

パーティションにつきましては、全部の避難所をカバーできるという数は、現在持ち合わせて

いないところでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 先ほどの繰り返しになりますけれども、実際に被災された方のお話を

伺ったとき、この部分も非常にやはり重点的に配慮すべき項目としてあげられておりました。も

ちろん区画割りもそうですし、例えば、ストレスで母乳が出なくなるお母様方がいらっしゃると。

その方に対して当然粉ミルクの用意が必要であったり、その粉ミルクを作るためにはお湯が必要

であったり、そういった様々な配慮を避難所で、しっかりと想定をして、それに対応できる組織

づくり、体制づくりをすることが本当に大事なんだよという形でお話をいただいたところでござ

います。ここはなかなか難しいところではありますけれども、私なんかは、つい最近そういった

形で現地に行かせてもらったからかもしれませんけれども、まだまだ、表現は申し訳ございませ

んけれども、執行部側の危機意識も足りないんじゃないかなと、正直感じるところは多いです。

本当に、いつ来るか分からない災害に対して、常に危機意識を高めておくというのは、非常にモ

チベーションの維持、難しいところもあるかと思います。それがまた、市民の皆様にとってだっ

たらなおさらだと思います。でも、ここをしっかりと維持して、この防災計画というものを練り

上げていかないことには、実際にそういった状況が起こった場合、マニュアルどおりの対応とい

うのはできないだろうと思っております。ここをしっかりと、改めて認識をしていただいて、今

後の計画推進をしていただければと思います。 

では、すみません。少し先走りましたけれども、②番にいく前に、すみません、もう１点だけ

①番でお願いいたします。 

当然大規模災害、これは津波に限ったことではございませんけれども、発生した場合、ライフ

ラインの切断というものは当然想定をされる事態でございます。水であったり電気、ガスもです
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けれども、そういったものが遮断をされると、当然生活が不便になるわけでありまして、例えば

水は備蓄ができます。電気も装置によっては多少備蓄はできるかもしれませんけれども、例えば、

今回視察に行った東松島市であったら、実際に被災をして、このエネルギーが不足する状況を実

際体験されて、じゃあ今後こういった災害に強いまちづくりをどうしていこうかと考えた先に、

このエネルギー自給率、地域全体のエネルギー自給率を高めるまちづくりをしていこうという取

り組みをされておられました。最近ですと、国でも例えば自家発電機を導入する中小企業や個人

事業主に対して、しっかりとそういった防災対策を目指しているということから税負担の軽減を

するという制度の創設ですね、これはまだ動き始めたばかりですけれども、そういった動きもご

ざいます。 

また、避難所として、本市もそうですけれども、多く設定されている公立の小・中学校におき

ましても、全国的にこのエネルギー自給率向上の取り組みが進んでいる状況もございます。本日

が６日ですので、一昨日でしたか、文部科学省が発表した太陽光発電設備を備えた公立小・中学

校の数が、今年度、半年以上前ですけれども、５月１日時点の調査で、全体の約31％、9,022校あ

るという発表がなされております。 

また、風力発電等を含めた再生可能エネルギー、この設備を持つのは、もう少し増えて10,063

校であると。更に、その中で電気が切断されて停電した時も校内に電気を供給できる割合は、そ

の中の58.6％であるという発表がなされました。もちろん避難所は学校だけではございませんの

で、学校の話に限ったことではございませんけれども、本市における災害時のエネルギー問題の

対応、どのように考えていらっしゃるでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 今回、今、国が定めております空調関係の事業についても太陽光の事業

はできないかどうかということで、教育委員会の方にも、そういう額の試算を出すように、お願

いをしているところでございます。 

おっしゃいますように、いわゆる自家発電、それと併せて蓄電装置、これも大分開発されて価

格も安くなっておりますので、そういう災害時、あるいは学校の運営上の経費等が軽減されない

かどうかということも含めて、そういう環境に係る自然エネルギーへの取り組みができないかど

うかということでは、検討しているところでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 今まさに言おうとしたところでございますけれども、本当そういった

形で、防災に限らず様々な形でメリットが見込める、もちろんメリットに対して係る費用もござ

いますので、そのあたりのバランスはしっかりと見据えながら、当然教育委員会とも協議を重ね

ながら、ここについては前向きに取り組んでいただければと思います。 

それでは、改めまして②番項の方に移らさせていただきます。 

非常食の備蓄状況につきまして、先程来備蓄物資の備蓄状況等については、お伺いをいたしま

したので割愛させていただきますが、再三繰り返しになります。冒頭にありましたとおり、今回、

私の一般質問は、この度の総務常任委員会の視察に基づいて質問しておりますので、こちらを実

際に被災された方が避難所生活を送られたりした際に感じられた、ここも相当強くおっしゃって
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いましたが、非常食の準備の在り方について、近年、食物に限りませんけれども、国民の３人に

１人は何らかのアレルギーを持っているというふうに言われております。その中で、当然食物ア

レルギー、小麦粉であったり大豆であったり、そういったもののアレルギーを持つ人の割合も当

然無視できない状況にあると思われます。 

実際、近年の非常食というものは、このアレルギーに対応したものが少なくない種類、開発を

されて実際に販売等をされております。このアレルギーを持った方への対応、配慮というのも実

際に被災された経験から、ここは大事だろうということで、強く御提言を我々もいただきました。 

そこでお伺いいたしますが、本市の今、備蓄している非常食の中で、アレルギー対応、アレル

ギーフリーの非常食というものは、どの程度ありますでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

基本的に食料品につきましては、アレルギー対応ということで整備をしております。 

基本的に食物アレルギーの特定原材料等27品目というのがございますけれども、それに対応し

ている食料品を整備しているところでございます。ただし、白御飯というのがございますけれど

も、これはアレルギー有り、無しというのはございませんので、それにつきましては、通常の白

御飯ということになっておりますけれども、その他、五目御飯でありますとか、いろいろな材料

が混ざった御飯というものにつきましては、アレルギー対応ということで整備をしておりますし、

これからもそういった整備をしていこうというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） しっかりとした対応をされている御答弁をいただきまして、非常に安

心をしたところでございます。 

今ほどありましたとおり、今後もそういった形で進めていただければと思います。 

それでは、備蓄に関しまして、もう２点ほどお伺いいたします。 

まずは、この食料を含めた備蓄物資の備蓄場所、ここにつきましては、例えば、本庁であった

り、支所にあるかと思います。それ以外の備蓄倉庫と呼ばれるものが、どの程度市内にはありま

すでしょうか。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 

備蓄品につきましては、本庁、各支所分散をして配備をしているというところではございます。

ただ基本的に、庁舎の空いているスペースという所に置いておりますけれども、志布志支所につ

きましては、文化会館の反対側、駐車場のトラック車庫というのがございますが、そこの中に水

防倉庫というのがございますので、その中に通常使われるブルーシートでありますとか、土のう、

そういったものを分散して配備をしているところではございます。 

今、議員がおっしゃられた備蓄倉庫というような形での施設というのは、現在のところ無いと

ころでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 理解いたしました。 

どうしても、過去の防災会議の概要等を拝見していると、そこについて、例えば、有明小学校

の体育倉庫ですね、昔だと思うんですけれども、備蓄倉庫という表記があって、今は使われてい
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ないと、この活用をどうしようかという議事録があったりしたものですから、このあたりをどう

いうふうに把握といいますか、管理をされているんだろうと思って質問させていただきました。 

では、もう１点、この備蓄についてなんですけれども、例えば、志布志市防災計画の中で、こ

れは志布志市に限ったことではございませんけれども、家庭においての食料等の備蓄量、例えば

３日分、改正されて、３日以上１週間以内という表記もあったりしますけれども、こちら、市民

にはどの程度周知がなされているといいますか、市民は、どの程度これを分かっていらっしゃる

と思いますか。 

○危機管理監（河野穂積君） どの程度認識をされているのかということにつきましては、ちょ

っと把握はできていないところではございます。まだまだ我々の方も、そういった意味ではお知

らせの方法が足りないのかなと思っております。 

備蓄計画の中でも、避難所の運営マニュアルの中でも、そして今ありました防災計画の中でも、

基本３日分、推奨１週間分というのがございます。そういったところで、御家庭におかれまして

も、準備をしていただくようなお知らせをしたいと。 

本市も備蓄品というのは持っておりますけれども、発災直後はなかなかお届けするということ

が不可能に近いような状況ではないかと考えておりますので、最低３日分という、そういった家

庭における備蓄品の整備というのもお願いをしていきたいというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） ぜひともその方向でお願いをいたします。 

少し③番の方に入っていくわけですけれども、そういった家庭での危機意識、防災意識の向上

ですね。その食糧の備蓄もそうですし、最初の方で市長が申された避難経路の確認、確保。その

点につきましても、もちろん市の訓練であったり、地域ごとの自主防災組織の訓練等でもあるか

と思いますけれども、まず一番核になるのは、本当、家庭の中での防災意識の向上、これをどう

市として危機管理室として図っていくかだと思います。 

通告書の文章としては、「異なる住環境にある各家庭の避難経路の確保につながる周知の在り方

について」と、少し文章的に分かりづらいかもしれませんけれども、根底にあるのは、再三申し

上げてます今回の研修、委員会の視察の先でガイドの方がおっしゃっていました。この避難経路

については、当然この東松島市でも、しっかりと訓練であったり、周知等がなされていて、みん

な分かっているはずだったんですよ。でも実際に災害が起こって、じゃあ逃げましょうとなった

時に、当然目の前に危機的な状況が迫ってきて、その中で正常に判断をして、ふだんどおり避難

ができた方というのは、実は、それほどいなかったという話がありました。ここは、でもやはり、

これをどうやって解決するかという話になったときに、ふだんからの意識の向上、そして繰り返

し繰り返し、この避難経路であったり、また避難の仕方について再確認をする機会を増やしてい

くしかないだろうということもおっしゃっておりました。 

そこで、市民への避難経路の確認、この周知について、まずは現在、市で取り組まれているこ

とをお伺いします。 

○危機管理監（河野穂積君） お答えいたします。 
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特に、先程来出ておりますけれども、津波の心配をされるところではございますので、本市に

おきましては、沿岸マップということで、沿岸マップを大崎町、東串良町と同じデザインで作り

まして、各家庭に配布をさせていただいているところでございます。 

それの中では、特に避難路という表現はしておりませんけれども、避難をする方向ということ

で、大きな矢印で示してはいるところでございます。 

○４番（市ヶ谷 孝君） もちろんそれは必要な取り組みであると思います。ただ、被災地の方々

も、そういったハザードマップであったり、そういった物は当然配布をされていて認知はされて

いたはずなんですよ。でも実際にその状況におかれた時に、うまく機能しなかったと。そのため

に尊い人命が相当数失われてしまったという結果がございます。このことについては、本当に繰

り返し繰り返し意識向上を図っていくしかないのかなということでございます。当然今おっしゃ

った取り組みも今後どんどん進めていただければと思います。 

また、この意識向上の取り組みとして、それこそ先月、市のホームページの防災の部分のホー

ムページ上で、先般の一般質問の中で、同僚議員が御提案・御紹介をした「わが家の防災ナビ」

であったり、「わが家の防災チェックシート」、こういったものが市民の方へも紹介をされる記事

が掲げられていたかと思います。それぞれ11月16日に「わが家の防災ナビ」が、そして、11月22

日付けで「わが家の防災チェックシート」、そして、「家族会議をしましょう」という御提言が市

民の方に向けてなされていたかと思います。この取り組み自体は、私、非常にいいものだと認識

をしております。できましたら、この紹介は一旦されました。チェックシートもホームページか

らダウンロードできます。次は、当然これを市民の方に意識付ける、定着をさせる。この取り組

みが大事だと思いますけれども、この普及、各家庭へ浸透させる、この方法について今現在考え

ていらっしゃること、もしくは、もう既に取り組まれていることがございましたら御提示をお願

いします。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど、やはり行政がまず危機意識を持つことが一番大事じゃな

いかということでの指摘がございました。 

私も、これはやはり備蓄の問題、あるいは避難経路の問題、あるいは幼児、女性の方、高齢者

等々に対する避難場所での問題。これを含めますと、やはり行政が危機感を持つことが一番大事

じゃないかなというふうに思っておりますので、これは全課を含めて、このことについては取り

組みをしてまいりたいというふうに考えております。 

○危機管理監（河野穂積君） 補足をさせていただきます。ただいま議員の方から御紹介がござ

いました。「防災ナビ」でありますとか、「防災チェックシート」、最近ホームページに載せたとこ

ろではございます。 

実際のところ、インターネットの環境に無い方も当然いらっしゃいますので、そういった意味

では、一旦ホームページには載せましたけれども、広報紙でありますとか、個別のこういった散

らしを作成して、各家庭に配布をするとか、そういった形で紹介をしてまいりたいと考えており

ます。 
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ただ「わが家の防災チェックシート」につきましては、他の自治体のものを見てみますと、月

に１回なのか年に１回なのか、そこはまたいろいろやり方があると思うんですけれども、「わが家

の防災会議の日」というのを設定をして、その中でやりましょうというような御紹介もあるとこ

ろは確認しているところでございます。 

いろんな方法を使って市民の皆様に御紹介をしていきたいというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） まさにそこです。この危機意識、防災意識というものは、やはり普段、

こうして何事も無く生活をさせてもらっている中ですと、どうしてもどんどん薄れていく状況が

ございます。私個人といたしましては、今、話がありましたとおり、毎月どこか曜日を決めるな

り日付を決めるなりして、最初はある程度、こちらが主導的に、こうしてくださいとお願いして

やってもらうと。それがいつしか習慣付いて、ある程度自発的に、それぞれ各家庭で、こういっ

た防災家族会議がもたれるようになっていけばいいなと思うところでございます。 

東松島市でも同じような取り組みをされていて、ここは実際毎月11日、こちらも「市民の防災

の日」というふうに制定をされて、こういった会議が、それぞれ執り行われているというふうに

伺っております。 

こういった形で日々の意識啓発の取り組みをしていかないことには、この防災に対する意識、

危機意識というものは、どんどん目減りをしていくのかなと。そこに対してどうやって取り組む

か、その一つの解決法として、せっかくこの「わが家のチェックシート」を紹介されましたので

有効に使っていただければと思います。 

また、この家族会議というものは、子供と親、もちろんおじいちゃんおばあちゃん、みんなが

集まって話をするわけですけれども、今の時代、それこそ我々一般的な大人よりも、学校で避難

訓練をしたり、いろんなボランティア活動をされている方の話を聞いたり、もしくは、自分たち

が実際にじゃあそういった状況に置かれたとき、何ができるんだろうという役割の確認だったり、

学校の子供たちの方が我々一般的な大人よりも、そういった防災知識というのは、部分によって

はたけているところが大きくあると思います。それも含めて、こういった家族会議を推奨するこ

とによって、その知識がしっかりと親にも伝わり、また、親は親でしっかりと考えて、子供と共

に考えることで、この雰囲気づくりというものがどんどん広がっていくのかなというふうに思い

ますので、ぜひとも、この家族会議ですね、こちらについては取り組みを進めていただければと

思います。 

意識啓発という観点からもう一つ、冒頭で取り上げました11月１日の地震・津波防災訓練、昨

日の一般質問の答弁の中で、意見交換会の中で出た意見として、「市民の参画が少ないように感じ

た」という御意見があったというふうにお聞きをいたしました。この津波避難訓練に関しまして

は、今年度は1,800名ほどであったというふうにお聞きをしました。あくまでも参加者が少ないよ

うに感じたという御意見でしたので、実際に、じゃあこれをどうしようというわけではないのか

もしれませんけれども、第２次志布志市総合振興計画の中では、例えば、平成33年度の目標数値

として2,000人という具体的な目標が上げられていたかと思います。市長として、今年度初めて参
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加をされて、この市民の参加者ですね、これをどこまで高めていくのか、考えがございましたら

お示しをお願いします。 

○市長（下平晴行君） 今回、約1,800人の参加があったと、全体で３万人いる人口の中で1,800

人というのは、本当に少ないというふうに感じたところでございます。 

しかし、仕事の関係等々いろいろあろうかというふうには思いますが、先ほど言いましたよう

に、やはり危機意識、これが浸透していないのも一つの理由ではないのかなというふうには感じ

ているところでございます。 

先ほど言いましたように、行政の危機意識の充実とあわせて、引き続きこの訓練を継続して、

より参加者が増えるような取り組みをしてまいりたいというふうに考えております。 

○４番（市ヶ谷 孝君） おっしゃるとおり、本当一人でも多くの方が、この訓練に参加してい

ただけるように、訓練に参加するということは、もしかしたら全員が全員危機意識が無くて、あ

る程度義務的なものを感じて参加される方もいるかもしれませんけれども、でも入り口がどうで

あれ訓練に参加すれば、その経験は残りますし、またそれを他の人に伝えるなり、もしくは御自

身が繰り返し参加することで知識を深めていって、様々な形で市全体に波及していくものと思っ

ております。 

本当に繰り返しになりますけれども、この訓練については、引き続き多くの市民が参加できる

ように取り計らっていただければと思います。 

最後です。たびたび出てきます東松島市の方で実際にガイドをしてくださった被災者の方が強

くおっしゃっておりました。そもそもこの被災時における避難というものを考えたときに、何よ

りも根底になければならないものというのは、「生きてさえいれば何とかなる」という精神、ここ

であるというふうにおっしゃっておりました。例えば、実際に被災された時に、１回避難所に行

かれて御自宅にペットを残して来られて大丈夫そうだから戻ったら津波に巻き込まれて亡くなっ

てしまわれたという実例等も御紹介いただきまして、まずは自分の命を第一に考えて動こうと。

そして、こういった表現をするのは適切か分かりませんけれども、甘く考えずに常に厳しく見て、

ちょっとでも大丈夫だと思うことがないように気を引き締めて避難をすることが大事であるとい

うふうにおっしゃっておりました。この意識付けという点、再三、本日出てきますけれども、こ

の意識付けというのは本当に平時、何も無いときに植え付けるのは非常に難しいと私自身も感じ

ております。実際に今回、私も現地に行かせていただいて、被災当時の生々しい映像を見させて

もらって、遅まきながら初めて、この意識というものが芽生えて、本日この場に立たせていただ

いております。同じような危機意識を市民一人ひとりの方に持っていただくのは、並大抵のこと

ではないかと思います。だからこそ繰り返し、時には本当にしつこいぐらい、この啓発を続けて

いかなければならないと思いますけれども、最後に改めてこの危機意識の、市民の防災意識の向

上、これを包括的にどう今後図っていくのか、市長のお考えを伺いまして、私の一般質問を終了

いたします。 

○市長（下平晴行君） これは、兼ねてからやっぱりそういう危機意識というのは、例えば、そ
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ういう被災地に行って現状を見るとか、あるいは、それができない人は何らかの形で映像等を地

域で見ていただくとかという、やはり行政側の対応も必要じゃないかなというふうに感じたとこ

ろでございます。これは、やはり津波で亡くなられた方の親族の方々が、おっしゃいますように

「命さえあったら」と、高台に逃げていくことが一番大事だということでありますので、そうい

う意識を持つためには何らかの形で、そういう状況が頭の中にあることで避難ができるんではな

いかというふうに考えておりますので、そういう地域での映像等の配信もできればというふうに

考えております。 

○教育長（和田幸一郎君） 先ほど、もし機会があったらというふうな話をされましたので、実

は私、５月に全国都市教育長会があって岩手県の方であった時に陸前高田市に行ったんですね。

せっかくですので、あそこがどんな状況なのかというのがあって、あそこは御存じのように「奇

跡の一本松」といって、３万本の松の中から１本だけ奇跡的に残ったということで、今、震災遺

構で残っていました。 

私は、行く前は、もう７年経っているので、本当に復興はかなり進んでいるんだろうなという

思いで行ったら全く違いました。まだ土地のかさ上げをしている状況でした。ちょうど志布志湾

と同じように、あそこは広田湾というのがあって、ちょうど志布志市と似ている状況があったの

で、そういう意味でも非常に参考になる所がたくさんあったんですが、私が一番感じたのは、津

波の高さですね。残っている建物を見ると14ｍ、津波が14ｍまで押し寄せて、そしてアパートの

５階だけが波がさらっていなくて、４階以下が全部さらわれている状況を見たり、道の駅が16ｍ

までさらわれていたりと、そういうことがあって、ちょうど陸前高田市の教育長が話をされたの

が非常に印象に残っています。それは何かというと、３月10日までは、みんな家族で生活してい

た。３月11日を境に、ある子供は両親を亡くしている。ある子供は友達を亡くした。親戚を亡く

したという子供たちが学校に出てくるというような状況を見たときに、今、陸前高田市は教育は

何をしなければいけないのかというと、一つは、もちろん災害が起こったときにどうするのかと

いう、その対応と、もう一つ。この子供たち、つまり突然両親を亡くした子供たちの教育をどう

していくのかという二つの視点でやっているという話をされまして、非常に心を打たれました。 

子供が日記に、「こんなに早くお母さんが亡くなるんだったら、私は生まれてこなければよかっ

た」という日記を子供たちが書いてきたと。そういうのも目にして、本当に、そういう子供たち

の心境を考えたときに、本当に私は胸が張り裂ける思いがいたしました。 

今日、いろいろ質問されましたけれども、最終的には、やっぱり子供たちが被害に遭わないよ

うに何をしなければいけないのかということで、本市においては、通山小学校、香月小学校、志

布志小学校が、確実に津波が来た時には波がくる状況がありますので、今、行っている訓練は、

「津波てんでんこ」という訓練です。「てんでんこ」というのは、バラバラに逃げるということで、

香月小学校も通山小学校も、それから志布志小学校も逃げ場所を決めて、とにかく何かあった時

にはバラバラに逃げると、その訓練もするようにしています。それは何かというと、先ほどから

あったように自分が助かると、また人の命を助けることができるというのがあるので、そういう
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「津波てんでんこ」の訓練というのも、本市は取り入れて、子供たちが自分の命は自分で守るた

めの訓練をしているということです。まだまだ課題はたくさんありますけれども、本当に被害に

遭ったあの状況を見たときに、本当にここ志布志市も、まさに南海トラフ地震が起きた時には、

最大７ｍぐらいの津波が来るということは予想されていますので、そういう危機意識を、子供た

ちも、そしてまた市民も持つ必要があるのかなということを実感しました。 

先ほど市長が言ったみたいに、本当に行って実際体験して、そこを見てみないとなかなか分か

らないことがたくさんあるなということを学ばせてもらいましたので、議員の皆様方は、よくこ

の危機管理のことをお話される、そのことはやっぱり、そういう市民をどう守っていくのかとい

う、そういう視点で質問されているんだなということを改めて感じるところでした。ちょっと余

計なことでしたけれども、私の感想です。 

○４番（市ヶ谷 孝君） 最後の最後でございます。 

本当に実際に見てみなければ分からない、この凄惨さというものは確実にあります。 

先ほど市長がおっしゃいましたとおり、もちろん一番は現地に行って現地の様子を肌で感じて、

その爪痕を拝見することで危機意識は一番高まりますし、それがかなわないのでしたら、映像等

でですね。もしかしたら、いたずらに不安をあおる形になるかもしれませんけれども、でも、そ

れ以上に実際に、そういった状況が起こった場合、この危機意識が、もしも届いていなければ、

代償に失うのは命でございます。それを考えた場合、そこはしっかりとした信念を持って、そう

いった映像等を使った危機意識の啓発というものは絶対に必要であろうと、現地に行った私は感

じました。 

ぜひともそういった思いを持って、今後、進めていただきたいと思いますし、また、今しがた

教育長から御説明ありましたとおり、映像、そして実際に現地を肌で感じた方の言葉、またこれ

は、全然重みが違ってくると思います。そういった重みを持たれましたので、それをどんどん子

供たちに広く伝えていって、市全体が、この防災に対して、意識を高く持てるまちになるように

御祈念申し上げまして、私の一般質問を終了いたします。 

○議長（西江園 明君） 以上で、市ヶ谷孝君の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩いたします。 

３時25分まで休憩いたします。 

──────○────── 

午後３時16分 休憩 

午後３時24分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

次に、14番、鶴迫京子さんの一般質問を許可します。 

○14番（鶴迫京子さん） 皆さん改めまして、こんにちは。公明志民クラブの鶴迫京子です。 

質問も４人目ということで、睡魔の襲う時間帯が一番ピークになっているのではないかなと思
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いますが、先ほどの教育長の答弁を聞いておりまして、睡魔も吹っ飛んでしまいました。とても

心の琴線に触れるような、研修の感想を述べられました。私たちも常任委員会で陸前高田市に視

察に行きました。やはり現場、テレビで見るのと現場をちゃんと体験するのとは違うということ

で、研修というのは大変大事なことだなと、いつも議長も、そのようにおっしゃってますが、本

当につくづくそう思う研修をしたことを思い出しました。 

それで睡魔も吹っ飛んでしまいました。質問する人が睡魔があったらいけませんが、頑張って

いきたいと思います。 

今回も市民の代弁者として、声を大にして皆様の市民の方々の声をしっかりと届けてまいりま

すので、執行部の誠意ある明確な答弁を求めます。 

それでは、通告書に従い一問一答方式で質問してまいります。 

先月11月ですが、私たち文教厚生常任委員会は、長崎県島原市と佐賀県みやき町を所管事務調

査で訪れました。研修内容は、島原市は子育て支援について、佐賀県みやき町では、学校給食費

の無償化についてでありました。 

そこでまず先進地の事例等を研修し、学習し持ち帰ったことが無駄にならないためにも、今回

質問することにいたしました。 

まず、１点目ですが、子育て支援についてであります。 

長崎県島原市では、出産前後の育児や家事に係る負担を軽減し、子育て家庭を支援するため、

出産前２か月から子供が１歳を経過する日までの期間にある妊産婦に対し、育児及び家事などの

援助を行う産前産後ママサポーターを派遣する事業を実施していました。 

この経過としては、この事業は県単独事業として始まり、ママサポート事業は、平成21年から

始まっております。そして、ママサポーターを島原市で84人養成しております。そして、平成22

年からは、島原市母子寡婦福祉会を委託先として委託事業として実施にしておりました。 

この産前産後ママサポート事業について、島原市に倣い、本市でも導入する考えはないかお伺

いいたします。 

○市長（下平晴行君） 鶴迫議員の御質問にお答えいたします。 

島原市で実施されている産前産後ママサポート事業につきましては、産前産後の母親の体調不

良による産後うつや児童虐待への対策として、平成21年度から長崎県の単独補助事業、産後のマ

マサポート事業として開始され、平成28年度に県の補助は廃止されましたが、島原市におかれま

しては、引き続き市の単独事業として実施されていると認識をしております。 

また、具体的な援助の内容といたしましては、授乳やおむつ交換、調理や居室掃除など、多岐

にわたると認識をしております。産前産後の体調不良等の中での育児や家事は、母親にとって大

きな負担となることは認識をしております。 

本市におきましては、市で実施してはおりませんが、シルバー人材センターや社会福祉協議会

が同様のサービス提供をしておりますので、その事業の周知を徹底し、産前産後の母親の支援に

つなげていきたいと考えております。 
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○14番（鶴迫京子さん） 社協、シルバー人材センターなど同様の事業を行っているので、そう

いう所の周知をしたいという答弁でありましたが、まず伺いします。社協、シルバー人材センタ

ーの、その同様な、この産前産後ママサポート事業に似通った事業ということで、内容的にはど

ういう内容でしょうか。その支援事業の、どういうところを支援しているのか、お示しください。

担当課でもよろしいですが。 

○市長（下平晴行君） シルバー人材センターでございますが、事業名は、福祉・家事援助サー

ビスでございます。 

内容については、部屋、水回りの清掃、衣替え、食事作り、窓洗い、墓掃除、ごみの分別等々

でございます。 

社会福祉協議会でございます。 

おやっとサービス活動でございます。 

内容でございますが、買い物、墓掃除、家内清掃、洗濯物たたみ、草刈り、ごみの分別、話し

相手というような事業を取り組んでおります。 

○14番（鶴迫京子さん） 今、内容をお聞きしましたが、ここの島原市で行われている産前産後

ママサポート事業ということで経過といたしまして、今、本市でやられている、そういう事業の

内容、支援としましては、そういうこともあろうかと思いますが、一番最大の目的は、なぜ産前

産後ママサポートなのか。ただのサポート事業ではないんですね。なぜというか、出産前後の育

児や家事に係る負担を軽減し、今ので家事・育児の負担は軽減されますね、本市ののも。 

しかし、子育て家庭を直接支援するため、出産前２か月の日から子供が１歳を経過する日まで

の期間にある妊産婦に対して、育児、家事及び援助ということで、出産後の母親の体調不良、出

産前のうつとか、産前うつとかあります。そういうマタニティーブルーという言葉まであります

が、そういうのプラス、今度は今、虐待、ネグレクト、いろんな問題が今、起きております。多

種多様な問題が起きております。そういうことに対する対応が困難であったり、また発見できな

かったり、家庭内で発見できなかったりということも、そのサポートする中で、そういう方々が

発見される、気付くというようなことにも対応しなければいけないという、県のそういう目的が

あったわけであります。このことをどのように踏まえて、ただサポート事業をやってくださいと

言っているのではありません。どうでしょうか。 

○市長（下平晴行君） これは、おっしゃるとおり、いわゆる産前産後の育児等々も含めて、生

活の中身にまで入り込んだ対応であるようでございます。そこが若干違うのかなという気はして

おりますが、そういうことも含めて先ほど言いましたように、母親の支援、その後の周知、こう

いうことを周知して産前産後の母親の支援につなげていくということを申し上げたところでござ

います。 

○14番（鶴迫京子さん） 働く手段、そして、支援する手段として、主にあるような気がします

が、このママサポート事業というのは、しっかりとした、その子供のこと、幼児のこと、乳児の

こと、赤ちゃんのこと、そういう妊産婦のことなど、養成講座というのがありまして、その中で
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学習するわけですね、一番何が大事かということを、そういうこともひっくるめて、今どういう

状況にあるというのを踏まえた上での産前産後ママサポート事業なんですね。 

本市にもファミリー・サポート・センター事業というのがありますが、まずファミリー・サポ

ート・センター事業の内容を御存じですか。 

○市長（下平晴行君） ファミリー・サポート・センター事業の内容でございますが、現在シル

バー人材センターや社会福祉協議会が同様のサービスを提供しております。 

ファミリー・サポート・センター事業の具体的なサービス内容につきましては、志布志市ファ

ミリー・サポート・センター事業実施要綱第13条で、１点目に認定こども園等の保育開始時間ま

で子供を預かること。２点目に認定こども園や学童保育終了後、学校の放課後、子供を預かるこ

と。３点目に認定こども園等までの送迎を行うこと。４点目に子供が軽度の病気の場合において、

子供を預かること。５点目に冠婚葬祭または他の子供の学校行事の際に子供を預かること。６点

目に買い物等、外出の際に子供を預かること。７点目に、これ以外、会員の仕事と育児の両立の

ために必要な援助、と規定をされております。 

○14番（鶴迫京子さん） 今、内容をるる答弁していただきましたが、市長、その内容によって、

今、本市の子育て支援ということで、妊産婦、産前産後のママたちも乳幼児も赤ちゃんも、全部

支援が行き届いていると思われますか。 

○市長（下平晴行君） これは産後の２か月までの助産婦、保健師による訪問と、産後２、３か

月までに母子保健推進員による訪問を実施しております。母子の体調管理や相談支援を行って、

より支援が必要な方については、子育て世代包括支援センターにつないでおります。 

また、助産師の専門的な助言や相談、妊産婦の仲間づくりの場として、ママのほっとカフェや、

両親学級を月に１回開催をしております。 

そして、子育て世代の住みやすい環境づくりということで、公約にもあげておりますが、そう

いうことも含めて、どういう形で子育ての支援ができるのかどうかということは、後でも出てく

るわけでございますが、本当に、そのことが志布志市に移住・定住してくださることにつながる

と思いますので、充実をしてまいりたいというふうに考えております。 

○14番（鶴迫京子さん） 通告いたしまして、産前産後のママサポート事業ということで、島原

市のこういう、調べられたと思うんですね、内容とか、いろんなことは。それと、その調べられ

て、通告して調べられて、その答弁が本市では社協も類似な事業をやっているよ、シルバー人材

センターもやっています。それは、本当に心底から命を大事にする首長としても、しっかり真剣

に、そのことを捉えて考えられたのかという思いが、すごくいたします。 

もう一遍お伺いしますが、本市のサポート事業は、私も、なぜこのようなことを言いますかと

いうと、私もファミリー・サポート・センターを立ち上げてくださいという質問をして、立ち上

がりました。そして、そこの１回目のサポーター養成講座の一人であります。そして、サポータ

ーをよく頼まれて提供会員として子守りを時々ですがしておりますので、中身を十分把握してお

ります。その中で、このママサポート事業というのは、家事援助ができるということで、ここに
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も書いてありますが、調理、居室掃除、洗濯、その他家庭内の家事援助、育児・家事に関する相

談、助言と、そこまであるんですね。やはり、この内容という、この支援の重みというのが、す

ごくこれはあると思うんですね。だから、そのことをすごく大事に捉えられて、島原市では実施

されている。単独、そして委託事業までしてされているんです。 

もう一遍、市長お聞きします。 

○市長（下平晴行君） 私は、総体的には、志布志市もしっかりとサポートをしているというふ

うに思っておりますが、おっしゃるように、これはサポートを受ける側と行政の役割には、しっ

かりと線引きをしていかなきゃいけないというふうに思っております。 

ただ、その対応の仕方が、行政としての対応を、どこまでしたら、いわゆる受ける側の立場が

満足できるのかというのがあるというふうに思います。 

ただ私は、やはり先ほど言いましたように、「行ってみたいまち・住んでみたいまち・住んで良

かったまち」というのを目指しておりますので、議員がおっしゃるように、私がいい加減な考え

方で取り組みをしているわけではございません。そこは理解してください。 

○14番（鶴迫京子さん） 産前産後のママサポート事業ということで、本市の子育て支援は、研

修に行った報告にも同僚議員の内容で感想としてありました。子育て支援は、本市の方が少し進

んでいるのかなというような感想を持った議員もおりました。 

それは、ファミリー・サポート・センターが、島原市は、先々月の10月から立ち上がって、ま

だ利用者はゼロということで、本市を見倣って設置しましたということでありました。そういう

意味では、こちらの方が先進事例かなと思いますが、この産前産後につきましては、平成20年度

から始まりまして、平成22年度は委託事業でやっていらっしゃいます。それは、どういうことか

と、平成20年から県の事業で補助していただいて始めています。10年違うんですね、本市と。人

口は１万人強しか変わりませんが、そういう子育て支援に関して、一番大事なきめ細やかな、一

番大事なところに手が差し伸べられております。最初は、県の事業ということもありますが、で

も、補助金が廃止されても行っているのです。それは、どういうことかというと、裏を返せば、

もう待ったなしの、そういう状況があるということです。多種多様な困難を抱えている、そうい

う家族があるということで、今はファミリー・サポート・センターに依頼会員ということで依頼

されて、私たちが提供会員として行きますが、そういう所は結構単身赴任とか、おじいちゃんお

ばあちゃんが市内にいるとか、そういう方ではなくて、全然身内がいないとか、そういう方々で。

そして、共稼ぎというよりも主婦業をしていたりとか、割りと、そういう方々が多いんですね。

本当に、そういう方にも、もちろんそういうファミリー・サポート・センターというのが周知が

行き届いているんですね、きっと。そういうことで頼まれますが、そういう方以外、知らない方、

知っていても利用できない、利用したくても利用できないとか、そういういろんなことがあると

思うんですね。 

そして、それは１時間当たりが500円です。これは委託事業で、全体的には750円ですが、自己

負担は250円で１時間利用できるんです。割安といいますか、その単価の安い、安いといいますか、
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それを自己負担250円で利用できるわけですので、とても使い勝手がいいのではないかなと思いま

す。 

そして、この事業をきめ細やかに周知して、そういう支援しなければいけないというようなと

ころまで、周知したりいろいろしたら、大変喜ばれる事業ではないかなと思います。 

もう一遍お伺いしますが、検討の余地もないでしょうか。先ほどから言いますが、シルバー人

材センターとか社協で行っています、そういうのもですね。また所管が違いますけれども、それ

を利用されている方が、どれくらいいるんでしょうか。 

○市長（下平晴行君） 母子手帳交付時のアンケートで「産後協力してくれる人がいない」と答

えた方が、平成27年度、９人、全体で268人の中で3.3％。平成28年度が７人で245人ですので、2.8％。

平成29年度が４人、240人の中で1.6％となっております。 

○14番（鶴迫京子さん） いつも思うんですが、議場で、皆さん、いろいろ質問をされます、私

もしますが。 

その時に、アンケートなり、その結果ということで、今みたいに何％、何人中何％ですという

ことで、今の数字も低い数字でありますね。それは、その時のアンケートであります。それから

刻々と変わります。状況も変わりますし、そして、その必要でないと答えた方も、今ずっと必要

でないかと申しますと、結局、祖父母がいても、家族がいても生老病死は、いつ何時やってくる

か分かりません。明日までは、ちゃんと支援できても、家族の方が支援できても、できないとい

う事情は刻々と変わります。そして、それは、そのアンケートができた方、アンケートですので、

心からアンケートに書かなかった人もいるかもしれませんし、本当に数字は大事ですが、そうい

うアンケートの数字とか、そういうので受け取れない声というのが、いっぱいあると思うんです

ね。そして、現状があると思います。そういう所まで把握して、そういう質問をすると、今度は

包括とか、いろんなのがあります。今度できましたね、そういう所がありますと。それは窓口で

す。相談窓口だから、窓口はありますが、その手立ては無いわけですよね、本市はね、この産前

産後に。 

そしたら、お伺いします。行政で答えられるか分かりませんが、社協の類似の支援事業という

のは、そういう養成講座とか、そういう妊産婦の状況とか、そういうこともしっかりと踏まえて

勉強して、そして、そういうのではないんですか。どういう方々が、そういうのをされているん

でしょうか。 

○福祉課長（折田孝幸君） 今、議員から御質問があった件につきましては、先ほど市長も答弁

しましたように、子育て世帯を中心としたところで、そういった事業を展開しているわけではな

く、全世帯向けに、そういった事業を展開しているということでございます。 

ですので、産前産後の様々ないわゆる相談業務、こういったことにつきましては、先ほど市長

が説明しましたように、子育て支援センター、それから子育て世代包括支援センター、あるいは

保健師が訪問をしながら対応をしていっているということでございます。その中で家事、そうい

った調理であったり、そういったものが必要であれば、今現在事業を行っていますシルバーであ
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ったり、社協を利用していただければ負担軽減につながるのではないかということで、市長の方

も答弁をしているところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 実働はできないんですね、ファミリー・サポート・センターは、全然

目的、内容が違いますので、この家事援助、調理とか、そういうことをいろいろできないわけで

あります。 

先ほども何遍も言いますが、本当にこの産前産後のママサポート事業というのは、今、答弁に

よりますと、そういう所があるから、もう本市では検討も研究も何もしないという、何といいま

すかね、質問して、それで、はい今回で終わりというように聞こえるんですが、そういうことで

すか。 

○市長（下平晴行君） ちょっと鶴迫議員の質問は、ちょっとおかしいと思います。これは、そ

んなことは言っていません。 

先ほども、アンケートの調査を言われましたけれども、数字は何らかの形で出さないと、どう

いうことなのかという質問をされるわけですよね。なぜ、それなら調査をしないのかということ

になってくるわけじゃないですか。そんないい加減なことはできないわけですよね、当局として

は。しっかりとした数字を出すためには、しっかりアンケートを取って出すわけでありますので、

そのアンケートについては、数字は、そういうことであります。 

それから、取り組まないということを言っているわけじゃございません。これは総合的に相対

的に志布志市がどういう形で取り組めるのか、そこを内部でも十分、今、課長も答弁したとおり、

前向きに、私も取り組もうという考え方を持っておりますので、その取り組まないという考え方

ではございませんので、そこは理解してください。 

○14番（鶴迫京子さん） アンケートの取り方ということで、それは少しうがった見方をしたの

ではないかなと反省をします。 

そして、「取り組まないということではありません」という答えをいただきましたので、希望が

持てるような方向になりましたので、ぜひこのことは、また折を見て追求していきたいと思いま

す。 

そして、やはり子育て支援というか、いろんな内容を含んでいますので、ただ子育て支援だけ

に、この産前産後のそういう方だけに手厚くするんだよということなわけですが、でも、これは

いろいろな意味で、家庭に波及していきますので、ぜひこのことは真剣に、また取り組んでいた

だきたいなと思います。 

それでは、次に移ります。 

次に、子育て支援策として、同じく島原市では平成25年から「すこやか赤ちゃん支援事業」を

実施していました。この事業は少子化対策の一環として、子育て家庭の経済的負担を軽減し、安

心して子供を産み育てることのできる環境を目指し、紙おむつや粉ミルクなど、赤ちゃんの育児

用品購入費用の一部を助成する事業で、多子世帯では経済的負担が大きいので、第２子以降が支

給対象で第２子は月額2,000円分の購入券、第３子は月額3,000円です。本市では、少子化対策の
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一環として、子供の健やかな成長を願い第１子、第２子を出産した親に５万円、第３子以降を出

産した親に10万円の出産祝金を支給しています。平成30年度予算で1,750万円です。この出産祝金

事業を実施しているからということもありますが、導入しませんよ、あまり検討する余地はあり

ませんではなく、市内の購入券の取り扱い協力店を巻き込んで、子育て支援だけではなく、地域

経済の活性化にもなると思います。 

そういう意味でも、この導入に向けての市長の見解をお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 島原市で実施されている「すこやか赤ちゃん支援事業」につきましては、

子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子供を産み育てられる環境と次世代を担う子供の健

やかな成長に資することを目的として、島原市内に住所を有する満２歳未満で、第２子以降の乳

幼児を対象に、その保護者等に市が指定する販売店で使用できる「すこやか赤ちゃん券」を支給

していると認識をしております。 

その事業を本市でも導入する考えはないかとの御質問でございますが、本市におきましては、

議員御承知のとおり、子ども医療費の対象を高校生卒業世代までにしていることや、保育料を国

の基準額の４割を軽減していること。そして出産祝金を第１子から支給していることなど、子育

て世代の経済的負担の軽減につきましても、他市町村と比較しますと、充実していると考えてお

ります。 

そのようなことから、議員が提案されているすこやか赤ちゃん支援事業にきましても、子育て

世代の経済的負担の軽減につながり、かつ、そのことにより市内商工業の活性化につながる効果

的な事業であると考えますが、現在ところ本事業の導入は考えていないところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 現在のところ子育て支援は充実してやっているところなので、このこ

とは考えていないという答弁でありました。 

そこで、後で給食費の無償化ということで佐賀県みやき町も所管事務調査に行ったわけであり

ますが、ここもまた子育て支援というのが、先ほど本市は出産祝金で５万円、10万円ということ

でありますが、ここはすごいんですよ、佐賀県みやき町では、子育て応援プログラムということ

で、定住総合対策事業実施計画の中の一つの子育て応援プログラムの中でですね。佐賀県みやき

町は保育料無料ですね。出産祝金を第３子にですね、１子、２子は無いんですね、第３子に300

万円。第４子には500万円に引き上げてということは、その前も高額だったのかなと思いますが、

それを引き上げて目玉となる支援事業、インパクトのある目玉となる支援事業と銘を打って、そ

ういう事業をやっています。 

そしてまた、ある時から保健課、福祉課と分かれていますが、その中で子育て支援をこっちで

やったり、あっちでやったりしていますね、保健事業でウェルカム赤ちゃん事業とか、今度は福

祉の方でとかやっていますが、ここはあるところから、健康増進子ども未来課というのをつくっ

て、そこの中で子育て支援というのに特化して、子育て応援をしております。その中で、こうい

ういろんなことをやっているわけでありますが、まず、このことをお聞きになってどう思われま

すか。 
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○市長（下平晴行君） 私、びっくりしたところです。こういう第３子300万円、第４子に500万

というお金が、どういう形で支出されるのかということでございます。そういう「行ってみたい

まち・住んでみたいまち・住んで良かったまち」ということになると、こういう額があれば、「行

ってみたいまち・住んでみたいまち」に確かになります。ただ、その財源が、そこにそれだけの

投入をして投資をしていいのかどうかですね、これはすごいと思います。その一言でございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 佐賀県みやき町ということは、後で出てきますが、ふるさと納税が70

億円を超したという、そういうふるさと納税の財源確保と、そういうのもあるかもしれませんが、

定住促進ということで、そこから始まった子育て支援、移住・定住ということで、いろいろ市長

も力を入れていらっしゃいますが、子育て支援となると、あまりにも、自分たちが子育てした頃

は、こんな子育てに対してお金とか、そういう助成は無かったよねという思いもありますね。そ

ういうことを言われる方もいらっしゃいますが、今は子育て支援ということで、そういうことだ

けではなくて総合的な中の子育て支援ということで、他自治体でもろもろやっていらっしゃいま

す。ですので、ここのみやき町というのは、定住総合対策事業としてやられています。 

一例として挙げましたが、ですので、本当に子育て支援日本一ではないですが、本市が日本一

というか、そういう子育て支援は先を行っているよという、そんなに胸を張っては、なかなか言

えない状況に今なってきているのではないかと思いますので、今一度、このすこやか赤ちゃん支

援事業ということを、島原市もやっていましたが、また折があったら、そういうこともいろんな

施策として、また考え直してください。一応、要請をしておきます。 

それでは、この子育て支援のすこやか赤ちゃん支援事業は、実施する考えは、今のところ無い

という答弁をいただきましたので、次に入りたいと思います。 

それでは、次に移ります。 

学校給食費の無償化についてであります。 

佐賀県みやき町では、学校給食費の無償化について調査いたしました。調査によりますと、2005

年に合併したみやき町は、人口減少が続き、人口増対策として、みやき町定住総合対策事業を策

定し、重点プロジェクトを掲げ、平成24年から取り組みを開始。その年の平成24年にまちづくり

課を設置し、民間連携であるＰＦＩの手法で定住対策として農地転用をし、宅地化を進め集合住

宅化した経緯の中で、議会においても定住対策特別委員会を設置し、施策を町に提案し、町は、

それに沿ったプロジェクトを総合的に展開する、包括的対策事業として策定されております。 

議会と、このようにして十分に協議を行い実施されておりました、重点プロジェクトの一つ、

子育て応援プログラム事業で、子育て世帯の支援策である学校給食費支援事業を実施していて、

その経過といたしまして、平成27年度は第３子以降の小・中学校の児童生徒の給食費相当額の全

額を支援。平成28年度は第１子と第２子も半額助成。平成29年度は第３子のカウントの方法を小・

中学校同時在学から18歳未満、高校生の子供に変更し、高校生扶養世帯の負担軽減策として支援

を拡充しております。 

そして、本年度の平成30年度は、全児童生徒が全額補助ということで、完全無償化を実施され
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ておりました。このように、みやき町では段階的に３年かけ、４年目で完全無償化を実施とされ

ております。事業の時期や実施など、円滑な事業実施ができるように、行政と議会が目標に向か

って事前協議を行いながら取り組む、この手法に大変感心いたしました。 

そしてまた、本市でも見習えないものかと思いました。同僚議員の感想にも、そういうことを

書いていらっしゃる方もおりました。 

そして、それに加えて18歳未満の医療費無料化など、もろもろの政策で、平成25年には人口動

態がプラスに転じました。 

また、地理的に近隣に久留米市、鳥栖市などがあり通勤・通学など利便性が良く、地の利が良

く、みやき町がベッドタウン化して、仕事先の確保ができることも定住促進に有利であったと述

べられました。 

以上が、調査内容の一部でありますが、ここで、このことを踏まえましてお伺いいたします。 

市長は、公約で学校給食費の無償化を明言されております。現在の進捗状況は、どのようにな

っているのでしょうか。 

また、今後の取り組みについて、お伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 安心して子育てができるまちづくりの観点から、今年の３月議会の所信

表明で市内全児童生徒の給食費の完全無料化を目指すこと。６月議会の施政方針で給食費の完全

無料化の実施に向けて検討することを述べさせていただきました。 

現在の進捗状況と今後の取り組みについての質問でございますが、持続可能な制度とするため、

現在、財源確保等について検討している状況でございますので、財政状況等を見極めながら、今

後このことに取り組みをしてまいりたいと考えております。 

○教育長（和田幸一郎君） 給食費の無償化について、お答えいたします。 

本市におきましては、平成27年度から就学援助費の給食費について、85％援助を100％援助に拡

充し、平成29年度からは、市内小・中学校に在学する児童生徒を３人以上養育している多子世帯

の第３子以降の給食費の無料化を実施しております。 

教育委員会といたしましては、給食費の完全無料化につきまして、既に取り組んでいる自治体

の情報を収集しながら、制度設計等について、現在検討しているところでございます。 

実施につきましては、財源確保が大きな課題と認識しておりますので、今後、市長部局とも協

議を進めてまいりたいと考えております。 

○14番（鶴迫京子さん） 市長も教育長も、財源確保が課題であるという認識だろうと思います。

ここの佐賀県みやき町も財源確保ということで、段階的に３年かけて、４年目に完全無償化とい

うことで、４年目は、ふるさと納税が先ほども言いましたが、70億円を超したということで、そ

こを充当しております。ふるさと納税の寄附金を充てております。 

そして、そのことでいろいろ質問したのですが、やっぱり財源が、国の制度でありますのでど

うなるか不安定な要素がいっぱいありますので、どうするんですかとか、そういうこともお聞き

ましたが、ＰＦＩ方式で、いろんな事業をやっていて、それで五、六年先までは、債務負担行為
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をしているので安心だが、その後は、やっぱり正直いって心配になる、不安になるというような

お言葉もいただきました。本当に財源という問題が出てくるとは思いますが、やっぱり市長も公

約に明言されるほどですので、腹案ではないですが、方向性としまして、先ほどは少しも述べら

れませんでしたので、ただ財源確保が問題だということを述べられましたが、もう少しそこを教

えていただけませんか。 

○市長（下平晴行君） 先ほど言いましたのは、やはり安心して子育てできるまちづくりという

ことで、私も公約に上げております。 

これは、もちろん事業をするためには財源が必要なんですけれども、私が財源だけを強調して

いるわけではございません。 

これは、全体的な平成31年度の予算、総体でどういう投資が、どこに投資が必要なのかどうか。

これは、もちろんおっしゃるように、私も「行ってみたいまち・住んでみたいまち・住んで良か

ったまち」づくりをする観点から、やはりこれは公約を申しましたので、これは完全に無料化に

していきます。それは、いつの時点かと申しますと、先ほど言いましたように、はい今年すぐや

りますということではなくて、やれるかもしれませんが、内部でもうちょっと財政的なことを考

えて取り組みをしていきたいという考え方を申し上げたところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 研修した内容によりますが、ここの佐賀県のみやき町、こういうやり

方と手法といたしまして、段階的にやっていく、そういうことに対して、どのような感想をお持

ちですか。 

○市長（下平晴行君） これは一つの方法ではないかなというふうには思っておりますが、でき

れば一緒にできないのかなということでの考え方はあります。 

○14番（鶴迫京子さん） 多子世帯の給食費無償化ということで、多子世帯で、平成29年度は575

万9,277円という実績報告がありました。平成30年度は、815万円を予算化されております。そし

て、それを完全にとなりました場合、本市では１億1,650何万円になるわけですかね、確認ですが。 

○教育総務課長（徳田弘美君） 給食費の総額が児童生徒約１億1,700万円ということでございま

す。 

そしてまた、現在負担しているのが、先ほど議員御発言のとおり、多子世帯の給食費、そして

また、就学援助費等の給食費も援助しているところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 先ほどの市長答弁で、段階的にということも参考になるかもしれない

けど、自分としては、市長としては一緒にすぐできたらいいなというような思いが伝わってきた

んですが、そうでしたか、伝わったとおりでしたでしょうか。 

○市長（下平晴行君） はい、できれば、これは財政と言いましたけれども、私自身は来年度と

申しますか、一括で取り組みができたらというふうに思っているところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 市長も今、市長に就任されて、まだ１年足らずですが、やはり熱い思

いを持って、熱い男だというように選挙前おっしゃっていましたので、そういう思いが冷めない

ように、今の言葉で冷めてないと思いましたので、やはり「集中」とおっしゃっていましたね、
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議員の頃もおっしゃっていましたが、やっぱりこのことに対しては、集中的にやること。そして、

これはやらないことというのをメリハリをはっきりした市政をやっていきたいと思われてると思

いますし、言われます。 

そして、「市民目線で」とおっしゃいますので、ぜひ、その「市民目線」というのが、ただの個々

の言葉じゃなくて、本当に心から「市民目線」というのを思わないと、市民目線の施策は出てこ

ないんじゃないかと思います。やはり、議員であった頃、そして、市長が町役場に公務員として

勤務されていた立場、そしてまた、フリーであった時の市長、そういう、いろんな立場を経験さ

れておりますので、そのことを全部総合的に鑑みて、やはり、その時その時の思いというのをし

っかり忘れずに、こういうせっかく本市のナンバーワンになったわけですので、ぜひ取り組むべ

きことは率先してやっていただきたいなと思います。みんなの思いは、そこにあるだろうと思い

ますので、ぜひこのことをしっかりいろいろ協議して完全無償化ということで、ここのみやき町

でも、いろんな課題がありました。財源の方を心配はされていましたが、やはり、その学校給食

費無償化のメリットとしては、子育て世帯の経済負担の軽減と給食費未納問題が解決する。そう

ですよね、未納問題は解決する。そして、学校長が集金というか、そういうことを管理していた

わけですし、教材費が給食費が入らないと、月末に事業者に払わないといけないお金が集まらな

いので、心配しながら払わないといけないとか、いろいろなもろもろのやはり課題があったみた

いですが、やっぱりメリットの方が大きい中にも、本当の少数意見だけど、例えば、給食費がた

だになって当たり前だという保護者、子供もですが保護者でしょうね。そういうことが当たり前

という意識が芽生えて、感謝する心、給食ですので、食べ物ですので、いただきますという心、

そういう心が薄れていくのではという、食育の観点から、私もそのようなことは思ったりしまし

たが、懸念するという声も少数意見としてあったということで、そして、給食費は保護者負担が

原則だから、そういう完全無償化というのは、ちょっとそぐわないんじゃないかという意見もあ

ったとか、いろんな意見があったと聞きました。 

ですが、やはり完全無償化ということで、結局皆さんの思いは、大変喜ばれているという施策

ですので、ぜひそこに向かってやって欲しいと思います。そういう前向きで、少し見えた回答を

答弁いただきましたので、このことは本当に、そこまで来ているなという思いがいたしました。 

このことで最後に一言、市長お願いします。 

○市長（下平晴行君） これは先ほど言いましたように、安心して子育てができるまちづくりを

進めるためにも、これは必要じゃないかなというふうに思います。 

今、議員の方から、メリット・デメリットがありました。これはまさにそのとおりだというふ

うに思います。 

私は一つは、やはり滞納されている方がいらっしゃる。これは実際生活が困難で滞納されてい

るというのであれば、まだいいんでしょうけれども、余裕がありながら滞納されている。しかし、

この滞納されているために、子供たちに何らかの対応ができるというわけではございません。で

きないからこそ、私は逆に無償化にして、その対応をしていけたらというふうにも思っていると
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ころでございます。 

これは、いわゆるメリット・デメリットはいろいろありますが、そういう観点からの給食費の

完全無料化ということも考えておりますので、安心して生活できる、子育てできるまちづくりを

目指して取り組みをしていきたいというふうに考えております。 

○14番（鶴迫京子さん） ここにも所管事務調査のまとめで、ここに書いてありますが、やはり

学校給食費については、基本的には受益者負担という考え方もあり、住民感情としての課題も見

られたということで、今後も本市としても議論を進めていかなければならないが、市長の提案を

含め、真に必要な施策なのか市民に受け入れられる事業なのか、財源を含めて精査する必要があ

るということでまとめてあります。 

また、今後の国の動向や近隣市町の動向も踏まえた上で拙速な判断にならないように議論を進

めるべきであるというような、まとめとしての意見としてあります。 

これはまた本会議終了後、首長の方にも届くと思いますので、報告書としてですね。読んでい

ただきたいなと思います。 

それでは、次に移ります。 

３点目、高齢者福祉についてであります。 

有明会場で11月19日でしたが、開催されました議会主催の「市民と語る会」において意見・要

望のあった、ひとり金婚式の在り方について質問いたします。 

その質問に入る前に少しですが、すぐ終わります。広場の欄にあったんですね。ちょっと読ん

でみますね。「いい夫婦、支えてくれた亡き夫、私がいくらブツブツ言っても聞き流してくれまし

た。仲が良かったのは、私のわがままを夫が受け入れ聞き流していたからと今頃気付いています。

どちらかが、そうだそうだ、そうねそうねとうなずくと夫婦げんかにならないのでしょう。亡く

なる２日前、今度生まれてくる時もまた一緒になる約束をしました。その時は私が聞き役になれ

たらと思います」と書いてあります。 

そして、この広場の投稿のいちばん最初に書いてあります。「金婚式を待たずに逝った夫は何で

もよしよしと許す人でした」と最初に書いてあります。 

私は、この広場の欄のこれを読んで、本当に涙が出ました。今も読めば涙が出てきますが、こ

れはちょっと年のせいで涙腺が弱っているのかも分かりませんが、でも、すごいなと思いました。

ここにある夫婦愛というのがですね。本当は、この方たちは、金婚式というのが本当に二人で、

それまでは元気だったんでしょうね、50年というのを、結婚してから、ああ今何年だね、何十年

だねと言いながら二人で金婚式を迎えようねということで、指折り数えながら金婚式を待ってい

らっしゃったんだと思います。そうじゃないと、１行目に「金婚式を待たずに逝った」というの

がこないんですね。私もエッセイを書いてますが、いちばん最初が大事なんです。だから、ここ

に思いがあります。そして、先ほど内容を言いましたが、とても仲の良い夫婦が、垣間見られま

すね。そして、だけどすごくこれは悲しい何か気がいたしました。金婚式を二人で迎えると思っ

ていても生老病死は分かりません。明日、死がやってくるかも分かりません、そういうことです
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ね。ですので、本当にこういう方がいっぱいいらっしゃる思うんですね。金婚式を二人で迎えよ

うと思っていても、急に一人で金婚式を迎えなければならなくなる。それがひとり金婚式であり

ます。 

それでは、質問に入ります。 

二人そろっての金婚式のお祝い行事が毎年企画されているが、以前はあったひとり金婚式が今

はなくなっている。お祝いの形ではなくて構わないので、何かしてあげられないかと語られまし

た。後日、質問するので再度その方に思いを詳しく聞きました。結婚して二人で迎えようが、一

人で迎えようが、50年は50年である。その50年間生きてきた人生の長さは二人だろうが一人だろ

うが変わらない、どうしてひとり金婚式が無いのか、どうして差があるのか、不公平であると思

うが、何か方法を工夫するべきではないかと、そういう意見がありました。 

そしてまた、その方の意見ではないんですが、こんなに言っている人がいたと、そういうのを

するんだったら、その金婚式も二人も一人もしないほうがいいんじゃないかと言う人もいますよ

という意見もいただきました。 

そして、私も、このひとり金婚式については、平成25年９月定例会にて一般質問をしておりま

す。会議録から参考にですが、次のように述べております。「金婚式というのは、その方たちが最

初の経緯とか、いろいろあるけれど、やっぱり労をねぎらって長い間連れ添ってとか、一人亡く

されて独り身でというのはありますが、そこをもろもろ考えたら一応お祝いなわけですので、そ

こに差があってはいけないんじゃないですか」と、私も訴えております。その時の当時の市長の

答弁として、「果たして金婚式を行政の方でお祝いするというのもふさわしいのかどうかというこ

とについても考えさせられたところである。そういったものを含めて改めてアンケートをとらせ

ていただければと考えています」との答弁でした。 

その当時の担当課長も平成21年に、これ今、質問しているのが平成25年です。４年前です。「平

成21年に取ったアンケートで、期間が空いているので、改めてアンケートを取りたい」と答弁し

ておられます。 

それを受けて、私も「アンケートの結果次第で当局が見直して、いろいろな声を吸い上げ、バ

ランス的におかしいなと思われない行政のやり方で解決していただきたい」と要請もしておりま

す。アンケートを取ってからは、既に９年も経過しております。私が質問してからは、５年経過

しています。その答弁どおり、その時アンケートは、その後取られたのでしょうか。まず、その

ことも含めまして、市長の考えをお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） ひとり金婚式につきましては、結婚後50年経過した中で、その間に不幸

にして配偶者を亡くされ、お一人で子供の養育や社会への貢献に尽くしてきた方に節目として、

その労をねぎらう意味で開催していただいたものでありまして、私としましても、これらの方々

に対しまして敬意を表する次第でございます。 

御質問のひとり金婚式につきましては、社会福祉協議会の事業として地区公民館において、地

域行事の実施に合わせて家族や公民館等で祝っている地域もあり、参加者に大変喜ばれていると
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聞いておりますので、このような取り組みが更に市内に広がっていけばというふうに思っている

ところでございます。 

アンケートでございますが、実施しております。「以前のように市で式典を開催した方がよい」

という方は12％程度でありました。 

そして、「記念品のみで式は実施しない」「何も実施しない」と回答された方が合計で約70％で

ございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 今のアンケートは、何年に取られたんですかね。 

○市長（下平晴行君） 平成25年度にアンケートを取っております。 

○福祉課長（折田孝幸君） 最初市長が答弁されました「市で式典を開催した方がよい」と答え

られた方が12％というのが、平成25年度でございます。 

それから、２番目に申されました「記念品のみで式は実施しない」、それと「何も実施しない」

と回答した人が70％いたというのは、以前、平成22年度のアンケートで実施した分でございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 前に戻りますが、市長の答弁で、そういう金婚式は、すごく理解をさ

れていまして、それが広がっていけばいいなという答弁をいただいたんですが、その前をちょっ

と聞き漏らしておりましたので、結局、この金婚式ですか。ひとり金婚式のことについては、答

弁されましたですかね。 

○市長（下平晴行君） これは、この事業につきましては、いわゆる社会福祉協議会の事業とし

ているということで答弁したところでございます。 

○14番（鶴迫京子さん） 平成25年に質問したときに１回あったんですね、合併してから、この

ひとり金婚式が１回行われたんです。その時の実績報告をいただいたら、ひとり金婚式の方で28

万円ぐらいでしたかね、何かあったんですね。金額ではありませんが、そういうことでした。そ

して、今、報告があったように式典は参加しないけど、記念品のみとか、そういうのの回答があ

りましたね。それも含めまして、先ほどは、ここから出ているアンケートの話になるんですが、

特に、こういうような場合のアンケートというのも、そこにいらした方の大半がそのように思っ

ている方に「アンケートを取ってください」と言ったら、そのようになったかもしれませんし、

賛成というか、そういう方々が集まっている、人数が。そこに「ぜひお願いします」となったら、

今度は、そのパーセントがちょっと変わっていくのかなって、この該当する人たち、もうすぐす

るであろう人たち、そういう人たちを対象者としてアンケートを行ったならばどうなったかとい

うと、それがまた、アンケートの取り方ということの問題点というのが浮き出てくるのではない

かなという思いで、アンケート、数字だけではないですよということで、言いたかったんですね。 

それが先ほどの質問にもなったわけですが、そういう意味で、先ほども「市民と語る会」のと

ころで意見があったように、何かしてあげられないか、何か方法を変えられないかとか、そうい

うもろもろのことが９年とか５年とか10年経っていますので、やっぱり人間は変わっていきます。 

社会環境、情勢が変わってきますと、やっぱり考え方、そして長寿社会になって100歳が普通の

世の中になってこようとしています。だから、そういう中で、この金婚式とか、そういうのはど
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う考えるのかと申しますと、アンケートの結果というのも左右されるのではないかと思いますし、

そこの方法を変えるとか、そういう所は協議されなかったですか。 

○市長（下平晴行君） 方法については協議はしておりません。 

しかし、今、議員がおっしゃるように、このアンケートの取り方も、いわゆる対象者だけ、対

象者に恐らく取っていると思うんですね。それも範囲が限られておりますので、そこら辺が、こ

れを100％取っていいのかということは、おっしゃるとおりだというふうに思います。 

これは一つは、やはりひとり金婚式の対象者が、やはり全体的に通常の金婚式と同等にやって

欲しいと、した方がいいというような、受け入れじゃなくて行政の方も、そういう取り方があれ

ば、私はした方がいいのかなというふうには感じております。 

○14番（鶴迫京子さん） 社協に委託して助成金、補助ですかね少し出されてされている事業で

あります。そして、有明でしたかね、公民館事業としてとか、いろんなそういう自治会ですかね。

そういう所でやられているひとり金婚式もあるかと、その時に聞きました。 

ですので、いろいろまた、市長も変わりましたので、考え方もいろいろだと思いますが、行政

がやることにふさわしいのかどうかということも考えさせられたという前の答弁がありましたの

で、また、そこらあたりは、市長も変わったわけでありますので、ぜひこのことをもう一遍担当

課なり、また市民の声をお聞きになって、いい方法で工夫をして、今のままで今ある金婚式の状

況で、それはそれとして置いといてやって、そして、このひとり金婚式は、どうしようかという、

そこまでは段階的になっていらっしゃるでしょうか、市長として。 

○市長（下平晴行君） そこまでは、今日の今の時点での答弁しかできませんけれども、それは

先ほども言いましたように、そういう社会的全体が、そういうことで必要と認めているのであれ

ば、それは取り組みをしていかなければいけない。 

ただ、これは社会福祉協議会の事業としておりますので、そこら辺も含めて協議していかなけ

ればならないというふうに思っております。 

○14番（鶴迫京子さん） 市民と語る会では、代弁者として、そして本人の意見としてもおっし

ゃいましたので、まだいろんな方々の意見がいろいろあろうかと思いますので、市長もやはり「市

民の目線」とおっしゃいますので、たくさんの市民の声を聞いて、そして研究・検討していって

いただきたいなと。即答で、ひとり金婚式をじゃあやりますよということには、この場ではなら

ないということでありますので、それはよく理解いたしましたので、ぜひ検討課題としていただ

きたいと思います。 

それでは、最後の質問に入ります。 

交通行政についてあります。 

11月19日の有明での市民と語る会でも意見がありました。「免許を返納した高齢者は、交通手段

がなくて、買物や病院に行くのも不便である。子育て支援も必要と思うが高齢者にも気を使って

欲しい」と要望されました。 

100歳まで元気な高齢化社会は、もうそこまで来ております。高齢化などにより、免許返納後な
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どの交通弱者に対する公共交通問題は、喫緊の最重要課題だと考えます。 

そこでお伺いいたします。平成24年12月、平成25年６月、平成28年12月、今年の６月と過去４

回にわたり定例会で、公共交通行政について一般質問してまいりました。６月の答弁書によりま

すと、「４月に公共交通事業者、公安委員会、公共交通利用者等を構成委員とした志布志市地域公

共交通活性化会議を設置した。今年度は、この活性化会議を基盤に協議を進め、志布志市地域公

共交通網形成計画を策定し、地域の実情に即した地域公共交通サービスの実現に向けた取り組み

を行ってまいります」という市長の答弁でありました。まだ半年しか経過していませんが、本市

の福祉タクシーや通学バスなども含めた総合公共交通システムの構築に向けた現在までの取り組

みの進捗状況と、今後の方向性をお伺いいたします。 

○市長（下平晴行君） 志布志市地域公共交通網形成計画につきましては、公共交通に関する５

年計画のマスタープランとして、平成31年３月の策定に向けて取り組んでいるところでございま

す。 

具体的な取り組みとしましては、本市の特性や地域公共交通の現状や問題点を把握するため、

市内の高校を対象とした高校生アンケート調査、市民3,000人を対象とした住民意識調査をはじめ、

事業者ヒアリング、住民座談会などを実施し、現在、課題の整理の取りまとめを行っているとこ

ろでございます。 

また、庁内の担当者会議や、先月21日には交通関連の行政機関や事業者等で構成される志布志

市地域公共交通活性化会議を開催し、志布志市の公共交通の現状や各種調査結果を報告し、委員

の方々から意見等をいただいたところであります。 

今後は、本市の目指す将来像や地域公共交通の在り方の検討、その実現に向けた施策の具体的

検討などを行い、地域公共交通活性化会議との連携を図りながら骨子案をまとめ、地域の実情に

即した地域公共交通サービスの実現に向けた計画の策定をしてまいります。 

○教育長（和田幸一郎君） 通学バスに関わることについてお答えいたします。 

志布志中学校の通学バス運行事業は、志布志地区の中学校統合に伴い、遠距離通学となる旧田

之浦中学校区及び旧出水中学校区に居住する生徒を対象として、平成26年度から行っております。

この事業に対する国庫補助金は、開始から５年を経過する平成30年度、本年度ですね。本年度で

終了する予定であり、財源の確保が課題でありますが、生徒の通学手段の確保と保護者の負担軽

減のため、継続していかなければならない事業だと考えております。 

○14番（鶴迫京子さん） 通学バスが今年度で終了するということで、大変心配していましたが、

今、教育長の答弁によりまして、単独でやって、継続して大事な事業ですので、やっていくとい

う答弁をいただきましたので、ほっといたしました。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

市長の答弁で、地域の特性に応じた将来像という、公共交通の構築をしていくということであ

りますが、市長の描く総合公共交通の体制ですね、このことに関する市長の描く将来像というの

はどういう形ですか。 

○市長（下平晴行君） これは、今現在、高齢者の方々が免許の返納等もあるわけでありますの
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で、中・高生、学生の通学等々を併せて、高齢者の買物、医療、総体的に、そういう利便性が図

れるような交通体系ができないかどうかということで、先ほども申しましたとおり、アンケート

等の調査をして、その方向性を決めていきたいというふうに考えております。 

○14番（鶴迫京子さん） 通学バスとか福祉タクシーとか、同僚議員も質問をされていました。

福祉タクシーの接遇というか、そういう態度についてとか、そういう思いやりの心とか、そうい

うので質問されていましたが、これは待ったなしの施策ではないかなと思いますが、公共交通再

構築ということで、それが将来像に向かって形成計画という、計画がないとそこに向かえないわ

けですが、大変時間がかかるような気がいたしますし、そしてその間は、やっぱり待ったなしで、

いろいろ現場でいろんなことが起きております。そういう意味合いでも、その間、国の補助金で

すかね、助成金とかいろんなことが国土交通省とか、いろんな省は違っても、このことを補完す

るような、最後の将来像に持っていく間に、何か手立てをするための事業というのがないか、多

分、担当課でもいろいろ知恵を絞っていらっしゃるのかも分かりませんが、その間をどうするの

かということで、やっぱり市民は大変困っている現状があります。 

そういう中で、近江八幡市に行きましたが、あそこは「あかこんバス」、循環バスですね。高齢

者も学生も、そして全市民が利用できる「あかこんバス」というのがありました。そして、隣の

串間市、これも一般質問で言ったこともありますが、串間市も循環バスで、「よかバス」ですかね、

何かありますよね。 

本市では福祉タクシーと、それから松山、有明はドアツードアで、そういうのがありますが、

志布志市内には交通空白地帯があって一部の所しか利用ができていない。そういう恩恵にあずか

っていないという格差があるような気がいたします。そういうことも併せ持って、その間をどう

するのかということに対しては、今の大きな目標に向かっては、順次されていますが、どういう

考えでいらっしゃるんですかね。そのために質問を何回も何回もしているような気がいたします

が、他の同僚議員も同じことに対して、いっぱい質問が出ます。いかがでしょうか。 

○企画政策課長（樺山弘昭君） 担当課の方から現在の取り組み状況等について少し説明させて

もらいます。 

今、市長からありましたように、アンケート調査をしたり、ヒアリング調査をして、いろんな

課題が出てきているところでございます。公共交通を利用している方は高齢者だけではなくて、

一般の方、買物をする方も利用されているということ等があります。 

また、駅までのアクセスの関係、フェリーと路線バスとの接続の関係。それから事業者ヒアリ

ング、交通事業者の方からのヒアリングもしながら、バスやタクシーの運転手の不足の関係とか、

そういった課題等も挙げられているところでございます。 

そして、アンケート調査や実態調査の中から見えてきたたくさんの意見ということでございま

すけれども、座談会の中では、先ほどありましたように、高齢者の方から、現在は何とか運転で

きるけれども、近い将来免許返納をした場合に家族とか、近所の方にお願いするのもなかなか難

しいので、有料でもいいので、公共交通制度を作って欲しいということ。また、買物に行った場
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合にもバス停まで歩いて行くのが大変だということ。また、荷物がある場合は大変であるという

ようなこと。 

それから、毎週のしっかりとした巡回バスができたり、時刻表ができれば利用したいというよ

うな声。バス助成金のようなものが欲しいとか、現在の福祉タクシーを、さっきありました制度

を充実して市内同一のサービスにして欲しいというような御意見。そのような意見がたくさん出

ているところでございます。それを現在集約しまして、私どもとしましては、この検討委員会の

中で、例えば、大きな通学バスのルートも生かしたような、大きな幹線の利用と、個別の家庭と

の送迎というのは、そういった両方との仕組みができないかとか、そういったことを今、考えて

いるところでございます。 

このようなたくさんの意見をまとめまして、先ほどある志布志方式といいますか、志布志モデ

ルを作り上げていきたいなと思っているところでございます。 

これからの予定でございますけれども、来年度も、この国庫補助事業を導入しまして、今年度

マスタープランが出来上がりますので、毎年は実施計画ということで作り上げまして、来年度中

にはワークショップなどを開きながら、実際の運行の計画とか運行のダイヤとか、具体的な計画

を示す中で、交通事業者との協議を行いながら、許認可があるとか、そういったことも整理しな

がら、できれば来年度、一部実証試験とか、そういったところまでできればなと思っているとこ

ろでございます。来年度まで、その国庫補助事業を展開しまして、さらに、その次の年度から本

格的な運行を目指してるところでございます。また随時、報告をさせてもらいたいと思っており

ます。 

○14番（鶴迫京子さん） ただいま企画政策課長の方から、詳細に報告があったわけですが、思

ったより大変進んでいるのかなというふうな思いがいたしました。これまでの進み具合といたし

まして、そこまでやっとかなと思いましたが、やっぱりこのことは、皆さんに活性化会議という

ことで、いろんな課題を出していただいたら、福祉課とか保健課とか企画政策課とか、いろんな

課が関わってきて、教育委員会とか、一つのところで解決することができないような課題ではな

いかなと思っておりました。だからこそ、こんなに長いことかかって、そしてまた、行政の方で

もみんな担当があって、その担当で仕事があるわけですね。担当のお仕事をこなしながら、また

集まって企画調整、いろいろ調整したり、これはそちらの課が主だよねとか、そういう調整会議

もしないといけない。それをすり合わせて統一したものにしないといけないという、すごい最初

から何か無理があるような気がして、思っていました。ですので、特別にそういう公共交通の推

進、再構築に向けた推進室みたいなものを、そこに特化して、そこだけでそのことを前向きに検

討していく、そのことだけを一生懸命考えている部署を設置した方がいいんじゃないかなという

思いがあって質問をしたわけでありますが、今、「マスタープラン」とか、「平成31年度に向けて」

とかいう報告をいただきましたので、またいい報告を待ちたいなと思いました。 

本当に、いろいろな課題があって、この公共交通が少しでも、一歩でも進もうとしているなと

いう思いをいたしましたので、あと６分ありますので、最後に市長に、このことに関して、皆さ
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んも免許返納後とか、いろんな心配していらっしゃいますので、しっかりした答弁を市民の皆様

に向けてお願いしたいと思います。 

公共交通の再構築に向けた取り組みに対する市長の思いをしっかり市民にお願いしたいと思い

ます。 

○市長（下平晴行君） これは、議員も御指摘がございましたとおり、企画政策課の本来の業務、

これを今、課長の方で説明がございました。 

いわゆる全体の企画調整、それから政策の推進、そういうことを大きな目的として企画政策課

が、今後動いていった方がいいんじゃないかというような考え方でございます。 

事業については、それぞれの課で事業をしていくということでは、今、課長の方で答弁したと

おり、大変ないろんな事業も持っているし、大変な忙しい課であるということから含めて、そう

いう本当に政策的な調整もしながらしていく課で取り組みをしていきたいというふうに考えてお

ります。 

それとあわせて、今、御指摘がございましたとおり、いわゆる交通難民、そういう方々のため

に、どういうルートで公共交通体系を構築していけばいいのかということでございます。 

これは、先ほどお話がありましたとおり、3,000人の住民のアンケート等も取っております。し

かし、ある市では、あまりにも体系を細かにやったために、財政上大変な状況であって、やり直

しもしているというようなこともございます。 

私も、これは、それが100％ではないというふうに思っていますけれども、できるだけ市民の皆

さん方が買物、病院、通学、そういうものが安易にできる、生活できる体制づくりをしていきた

いというふうに考えております。 

［鶴迫京子さん「終わります」と呼ぶ］ 

○議長（西江園 明君） 以上で、鶴迫京子さんの一般質問を終わります。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 以上で本日の日程は終了しました。 

明日は、午前10時から本会議を開きます。 

日程は、一般質問です。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでした。 

午後４時47分 散会 
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午前10時00分 開議 

○議長（西江園 明君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西江園 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、持留忠義君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） ただいま久井仁貴議員から、一身上の都合により、本日をもって議員

の職を辞したいとの辞職願が提出されました。 

お諮りします。 

久井仁貴君の議員辞職の件を日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題にしたいと思い

ます。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、久井仁貴君の議員辞職の件を日程

に追加し、追加日程第１として、直ちに議題にすることに決定しました。 

追加日程を配布します。 

しばらく休憩します。 

──────○────── 

午前10時01分 休憩 

午前10時02分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 会議を再開します。 

──────○────── 

追加日程第１ 久井仁貴君の議員辞職の件 

○議長（西江園 明君） 追加日程第１、久井仁貴君の議員辞職の件を議題とします。 

お諮りします。 

久井仁貴君の議員の辞職については、これを許可することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、久井仁貴君の議員の辞職について

は、これを許可することに決定しました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） ここで、私の方から一言おわび申し上げます。 

カメラの関係上、座ったままで発言申し上げます。 

本市議会の久井仁貴議員が、本年４月９日、高速道路を走行中、制限速度を89㎞超過し、道路
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交通法違反で在宅起訴されていたことを昨日の新聞報道で初めて知ったところであります。 

市民の負託を受けた議会人として、あるまじき行為であり、早速、本人を呼んで、私から厳重

注意したところでございます。 

市民の皆様、並びに執行部の皆様に大変御迷惑をおかけしたことに対しまして、議会を代表し

て深くおわび申し上げます。 

ここで暫時休憩いたします。 

10時15分から再開いたします。 

──────○────── 

午前10時04分 休憩 

午前10時14分 再開 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 会議を再開いたします。 

──────○────── 

日程第２ 一般質問 

○議長（西江園 明君） 日程第２、一般質問を行います。 

19番、小園義行君の一般質問を許可します。 

○19番（小園義行君） おはようございます。日本共産党の小園義行でございます。 

今、国会が開かれてまして、最終盤を迎えて、いろいろと大変な攻防を、マスコミが報道して

おります。 

そうした中で、やはり総理大臣が、いろんな所で発言されるわけですけれども、「ややこしい質

問を受ける」という、こういった発言をされて、大変批判を受けています。なぜかというと、国

民から選ばれた代表が、正式な委員会で質疑したり質問をしたりすることを「ややこしい質問」

と、まさに上から目線で国会を愚弄していると、そういう思いがしております。やはり謙虚で、

私たちは生活をし、そして、議員としても活動としても、そういうことだというふうに思います。 

私自身も時に相手の人から、ちょっと横柄かねって思われること、そういったこと、知らず知

らずのうちにとっている場合があるかもしれませんけど、いつも心に思っているのは、基本的に

謙虚に生きていくという、そういうことが大事だろうというふうに思います。私を議員に当選さ

せてくださいとお願いをして、ここに立ってます。総理大臣だって一緒ですよ。国民から選ばれ

た代表が質問するのに「ややこしい」と、そんな上から目線のね、今の政権はとんでもないとい

うふうに私は思います。そういった立場からしますと、我がまちの議会というのは、とても真摯

にいろんなやり取りをされて、また当局の方も精一杯の答弁だと思ってます。私たち議会で執行

権を持っていない人間からすると、提案型でいろんな質問をし、当局から提案されたものに対し

ては、しっかりとより良いものにしていくために質疑をしたり質問をしたりして、住民の皆さん

にお返しをすると、その一つの過程だというふうに私は思っていますので、今回通告しておきま

した点、結構多いですけれども、真摯に当局と議論をして、より良いものにしていきたいと、そ
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ういう立場で質問をさせていただきたいと思います。 

まず、嘱託職員等の働き方についてということで通告をしておきました。約４点ほどですけれ

ども、2017年５月に地方公務員法の改正があって、2020年、再来年４月から地方自治体で働いて

おられる嘱託職員、パート職員、そして臨時職員の方の働き方が変わるという法律が再来年の４

月から施行されるということに法律がなっております。そのための準備をしないといけないとい

う期間ですね。おそらく来年３月か６月ぐらいまでには、条例改正をしないといけないというこ

とでありますので、そのことについての対応を質問したいと思います。 

まず、今、約300名近くの嘱託職員、パート職員、そして臨時職員の方々が働いておられるわけ

ですが、この方々に対して、市長としてどういう思いで日々見ておられるのかと、その思いをま

ず１点。 

併せて、先ほど言いました会計年度任用職員制度というふうに変わるというふうに法律がなっ

ています。そのことについて、それに向けての対応を併せて答弁を求めます。 

○市長（下平晴行君） 小園議員の御質問にお答えいたします。 

現在の対応状況でございますが、昨年度、嘱託職員、臨時職員の調査を行い、今年度に入り例

規整備について業務委託を行っております。 

また、総務課、教育総務課、水道課、曽於南部厚生事務組合で検討委員会を立ち上げ、これま

で３回検討委員会を開催しており、職員組合とも事前協議を１回行っております。 

制度設計については、近隣自治体と権衡を図ることとされており、他自治体と情報交換を行っ

ているところでございます。 

今後の対応につきましては、検討委員会の開催、他自治体との情報交換を行いながら制度設計

を行い、早ければ６月議会に提案をさせていただきたいと考えております。 

考え方でございますが、先ほど臨時職員、嘱託職員の人数でございますけれども、嘱託職員232

名、臨時職員92名となっております。 

嘱託職員、臨時職員につきましては、様々な分野で任用されており、現状において、志布志市

役所を支えていただいている重要な職であると認識をしております。 

○19番（小園義行君） 今、市長の方から大変重要なお仕事をしていただいているという、そう

した認識が答弁がありました。 

それを受けて、この新しい会計年度任用職員制度に変わることで、現在の嘱託職員、パート職

員、臨時職員の皆さんの働き方がどういうふうに変わっていくというふうになっているんですか。 

○市長（下平晴行君） 本年８月に業務委託先により弁護士が派遣され、嘱託職員、臨時職員を

任用をしている部署の職員に対して説明会を開催したところでございます。嘱託職員、臨時職員

に対しては、来年１月、２月に制度の概要について説明を行って、議会において議決をいただけ

れば、すぐに詳細な内容について説明会を開催する予定でございます。 

○19番（小園義行君） 議会等を含めて、いろいろそういう所から御理解いただいたら、きちん

とやるということです。 
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実際ここに国が出しているマニュアル、大変たくさんあります。これをよく読みました。その

中で、現在の嘱託職員、これ法律が捉えているのは、第３条第３項第３号の、いわゆる非常勤特

別職という形の中に嘱託職員も実際含まれてはおりますね。そして、この第22条、そして第17条

という、このことを問うことは、これまでいろいろたくさんしてきましたので、しませんけど。

実際この会計年度任用職員になると、国が出しているマニュアルを見ますと、最長１年、そして、

毎年会計年度任用職員ですので、１年ごとに更新をしていくというふうになっています。 

そして、次２年目に仮に入ったとしますね、そうすると１か月間の試用期間というのが課され

るということで、この会計年度任用職員というふうになるんですが、私が、これを読み解いたと

ころでは、そういうことです。そういう理解でよろしいですか。 

○総務課長（山田勝大君） 会計年度職員の任用の在り方については、議員御指摘のとおり、毎

年任用するということで、毎年１か月間の試用期間が出てくるということでございます。 

○19番（小園義行君） 毎年そういう形になるということで、しかも公募でやるというようなこ

とになっていますね。 

現在の特別職、ここは法律でいいますところの地方公務員法の第３条第３項第３号、これもも

ちろん残りますよ、これは学識経験がある人に厳格化していきますということですね。現在の特

別職、非常勤という、ここですよ。 

そして、第17条ここに今回変えていかないと、次の、今回国が求めています、それぞれの手当

だとか、一時金の支給ができないからということで、この第17条に変えていくんですね、そうい

う法律になっていますよ。 

そこで、この特別職、非常勤、臨時的任用、これは当然そういうことでしょう。これまでがお

かしかったわけで、本来はですよ。特別職の非常勤というのは、例えば何とかの委員とか、そう

いうことで学識経験ある人に厳格化ということで、臨時的任用というのは、常勤の欠員が生じた

場合に限られますよということで、これまでみたいに臨時職員を採用するというふうには、いき

おいならないというふうに法律が変わっていくというふうになっています。 

そして、今回国が変えた一般職、非常勤の、ここの第17条ですね、一般職、非常勤ということ

に変わっていくんですけど、フルタイムで働ける場合と、時間で働ける場合というふうに分けて

いるわけですが、各種手当が出ますよということと併せて、一時金も支給できるというふうにな

っているんですね。我がまちは、これについては、非常に先駆けて、県内の自治体でも、僕はト

ップクラスだというふうに思っています。当局の努力の甲斐あってですね。通勤手当に該当する、

そうしたもの、夏休み、そして時給の引き上げ、これまで何回もされて当局の努力は大いに認め

ているところです。 

そういった中で、今回この会計年度任用職員が今度やっていくということで、職員組合ともい

ろいろやるということでしたが、実際に非正規職員が配置されている職場の実態というのをきち

んと把握されて、例えば何々課のそこの実態ですね。それを新しい会計年度任用職員制度にした

ときに、職の確定というのをどういうふうに当局は把握していくのかということが大事になって
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くるんじゃないかというふうに僕は思うんですけれども、そこについての考え方を少しお願いし

ます。 

○総務課長（山田勝大君） 会計年度任用職員制度が始まる際につきましては、第22条の１号な

り２号、２の１号、２号というようなことで、フルタイム、パートタイムの雇用が始まるところ

でございます。 

現在、各課にいわゆる嘱託職員と臨時職員の方の主たる業務内容、それから勤務時間、勤務日

数といったものを調査をしたところでございます。 

これを基に、再度各課ヒアリングを行いまして、どういう職種が求められるのかということを

協議して、いわゆる職の設定をしていくということになりますので、今後、議会上程までには、

きっちりとした形で整理していくということでございます。終わります。 

○19番（小園義行君） 今、そういう立場でいきますということでしたので、この会計年度任用

職員制度が始まると、自治体の役割ですね、それが私は変わってくるのではないかという、ちょ

っと心配をするところです。 

非常勤の職というのは、今いろいろ働いておられる方をきちんと調査し、そして、こういうこ

とですよと、過去やるということでしたが、この新しい非常勤といわれる会計年度任用職員の職

を作り出すために、正規職員の方々の職が切り分けられると、こうしたことが心配されるわけで

すね。そういうことは無いというふうにおっしゃれば、それでいいわけですけれども、そこにつ

いては、今ある正規職員の人たちの職が切り分けられて、これは会計年度任用職員の職ですよと

いう、そういうふうになると、少し心配をするなというのが、なぜかというとですよ、小泉政権

下で三位一体改革、そして、集中改革プランという、そういうことから、正規職員減らしが大き

な要因で、これは全国的に約３割少なくなったんですね。マスコミが出している統計ですよ。そ

ういう状況の中でも付帯決議があって、公務、いわゆる公の仕事は任期の定めのない常勤による

運営が中心ですよと。あの小泉改革の時でさえも、そのことを明確に付帯決議で国会で決議して

います。そうした意味からしたときに今、言いましたように、会計年度任用職員の職をきちんと

広げるということで、新しく作るということで、正規職員の人のそれが切り分けられて少なくな

ると、どっちが主になるかということがよく分からなくなるという、そこを心配してるもんです

から、そこについては、きちんとした対応があるということでよろしいですか。 

○総務課長（山田勝大君） 働き方、いわゆる正規職員、それから嘱託、臨時の方の働き方につ

いてでございますけれども、基本的には現在の業務といいますか、そういったものを行っていく

ということで、大きく業務内容を変更するというようなことは現在のところ考えていないところ

でございます。 

○19番（小園義行君） そういうことで、そこはよく理解をしました。 

今、国がどんどん、今の安倍内閣は、いろんなことをやっています。民営化、そして外部委託、

指定管理、そして、トップランナー方式、またクラウド化、ＩＣＴの活用などと、どんどんどん

どんこういうことが進んでいくと公務としての、公の仕事としての質が確保がされなくなるので
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はないかというふうに思います。 

それはなぜかというと、民間にしちゃえば、ここに公に残らないわけですね。そういったこと

で果たしていいんだろうかというふうに思います。 

職場から、そういった専門性がなくなったりしていくと、職場はマニュアル化しちゃって、そ

れでやればいいよというようなことになってくる。そうすると、いわゆる住民本位の仕事が難し

くなっていくのではないかという思いがあるんですね。だから、職員の皆さんの働き方、きちん

とそこを確保していないと、住民本位、住民が主人公ですよという、そういった仕事が難しくな

ってくるというような気持ちがあるところです。でも今、総務課長の方から答弁がありましたよ

うに、そういうことにはならないよということでありました。 

であれば、新しい制度になっているところで、現在嘱託職員として働いている人、パートの人、

臨時の人の待遇ですね、これは会計年度任用職員になっても、我が志布志市はきちんとした対応

をして、雇い止め、そして、また賃金の引き下げとか、そういったことは無いというふうに努力

をしていくという、そういった理解でよろしいですか。 

○総務課長（山田勝大君） まず雇い止めの件でございますけれども、会計年度任用職員制度の

導入にあたっては、そういったことはできないということになっておりますので、そこについて

はしないということでございます。 

それから、賃金面等でございますけれども、いわゆる保険上の水準を基本に、今後設計をして

いくことになりますので、現状から給与を下げるというような方向には向かわないというふうに

思っております。 

以上です。 

○19番（小園義行君） よく分かりました。 

そういう立場であるということを理解しまして、民間であると雇用契約が発生して、労働契約

法の第18条によって、今年の４月から１年を通して契約があって５年契約した次の日から、私は

有期、いわゆる１年の契約じゃなくて、有期の定めの無い契約に変わりたいといったら、この労

働契約法第18条で無期雇用への転換を申し込むということができるようになっています。だけど、

いわゆる役所、そこは、この労働契約法の対象になっていないんですね。でも実際は、あなた方

は、この労働契約法第18条において、この地元の企業でですよ、そういう人がいたら、きちんと

雇いなさいと。１年間とかじゃなくて、ずっと無期でですね、そういう契約に変えなさいという

指導をしなけいけない立場なんですけれども、この会計年度任用職員というのは、なぜか１年契

約でずっと役所は、それをしていくという意味で、非常に矛盾を感じながらの仕事をしないとい

けないんだなと思って、大変な仕事をされるなというふうに思っていますので、そこについては

労働契約法は、役所には適用されないわけで、そのために今回、会計年度任用職員制度の導入が、

再来年の４月から始まるんですけれども、そこについても、今、課長の方から答弁がありました

ように、雇い止め、そういったものを急にやるということではなくて、きちんとした対応をする

ということで、県内各自治体を見ても、本当志布志市は努力していただいて、働いている方々に



 （229）

しては、それは本来不満があるかもしれませんよ。それにしても、よく頑張っている自治体だと

いうふうに私も思います。 

ぜひですね、私は本来は、この会計年度任用職員とか、こういうことじゃなくて、しっかりと

正規職員として雇用して住民の皆さんのための仕事を一生懸命して欲しいという、そういう方向

に変えていくという、本来はそういう努力が必要だと思うんですね。そういった意味で、この会

計年度任用職員制度、今後も変わっていくでしょう。働く人から見たときに立場が悪くならない

ように、いいものに変えていくという、こういった声は市長会を通じたりいろんなことがあるで

しょう。市長にこれはお聞きしますけれども、そういった立場で今後も会計年度任用職員制度の

導入に向かっては、国の法律ですからそうしますけれども、きちんとした、そういう働く人の立

場をしっかり守って、国に変えてもらいたいところは変えてくれという声を上げるという、そう

いう立場というのを市長として、どういうふうにお考えかお聞かせください。 

○市長（下平晴行君） 先ほど話がありましたとおり、この会計年度任用職員制度に変わったと

いうこと自体が、いわゆる先ほど言いましたように、地方行政の重要な担い手となっている、こ

の臨時職、非常勤、あるいは臨時職員、こういう方々が適正な任用、勤務条件を確保することが

求められて、こういう形で制度が採用されたということでございます。 

そういう中で、今議員のおっしゃる、そういう何らかの不手際がもしあった場合、やはりそれ

はしっかりと国の方に提言をしてまいりたいというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） 市長の決意もよく分かりましたので、次に、現在の嘱託職員という意味

ですよ、会計年度になっていくかもしれませんけれども、１年半後はです。 

障がい者雇用ということで、これも国は本来は一生懸命やらなきゃいけなかったことを、そう

いうふうになっていない部分があるんですが、我がまちとしても、この嘱託職員にも障がい者雇

用というのを広げていくべきだというふうに思うんですが、そこについてはどういった議論が、

９月議会でも国のそういったものに対してのやり方をやりましたけれども、我がまちで、会計年

度任用職員、そこに対する障がいを抱えている人たちの雇用の在り方、どういうふうに考えてお

られるか、どういう議論がされているのかお願いします。 

○市長（下平晴行君） 嘱託職員の雇用につきましては、現在即定の求人票に基づき、広く公募

を行っているところでございます。 

しかしながら、障がい者専用という形での求人には至っておりません。 

今後につきましては、厚生労働省が発出しております合理的配慮事例集を研究するとともに、

ハローワーク等の関係機関からの情報提供を基に、そのような形での公募を行ってまいりたいと

考えております。 

また、併せて業務内容やハード面など、障がいのある方が働きやすく活躍できる職場環境の整

備が大変重要だと考えております。 

○19番（小園義行君） そういう市長が今、答弁されたとおりで、努力をしていただきたいとい

うふうに思います。そこについては、分かりました。 
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次、２番目の正規職員の働き方についてということで、１番と２番をちょっと逆に質問させて

くださいね。１番目は後でしますので。 

現在、本市の正規職員の方々について、障がい者雇用というのは身体障がいを抱えている方が

主となっているわけですが、ここに知的障がい者や精神障がい者の雇用というのは、どういった

議論がこの間されているんでしょうか。 

○総務課長（山田勝大君） 障がい者の雇用につきまして、特に国等が身体障がい者の方に限っ

て募集をしていたということでございました。 

また、県内でもそういった募集の実態があったということで、志布志市としましては、そうい

った限定せずに雇用するための準備といいますか、そういったものを現在検討をしているところ

でございます。 

○19番（小園義行君） 今、課長の方からそういう答弁がありました。そういう準備ということ

で検討をしているということであります。 

障がい者雇用促進法、これが国とか自治体についてしているわけです。 

全国で都道府県別の、これは県ですよ、正職員の障がい者雇用枠というのを設けています、そ

れぞれ。身体障がいは障がい者の方については、どこの県もそうです。精神障がいと知的障がい

の採用枠を設けているのが、埼玉県が精神障がい、東京は全てです。神奈川県も新潟県も全てそ

うです。愛知県が知的障がい者枠、精神障がい者についてはありませんね。京都府が知的障がい

者枠を設けています。鳥取県、島根県は全て３障がい認めています。福岡県は精神障がいだけで

すね、身体障がいと精神障がい。鹿児島県は身体障がい者だけで、他の知的障がい、精神障がい

については、枠を設けていないんですね。この知的障がい者の雇用義務化というのは、もう20年

以上前なんですよね、ちゃんとしなさいよといって、これは法律ですから、それがなされてない

と。 

そして、精神障がい者についても、今年の４月の施行までに周知期間が５年間あったにもかか

わらず、こういったことです。 

先ほど、市長の方から「合理的配慮をしなさい」ということが2013年の法律の改正、障害者雇

用促進法の改正で、合理的配慮の提供義務が盛り込まれたわけですね。これについて愛知県が10

年以上前から知的障がいの方を雇って、農業総合試験場というところで19歳の時に採用になって、

今、男性は29歳、10年前ですね。約1,000羽の世話を１人で対応していると。困ったら、そこのジ

ョブコーチといいますか、支援員の人がちゃんとやるということで進んでいる。そういった意味

で、我がまちも、きちんとした、そういう障がい者雇用、今、検討をしていると、会計年度任用

職員を含めて、正規職員についても、知的障がい者枠、精神障がい者枠というのを考える時期に

来ているのではないかというふうに思うんですが、いかがですか。 

○市長（下平晴行君） 御指摘のとおりだと考えております。 

そのために、職員の啓発のための研修を実施する必要があると考えております。 

また、市役所内に限らず、社会全体として障害者差別解消法の趣旨や合理的配慮等についての
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理解が深まるよう周知を行ってまいりたいと考えております。 

○19番（小園義行君） 今、市長の方からそういう答弁であります。 

実は、志布志町時代に私も時の首長に、この知的障がい者、その頃は精神障がい、障がいじゃ

なくて精神病という、そういう区別で、障害者基本法の中に入っていませんでしたのでね。「知的

障がいの人を役所の職員として雇う考えはないか」という質問をしました。時の吉村公平町長は、

答弁がすぐには出ませんでしたけれども、考えられて、「外郭団体を含めて検討してみたい」とい

う答弁を時の吉村公平町長がされたんですね。そういう質問も初めて受けられたと思うんですけ

れども、今、市長の方からもちょっとありましたように、障がいを抱えている人をどういうふう

に見るのかと、平成13年の改正で合理的配慮、これが求められるようになったんですね。 

私も含めてですけれども、潜在的に障がいというものに対する、それだけじゃないかもしれな

いけれども、人間として差別意識を持っているというような気がするんですよ。潜在的にですよ。

その差別意識が10だとしたときに、それをいかにゼロに近づけるかということが大事だと。だか

ら、そのことが、この法律の改正の中で合理的配慮ということにうたわれたんではないかと。 

私自身は、息子と40年近く向き合っていまして、いろんな仕事もさせていただいていて、限り

なくゼロに近いところに近づいているというふうに、私自身は思っています。 

役所でも、そういった合理的配慮というのをどう構築していくのかというとき、実は昨日、南

議員も取り上げておられましたけれども、平成30年度の「志の福祉・ボランティア大会」という

ところで、私も一緒に参加させていただきまして、そこで３人の方が作文を低学年、そして高学

年、そして中学校の部、香月小学校の岡本大虎君が、ひいおばあちゃんの認知症の作文ですね。

そして、伊﨑田小学校５年の西萌々葉さんが、「大好きだよ、お姉ちゃん」知的障がいを持ってい

る家族のお姉ちゃんの話。そして、有明中学校の菅田芽生さんが、じいちゃんのことを書かれた

んです。ここにですね、私は、その時も会場で聞きましたけれども、改めて、西萌々葉さんが障

がいを抱えてる人をどういうふうに見ているかといったら、こんなふうに見てます。「私が、お姉

ちゃんの好きなところは、周りの人を楽しくさせてくれるところだ、大きな声で歌を歌ったり、

誰にでも元気に笑顔で声をかけたりする。お姉ちゃんのそばにいるとみんな笑顔になる。私は、

いつもそんな様子を見て、お姉ちゃんはすごい力を持っているなと思う」というふうに障がいを

抱えている人をこういうふうに見ておられるんですね。家族だからという意味じゃないですよ、

この西萌々葉さんて５年生ですよ。限りなくゼロに近いなと。私は正直、先ほど言いました潜在

的に持っている差別意識というのが限りなくゼロに近いと、とてもすばらいですよ。これは学校

教育を含めて、こういう子供たちを育てていただいているわけですけれども、私たち役所も働く

人を迎えるとき、こういったいいところをきちんと見られて、その人が来られたら仕事ができる

というふうに、そういう合理的配慮、環境をつくるというのが大事だなというふうに私は思いま

す。 

民間では、先ほど言いました。私の息子も11月９日で大隅衛生志布志に就職をさせていただい

て９年目に入って「お父さん僕は９年目だよ」と言って、とても喜んで毎日仕事に行っています。
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こうした西萌々葉さんと同じような、そういったものに僕たち自身も変わっていかんといかんの

じゃないかと。だから、いや知的障がいの人は来ても仕事はできんよねという、そういうことじ

ゃなくて、合理的配慮というのは、こういうことだと思うんです。 

市長ぜひですね、こういう障がいを抱えている人たち、精神障がいの人も含めてですよ、そう

いう見方を持って、本市の障がい者枠というか、そういったことも考えて、法律に基づいてやる

べきだというふうに思いますが、いかがですか。 

○市長（下平晴行君） この前の福祉大会、私も参加しました。おっしゃるとおり、西さんは姉

ちゃんのことを書いていました。 

その立場立場で作文を誠実に明確に書いているということ自体が、これは、このことは自分の

こととして、やはり受け止めて対応していかなければいけないというふうに思った次第でござい

ます。 

それから、じいちゃんのことも中学生の女の子が書いておりました。やはり、あの心の優しさ、

思いやり、これはどこから出てくるかというと、先ほどおっしゃいましたように、その人間性、

素直に知的障がいであると、そのことが素直に言える。それを見た、例えば、西さんの場合では、

お姉ちゃんを他の姉妹、他の友達と違うところは何だということも含めて、そういう自分で無い

ものが姉ちゃんにもある。そして、その場を和ませてくれるという、やはりそういう、私もこの

市役所においても、おっしゃいますように、やはり市民の皆さんの立場に立った物言が言えるか、

そして、そういう障がいの方が勤めてくださることで、また、その人の思いやり、それぞれの職

員が、その思いやりを持っていくことで、市民の皆さんに伝わっていくんじゃないかというふう

に思っておりますので、ぜひ偏見の目で見るというんじゃなくて、やはりその立場になったらど

うなるのかということも含めて、その対応してまいりたいというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） 今後ぜひですね、知的障がい者の方、それは、いろいろありますよ、精

神障がいの方を含めて、今、市長がおっしゃったような立場で、我がまちにも、そういう知的障

がいの人も職員として存在していると、精神障がい者の方も含めてという、そういうことに取り

組むという、そういうふうに理解をしましたので、よく分かりました。ぜひ努力をしていただき

たいというふうに思います。それでは、このことについては、よく理解をしました。 

では、次に正規職員の方々で、病気は仕方ないですよね、それぞれ病気はされるわけで、そう

した病休が出た時の後の対応として、早急に私は、いろんな観点から考えて、後の手当てという

のをしてあげないと、それぞれの働き方が大変になるんじゃないかと思うんですが、そこについ

ての考え方を少し、どういうふうに対応されているのかというのをお願いします。 

○市長（下平晴行君） 正規職員の病休等での欠員に対する対応につきましては、その期間など

を勘案し、臨時職員を配置し対応を行っております。 

また、そうした事態に早急に対応するための予算を総務課で確保しております。 

○19番（小園義行君） 現に、どこというふうに私も言いませんけれども、それなりに病気が再

発したりいろんなことで、心を病んだりしておられるところの後の対応ができていないと、ちょ
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っと仕事が大変なんだなと。でも、働いている人たちはおっしゃいませんよ、私たちには。私も

よく役所に行きますのでね、ああここデスクがずっとそのままだねという所があります。そこに

ついては、今、市長の方で、きちんと対応するということでしたので、そのことについては、今

後もですね、これは一過性のものではないですよ。ずっと起こり得るわけで、それに対しては、

そういう対応をきちんとやっていきたいと、今後もずっとこれは続くことで、みんな鉄腕アトム

じゃないんですからね、必ず病気をしたりするわけですので、ぜひお願いをします。 

次に、福祉行政についてということでお願いをします。 

国においては、保育所の保育指針というのが改定されて、４月から施行されています。私もそ

れがあったときに、少しいろいろそういうふうになるのかねと思いながら、国の審議、そういう

のに参加された方が解説されたやつをちょっと読んだりさせていただきました。新たに、ここに

10項目からなる「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」というのが新設されています。これの

積み重ねの上に更にですよ。これは保育所、幼稚園、認定こども園、そこを終わって学校に行く

までに育って欲しい10の姿ですよ。これは非常に私から見ても大変だなこれと、そういう思いが

あるんですが、それぞれこの10の姿、育って欲しい姿というのを、これを正直どんなふうに受け

止めておられるのか、市長と教育長にもお願いをします。 

○市長（下平晴行君） 議員御質問の「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」10項目につきま

しては、「第１章総則の４、幼児教育を行う施設として共有すべき事項」の中の一つで、第２章に

示されている「ねらい及び内容」に基づく保育活動全体を通して資質、能力が育まれている子供

の小学校就学時の具体的な姿であり、保育士等が指導を行う際に考慮するものとして、自立心や

協同性、道徳性、規範意識の芽生えなど、幼児期の終わりまでに育って欲しい姿が示されており

ます。 

また、同時に示された保育所保育指針の解説において、「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿

が到達すべき目標ではないこと」、「個別に取り出されて指導されるものではないこと」、「子供の

自発的活動としての遊びを通して一人ひとりの発達の特性に応じて、これらの姿が育っていくも

のであり、全ての子供に同じように見られるものではないこと」などの留意点も示されておりま

す。 

本市といたしましては、県と連携しながら市内の保育園等において実施される保育が新たな保

育施設の趣旨や狙い、留意点を十分踏まえた保育となるように努めなければならないと考えてお

ります。 

○教育長（和田幸一郎君） お答えします。 

幼児期の教育は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要なものであることから、国及び地方

公共団体は幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備、その他適当な方法によって、その振

興に努めなければならないと示されています。このような中、幼稚園教育要領、保育所保育指針、

幼保連携型認定こども園教育・保育要領の３法令が同時に改訂され、平成30年度から全面実施さ

れています。この法的な位置付けにより、子供たちがどの幼児教育施設に通っていても、同じ幼
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児教育、保育を受けられるようになります。先ほどの市長答弁にもありましたが、10項目からな

る「幼児期の終わりまでに育って欲しい姿」が新設されたわけですが、これは到達すべき「なる

べき姿」ではなく、成長・発達の目安であると捉えています。子供一人ひとりに異なる個性があ

り、成長のペースは様々であることから、個々の発達の特性に応じた幼児教育、保育の実施が大

切であると捉えています。 

教育委員会としましては、平成27年度から幼保小連携協議会を年２回実施しており、改訂の趣

旨や狙い、内容等を踏まえた幼児期の教育が推進できるよう、今後とも取り組んでまいります。 

○19番（小園義行君） 今、市長、教育長の答弁を聞いて少し安心をしたところであります。こ

こに書いてあるこういうものに対して、国のそういうのに関わられた大学の先生です。また、一

方で、そういうそれぞれの立場の人がおられますのでね、例えば、ここ10項目、健康な心と体、

自立心、協同性、道徳性・規範意識の芽生え、社会生活との関わり、思考力の芽生え、自然との

関わり・生命尊重、数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚、言葉による伝え合い、豊かな

感性と表現、こういうふうに求めています。非常に、これはお利口さんですよ。大変申し訳ない

けど、自分が幼児期の頃、学校に入る前ですよ、そんなお利口さんでしたかね、みんな。私は、

そうでなかったと思うんです。 

この保育という意味で、折田課長は自分の５歳までの姿として、こんなお利口さんでしたか。 

○福祉課長（折田孝幸君） お答えします。 

決して聞き分けのいい子ではなかったと思っています。 

○19番（小園義行君） まさしく、それが私は基本だろうと思います。安心したのは、市長と教

育長の答弁を聞いてですよ。でも、基本は社会生活との関わりの中で、これをよく読みますと、

こんなふうに言ってます。家族を大切にしなさい、地域の人を敬いなさい。まだ、大人に大切に

されるべきの子供にですよ、大人を大切にしなさいと、非常にこれは難しい。 

今、折田課長がおっしゃったように「聞き分けのない子だった」と、私もそうでしたと思いま

す。私は、お利口さんでしたという人はいますか。おられないですよね。でも、そこまで強制す

るというのは、何なんだろうと思って、僕は、これは小学校につなぐということですよ。 

やはり、国や経済発展のための人材として国が見ている。これは戦前の教育で僕たち学ばない

といけないのは、右を向けと言われて、その教育がやってきた結果が、いろんなことを結果を引

き起こしているという意味で、そういうことでは違うということでしたので、それぞれ市長も教

育長もおっしゃる。 

あの教訓から学んだら、ここに育って欲しい姿にがっちりはめていくと、それは保育園の先生

は楽でしょう。こうしなさい、ああしなさいと。そうではないというふうに思うから、ちょっと

お聞きしたところでした。 

実際に、そういう立場でいきますと、法人に対しても今、市長、教育長が述べられた立場で、

それぞれの保育所、幼稚園、そういう運営協議会等々で示されているけれども、こうだからねと

いう、今、答弁があったことについては、きちんと下まで下りているというふうに理解していい
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ですね。それぞれお願いします。 

○市長（下平晴行君） 園内研修等で概要を学習したり、指針の内容については、園内で共有し

ておおむね理解をしているというふうに思っております。 

○教育長（和田幸一郎君） 先ほども答弁いたしましたけれども、平成27年度から幼保小連携協

議会というのを行っておりまして、それまでは、そういう連携協議会というのは無かったので、

小学校の先生たちが幼稚園、保育園の教育について、保育についてどの程度理解できているのか。

逆に、保育園、幼稚園の先生方が小学校に上がったときの子供たちをどれだけイメージできるの

かというのが十分じゃなかったので、平成27年度から幼保小連携協議会というのを立ち上げまし

た。この幼保小連携協議会は、幼稚園、保育園の先生たちが小学校の授業を見たり、逆に、小学

校の先生方が幼稚園、保育園の保育の様子を見たりして、お互い共通理解を図っていくというよ

うな、そういう機会にしておりまして、それぞれやっぱり思いが違うわけです。 

今回こうしてまた、新たな教育要領が今年度から開始されましたので、どういう内容が今回の

教育要領に盛り込まれたのか、保育要領に盛り込まれたということについては、十分話をしてま

いりました。そして、今言われたように、これはあくまでも到達目標ではないと目安だと、そう

いうこと等についても連携協議会できちんと説明をして理解を更に深めていきたいと、そういう

ふうに考えております。 

○19番（小園義行君） ぜひですね、今回そういう指針が変わったから、うちもそのとおりやる

よということで、これまで、それぞれ法人、また幼稚園も含めて積み上げてこられたものがあり

ますね。その上に立って今回求められているこういうものに、どうあったらいいのだろうかとい

う、そういう今、教育長がおっしゃるような、そういうことになったらいいなと思います。 

だから、これだからこれをしなさいということでないということを、それぞれ確認ができまし

たので、ぜひ教育総合会議等々も含めて開かれる、そういう中で、この立場だけは、しっかり守

って欲しいものだというふうに思います。それが理解できましたので、次に移ります。 

４番目に、水道事業についてということでお願いしました。 

通告している段階では、まだ水道事業に関しても法律案だったんですけれども、可決しており

ます。 

まさしく、これも含めて今の安倍内閣というのは、世界で一番企業が活躍しやすい国というの

を掲げております。そして、所信表明でも水道改革、こういったこと等々あわせて今回、水まで

かねって思っちゃうんですけれども、水道事業をこれまで民間でやってもいいよというのがあり

ました。今回、新たに、所有権は自治体ですけれども、運営権は民間でいいという、コンセッシ

ョン方式という、こういうものをやって、本当に短い間で今の内閣、政権が可決したわけですけ

れども、非常にこれは見れば見るほど、水の安心・安全、安定的供給という観点からした時に、

非常に心配をするところです。もう通りましたよ。 

ここについて市長、どんなふうにこれを受け止めておられますか。 

○市長（下平晴行君） この改正は、水道事業の関係者の責務の明確化、広域連携の推進、官民
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連携の推進等を図るものでございます。 

官民連携の推進は、地方公共団体が水道事業者としての位置付けを維持しながら、水道事業の

運営権を民間事業者に設定できるコンセッション方式を創設するものであります。 

水道事業は、全国的に高度経済成長期に整備された水道施設の老朽化、人口減少社会の到来に

よる給水人口、給水量の減少と、それに伴う料金収入の減少など、課題となっております。 

本市においても、給水人口の減少に伴う料金収入の減少が見込まれ、老朽化した水道施設の更

新が課題となっております。このような現状の中、市民生活に欠かすことのできない最も重要な

ライフラインとして、低廉で安心・安全な水を安定供給することが使命と考えておりますので、

法が改正されても安易に民営化することなく、地方公共団体が責任を持って運営していかなけれ

ばならないと考えております。 

○19番（小園義行君） 今、市長のそういう考え方で、この法律そのままにやるかどうかという

のは自治体に任されていますので、今、市長がおっしゃったような立場でやってもらいたい。 

そこで、人口減少社会の中で安心して飲める、志布志市の水道水というのは本当においしいと

いうふうに私は思います。川の水ということでなくて、湧水、そういったものであって。そこで、

今後人口減少社会になっていくと心配をしているのは、決算委員会の中で少し議論させてもらい

ましたけれども、人の確保というのが非常にこれは難しいと、民間水道事業をされている方もそ

うですが、行政は特に専門の人はいないからですね。そこで、民間の業者さんの状況というのを

水道事業をされている方が何社かあるわけですが、ちょっとそこについて、人の確保と、有資格

者、年代も含めてどれぐらいの状況ですかというのをちょっと分かっていればお示しをいただき

ますと思います。 

○水道課長（新﨑昭彦君） 志布志市には15社ありまして、志布志地区は５社、有明地区は４社、

松山地区は６社でございます。 

そして、技術者数につきましては、約43名いらっしゃいます、全体で。そのうち年代別に10代・

20代が１人もいらっしゃいません。30代は３名、40代が10名、50代が13名、60代以上が17名とな

っております。 

○19番（小園義行君） 今、課長から答弁がありましたように、こういう状況ですね。当然、人

が足りないというのは、ここに歴然としていますね。高齢化していきます。僕たちも、あと10年

もしたら80歳ですよ。この人たちも同じように年をとらないかといったらとるわけでして、ぜひ

ですね、ここの安定的に、この地域の水道会計を維持していくという意味で、水道は黒字決算を

し、そして、安い水だというふうに理解をしていますけれども、決して高い水じゃないと私は思

います。 

そういった意味でしたとき、安定的にそうするために、本来だと役所の中にも以前は技能労務

職という立場で水道事業の技能労務に従事されている方が技術屋さんがおられたんですね。それ

をほとんど一般行政職の方に移って、今はゼロということですけれども、先々のことを考えると、

市長もおっしゃったコンセッション方式。そして、民間に安易にやらないということで答弁があ
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りましたので、この水道事業を維持していくためには、そういう資格を持った人も採用をして、

技術職として抱えてやっていくべきじゃないのかなというふうに思います。これ外国の例を見て

も、一旦民営化しましたけれども、元に返っているというのがすごい数あるんですね。この前た

またま朝のワイドショーでも、この水道法の改正をやっていましたけれども、新聞でも私もよく

見ています。 

我がまちの水道事業をきちんと維持していくという意味で、そういう有資格者を雇って、採用

して安定的にきちんとしていくと。だって水道課の人でも３年、４年で異動しちゃうんですよ、

全部、今の状況だったら。そこには、きちんと分かった人がいないと、難しいのじゃないかとい

う気がしていまして、そういうお考えは、市長いかがですかということです。 

○市長（下平晴行君） 現在、水道課では水道施設の軽微な補修は職員で行っております。 

道路の掘削など、重機を必要とするような修繕については、業者に依頼をしているところでご

ざいます。 

おっしゃるように水道業者のみならず、建設業全般において人手不足も承知しているところで

す。 

将来的には、御指摘のとおり技術者の採用も検討する必要が出てくるというふうに考えている

ところでございます。 

○19番（小園義行君） ぜひですね、人の確保というのがとても大事で、ローテーションじゃな

いですけれども、人事異動で動かれる、そこに誰もそういう分からないというか、分かっている

人がおられればいいんですけれども、技術職の人だと、そこで、言葉は悪いんですけれども、行

ってそこで仕事をされますので、今、市長の答弁があったような立場で必要になってくるという

ことでありましたので、ここについては理解をします。ぜひ、そういった方向も考えていただい

て取り組んでいただきたいと思います。 

次にいきます。次は、漁業振興ということで、この漁業法の改正案、これも案と、私が通告し

た時点でありましたが、終盤国会の中でどんどん短い審議の中で可決されております。 

これも実際、これまでは地元の漁協にいろんなものを優先権とかいろんなことをやっていまし

た。そして、漁民の皆さんの意見ができるように海区の委員の選挙、それもなくしていく、漁業

権の見直しをするということで、県が企業にやれるというような法に変えていくということです

ね。そういったことで、次から次に民間に売り渡していくという、言葉は悪いんですけれども、

そういうような法律です、これもですね。 

私は、そういうことではなくて、競争力強化とか企業参入じゃなくて、漁業を担っている方々、

その方々の多くの人々の暮らしと漁村地域の発展に力を置くことが必要だと、全くそれと真逆の

トン数制限を外したり、大型化を認めるとか、こういう法律になっているんですけれども、市長、

これ当然読まれていると思いますが、どんなふうに受け止めておられますか。 

○市長（下平晴行君） これは、おっしゃるとおり、漁業権を持っている漁業者のために実際こ

の改正がされているのかどうかということでは、大変危惧をしているところでございます。 
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この特に、漁業者の意見聴取、議論をするにあたり、あまりにも短い期間で、このような改正

がされたということでは、大変危惧をしているところでございます。 

○19番（小園義行君） 今回この法律で漁業権と、これには一定の水面で定置網などの漁具を設

置して、漁業を営む定置漁業権、そして一定の水面を多数の漁業者が共同して利用する共同漁業

権。そして、一定の区域で養殖を営む区画漁業権の三つがあるんですね。こういったものも、取

っ払ってしまいますよということで、これまでは漁協に優先権があって、そういうことがあった

のを県ができるというふうになっているんですね。こういうことでは、漁民の皆さん方の生活は

守れないというふうに私も思って、いろいろお話もさせていただいていますけれども、ここのこ

の関係でいくと漁協への説明など、どういうふうに県とかそれがしているかというのは分かって

いますか。 

○市長（下平晴行君） 本年10月19日に県水産会館で、水産庁の説明会が開かれ、本市の漁協役

員２名が出席をしております。 

県知事の海区漁場計画案で、漁業者や漁業を営もうとする者等の意見を聞いて検討し、既存の

漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用していれば、漁業権の許可を県が出すとの説明を受けてい

るところでございます。 

○19番（小園義行君） 10月19日、初めて県が説明をしたんですね。法律はもう通っているです

よ、ここ１か月余りでね。 

でも、こんな乱暴なことはないでしょう、正直言って。さっき私が言いましたように、自主的

な資源管理を行っている漁業管理組織数という、以前漁協を県内単一にしようという動きがあっ

たんですけれども、頓挫していますね。それはそうですよ、漁協を一つにするなんて、とても僕

はできないと思っていました。 

消防だってそうですよ。広域でやろうとしたけど、それも頓挫して、それはなぜかというと、

そこで生活している人たちがいるからですよ。この自主的な資源管理を行っている漁業管理組織、

全国で1,738あります。約自治体と同じぐらいですよね、全国で。それぐらい海というのは、個別

に、その漁協漁協で管理をしているからうまくいっているわけですよ。それをね、こんな形でや

っているというのは、非常に僕は問題だと思います。 

ぜひですね、市長このことに関しては、漁民の人たちはほとんど分からないままになっていっ

ていますので、親切にこういうことだと説明して、そんなのおかしいよとなったらですね、当然

なると思いますけれども、国にやっぱり声は上げて、そこで生活をされている漁村地域で漁業を

されている人々の暮らしを守るという意味からも、これは声を上げていただきたいと、そういう

ふうに思います。 

それは、先ほどの水道とかいろんなことがありましたね、それと同じで。当然きちんとした説

明がされる。それに対して意見があったら国に声を上げるという、その考え方は当然持っておら

れますよね。 

○市長（下平晴行君） はい、そのとおりでございます。 
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漁業者を守るという点では、やはり市としての取り組みだというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） ぜひ、そういった意味で、漁業に従事されている方々も後継者の問題と

か、非常に魚が捕れなくなって厳しい状況の中で、それを漁船は大きなトン数でいいよとか、そ

ういうことになったらね、生活がとんでもないことになってしまうという心配がありますので、

ぜひ今、市長が答弁された立場でやっていただきたいというふうに思います。理解をしました。 

次に、農林業振興ということで、有害鳥獣被害の状況と今後の対応策をどのように考えていま

すか。昨日、八代議員の方もありましたので、具体的な細かいことは、細かいと言ったら変です

けれども、八代議員への答弁、私も全部書き取ってここにあります。 

少し議論をさせてください。私たちが幼い頃、この有害鳥獣というか、これはあんまり言葉も

なかったですね。市長も同じく農村出身ですが、私たちの頃は誘蛾灯といって、田んぼに虫を集

めるという、ああいうのがあって、何か風情がありましたよね。ああいうぐらいのものだったと

思うんですよ。 

私は、この有害鳥獣としたときに、非常に難しい、それを駆除するというのは、我がまちのや

り方は被害が出ました、そしたら調査し、猟友会にお願いをして報奨金が出てということで大体

終わりですよね。 

その中で、そのやり方もそれで一つの方法でしょう。でも実際、認定農業者の方とか、農業を

されている生産者の方々に聞くと、本当に深刻だというのは八代議員の一般質問でも分かりまし

たね。私もそうだと思います。 

ただ、今うちのやり方だと被害が出ました、猟友会お願いしました。行って捕獲できる保証は

ないですよね。そのイノシシだったのかということも分からないじゃないですか。だから、ぜひ

ここについては、やり方はそういうこともあっていいと思いますよ。それと併せて、行きました、

捕れませんでした。すると報償金は出ないですね。ただですよね、ただ働きと言うと言葉は悪い

んですけれども、そういうことになりますね。だから、そこらについてね、少し考えていただい

て、猟友会の人たちが安心してやれるよというようなシステムを作ってあげる、そういうことも

必要だと思います。だって捕れるという保証はないからですよ、朝から行って捕れませんでした

ということもありますのでね。そこをきちんと性善説ですよ、変なことをされないと思います。

猟友会の人たちも一生懸命に頑張って駆除したいと思ってやられるわけです。そこのやり方をど

ういうふうに補償するのか。 

それと併せて、わなの講習、そういうのもいろいろされていますね。そういうことをお聞きし

て昨日のやり取りも聞いて私が思ったのは、本当に農家、生産者が行政に求めておられるという

のは、生産者の所に行き、生の声をしっかりと聞くという。役所が本当に真剣に聞いてくれたと、

それでどうしたらいいかと、お互いの意見を出し合う、その中で一つの方法として、こういう方

法はどうですかということが、役所が頑張ってくれちょったんだなという、向こうに思いが届か

ないとですよ、「それは、おまんさのところは捕っきちょらんがな」て、「銭な払わならんど」て、

これじゃあね、私はちょっと違うと思います。 
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本当に生産者の所に行って、いろんなことを聞き、知恵をお互い出し合いながら、いろんな情

報を持ったら、それを向こうに下ろしてあげる。そういうやり方がないと、生産者の方は「行政

は何もしっくれん」ということに勢いなってしまうのではないかというのを、この間の話をさせ

てもらったりしていく中で感じています。具体的に、じゃあ小園お前どうやるんだよと言われた

ときに、明確な回答は私も持ち得ていません、正直言って。でも、行政ができることというのは

何かと言ったら、生産者の思いに寄り添うということだと思うんですよ。 

ぜひですね、具体的に調査をする、一緒に行って声を聞く、声を聞きながら対応する。あとは

情報としては、こういうのもありますよというのをやってあげるというのが大事だと思うんです

けれども、そういう意味で、これが確定的な方法ですよというのは、どこの自治体もこれは出し

得ないんじゃないかと思うんですよね。だって大自然相手ですからね。それはいかがですか。今、

私が言ったことに対しての考え方ですよ。 

○19番（小園義行君） これは、おっしゃるとおり、私も「現場主義」というのを言っておりま

す。やはり、農家の皆さんであり、商業者の方であり、そこに行って本当の実態はどうなってい

るのかという寄り添った対応の仕方。今もしているんじゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、それがないような感じでございますので、そこと含めて、やはり補償の問題、おっしゃい

ますように、これは100％捕獲できるものではないというふうに思っております。これをどのよう

に補填を、補償をしてあげるのか、助成してあげられるのか、これは内部で本当におっしゃるよ

うにしっかりと対応していかなきゃいけないなというふうに思っております。 

それと併せて、先ほどの農家の皆さんが持っていらっしゃる知恵、これもやっぱり現場に入り

ますと、そこら辺の考え方等も伺えるんじゃないかと思いますので、そこら辺は十分現場に入り

込んで対応してまいりたいというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） それとあわせて、部位を持ってきて１頭捕獲しましたということですね。

あとのイノシシは食べるということもあります。他のものについては、処分が大変だと思うんで

すけれども、そこに対しての考え方もぜひ対応を考えていただきたいと、行政としてですよ。地

中に埋めるか何かしかないじゃないですか。ぜひそこについても、検討を今後してください、そ

の処分ですよ。 

あと少し、僕も専門的に学んでいるわけじゃないから、スズメとモグラは、ここにある有害鳥

獣というふうになるんですか。スズメとモグラです。 

○耕地林務水産課長（立山憲一君） お答えいたします。 

スズメにつきましては、有害鳥獣の対象となりますが、モグラについては、対象とはなってお

りません。 

○19番（小園義行君） 非常にモグラも大変ですよ、私の庭もボコボコやられていますけれども、

農家も、そのことで水があって土手が崩壊するとかですね。そういったものに対しても知恵をお

互い出し合って、私たちは、語る会の中でチューインガムがいいとか、いろいろな話をお聞きさ

せてもらって、なるほどなと僕も思ったところでしたけれども、ぜひそういう細かいこともさっ
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き言いました。本当に生産者の所に行って声を聞いて対応をしていただきたい。市長が、今もさ

れていると思いますけれども、十分でない部分であったら、それをやっていただきたいと思いま

す。そういうことだというふうにおっしゃいましたので、最後です。あと３分しかありませんけ

れども。 

教育振興で学校へのエアコン設置、これについては通告をして、その後に国の交付金とかいろ

んなことがあって、多分されるのではないかと思っていました。今日、追加議案で出てくるとい

うことですので、ここについては置きます。 

ただ１点だけ、体育館、ここについては、いわゆる何かが起きた時の避難所としての体育館の

考え方、そして、学校教育においては全体行事と猛暑日の体育の授業の場として、体育館へのエ

アコンの設置というのはとても大事だと思うんですが、そこについては、今回補正予算は出てな

いんですけれども、どういうふうにそれぞれお考えなのか、お願いします。 

○市長（下平晴行君） 体育館については、熱中症対策として学校施設を整備していく必要性は

感じております。 

しかしながら、避難所として指定されていない学校とのバランスも考慮しなければならないと

いうことで、設置がどうなのかということでは、議論をしているところでございます。 

○教育長（和田幸一郎君） 体育館のエアコン設置の件につきましてですが、まず学校で優先す

べきは、やっぱり普通教室だろうと、そういうふうに考えております。 

体育館が使われる場合というのは、小学校の場合は、どちらかというと運動は外が多い、中学

校は逆に体育館が多いという状況がございます。 

基本的には、全て設置できればいいんでしょうけれども、体育の授業は、子供が汗を流す、そ

ういう貴重な場でもあるということを考えますと、全県的にも体育館に設置というのはほとんど

無い、１件だけあるような状況がございます。 

ただ、避難所的な役割というようなことがあると、そこはやっぱり体育館にも必要なんだろう

と思いますけれども、学校教育の中では、とりあえず普通教室を優先ということで今後進めてい

きたいというふうに考えております。 

○19番（小園義行君） そういう災害が起きた時の避難所として、市内に１か所、全部しようと

いうふうに私も思いませんけれども、体育館のエアコンの設置について、時の総務大臣が、こう

いうふうに答弁しています。「災害時の避難所に使用する体育館、ここにエアコン設置が必要だ」、

「どうですか」とやった時に、「７割が交付税措置される緊急防災減災事業債というのが活用でき

る」ということで、これはあまり知らしてなかったと。でもそれをきちんとできますよというこ

とを知らせるというふうに答弁されております。 

それと併せて、今回付けると電気代が上がりますね。それも交付税措置するということを明確

に国会の答弁としてしていますのでね。ぜひ、この体育館については、全学校をしなさいという

ふうには私も思いません。避難所として１か所か２か所ぐらいは必要じゃないかと。できれば後々、

学校行事としては、今、教育長がおっしゃるように体育館にも、このエアコンの設置というのも、
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今後こういう緊急防災減災事業債という、これも活用できるよということでありますので、そこ

についても検討していただきたいなというふうに思います。いかがですか。 

○市長（下平晴行君） おっしゃいますとおり、熱中症対策については、そういうことが考えら

れますので、これは内部で十分検討させて取り組みをしてまいりたいと思います。 

○19番（小園義行君） 今回７項目にわたって、いろいろやり取りをさせていただきましたけれ

ども、僕たち議員も、ここに立つのは非常に責任を持って立っています。 

当然、当局の方も責任を持って答弁されていますね。お互いに冒頭に言いましたように、いい

ものを作り出していくという、そういった意味でお互いこれで住民の皆さんにとって、いいまち

づくりができると、そういうことを今日とても気持ちよく質問をさせていただきました。 

今後も当局とこういう立場で、住民の立場に立って、ここでは議論をしているというふうに思

っていますので、今日は折田課長には大変申し訳ありませんでしたけれども、小さい頃のそうい

うことをお聞きしたりしてですね。そういうことで、ぜひいいまちづくりのために努力をしたい

と思います。 

終わります。 

○議長（西江園 明君） 以上で、小園義行君の一般質問を終わります。 

──────○────── 

日程第３ 議案第84号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第３、議案第84号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例及

び志布志市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第84号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明を申し上げます。 

本案は、人事院の平成30年度の給与改定に関する勧告に鑑み、議員、市長、副市長及び教育長

の期末手当の額の改正を行うものであります。 

詳細については、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。 

○総務課長（山田勝大君） 議案第84号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志

市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足し

て説明いたします。 

本案は、人事院の平成30年度の給与改定に関する勧告に鑑み、議員、市長、副市長及び教育長

の期末手当の額の改正を行う必要があることから提案するものです。 

今回の人事院勧告は、平成30年４月時点での民間給与が国家公務員を上回る結果になったこと
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を受けて、月例給、期末勤勉手当等の引き上げが行われたものでございます。 

勧告の主な内容としまして、国家公務員給与と民間給与との格差を埋めるため、一般職の月例

給を0.2％引き上げ、期末勤勉手当を現行の4.40月分から4.45月分とし、年間0.05月分引き上げる

ものとなっています。 

これを受けまして、一般職の国家公務員の給与改定に準じ、特別職の国家公務員の給与を改正

する法律も可決されております。 

それでは、付議案件説明資料の１ページをお開きください。 

特別職についても、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律で、期末手当

を現行の3.30月から3.35月分として、年間0.05月分引き上げることが提案されたところでありま

す。 

本市におきましても、今回の人事院勧告及び法律改正を踏まえまして、今回議員、市長、副市

長及び教育長の期末手当の改定を提案するものです。 

それでは、条例改正について説明を申し上げます。付議案件説明資料の２ページをお開きくだ

さい。 

平成30年12月支給の議員、市長、副市長及び教育長の期末手当の支給月額を0.05月分引き上げ

「100分の172.5」を「100分の177.5」に改めるものです。 

なお、附則第２項では、12月分の期末手当の支給月数を改正するため、今回の改正後の規定は、

平成30年12月１日から適用することを定めております。 

附則第３項では、12月分の期末手当を改正し、追加で支給することになることから、支給済み

である12月分の期末手当については、今回改正後の期末手当の内払い分として取り扱うことを定

めております。 

以上で説明を終わりますが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第84号は、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第４ 議案第85号 志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

○議長（西江園 明君） 日程第４、議案第85号、志布志市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第85号、志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について

説明を申し上げます。 
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本案は、人事院の平成30年度の給与改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額、宿日

直手当及び勤務手当の額の改定を行うものであります。 

詳細につきましては、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○総務課長（山田勝大君） 議案第85号、志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改

正する条例の制定について補足して説明いたします。 

本案は、人事院の平成30年度の給与改定に関する勧告に鑑み、一般職の職員の給料月額及び勤

勉手当の額の改定を行う必要があることから提案するものです。 

付議案件説明資料の３ページをお開きください。 

先ほども御説明いたしましたが、人事院勧告どおり、国の一般職の職員の給与に関する法律の

一部を改正する法律でも同様の内容で可決されております。 

これを受け、本市におきましても、今回給料表、勤勉手当の額の改定等を提案するものです。 

月例給の改定についてでございますが、民間給与水準を踏まえ、平均0.2％引き上げ改めるもの

です。初任給については1,500円、若年層を1,000円程度引き上げ、その他については400円引き上

げとなっております。 

次に、期末勤勉手当についてでございますが、現行の4.40月分から4.45月分とし、年間0.05月

分引き上げるものとなっております。 

それでは、条例改正について説明を申し上げます。 

付議案件説明資料の４ページをお開きください。 

第20条第１項で「宿日直勤務を」を「宿日直勤務（次項の勤務を除く。）を」に、「4,200円」を

「4,400円」に改め、同条第２項中「前項の」を削り、「宿日直勤務を」を「ものを」に、「２万1,000

円」を「２万2,000円」に改めるものです。 

第26条で、平成30年12月支給の勤勉手当の支給月額を0.05月分引き上げ、「100分の90」を「100

分の95」に改めるものです。 

なお、６月、12月の支給月数は、現在100分の90ですので、今回の改正では、６月分の支給規定

と区分するため、６月支給についての条文を追加しております。 

また、同項の規定に基づく規則で定める職員にある職員とは、管理職手当を支給されている職

員で、その職員については「100分の110」から「100分の115」に引き上げるものです。 

次に、再任用職員は、0.05月分引き上げるとなることから、「100分の42.5」から「100分の47.5」

に改めるものです。 

５ページから９ページは、行政職給料表の新旧対照表となっております。 

附則第１条第２項では、平成30年４月１日から遡及適用することを定めております。 

附則第２条では、12月分の勤勉手当を改正し、追加で支給することになることから、支給済み

である12月分の勤勉手当について、今回改正後の勤勉手当の内払い分として取り扱うことを定め

ております。 
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附則第３条では、規則への委任を定めております。 

以上で説明を終わりますが、よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

以上です。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第85号は、総務常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

日程第５ 議案第86号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号） 

○議長（西江園 明君） 日程第５、議案第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号）について説明を申し上げます。 

本案は、平成30年度志布志市一般会計歳入歳出予算について、各小中学校普通教室空調機整備

事業、人事院の平成30年度の給与改定に関する勧告に伴う職員の人件費等に要する経費を補正す

るため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経る必要があることから提案する

ものであります。 

詳細につきましては、担当の課長に説明させますので、よろしく御審議くださいますようお願

い申し上げます。 

○財務課長（仮重良一君） 議案第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号）につ

いて、その概要を補足して御説明を申し上げます。 

今回の補正は、既定の予算に３億7,609万9,000円を追加し、予算の総額を266億9,426万7,000

円とするものでございます。 

それでは、予算書の４ページを開きください。 

第２表の地方債補正でございますが、児童生徒が学校生活の大半を過ごす普通教室に空調機を

設置し、より良い教育環境の整備を図るための冷房施設対応臨時特例交付金の採択に伴い、学校

教育施設等整備事業債を２億7,700万円追加するものでございます。 

それでは、歳入歳出予算の主なもの御説明申し上げます。 

まず歳入予算の主なものを御説明いたします。 

７ページをお開きください。 

10款、地方交付税、１項、地方交付税、１目、地方交付税は、交付額の決定により、１億19万

7,000円を増額しております。 

８ページをお開きください。 

14款、国庫支出金、２項、国庫補助金、６目、教育費国庫補助金は、先ほど地方債で御説明い
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たしました各小・中学校普通教室空調機整備事業に伴い、小学校費と中学校費合わせて7,148万

8,000円計上しております。 

９ページを御覧ください。 

18款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の歳入歳出

の調整により、8,729万8,000円減額、15目、ふるさと志基金繰入金は、各小・中学校普通教室空

調機器整備事業に伴う財源として1,471万2,000円を増額しております。 

10ページをお開きください。 

21款、市債は、２億7,700万円を増額し、総額で25億1,772万円としております。 

次に、歳出予算の主なものを御説明申し上げます。 

歳出の款及び項の全般にわたって給与改定による職員の給料を平均で0.2％、職員手当のうち勤

勉手当を「0.90月」から「0.95月」に引き上げたこと等に伴う補正予算を計上しております。 

それでは、各款、項ごとに説明いたします。 

予算書の13ページ、説明資料は１ページをお開きください。 

２款、総務費、２項、徴税費、２目、賦課徴収費は、市税の還付について昨年実施並みの金額

を想定しておりましたが、実績を上回る還付が生じたため、不足する経費を300万円増額しており

ます。 

予算書の28ページ、説明資料は１ページをお開きください。 

10款、教育費、２項、小学校費、１目、学校管理費は、児童が学校生活の大半を過ごす普通教

室に空調機を設置することにより、より良い教育環境の整備を図る、平成30年度冷房設備対応臨

時特例交付金の採択に伴い、必要な経費２億8,330万円計上しております。 

予算書の29ページ、説明資料は２ページをお開きください。 

10款、教育費、３項、中学校費、１目、学校管理費は、２項、小学校費と同様に普通教室に空

調機の設置を行う、平成30年度冷房設備対応臨時特例交付金の採択に伴い、必要な経費7,990万円

計上しております 

以上が、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号）の主な内容でございますが、詳細に

つきましては、補正予算説明資料を御参照ください。 

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第86号は、総務常任委員会及び文教厚生常任委員会へ付託い

たします。 

──────○────── 

日程第６ 議案第87号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号） 

○議長（西江園 明君） 日程第６、議案第87号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正
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予算（第３号）を議題とします。 

提案理由の説明を求めます。 

○市長（下平晴行君） 提案理由の説明を申し上げます。 

議案第87号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号）について説明を申し

上げます。 

本案は、平成30年度志布志市下水道管理特別会計歳入歳出予算について、一般管理費に要する

経費を補正するため、地方自治法第218条第１項の規定により、議会の議決を経る必要があること

から提案するものであります。 

今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６万6,000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ２億9,430万円とするものであります。 

それでは、歳入歳出予算につきまして説明を申し上げます。 

予算書の５ページをお開きください。 

歳入の繰入金は、一般会計繰入金を６万6,000円増額するものであります。 

６ページをお開きください。 

歳出の総務費の総務管理費は、一般管理費を６万6,000円増額するものであります。 

よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（西江園 明君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

ただいま議題となっています議案第87号は、文教厚生常任委員会へ付託いたします。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 以上で、本日の日程は終了しました。 

明日から12月18日までは休会とします。 

19日は、午前10時から本会議を開きます。 

本日は、これで散会します。 

お疲れさまでした。 

午前11時58分 散会 
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平成３０年第４回志布志市議会定例会会議録（第５号） 

期 日：平成30年12月19日（水曜日）午前10時00分 

場 所：志布志市議会議事堂 

議事日程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 報告 

日程第３ 曽於地区介護保険組合議会議員の選挙 

日程第４ 議案第64号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

日程第５ 議案第65号 志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第６ 議案第66号 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第７ 議案第67号 志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志

布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第８ 議案第68号 志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

日程第９ 議案第69号 有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

日程第10 議案第70号 伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について 

日程第11 議案第71号 通山青少年館の指定管理者の指定について 

日程第12 議案第72号 原田青少年館の指定管理者の指定について 

日程第13 議案第73号 山重青少年館の指定管理者の指定について 

日程第14 議案第74号 蓬原青少年館の指定管理者の指定について 

日程第15 議案第75号 有明青少年館の指定管理者の指定について 

日程第16 議案第76号 野神青少年館の指定管理者の指定について 

日程第17 議案第77号 財産の取得について 

日程第18 議案第78号 財産の処分について 

日程第19 議案第79号 字の区域変更について 

日程第20 議案第80号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

日程第21 議案第81号 平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第22 議案第82号 平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第23 議案第83号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号） 

日程第24 陳情第３号 「育ちにくさを持つ子ども」及び「障がい児」とその「家族」が安心

して暮らせる地域生活を求める陳情書 

日程第25 議案第84号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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日程第26 議案第85号 志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第27 議案第86号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号） 

日程第28 議案第87号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号） 

日程第29 議員派遣の決定 

日程第30 閉会中の継続調査申し出について 

（総務常任委員長・文教厚生常任委員長・産業建設常任委員長・議会運営委員長） 
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午前10時00分 開議 

○議長（西江園 明君） これから本日の会議を開きます。 

──────○────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（西江園 明君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第90条の規定により、持留忠義君と平野栄作君を指名いたします。 

──────○────── 

 日程第２ 報告 

○議長（西江園 明君） 日程第２、報告を申し上げます。 

総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長から、それぞれ報告書が提出され

ましたので配布いたしました。参考にしていただきたいと思います。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） ここで、鶴迫京子さんから、12月６日の会議における発言について、

訂正の申し出がありましたので、発言を許可します。 

○14番（鶴迫京子さん） 12月６日の一般質問で発言しました、調査先の出産祝い金の額を誤っ

ておりましたので、「第３子、10万円」、「第４子、20万円」に訂正をお願いいたします。 

○議長（西江園 明君） ただいま鶴迫京子さんから、12月６日の会議における発言について、

訂正したいとの申し出がありました。 

発言の訂正については、会議規則第67条の規定によって、議長の許可を得てすることになって

います。 

鶴迫京子さんからの発言訂正申し出は、これを許可します。 

──────○────── 

 日程第３ 曽於地区介護保険組合議会議員の選挙 

○議長（西江園 明君） 日程第３、曽於地区介護保険組合議会議員の選挙を行います。 

お諮りします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選にしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うこと

に決定しました。 

お諮りします。 

指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定いたし

ました。 
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曽於地区介護保険組合議会議員に、２番、南利尋君を指名いたします。 

お諮りします。 

ただいま議長において、指名しました南利尋君を曽於地区介護保険組合議会議員の当選人と定

めることに御異議ありませんか。 

［｢異議なし｣と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました南利尋君が

曽於地区介護保険組合議会議員に当選されました。 

ただいま曽於地区介護保険組合議会議員に当選されました南利尋君が議場におられます。 

会議規則第33条第２項の規定により、当選の告知をします。 

ここで当選人の発言を求めます。 

○２番（南 利尋君） ただいま曽於地区介護保険組合議会議員に当選させていただきました南

利尋でございます。 

曽於地区介護保険組合議会議員として、全力で職務を全うさせていただきますので、よろしく

お願いします。 

──────○────── 

 日程第４ 議案第64号 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第４、議案第64号、学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第64号、学校教育法の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、総務常任委員会におけ

る審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から総務課長、福祉課長、水道課長ほか担

当職員の出席を求め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明として、今回の法律改正については、高等専門

職業教育の新たな枠組みにより、社会の変化に対応しつつ、人材養成の強化を図ることを目的に、

大学制度の中に専門職業人を養成するための新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専

門職短期大学」を制度化するもので、改正法律は、平成29年５月31日に公布され、平成31年４月

１日から施行される予定であるとの説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、専門職大学等を経て有資格者となり、対象者となるのは、いつから

になるのかとただしたところ、平成31年度に新設された専門職大学４年課程を区分制とした場合、

前期２年、後期２年となるため、早くて平成33年度から対象者が出てくるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第64号、学校教育
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法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定については、全会一致

をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

議案第64号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第64号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第５ 議案第65号 志布志市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第５、議案第65号、志布志市手数料条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第65号、志布志市手数料条例

の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査経過の概要と結果について

報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から税務課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、市民サービスの向上や他自治体との均衡を図ることを含め、今回の

提案に至った経緯についてただしたところ、地籍関係手数料については、システム導入時である

平成21年４月から改正されておらず、当初のシステム維持に係る費用等を考慮した手数料設定が

されていた。今回、システム導入から10年以上が経過し、システム維持経費の低下、市民からの

苦情、何より市長からの全面的な見直し指示があったことから、県内の状況を確認した上で、手

数料の見直しについて提案したとの答弁でありました。 

今回の改正により、平成29年度と比較した場合の手数料の減収額についてただしたところ、平

成29年度決算額では、土地台帳写しの交付が4,044件、80万8,800円となっている。件数が３分の
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１程度になると予測しており、この場合、年間で50万円程度の減収が見込まれるとの答弁であり

ました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第65号、志布志市

手数料条例の一部を改正する条例の制定については、 

全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第65号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第65号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第６ 議案第66号 志布志市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第６、議案第66号、志布志市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第66号、志布志市行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、文教厚生常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から福祉課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による条例の改正内容について補足説明を受け、質疑に入りま

した。 

主な質疑といたしまして、進学準備給付金の支給要件についてただしたところ、進学準備給付

金については、生活保護世帯の子が大学等に進学した際に、新生活の立ち上げ費用として一時金

を給付するものであり、自宅からの通学の場合10万円、自宅以外からの通学の場合30万円がそれ
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ぞれ支給されるものである。支給対象者については、18歳に達する日以降の最初の３月31日まで

の間にある者、いわゆる高等学校等を卒業し、大学等に進学する者のほか、留年や休学等の事由

により18歳に到達した年度に受験できなかったが、１年を経過するまでの間である19歳に到達し

た年度において高等学校等を卒業し、大学等に入学する者としているとの答弁でありました。 

進学準備給付金の支給対象となる進学先についてただしたところ、学校教育法第１条に規定す

る短大を含む大学、同法第124条に規定する専修学校いわゆる専門学校、職業能力開発促進法に規

定する職業能力開発総合大学校の総合課程、職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学校の

専門課程、国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する水産大学校、独立行政法人海技教

育機構法に規定する海上技術短期大学校及び海技大学校のほか、国立看護大学校等が支給対象と

なる進学先であるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第66号、志布志市

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の

制定については、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第66号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第66号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第７ 議案第67号 志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志

布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第７、議案第67号、志布志市城山総合公園及び志布志運動公園の

運動施設管理条例及び志布志市有明体育施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題と

します。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第67号、志布志市城山総
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合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志布志市有明体育施設条例の一部を改正する

条例の制定について、文教厚生常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたしま

す。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から生涯学習課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による条例の改正内容について補足説明を受け、質疑に入りま

した。 

主な質疑といたしまして、今回の条例改正に至った理由についてただしたところ、志布志運動

公園人工芝サッカー場が整備され、サッカー中心の利用形態となったことで、ソフトボールや野

球などについては、城山総合公園や有明市民グラウンドを利用されるようになってきたが、照明

施設の使用料が統一されておらず、志布志運動公園と比較して割高感があったため、利用団体か

らの要望等もあったところである。市内体育施設の照明施設使用料金の平準化による利用者負担

の軽減を図るため、今回の改正に至ったところであるとの答弁でありました。 

改正前においては、照明施設の点灯基数により使用料が設定されていたが、今回の改正では、

半面利用の使用料が設定されている。半面利用で点灯される照明施設の基数についてただしたと

ころ、各体育施設に設置されている照明施設数が異なるため、半面利用の際に点灯される照明施

設の基数は、施設ごとに異なることになるが、設置されている照明施設の半数が点灯されること

になる。市民グラウンドについては、改正前と同様にソフトボール１面という利用区分も検討し

たが、特定の競技に限定されているとの誤解を招くおそれがあったため、半面という区分に改め

たところである。ソフトボール１面の利用は、市民グラウンド半面の利用になると考えていると

の答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第67号、志布志市

城山総合公園及び志布志運動公園の運動施設管理条例及び志布志市有明体育施設条例の一部を改

正する条例の制定については、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

お諮りします。議案第67号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管

委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第67号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第８ 議案第68号 志布志シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

 日程第９ 議案第69号 有明シルバーワークプラザの指定管理者の指定について 

○議長（西江園 明君） 日程第８、議案第68号及び日程第９、議案第69号の２件を会議規則第

37条の規定により、一括議題とします。 

いずれも、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果

について、一括して委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第68号、志布志シルバー

ワークプラザの指定管理者の指定について、及び、議案第69号、有明シルバーワークプラザの指

定管理者の指定について、文教厚生常任委員会における審査経過の概要と結果について、一括し

て報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から福祉課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、志布志、有明いずれのシルバーワークプラザも、説明資料の指定管

理者業務評価表の総括欄で、シルバー人材センター会員以外の高齢者の拠点施設としての機能も

備えていると記載されている。会員以外の利用状況についてただしたところ、志布志シルバーワ

ークプラザについては、基本的には会員のみの利用となっているが、平成27年度から同施設内に

社会福祉協議会が実施している生活困窮者自立支援事業の窓口を設置していることから、高齢者

を含む就労支援事業等に係る相談者の利用も見られるところである。有明シルバーワークプラザ

については、会員の利用のほか、行政関係の各種会議で活用されている状況であるとの答弁であ

りました。 

いずれのシルバーワークプラザも指定管理料、使用料収入は０円となっているが、運営に係る

収支はどのような状況なのかとただしたところ、シルバー人材センターが実施している受託事業

については13％、派遣事業については12％の事務費収入があることを前提に、指定管理料は０円

となっている。シルバー人材センターの経営状況については、会員の増加や派遣事業の伸びによ

る事業収入も増加しており、福祉課としても悪い状況ではないと認識している。使用料について

は、地域の高齢者の利用を前提に整備された施設であるため、条例において０円と規定されてい

るとの答弁でありました。 

志布志、有明にはシルバー人材センターがあるが、松山地域の状況についてただしたところ、

松山町時代には、シルバー人材センターが存在していたが、法人化されていない任意の団体であ

ったため、合併と同時に志布志、有明と一体となったところであるとの答弁でありました。 
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松山地域でも作業の需要はあると思うが、会員への対応と会員数についてただしたところ、平

成30年３月31日現在の会員数は、有明地区105名、志布志地区142名、松山地区66名の合計313名と

なっている。松山地区の会員については、基本的には、移動等に係る負担軽減や効率化を図るた

め、作業当日にシルバー人材センター職員が作業現場に出向いて、打ち合わせや作業終了時の日

報確認等を行っている状況である。志布志地区においては、ほぼ毎日シルバー人材センター職員

がシルバーワークプラザに出向き、会員への作業を指示し、作業終了後においては日報の確認等

を行っているとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案第68号、志布志シ

ルバーワークプラザの指定管理者の指定について、及び議案第69号、有明シルバーワークプラザ

の指定管理者の指定については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから２件の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから議案第68号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第68号について採決します。 

本案に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員長の報告のとおり決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第68号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第69号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから議案第69号について採決します。 

本案に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員長の報告のとおり決定

することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第69号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第10 議案第70号 伊﨑田青少年館の指定管理者の指定について 
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 日程第11 議案第71号 通山青少年館の指定管理者の指定について 

 日程第12 議案第72号 原田青少年館の指定管理者の指定について 

 日程第13 議案第73号 山重青少年館の指定管理者の指定について 

 日程第14 議案第74号 蓬原青少年館の指定管理者の指定について 

 日程第15 議案第75号 有明青少年館の指定管理者の指定について 

 日程第16 議案第76号 野神青少年館の指定管理者の指定について 

○議長（西江園 明君） 日程第10、議案第70号から日程第16、議案第76号まで、以上７件を会

議規則第37条の規定により、一括議題とします。 

いずれも文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、一括して委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第70号、伊﨑田青少年館

の指定管理者の指定についてから、議案第76号、野神青少年館の指定管理者の指定について、ま

での以上７件について、文教厚生常任委員会における審査経過の概要と結果について、一括して

報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から生涯学習課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、青少年館ごとに異なっている指定管理料の積算根拠についてただし

たところ、指定管理料については、公民館長への謝金を含む人件費、コピー用紙や清掃用具等の

消耗品費のほか、管理費としての光熱水費、コピー機の賃借料、修繕料などを積み上げ算定して

いるが、利用状況等による光熱水費やトイレの排水処理の形態等により金額に差が出ている。光

熱水費については、過去５年間の実績等を参考にしながら積算し、各公民館の提案額と比較して、

指定管理料を決定しているとの答弁でありました。 

青少年館での事故に対する責任の所在について、公民館との認識の共有化は図られているのか

とただしたところ、指定管理施設で事故が発生した場合、総務課が所管している全国町村会総合

賠償補償保険の対象となるが、公民館行事等で発生した事故については、公民館総合賠償保険の

対象となる。責任については事前に修繕箇所等の報告があったものについては、設置者である市

が負うことになるが、未報告の件など事故の形態によっては、一時的ではあるが、公民館長に窓

口になってもらうなど責任が生ずると考えているとの答弁でありました。 

青少年館の社会教育法上の位置付けについてただしたところ、社会教育法上の施設は、図書館

や条例公民館、文化会館、博物館などであり、青少年館は、同様の利用形態ではあるが、その校

区に限定しての施設であるため、社会教育法上の施設とは考えていないとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第70号、伊﨑田青

少年館の指定管理者の指定についてから、議案第76号、野神青少年館の指定管理者の指定につい

て、までの以上７件については、全会一致をもって、可決すべきものと決定いたしました。 
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以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから７件の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませ

んか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第70号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第70号について採決します。 

お諮りします。議案第70号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第70号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第71号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第71号について採決します。 

お諮りします。議案第71号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第71号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第72号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第72号について採決します。 

お諮りします。議案第72号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第72号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 
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これから議案第73号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第73号について採決します。 

お諮りします。議案第73号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第73号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第74号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第74号について採決します。 

お諮りします。議案第74号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第74号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第75号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第75号について採決します。 

お諮りします。議案第75号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第75号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

これから議案第76号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから議案第76号について採決します。 
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お諮りします。議案第76号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員

長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第76号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第17 議案第77号 財産の取得について 

○議長（西江園 明君） 日程第17、議案第77号、財産の取得についてを議題といたします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第77号、財産の取得について、

総務常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から港湾商工課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、付議案件説明資料中の図では、臨海工業団地４工区が2.3haと表記さ

れているが、議案に記載されている土地の合計面積は19,245㎡となっており、面積が異なるが、

生じている差異は何かとただしたところ、市道香月線の工事に伴い、先行して取得している用地

もあることから、今回提案する面積との差異が生じているとの答弁でありました。 

災害等の影響による鋼材の価格高騰や資材不足等、計画どおりに事業を進めることができるか

懸念するところであるが、工事の進捗状況はどうなっているのかとただしたところ、臨海工業団

地１工区を購入した株式会社上組については、２年以内に工事の着手、３年後には供用開始して

いただく条件となっており、現在、既に工事に着手している。建築資材の高騰などの話も聞くが、

臨海工業団地を購入した企業からは、特段、相談等は受けていないとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第77号、財産の取

得については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 



 （263）

これから採決します。お諮りします。 

議案第77号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員長の報告のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第77号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第18 議案第78号 財産の処分について 

○議長（西江園 明君） 日程第18、議案第78号、財産の処分についてを議題といたします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第78号、財産の処分について、

総務常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から港湾商工課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、今回売却する安楽大迫工業団地分譲地について、売却の相手方とし

て、鹿児島堀口製茶有限会社のほか、ダンフーズ株式会社とあるが、どのような会社か。また、

本市への進出へ至った経緯についてただしたところ、ダンフーズ株式会社は、愛知県名古屋市に

本社があり、同市内に工場を２か所、北海道に工場を３か所、有している企業で、野菜確保のた

め、九州進出を考えていたところ、鹿児島県主催の工場用地視察に参加した際、立地・配送条件

などを含め本市への興味を示していただき、これまで、県大阪事務所等を通じての誘致を重ね、

約３年をかけて、今回の誘致に至っている。工場については、主に大隅半島から野菜を調達し、

規格外品等も活用し、カット野菜、ペースト、ジュース等製造を行い、志布志港の国内定期船を

利用し、食品加工メーカーへ納入するための加工事業所となるとの答弁でありました。 

売却の相手方となる２社は、売却された土地の現在の水質状況を理解した上で、土地の購入に

至っているのかとただしたところ、水質状況については、水質基準に適合していない部分もある

ことを含め、内容を示している。その上で、ダンフーズについては、野菜等の洗浄では、現在の

水質でも利用は可能であり、適合しないものについては、上水道で対応するとの回答をいただい

ている。また、鹿児島堀口製茶については、現在の水質で対応可能であるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第78号、財産の処

分については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第78号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員長の報告のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第78号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第19 議案第79号 字の区域変更について 

○議長（西江園 明君） 日程第19、議案第79号、字の区域変更についてを議題といたします。 

本案は、産業建設常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○産業建設常任委員長（丸山 一君） ただいま議題となりました議案第79号、字の区域変更に

ついて、産業建設常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、審査に資するため、県営中山間地域総合整備事業

（志布志地区）小川内換地区の現地調査を実施し、執行部から耕地林務水産課長ほか担当職員の

出席を求め、審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、今回の字の区域変更については、整備されたほ場内の道路形状が変

わっているが、道路の付け替えによって変更が発生しているのかとただしたところ、ほ場整備に

より、新しく道路を設置し、ほ場の区画も整理している。工事前の区画に沿って入っていた当初

の字界を、工事後の筆界に合わせて字界を設定するものであるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第79号、字の区域

変更については、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これで討論を終わります。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第79号に対する所管委員長の報告は、可決であります。本案は、所管委員長の報告のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第79号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第20 議案第80号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号） 

○議長（西江園 明君） 日程第20、議案第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７

号）を議題とします。 

本案は、それぞれの所管の常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過

と結果について、委員長の報告を求めます。 

まず、７番、八代誠総務常任委員長。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第80号、平成30年度志布志市

一般会計補正予算（第７号）のうち、総務常任委員会に付託となりました所管分の審査経過の概

要と結果を報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、審査に資するため、執行部から担当課長ほか担当

職員の出席を求め、審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

はじめに、港湾商工課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、観光施設改修事業において、緊急修繕を行っているが、詳細につい

てただしたところ、ダグリ岬遊園地プールへ海水をくみ上げるためのポンプが台風により故障し

たことから、ポンプの改修を行ったとの答弁でありました。 

店舗リフォーム助成事業について、今年度、何件の申請が見込まれているのかとただしたとこ

ろ、現在６件の申し込みと１件の相談があり、合計７件の申請が予定されているとの答弁であり

ました。 

次に、財務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、財産収入において、458㎡の畑を売却したことによるものとのことだ

が、購入者は宅地としての購入となっているのはなぜかとただしたところ、当該土地の地目は畑

であったが、購入者が農業委員会に対し、宅地としての申請、許可後に購入することとなったた
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め、宅地として売買契約が成立したとの答弁でありました。 

また、当該土地の場所等の詳細についてただしたところ、当該土地は、潤ヶ野校区内佐野原地

区にあり、普通財産として市が管理していた４筆のうちの１筆で、全てが県道に隣接した土地と

なっているとの答弁でありました。 

最後に、総務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、改定された鹿児島県の最低賃金は、いつから適用されるのか。また、

今回、本市の非常勤職員の時間単価を785円に見直しを行っているが、どのような検討がなされた

のかとただしたところ、改定された最低賃金は平成30年10月１日からの適用となる。前回、県の

最低賃金が737円に改定になった際、これまでの最低賃金の上げ幅を考慮し、次回の上げ幅を３％

程度と見込んで760円に設定したが、平成30年10月の改定では761円となった。平成31年度途中に、

県の最低賃金の改定があっても本市においては改定せずに済むよう、上げ幅３％を超える785円に

設定したとの答弁でありました。 

以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案

第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号）のうち、総務常任委員会に付託となり

ました所管分につきましては、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） 次に、19番、小園義行文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となっております議案第80号、平成30年度

志布志市一般会計補正予算（第７号）のうち、文教厚生常任委員会に付託となりました所管分の

審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から担当課長ほか担当職員の出席を求め審

査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

はじめに、生涯学習課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、体育施設費で計上されている修繕料80万8,000円の内容についてただ

したところ、台風24号により破損した志布志運動公園体育館の防水シートの修繕と体育館通用口

の割れたガラスを修繕したため、今後の修繕費用に不足が生じることから増額するものであると

の答弁でありました。 

図書館の空調機取り替えに係る修繕料が計上されているが、設置後、何年が経過しているのか

とただしたところ、平成９年の開館時に設置したもので、21年経過しているとの答弁でありまし

た。 

空調機の故障による図書館業務等への影響はなかったのかとただしたところ、夏場に故障した
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ため、空調機と扇風機数台を併用して、影響を最小限にとどめたところであったとの答弁であり

ました。 

空調機についても耐用年数が設定されていると思うが、更新の時期をどのように捉えているの

かとただしたところ、年間の保守契約により、壊れた部品等はその都度交換しており、設定され

ている耐用年数の経過を更新時期とは考えていない。点検等に努めながら、故障した時点での更

新になると考えているとの答弁でありました。 

次に、教育総務課・学校教育課分について報告いたします。 

執行部より予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、小学校費で修繕料90万円が計上されているが、支出が見込まれる修

繕内容についてただしたところ、学校施設については老朽化も進んでおり、各学校の要望等を踏

まえ計画を立てているが、特別支援教室増設に伴う教室確保のための間仕切りの設置など、想定

していなかった突発的な修繕の発生が、増額の主な理由である。今後は、蓬原小学校体育館のト

イレ洋式化、森山小学校屋外スピーカー取り替え修繕と鳩駆除のための防鳥網設置、香月小学校

理科室の換気扇取り替え修繕、尾野見小学校プール止水栓修繕を予定しているとの答弁でありま

した。 

平成27年度及び28年度の志布志中学校通学バス運行業務委託事業に係る、へき地児童生徒援助

費等補助金について、返還金が発生した理由についてただしたところ、へき地児童生徒援助費等

補助金については、学校統合前に統合対象となる学校区域内に居住していた生徒が対象であった

が、対象とならない学校統合後における当該区域内への転入、転居した子供も補助対象と捉えて

いたため、返還が必要になったとの答弁でありました。 

いつの時点で判明したのかとただしたところ、平成29年11月に会計実地検査が実施された際に、

対象となる生徒について精査されたが、その時点では、会計検査院への持ち帰りとされたところ

であった。今回、県を通じて、学校統合後の児童生徒については、補助対象外であるとの国から

の正式な回答を受けたため、改めて精査し、返納すべき額について今回計上したものであるとの

答弁でありました。 

平成27年度及び28年度の返還額が説明資料で示されているが、当該年度の志布志中学校通学バ

ス運行業務委託料と利用者数についてただしたところ、委託料については、平成27年度が1,171

万2,000円、28年度が1,166万4,000円となっている。利用者については、平成27年度が28名、28

年度が27名であったとの答弁でありました。 

利用者のうち、今回返還となった補助対象外の児童生徒数についてただしたところ、平成27年

度分については、28名中、準要保護生徒の６名を対象外としていたが、今回精査した結果、新た

に２名が対象外となったところであるとの答弁でありました。 

事務局費の共済費が11万円計上された要因についてただしたところ、小学校の司書補が病気休

暇を取得されたため、その代替として臨時職員をお願いしたところである。通常、臨時職員につ

いては、15日勤務であるが、嘱託職員の代替ということで、20日勤務をお願いした関係で社会保



 （268）

険に加入する必要が生じたため、今回お願いするものであるとの答弁でありました。 

次に、市民環境課分について報告いたします。 

執行部より予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、台風24号で破損した国民年金の看板修繕料８万1,000円が計上されて

いるが、建て替えではないのかとただしたところ、看板の土台もしっかりしており、厚生局とも

協議した結果、破損前と同じ文言での修繕となるとの答弁でありました。 

文言を変えることについての検討はされなかったのかとただしたところ、厚生局との協議の中

で、修繕により文言を含め破損前の状態に戻すことで、引き続き交付金の対象になることや、文

言の変更については、厚生労働省との協議等が必要となることが示されたが、基本的には同じ文

言での修繕を指導されたところであるとの答弁でありました。 

次に、保健課分について報告いたします。 

執行部より予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、衛生費の需用費について、健康づくり費では、燃料費、印刷製本費

が減額され、同額を修繕料として増額し、介護予防支援事業費については、燃料費が増額されて

いる。このような処理となった理由についてただしたところ、５目、健康づくり費については、

修繕料の不足が見込まれるため、目内で調整したものである。目が異なる６目、介護予防支援事

業費の燃料費については、使用する係、車両も異なるため、それぞれ処理したところであるとの

答弁でありました。 

最後に、福祉課分について報告いたします。 

執行部より予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、平成29年度の保育所運営事業の国庫負担金について、実績確定によ

る精算返還金が計上されているが、返還に至るまでの流れについてただしたところ、平成29年度

に概算で受け入れた保育所運営事業の国庫負担金については、各園の実績に応じて支出してきた。

平成30年度において、29年度分の実績が確定したところであり、一般財源化している概算額と実

績額の差額分を平成30年度予算において、精算返還金として一般財源から支出する流れになって

いるとの答弁でありました。 

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金が１万8,000円計上されているが、その要因についてた

だしたところ、生活保護受給者と相談しながら、ジェネリック医薬品の使用率を上げていく努力

をしているが、本市の使用率が80％を超えたため、通常４分の３である補助率が、８分の７に引

き上げられたことによるものであるとの答弁でありました。 

以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案

第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号）のうち、文教厚生常任委員会に付託と

なりました所管分につきましては、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（西江園 明君） 次に、12番、丸山一産業建設常任委員長。 

○産業建設常任委員長（丸山 一君） ただいま議題となっています議案第80号、平成30年度志

布志市一般会計補正予算（第７号）のうち、産業建設常任委員会に付託となりました、所管分の

審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、審査に資するため、農地耕作条件改善事業下段地

区農道改良舗装工事及び、荒廃農地等利活用促進事業の現地調査を実施し、執行部から担当課長

ほか担当職員の出席を求め、審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

はじめに、建設課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、現年公共土木施設災害復旧事業（補助）として、山角川災害復旧工

事が計画されているが、山角川については災害が出たら対処するという対処療法の繰り返しにな

っている。抜本的な改修には膨大な費用が係ると思われるが、他の工法は無いのかとただしたと

ころ、今回は、以前の災害のときに設置したと思われる間知ブロックと間知ブロックの間の石積

み部分が被災しているもので、今回の対応で連続した間知ブロックになる。今回の被災場所の上

流は以前コンクリート３面張りを行っている。全面的に改修するとなると、相当な費用がかかっ

てしまうとの答弁でありました。 

建設課が所管する道路等について、台風24号による被害は、市内全域でどのぐらいになるのか。

また、その復旧の進捗状況についてただしたところ、台風24号による被災として、今回の補正予

算では３件を公共土木施設災害として計上しているが、それ以外は緊急に対応するため、専決処

分により、建設課所管分で合わせて77路線を軽微な委託等で実施している。そのうち現在施工中

の路線は７か所であるとの答弁でありました。 

今回の補正予算の公共土木施設災害復旧事業について、入札時期はいつ頃を予定しているのか。

東九州自動車道については３年後の完成を目指し、市内各地で突貫工事のように行われており、

市内の建設業者が多くの工事を請け負われている。当初予算で計上した工事や、今回の災害分の

執行に問題はないかとただしたところ、当初予算で計上した建設課分の工事は、目標であった上

半期の発注80％を達成している。今回の災害分については、補正予算の議決後、速やかに執行し

１月末ごろの入札になると思われる。しかし、１月発注では標準工期が取れないため、応札は厳

しいと考えている。国からは働き手が不足しており、工事を平準化するために債務負担行為や繰

越事業に県や市町村も積極的に取り組むよう通達がきている。市は単年度会計で年度内施工が基

本ではあるが、今回の工事発注については、工期の確保に御理解いただきたいとの答弁でありま

した。 

災害発生時は、道路作業班や市内建設業者で作るＮＰＯ法人「志布志市ふるさと協議会」によ

り素早く対応されているが、市内建設業者のふるさと協議会への加入状況についてただしたとこ

ろ、合併当初からすると廃業などで減っているが、今年の４月に有明地区で２社が新たに加入さ
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れている。ふるさと協議会に入っていない建設業者も含め、５月に意見交換を行っている。各社、

働き手の確保は難しくなっていると聞いているとの答弁でありました。 

次に、農政畜産課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、新規に独立する自営就農者に国から年間150万円交付される農業次世

代人材投資資金について返還金が予算計上されており、その理由として、農業公社での２年の研

修後に独立された方のうち２名が離農され、該当にならない月分を、月割りでそれぞれ国へ返還

するとの説明があったが、農業公社での研修後の就農などの条件はどのようになっているのかと

ただしたところ、研修生については、就農することと、地元に定住することが条件になっている

との答弁でありました。 

今回のケースについては、農業次世代人材投資資金は返還していただくが、農業公社での研修

手当については返還しなくてもよいのかとただしたところ、研修中に転出された場合、研修手当

は返還になるが、今回のケースは研修終了後に１年以上就農されており、返還の条件からは外れ

ている。現在の規定では、研修終了後に何年以上就農しなければならないといった期間が設定さ

れていないため、今回のケースを参考に、農業公社ともしっかり協議していきたいとの答弁であ

りました。 

荒廃農地で作物生産を再開するため、再生作業の費用を助成する荒廃農地等利活用促進事業が

新規事業として予算計上されているが、この事業は以前から実施していたのか。また、農用地内

に限定された事業なのかとただしたところ、以前は別の事業名で、基金を造成して県が実施して

いた。昨年度から市の予算を通した補助事業となり、予算として出てくるようになったものであ

る。この事業は農用地内に限定されるが、それ以外の土地で実施する場合は、農業委員会の「よ

みがえる農地復元対策事業」で対応しているとの答弁でありました。 

畜産共進会などの出品頭数が減少したことから、報償費を53万8,000円減額するとの説明だった。

出品１頭当たりの報償費の金額と、昨年度の出品頭数との比較について、また、平成34年に鹿児

島県で開催される全国和牛能力共進会を見据えた対応策についてただしたところ、市内３地区・

曽於地区・県のそれぞれ共進会等がある。１頭当たり4,000円の報償費であり、市の品評会につい

て、300頭の出品と積算していたが、実際は208頭だったことが減額の大きな理由である。秋の品

評会への出品頭数の推移は、平成27年度が148頭、平成28年度が137頭、平成29年度は実施が無く、

平成30年度が121頭である。現在もＪＡと市で出品への声掛けを行っているが、肉用牛振興会の中

で打ち合わせし、平成31年度からはモデル的に、志布志地域の20歳から30歳代のヘルパー組合員

約10名に、出品の声掛けに対して協力をもらい、それに対する謝礼金の予算化を計画している。

まずは農家の意欲を高めることが１番と考え、全国和牛登録協会鹿児島県支部による研修会や交

流会も計画しているとの答弁でありました。 

最後に、耕地林務水産課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 
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主な質疑といたしまして、森林病害虫等防除事業については増額補正されているが、若浜周辺

から押切地区までの広い範囲で多くの松の木が枯れている。被害の状況についてただしたところ、

マツノザイ線虫による被害が広い範囲で発生しており、当初予算と補正予算を合わせて、本数で

1,300本程度、800㎥分の松を伐採し、チップ化により処理する予定であるとの答弁でありました。 

伐採後の植栽については、抵抗性松を植えたり、松にこだわらず広葉樹などを植えたりしても

よいのではないか。飛砂防備保安林としては大きな意味があり、県と善後策を検討すべきではな

いかとただしたところ、伐採後の植栽については、県と協議し、有効な樹木の種類を検討してい

く。緑ヶ浜団地の前については、来年、試験的にマテバシイを植える予定にしているとの答弁で

ありました。 

農地耕作条件改善事業下段地区については、基盤整備後の残地を含め４ｍの幅員で道路改良を

計画されている。基盤整備された他の地域では、機械の大型化などにより「５ｍにした方が良か

った」という声をよく聞く。現地調査では残地が多く残っており、５ｍの幅員でも取れるようで

あるが、４ｍで計画された理由は何か。地元の意向を聞いて検討すべきではないかとただしたと

ころ、４ｍの幅員で側溝に蓋を付ける方法と、５ｍの幅員でオープンの側溝にする方法があるが、

地元と協議し使いやすい方で進めていくとの答弁でありました。 

農業用施設災害復旧事業（単独）については、災害分担金として歳入が70万円増額されている

が、災害復旧に係る地元分担金なのかとただしたところ、農地及び農業用施設の災害復旧に係る

地元分担金である。台風24号に関連する災害復旧事業については、12月５日に国から激甚災害と

して指定されているが、今回の補正予算を計上する段階では、市の単独事業として計上している。

激甚災害の対象になれば有利な起債の対象にもなるため、次の補正予算で分担金は減額する予定

であるとの答弁でありました。 

市有林管理事業について、台風24号の影響により立木の売り払い代金が690万円減額されている。

この対象面積と木の種類について、また、当該市有林の現状についてただしたところ、場所は帖

南ヶ迫で、面積が10.9ha、樹木の種類はスギと一部ヒノキである。立木の搬出路を林道陣岳線と

していたが、そこが被災して搬出できないため減額となったものである。現状として倒木はない

が、一部崩落している。今後、間伐や皆伐など、事業の実施については森林組合とも協議し、災

害が起きないように計画していくとの答弁でありました。 

以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案

第80号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第７号）のうち、産業建設常任委員会に付託と

なりました所管分につきましては、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

議案第80号に対する各所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、各所管委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第80号は、各所管委員長の報

告のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第21 議案第81号 平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

○議長（西江園 明君） 日程第21、議案第81号、平成30年度志布志市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第81号、平成30年度志布

志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、文教厚生常任委員会における審査経過

の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から保健課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑として、一般被保険者高額療養費が増額補正となっているが、どのような疾病が想定

されるのかとただしたところ、疾病の分類について大分類で見ると、関節症、腎不全の伸び率が

高くなっていると分析しているとの答弁でありました。 

一般会計からの財政安定化支援事業繰入金について、233万3,000円が減額されているが、制度

の概要と減額に至った要因についてただしたところ、財政安定化支援事業繰入金については、被

保険者に低所得者や高齢者が多い、病床数が過剰であるなど、保険者の責めに帰すべきことので

きない事情による保険税の減収、医療費の増加に対し、一般会計からの繰り入れについて定めら

れている制度であり、財源としては、80％が交付税措置される制度である。30年度当初予算の繰

入金については、前年度と同額を計上していたが、繰り入れ可能な法定繰入額について、国から

の決定通知があったことから今回の減額に至ったところであるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第81号、平成30年

度志布志市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）については、全会一致をもって、原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第81号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第81号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第22 議案第82号 平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

○議長（西江園 明君） 日程第22、議案第82号、平成30年度志布志市介護保険特別会計補正予

算（第３号）を議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第82号、平成30年度志布

志市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、文教厚生常任委員会における審査経過の概

要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から保健課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑として、包括支援センターに派遣されている社会福祉協議会の職員については、年度

途中での異動が見られるが、派遣された職員の給料が異なる場合への対応についてただしたとこ

ろ、給料については、社会福祉協議会の給料表に従い、負担金として社会福祉協議会に支払って

おり、派遣された職員の単価の変動については、３月補正で対応することになるとの答弁であり

ました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第82号、平成30年

度志布志市介護保険特別会計補正予算（第３号）については、全会一致をもって、原案のとおり

可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第82号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第82号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第23 議案第83号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号） 

○議長（西江園 明君） 日程第23、議案第83号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正

予算（第２号）を議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第83号、平成30年度志布

志市下水道管理特別会計補正予算（第２号）について、文教厚生常任委員会における審査経過の

概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から市民環境課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑として、一般管理費で増額された嘱託職員報酬、光熱水費に下水道使用料の現年度分、

過年度分が充当されているが、収納は担保されているのかとただしたところ、収納実績等を踏ま

え計上したところである。過年度分については、当初の見込みを上回る50万円程度を既に収納し

ており、その分を補正するものである。現年度分については、上半期の調定実績と収納実績を踏

まえ、その差額分を今回補正したものであり、収納については、担保されているとの答弁であり

ました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第83号、平成30年

度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第２号）は、全会一致をもって、原案のとおり可決す

べきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 
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これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第83号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第83号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第24 陳情第３号 「育ちにくさを持つ子ども」及び「障がい児」とその「家族」が安心

して暮らせる地域生活を求める陳情書 

○議長（西江園 明君） 日程第24、陳情第３号、「育ちにくさを持つ子ども」及び「障がい児」

とその「家族」が安心して暮らせる地域生活を求める陳情書を議題とします。 

本件は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました陳情第３号、「育ちにくさを持

つ子ども」及び「障がい児」とその「家族」が安心して暮らせる地域生活を求める陳情書」につ

いて、文教厚生常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から福祉課長、保健課長、市民環境課長、

学校教育課長、教育総務課長ほか担当職員の出席を求め、当陳情に関する現状や所管課の取り組

み状況等について説明を受けました。 

福祉課長から、障がい者やその家族に対する理解を深めるための施策については、平成27年に

策定した「障害者計画」に基づき、「障害者週間」等の周知をはじめとする広報活動や、障がいの

ある方や関係者の相互交流を図る障がい者文化活動発表会・スポーツ大会等を開催している。県

下福祉事務所長会議において「県下統一のヘルプマーク及びヘルプカードの導入に向けた要望書」

を平成28年度から継続して提出し続けた結果、県においては、平成31年度から県下統一のヘルプ

カード導入に至ったところであり、今後も障がい者福祉の増進については、市民の関心と理解が

深まるための取り組みを行っていきたいと考えている。研修については、そお地区自立支援協議

会こども部会を中心に療育の質の向上及び療育従事者の専門性向上を目的とした協議、情報交換、

研修会等を実施している。保育の充実については、子ども・子育て支援事業計画で、障がい児施

策の充実を掲げており、今後も継続した障がい児保育を推進するとともに、保育環境の充実に努

めている。保育所の入所の際の「就労の条件」については、国が定めた基準で判断することにな

るが、可能な限り柔軟な対応に努めているところであり、今後も継続していきたいと考えている。

陳情で指摘のあった窓口対応の違いの詳細については、把握していないが、対応の違いにより迷
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惑をかけたのであれば、申し訳なく思う。対応の統一については、日常的に協議しているところ

であるが、引き続き、窓口対応等の平準化に努めていく。巡回支援専門員整備事業については、

幼保小連絡協議会や教育委員会を通じて、各施設との連携を深め、障がいの早期発見・早期対応

につながるよう取り組んでいる。放課後等デイサービス事業の運営については、有資格者の配置

による体制整備が必要であるが、事業所からの聞き取りによると有資格者不足が課題となってい

るため、平成29年11月に施設業務に従事可能な人材確保を目的とした「志布志市子育て人材バン

ク」を設立したが、登録に至っていない状況であるため、引き続き登録の案内に努めていく。 

保健課長から、妊娠・出産・子育てへの切れ目のない支援を目的とした子育て世代包括支援セ

ンターについては、本年４月に有明本庁に開設したところであり、妊産婦及び乳幼児の母子保健

並びに子育てに関する支援に必要な実情の把握や保育園などの関係機関との連携体制の整備に取

り組んでいる。周知については、市報への掲載や散らしの配布、出生手続や母子手帳発行時、乳

幼児健診会場等で説明を行っており、今後も引き続き周知に努めていく。 

学校教育課長から、教育支援相談員の配置、特別支援学級の充実に努めており、来年度につい

ては、特別支援学級10学級を新設する予定としている。また、特別支援学校との交流も行ってお

り、巡回相談等を定期的に実施し、必要な支援の在り方について検討している。就学時健診の際

には、保護者を対象とした子育てに対する不安解消や相談体制等を周知する講演会を実施してい

る。また、幼保小連携事業として、年２回の研修会を開始し、スタートカリキュラムを含めた検

討等に努めている。 

市民環境課長から、市民環境課では人権教育啓発基本計画を定めており、障がい者の人権、子

供の人権擁護に資する施策に従い、保護司や人権擁護委員、民生委員のほか関係課等の担当者が

参加する人権教育啓発推進連絡協議会においても、人権教育や人権啓発等について情報を交換し

ながら人権擁護に努めていきたいと考えているとの説明でありました。 

以上のような説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、陳情書の中に「子育て世代包括支援センターに関し、気軽に相談に

行くことができるような体制づくりを行ってください」とある。子育て世代包括支援センターが

有明にあることを背景とした陳情と捉えているのかとただしたところ、保健課長から、子育て世

代包括支援センターについては、平成30年４月に現在の場所で開設され、関係機関等との連携や

情報共有等の体制整備に重点的に取り組んでいるところである。今後については、窓口体制の拡

充も求められることから、場所の問題も含め検討が必要になってくると考えているが、保健師や

助産師、保育士等の配置が子育て世代包括支援センターの円滑な運営には不可欠であるため、全

体的な組織の在り方も含め、関係課との協議を進めているところであるとの答弁でありました。 

特別支援学級については、平成31年度において10学級が新設されるとの説明であったが、専門

的な知識を有した教職員の配置についてどのように考えているのかとただしたところ、学校教育

課長から、専門的な免許を有した教職員が担当することが原則ではあるが、免許を有していない

教員についても、これまでの現場経験や特別支援教育の研修等での学びを通して、指導力を高め
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担当してもらうことになる。教職員についても人手不足であるため、それぞれの学校で工夫をし

ながら支援環境の充実に努め、対応していくとの答弁でありました。 

本市から牧之原養護学校に通っている子供の負担が大きいことも陳情から伺えるところである。

県において、養護学校の分校設置の動きがあるとの情報も把握されているようだが、より早い実

現につなげるためには、どのような活動が必要なのかとただしたところ、学校教育課長から、教

育委員会からの要望や議会等からの要望を県の教育委員会にあげていくことが大切だと思われる

との答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、陳情書の取り扱いについて審査に入りました。 

意見として、アンケート調査の結果からも、保護者の方々が抱えている深刻な状況が認識でき

た。併せて、根深いそれぞれの課題の解決については、引き続き取り組んでいかなければならな

い。「育ちにくさを持つ子ども」及び「障がい児」とその「家族」が安心して暮らせる地域生活を

実現していくためにも、本陳情については採択すべきという意見がありました。 

以上のような、意見が出され、採決の結果、陳情第３号、「育ちにくさを持つ子ども」及び「障

がい児」とその「家族」が安心して暮らせる地域生活を求める陳情書」については、全会一致で

採択すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

陳情第３号に対する所管委員長の報告は、採択であります。本件は、所管委員長の報告のとお

り決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、陳情第３号は、所管委員長の報告

のとおり採択されました。 

──────○────── 

 日程第25 議案第84号 志布志市特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議

員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

○議長（西江園 明君） 日程第25、議案第84号、志布志市特別職の職員の給与に関する条例及

び志布志市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい
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て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第84号、志布志市特別職の職

員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について、総務常任委員会における審査経過の概要と結果について報告いたし

ます。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から総務課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による条例の改正内容について補足説明を受け、質疑に入りま

した。 

主な質疑といたしまして、ここ数年、報酬等について微増が続いているが、本市の景気動向な

どを捉えた上で、今回の提案となっているのかとただしたところ、今回の報酬等の引き上げにつ

いては、本市の市民税の所得割納税義務者数及び一人当たりの所得額が、年々、増加・回復傾向

にあること。また、大隅公共職業安定所管内の有効求人倍率についても、平成25年10月が0.95倍

であったのに対し、平成30年10月は1.31倍と増加していること。更には、同じく管内の月給制下

限・上限平均、共に昨年度よりも上昇している状況であること等を踏まえ、今回の引き上げにつ

いて提案に至ったとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第84号、志布志市

特別職の職員の給与に関する条例及び志布志市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定については、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決

定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第84号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第84号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第26 議案第85号 志布志市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制



 （279）

定について 

○議長（西江園 明君） 日程第26、議案第85号、志布志市一般職の職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

本案は、総務常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果につい

て、委員長の報告を求めます。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第85号、志布志市一般職の職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、総務常任委員会における審査経過

の概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から総務課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

執行部より、付議案件説明資料による条例の改正内容について補足説明を受け、質疑に入りま

した。 

主な質疑といたしまして、今回の改正中、宿日直勤務についての表記があるが、宿日直勤務と

はどのようなものか。また、本市において該当する勤務や実績はあるのかとただしたところ、宿

日直勤務とは、医師又は歯科医が病院等で宿日直を行った場合の規定であり、本市では病院等を

運営していないため対象者はおらず、これまでの実績も無いが、国の改正に準じて今回改正を行

うものであるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第85号、志布志市

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、全会一致をもって、

原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第85号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第85号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第27 議案第86号 平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号） 
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○議長（西江園 明君） 日程第27、議案第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８

号）を議題とします。 

本案は、総務常任委員会及び文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における

審査の経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

まず、７番、八代誠総務常任委員長。 

○総務常任委員長（八代 誠君） ただいま議題となりました議案第86号、平成30年度志布志市

一般会計補正予算（第８号）のうち、総務常任委員会に付託となりました所管分について、審査

経過の概要と結果を報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員６人出席の下、執行部から担当課長ほか担当職員の出席を求め、

審査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

はじめに、財務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書により一般会計補正予算（第８号）に伴う歳入予算についての補足説明を

受け、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 

次に、税務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、法人市民税が還付となった主な要因は何かとただしたところ、法人

市民税は、予定納付が義務付けられているが、国の施策で、企業等への優遇措置となる償却資産

等の減免措置が打ち出されたこと等により、企業の設備投資が増えたことで、平成29年度と比較

すると企業利益が減少となったことが、予定納付していた法人市民税の還付が生じている主な要

因と考えているとの答弁でありました。 

最後に、総務課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明として、一般会計補正予算（第８号）については、人事院

勧告に準じた一般職の給料及び職員手当の引き上げに伴う補正予算である。人件費については、

総務課で一括管理しているため、人事院勧告及び法改正に準じた給与改定分を費目別に人件費を

算定している。なお、今回の改正では、市長、副市長、教育長及び議員分についても、それぞれ

増額となるため、増額補正のお願いをするところだが、本年２月に市長・市議会議員選挙が執行

され、今回改選された結果、市長及び初当選された議員の６月分期末手当の在職期間の期間率が

100分の60となり、その差額で対応可能だったため、補正予算は計上していない。 

概略、以上のような説明を受け、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 

以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案

第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号）のうち、総務常任委員会に付託となり

ました所管分につきましては、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（西江園 明君） 次に、19番、小園義行文教厚生常任委員長。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となっております議案第86号、平成30年度

志布志市一般会計補正予算（第８号）のうち、文教厚生常任委員会に付託となりました所管分に

ついて、審査経過の概要と結果を報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から担当課長ほか担当職員の出席を求め審

査を行いました。 

それでは、審査日程順に従い、報告いたします。 

はじめに、教育総務課、学校教育課分について報告いたします。 

執行部より予算書及び説明資料による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、市内小・中学校の普通教室への空調機設置について、ＰＦＩ方式は

検討されたのかとただしたところ、今回の空調機整備については、ＰＦＩ方式も検討したが、事

例等も少なく、ＰＦＩ方式で機器を導入する場合、事業完了までに２、３年程度の期間を要する

こと、地元企業の参入が厳しくなることが想定されたため、従来どおりの方法により整備するも

のであるとの答弁でありました。 

空調機器の導入スタイルと導入後のランニングコストへの国の支援の在り方についてただした

ところ、今回の機器導入については、リースではなく一括で購入し、設置するものである。導入

後の電気料等については、交付税措置という情報を得ているが、詳細な内容については、把握し

ていないとの答弁でありました。 

平成31年度での国庫補助金申請を今回の臨時特例交付金に申請替えし、早期の事業着手に努め

るものであるとの説明であったが、交付金の算出基礎についてただしたところ、国庫支出金の算

定については、概算の工事請負額と、国が示す標準単価に設置面積を掛けて算出した額を比較し、

どちらか少ない事業費の３分の１が内定された交付金額となっている。今回計上した事業費につ

いては、これまでの県内の工事実績等から算定した単価から算出した概算事業費となっているが、

実施設計の状況によっては、事業費の変動があることを理解いただきたいとの答弁でありました。 

今回の空調機整備事業については、国庫支出金のほか学校教育施設等整備事業債を財源として

いるが、交付税措置の在り方についてただしたところ、これまでの大規模改造に伴う空調機設置

等については、国庫補助の対象外の地方負担分の75％について、学校教育施設等整備事業債が充

当され、そのうち、30％が交付税措置される制度となっていた。今回の臨時特例交付金について

は、財政措置が拡充され、国庫補助以外の地方負担分については、学校教育施設等整備事業債を

100％充当することが可能となり、元利償還金の60％が交付税措置されることになっているとの答

弁でありました。 

次に、市民環境課分について報告いたします。 

執行部より、予算書による補足説明として、一般会計補正予算（第８号）については、人事院

勧告及び法改正に準じた給与改定分に伴う下水道管理特別会計への繰出金を計上したものである。

概略以上のような説明を受け、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。 
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以上で全ての課を終え、質疑を終結し、討論に入りましたが、討論は無く、採決の結果、議案

第86号、平成30年度志布志市一般会計補正予算（第８号）のうち、文教厚生常任委員会に付託と

なりました所管分につきましては、全会一致をもって、原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。お諮りします。 

議案第86号に対する各所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、各所管委員長の報

告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第86号は、各所管委員長の報

告のとおり可決されました。 

──────○────── 

 日程第28 議案第87号 平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号） 

○議長（西江園 明君） 日程第28、議案第87号、平成30年度志布志市下水道管理特別会計補正

予算（第３号）を議題とします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員会における審査の経過と結果に

ついて、委員長の報告を求めます。 

○文教厚生常任委員長（小園義行君） ただいま議題となりました議案第87号、平成30年度志布

志市下水道管理特別会計補正予算（第３号）について、文教厚生常任委員会における審査経過の

概要と結果について報告いたします。 

当委員会は、12月10日、委員全員出席の下、執行部から市民環境課長ほか担当職員の出席を求

め、審査を行いました。 

執行部より予算書による補足説明を受け、質疑に入りました。 

主な質疑といたしまして、一般管理費で給料が１万5,000円増額されているが、何名分かとただ

したところ、職員２名分であるとの答弁でありました。 

以上で質疑を終結し、討論を行いましたが、討論は無く、採決の結果、議案第87号、平成30年

度志布志市下水道管理特別会計補正予算（第３号）は、全会一致をもって原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 
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○議長（西江園 明君） これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 討論なしと認めます。 

これから採決します。 

議案第87号に対する所管委員長の報告は、原案可決であります。本案は、所管委員長の報告の

とおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議案第87号は、所管委員長の報告

のとおり可決されました。 

──────○────── 

日程第29 議員派遣の決定 

○議長（西江園 明君） 日程第29、議員派遣の決定を行います。 

お諮りします。議員派遣の決定につきましては、会議規則第170条第１項の規定により、お手元

に配布してある内容のとおり決定したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣は、配布してある内容の

とおり決定しました。 

──────○────── 

 日程第30 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（西江園 明君） 日程第30、閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。 

配布してある文書写しのとおり、総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長、

議会運営委員長から、閉会中の継続調査申し出がありました。 

お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（西江園 明君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

──────○────── 

○議長（西江園 明君） 以上で、本定例会に付議されました全ての案件を終了しましたので、

これをもって議事を閉じ、平成30年第４回志布志市議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 
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午前11時57分 閉会 

 


